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概 要 

 

 

工 事 場 所 

 

 

 

工 事 概 要 

 

 

付    記 

 
 
 
 
 
 
 
 

前 払 金 
 

 

 

 

大阪市東住吉区長居公園 1-23 

大阪市立自然史博物館 

（電話）06－6697-6221 

 

本工事は劣化した屋上防水、サッシ廻りシーリング、老朽化したト

イレを改修する工事である。 

 

・本工事は、本設計書及び設計図面に基づくほか、国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書最新版」、「公共建築改

修工事標準仕様書最新版」、及び「公共建築設備工事標準図最新版」

に基づいて施工しなければならない。 

 

・本契約において、工事を下請負に付する場合には、下請け人が大阪

市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止期間中で

ないこと。 

 

前払いが必要な場合は、保証事業会社と前払金保証契約を締結する

こと。前払金は契約金額の 10分の３以内の範囲とする。 
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仕 様 書 

 

１． 工事内容 

(1)本館側一部、屋上防水シート改修を行う。 

(2)本館側サッシ廻りのシーリング打ち替えを行う。 

(3)新館側トイレの改修を行う。 

(4)詳細内容については特記仕様書参照。 

 

２．作業日時等 

(1) 作業時間は、原則として午前９時～午後５時 30分（当館退出時間）までとする。

やむを得ず、時間外に工事を行う場合は、監督職員と協議すること。 

(2) 工事実施時期については監督職員と協議の上実施することとし、その都度、館内工

事届を提出すること。 

 

３．特記事項 

 (1) 工事を行う際は作業靴に履き替えるなど、汚れを廊下等に持ち込まないよう配慮す

ること。 

 (2) 外部との出入口の扉・シャッターの開閉は、害虫等の侵入を防ぐため迅速に行うこ

と。 

 (3) 防水工事前に施工時に発生する作業音について試験施工を行い、当館運営に支障が

無い事を確認すること。 

 (4) 当館設備等を使用する場合は事前に使用許可及び動作確認を行うこと。 

 

４．一般事項 

(1) 提出書類等 

提出書類について、あらかじめ監督職員と打合せのうえ、必要書類を提出するこ

と。 

① 工事着手届  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

② 内訳明細書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

③ 現場代理人・主任(監理)技術者届  ・・・・・・・・・・・・・ １部 

④ 工事工程表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

⑤ 使用機器材承認願  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

⑥ 製作図、施工図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

⑦ 作業責任体制､緊急連絡系統､事故発生時の状況と対応の報告書 ・ １部 

⑧ その他、法的に定められた提出書類  ・・・・・・・・・・・・ １部 

(2) 現場工事 

① 工事従事者 

現場代理人は、常に現場の責任体制を明確にさせておくとともに、工事中は現場

代理人または主任(監理)技術者が現場に立ち会うものとする。また、工事に従事す

る要員は、十分な経験と技能を有するものとし、名札、腕章等身分の分かるものを

着用すること。 
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② 工程打合せ 

工事を実施する場合は、事前に定期に工程打合せを行うこと。打合せ議事録は要

約して、速やかに提出すること。また、工事の進捗状況を、書面で報告すること。 

※万博開催期間中及び、当館展覧会を考慮した工程とするため、事前に工程につ

いては発注者と打合せをすること。 

③ 法令等の遵守 

建設リサイクル法、大気汚染防止法、労働安全衛生法など関係法令を遵守して施

工すること。 

④ 官公庁その他手続き 

受注者は、施工に関して、法令等による官公庁その他手続きを行うこと。 

なお、必要な事項は、監督職員と打合せの上処理し、結果を速やかに報告するこ

と。 

⑤ 損傷補償等 

工事はすべて受注者の責任施工とし損傷補償は次による。 

ａ．工事施工にあたり、既存建物に損傷を与えたり、当館敷地外の土地を踏み荒ら

したり道路に損傷を与えるなど部外者（一般職員、来館者等）に与えた損傷に対

する保証は受注者の負担とする。 

ｂ．機器材料の運搬、その他施工にあたり、既存建物および設備等に損傷を与えな

いよう注意し、万一破損した場合は監督職員の指示に従い、無償で速やかに原形

に修復する。 

ｃ．工事において、既存建物のはつり、孔あけなどを行う場合は、事前に打ち合わ

せを行い、防災上、構造上問題なく施工するとともに、監督職員の業務に支障の

ないよう実施して、体裁よく修復する。 

⑥ 撤去材の処理 

本工事で発生した撤去材は、受注者の責任で場外搬出処分する。 

⑦ 工事用電力・水その他 

ａ．本工事に必要な工事用電力、水等の費用は当館の既設電力・水道の使用を認め

るものとする。但し、その受給に必要な設備は受注者負担とする。 

ｂ．工事用の仮設電源を使用する場合、現場代理人または主任(監理)技術者は使用

する電動工具等の機器類の安全性を確認した後、漏電遮断器付コードリール等を

中継して使用する。 

(3) 工事終了後の処理 

受注者は、工事終了後、次の処理を行う。 

① 受注者により行った官公庁、その他の手続きの処理を速やかに完了し、監督職員

に報告する。 

② 工事用設備・器具などは、工事終了時と同時に速やかに現場から搬出して、その

現場をもとの状態に復旧し、十分な清掃を行うこと。 

(4) 工事完成図書 

  工事が完成した際には、下記書類を提出する。 

① 工事完成届  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２部 

② 完成工事費内訳明細書  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

③ 完成図書（竣工図、施工図など）  ・・・・・・・・・・・ ２部 
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④ 完成図 CADデータ（JW-CAD及び DXF形式、ウイルスチェックの上） 

・・・・・・・・・・・ ＣＤ ２枚 

⑤ 納入機器仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２部 

⑥ 機器製作図・カタログ・取扱説明書  ・・・・・・・・・・ ２部 

⑦ 試験成績書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２部 

⑧ 工事写真（施工前、施工途中、施工後）  ・・・・・・・・・ ２部 

⑨ 官公庁届出書類など、保存を必要とするもの  ・・・・・・ ２部 

⑩ 上記書類のＰＤＦデータ（ウイルスチェックの上）  ・・・・ ＣＤ ２枚 

(5) 注意事項 

① 作業方法等 

ａ．工事の実施にあたっては、監督職員に事前に調整を行うこと。 

ｂ．工事車両の進入及び工事に際し当館利用者等の安全について充分に注意するこ

と。なお、工事車両駐車場及び資材置き場等については、事前に監督職員と協議

のうえ決定し、使用後は原状に復旧すること。 

ｃ．入館にあたっては、当館の規則に従い、必要書類を事前に監督職員に提出す

る。また、作業日毎に作業の内容を伝え、作業終了時には報告を行うこと。 

ｄ．作業の進め方については、当館の中央監視室との調整が必要な場合があるた

め、監督職員に事前に確認し、関係各所への周知と了解のもと実施する。 

ｅ．電源切替等により停電を伴う作業等が必要な場合は、当館の運営に影響が出な

いよう十分検討したうえで、事前に監督職員に説明し了解のもと実施する。 

ｆ．主要な建具・機器・配線等は、メンテナンスを考慮した作業スペースの確保

や、配線では要所に線名札を設置する。 

また、配管・配線、その他の工事において、防火区画貫通部の施工がある場合

は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するよう施工すること。 

ｇ．施工時は、既存施設、設置物等に作業範囲毎に適切な養生を行い、汚れや損傷

がないよう注意する。 

ｈ．施工終了時は、施工状態を確認するとともに、工事現場の後片付け、清掃を行

う。 

ｉ．業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積み込みから最終処分までを 

産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理すること。 

② 安全対策等 

ａ．作業にあたり、当該建物、設備はもとより、部外者（一般職員、来館者等）に

危害、損害または妨害を与えないよう十分留意すること。 

ｂ．作業期間中は、毎日作業前に危険予知や危機管理に関する確認作業、作業内容

や手順の確認、作業員の健康状態の確認、服装点検、危険個所等の確認を行い、

安全の確保に努めること。労働安全衛生法など関係法令に基づき、以下のような

必要な措置をとること。 

・ 安全教育、安全巡視等 

・ 現場ＫＹ活動 

・ 安全帯（高所作業時）など安全用具の装備 

・ 工事中であること及び工事場所への立ち入り禁止など、注意事項を明示す

る。 
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・ 地震時の機材転倒防止や電源工事の感電防止など、災害・電気事故防止対策

等を確実に行うこと。 

ｃ．作業に使用する工具、仮設材は、事前に点検し安全を確かめて使用すること。

また、常に点検整備に務め、目的に合った使用を行うこと。 

ｄ．工事期間中に搬入した資材等は、安全な場所に整理した状態で仮置きするこ

と。なお、搬入・搬出方法、保管場所については、監督職員と協議して決定す

る。 

ｅ．作業者は、定められた区域以外には無断で立ち入りせず、工事に関して立ち入

る必要がある場合は監督職員に連絡し、その指示のもとで行動すること。また、

工事エリアは、部外者（一般職員、来館者等）が不用意に近づけないよう防護措

置を施すこと。 

ｆ．当館内及び敷地内は、禁煙とする。 

ｇ．所定時間外に作業を行う場合は、監督職員に事前に連絡し、許可を受けたうえ

で行うこと。 

ｈ．現場代理人または主任(監理)技術者がやむを得ず現場を離れる場合は、その理

由を監督職員に連絡して了承を得るとともに、現場代理人または主任(監理)技術

者が指名した者が代行すること。 

ｉ．危険物（塗料など）は、事前に監督職員と打合せを行い、当館内には当日作業

に必要な最低限の量を持ち込み作業終了後は当館外へ搬出するなど、当館内の安

全確保を徹底して、法的に定められた使用及び管理を行うこと。 

ｊ．作業等に際しては、原則として火気は使用しない。やむを得ず火気を使用する

場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分

注意するとともに、作業後の火気点検、施錠確認を徹底すること。 

ｋ．作業者は、作業に適した服装、作業靴を着用して作業すること。 

ｌ．工事に関して、部外者（一般職員、来館者）から問い合わせや苦情があった場

合は、直ちに誠意をもって対応するとともに監督職員に報告すること。 

(6) 記載のない事項 

仕様書、設計図面等に記載のない事項については、監督職員に確認するとともに、

その指示を受け承認を得たうえで実施すること。 

(7) 軽微な変更 

 工事実施にあたって、軽微な事項については、工事達成に支障なく、また、他の工

作物に支障を生じない限り、監督職員の指示又は確認を得た後に行うことができるも

のとする。この場合契約金額の変更はしない。 

 (8) 他工事業者との協力 

他業者の請負工事と本請負工事の工事期間が重複する場合においては、それぞ 

の工事の妨げとならないように相互に工事上の配慮・協力を行うこと。 

(9) その他 

   業務内容に疑義が生じた時や不明な点があれば、監督職員と調整すること。 
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５．担当・提出先 

大阪市中央区大手前 3-1-43 ホテルプリムローズ大阪 3階 

地方独立行政法人 大阪市博物館機構 

事務局（施設管理課） 

TEL：06-6940-4301 





株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 

一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

特記 工事名 図面名 区分 図面番号 

年月（西暦表示） 縮尺 
建築

2025 年 3 月 

特記仕様書1 
第 332141 号 森 良太 

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
Ｃ－1 

管理番号 
4HM-12-0TE-1 

第 393114 号 新地 瞭太

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録

一級建築士登録 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
 

 

Ⅰ．工事概要 

1.工事場所 （地名地番） 

 （住居表示）大阪市東住吉区長居公園 1-23 

 

2.敷地面積 6,743,.68 ㎡ 

 

3.工事種目  

○新築  ○増築  ○改築  ●その他   （  屋上防水改修、トイレ改修  ） 

 

Ⅱ 建築工事仕様 

1. 共通仕様 

（1）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建

築工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」（以下、「標仕」という。）による。 

（2）その他の適用図書類は下記による。「最新版」とは図面発行時点に刊行されている最新版とする。 

● 民間（七会）連合協定工事請負契約約款に適合した工事共通仕様書（最新版） 

  （以下、「共仕」という。） 

● 日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説（JASS） 

● 建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 最新版） 

● 工事写真撮影ガイドブック（一般社団法人_公共建築協会 最新版） 

● 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省） 

● 官庁施設の基本的性能に関する技術基準（国土交通省） 

● 建築工事計画基準（国土交通省） 

● 建築工事基準（国土交通省） 

● 建築工事設計図書作成基準（国土交通省） 

● 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版） 

● 公共建築工事標準図 

● 大阪府福祉のまちづくり条例（大阪府） 

● 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱（建築物編）（大阪市） 

● 建築工事監理指針(上・下巻)（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版） 

● 総合図作成ガイドライン 日本建築士会連合会 最新版 

 

 

2. 特記仕様 

 （1）特記仕様は標準仕様書を基に特に記すこと、追加、追記、置換する内容を示すものである。 

（2）項目は、番号に ●印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。 

（3）項目欄、特記仕様欄に●印、※印のある場合の適用は下記による。 

  (a)項目欄に●印のついたものは本特記仕様書を適用する。 

  (b)特記仕様欄に●印のついたものを適用する。 

    ●印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 

    ●印と※印がともについた場合は、●印を適用する。（4）特記事項に記載の項目番号（章、節、

項番）は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 

（5）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 

また（ ）内は製品名を示す。 

（6） □G は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 

（7）標仕にない項目番号・特記事項は、本工事において追加した項目番号であり、【追加】と表記する。 

（8）標仕に特記事項が記載されていても、付け加える文章がある場合には、【追記】と表記する。 

（9 ）標仕に特記事項が記載されていても、文章をすべて、または一部を置き換える場合には、【置換】

と表記する。 

 

 

章 項 目 特 記 事 項 

１ 

章 

 

一 

 

般 

 

共 

 

通 

 

事 

 

項 

 

 1 節 一般事項           

【置換】 

● 1.1.2 

用語の定義 

(ケ) 「監理者に提出」とは、受注者等が監理者に対し、工事にかかわる書面又は

その他の資料に日付を明記し、受注者押印のうえ説明し、差し出すことをいう。

（1.1.2.(ケ) 一部【追加】） 

（ネ) 「材料」とは、工事に使用する機器・材料・製品を総称していう。 

（ノ) 「受注者の検査」とは、工事の各段階で、材料または施工などについて受注者

等自らが設計図書等との適否を判断することをいう。 

（ハ) 「発注者」とは、受注者と工事請負契約を締結した者をいう。 

（ヒ） 標準仕様書及び特記仕様書に記載の「監督職員」は「監理者」と読み替える。 

（フ） 監理者とは、工事請負契約約款に規定される監理者の業務を委任されたも

のをいう。 

（ヘ） 「同等品」とは、設計図書に記載された「要求性能・品質」を持つことを証明さ

れたものをいう。 

（ホ) 「参考図」とは、設計図書に添付した図において品質や特性、形状、工法など

を参考として一例を記載したものである。したがってすべての要求性能を表して

いるものではなく、また、その材料や形状、工法、システム等についても特定の製

造者、専門工事業者を示すものではない。 

（マ） 標準仕様書の「承諾」は「確認」と読み替える 

（ミ）「総合図」とは意匠、構造、設備の設計情報を一元化した図面をいう。 

(ム) 「設計者」とは本設計図を作成した者をいう。 

 

●1.1.3 

官公署その他

への届出手続

等 

【追記】 

（4）工事にあたり、必要な官公署その他への手続き（協議・届出・申請、竣工までの

各種手続き・協議関係）及び資料の作成は全て受注者にて遅延なく行い、これ

に要する一切の費用は受注者負担とする。（発注者の都合による設計変更に起

因する関係官庁への構造評定・確認申請に関する届出は除くが、施工上の都合

により必要な同手続きはこれに含む）なお、協議による想定外の仮設計画、工

法が必要になった場合はすべて本工事に含まれるものとし、費用は受注者の負

担とする。 

(5) 工事の各段階に必要な官公署その他への各種申請または届出の種別・手続

き・時期などをあらかじめ調査したうえで、一覧表を作成して監理者に提出する。 

(6) 建築確認申請書の作成及びその申請書の行政庁等への提出・対応等は

（            ）が行う。 

その他、（           ）の手続きは（            ）が行い、その費用負

担は（           ）が行う。 

(7) 工事の各段階に必要な官公署その他関係機関の立会検査や審査のうち、発注

者が申請者となるもの(以下、法定検査という)について、その種別・手続・時期・

実施内容などをあらかじめ調査し、一覧表を作成して発注者及び監理者に提出

する。法定検査には、次を含む。 

 

性能検証法適応の有無 〇有 ※無 

   〇階避難安全検証法  (〇ルート B   〇ルート C) 適用する階は以下による 

〇全館避難安全検証  (〇ルート B   ※ルート C) 

〇耐火性能検証法  (〇ルート B   〇ルート C) 

〇防火区画検証法  (〇ルート B   ※ルート C) 

 

〇1.1.4 

工事実績情報

サ ー ビ ス

(CORINS) へ の

登録 

   ※適用する ○適用しない 

〇1.1.7 

関連工事等の

調整 

【追記】 

(2) 本工事の「関連工事」は下記する。 

（                   ） 

(3)本工事の「関連別途工事」は下記とする 

（      ） 

(4) 別に定めのない限り、関連別途工事の受注者に対し、次のものについて調整・

貸与し、円滑な統括管理を図る。これらに関する費用の負担は、工事費に含むも

のとする。 

(ア) 関連別途工事を行う場所への出入り及び安全管理等にかかわる費用 

(イ) 足場・運搬設備・揚重設備・工事用電力・工事用給排水の利用 

(ウ)貫通孔などの設置、ボルト、インサートなどの取り付け 

(エ) 関連別途工事用の機器、材料の取り込みに必要な搬入口・通路などの設

置・確保 

(オ) 施工図・施工計画書などの作成に際し、関連別途工事との取り合い・納まり

などについて総合図を作成し、十分調整する。 

（カ）工期内に実施する必要のある関連別途工事は、相互間の工事調整に協力

する。 

(ｷ) 関連別途工事の扱いは以下による。 

○関連別途工事の業者と十分調整を取り、工事、検査、引渡しに支障の無いよ

うにすること。工事期間中に予定する関連別途工事は以下の通りとする。   

○情報、通信工事(建物引き込み部) 

○什器、備品設置工事 

○テナント工事 

(5)関連工事と関係のある工程調整については、総合工程表を作成し、十分調整する。 

 

●1.1..8 

疑義に対する

協議等 

 

【追加】 

(4)設計図書における疑義は、工事請負契約締結前に質問回答書をもって確認済みと

する。 請負契約締結後に疑義が発見された場合、原則として請負代金の増額及び

工期変更は行わない。 

(5)設計図書に代表箇所のみが表示され、その他の部分が省略されている場合は、代

表的箇所に準じて施工する。 

(6)図面に表示されていない事項でも、技術上、施工上、もしくは保安上欠くことのでき

ない物は、監理者と協議の上、請負者の責任において施工する。 

 

【追加】 

○1.1.14 

地中障害物 

 

(1) 図面及び参考資料に記載のない地中障害物の撤去工事が発生した場合は下

記による。 

※別途精算とする  ○本工事に含む 

 

(2) 前(1)項の地中障害物の種類、数量等を記録し、工期に影響する場合は、監理

者・発注者と協議を行う。 

 

【追加】 

○1.1.15 

土壌汚染対策

工事 

 

(1) 土壌汚染状況調査 

○本工事に含む 

(2) 汚染土壌場外処分費 

※調査結果の上協議とする  ○本工事に含む 

 

【追加】 

●1.1.16  

工事範囲及び

工事費に含ま

れる費用 

 

(1) 本工事及び工事別の施工範囲は、設計図書・見積要綱書及び添付資料による。

ただし、上記に設計図書等に記載がなくとも工事を完成するために品質・性能・法

令・安全・施工上当然必要な軽微な工事及び材料、工場製品は本工事に含む。 

(2) 本工事に必要な下記工事及び費用は本工事に含まれる。 

（ｱ）施工、材料及び製品の試験、見本等の作成、検査に要する費用。 

（ｲ）工事施工に必要な敷地周辺の障害となるものの移設と復旧。 

（ｳ）工事用機器、材料などの取り入れに必要な搬入口及び通路の設置とそれらに

伴う補強、及び後片付け。 

(3)電力、ガス、上下水道などの引き込み負担金。特に工事期間中の下水道使用料金

の算出・負担金。工事区分表参照。 

(4) 検査に関する諸費用 

(5) 本工事建物内外の関連別途工事との調整、協議、協力 

(6) 近接施工協議 

(7) 工事に起因する道路復旧工事 

(8) その他発注者の指示による 

 

【追加】 

●1.1.17 

監 理 者 の 確

認・検査・試験

の在り方 

 

(1) 機器・材料・施工・工事が設計図書に適合しない場合、その責は受注者にあり、

それらについての施工図・工作図・製作図・見本などに対する監理者の確認、あ

るいはそれらに対する監理者の検査又は試験は、受注者の責任を軽減するもの

ではない。 

(2) 施工に用いられ又は当該建物に組み込まれた製品の欠陥又はこれに類する原

因による品質上・性能上の不具合がある場合、その責は受注者にあり、当該部

位についての施工図・工作図・製作図・見本などに対する監理者の確認、あるい

はそれらに対する監理者の検査又は試験は受注者の責任を軽減するものでは

ない。 

 

【追加】 

●1.1.18 

書類の電子情

(1)監理者に提出する全ての書類のうち監理者の指示するものは、監理者と協議の

うえ指定コンピュータソフトにより作成し、HDD 等の電子媒体により提出する。 

(2)監理者がクラウドサーバー等による工事期間中における工事データの共有を指

報化 

 

示した場合は、監理者と協議の上その利用を行う。 

(3) 監理者及び設計者が紙面で指示した証跡も全てデータ化し保存する。 

 

【追加】 

○1.1.19 

建物経年調査 

 

(1) 当該建物を発注者へ引渡したのち、工事請負契約に定める契約不適合部位

及び損耗に関する調査を行う。 

なお、調査の時期は下記による。（工事請負契約条件を確認） 

○ １年   ○ ２年   ○ ５年   ○ １０年   ○その他（    ） 

(2) 前(1)号調査の具体的な実施要領は受注者が立案し、1 か月前までに監理者と

協議する。 

(3) 調査終了後速やかに調査の結果を記録し、監理者及び発注者に提出する。 

(4) 前項の調査の結果、当該建物に契約不適合部が認められた場合は、受注者

等は監理者と協議のうえ、速やかに工事請負契約に基づいて適切な対応を行

う。 

 

 【追加】 

○ 1.1.20 

営業協力 

 

 

 

(1)受注者は、本工事期間中、営業パンフレット撮影、写真撮影、看板及び横断幕掲

示、プレス対応、顧客対応（資料作成、説明、現場案内等）等、発注者の事業に協

力する。 

項目 仕様 数量 

写真撮影 ○内観 ○外観  カット 

パンフレット制作 ○A3  ○  部 

看板・横断幕制作 長さ ｍ ｘ 高さ ｍ  枚 

その他   

 

(2) 受注者は、発注者の広報活動、見学者対応等に協力する。 

 

 【追加】 

○ 1.1.21 

登記・事務所、

税対応への協

力 

 

受注者は、発注者の建物登記申請、事業所税申告等に関し、図面作成等協力する。 

 

 【追加】 

○ 1.1.22 

補助金申請業

務への協力 

当該建物に関し、発注者が下記の補助金申請を行う場合、受注者は図面作成、見積

内訳書作成、現地監査対応等に関し、発注者に協力する。 

〇               

〇               

 

 【追加】 

○ 1.1.23 

無償保守期間 

建物引渡し後１年間かつ指定する回数を無償保守期間とする製品・設備は下記とす

る。また受注者は建物引き渡し※3 か月前、〇      に、下記設備の無償保守を行

う業者、保守内容等の詳細を示した「設備メンテナンス計画書」を発注者に提出し確認

を得る。 

建物引渡し後の保守業務の実施にあたっては、建物管理者と協議し、その指示に従う

ものとする。 

〇昇降機設備（フルメンテナンス） 

〇機械駐車設備（フルメンテナンス） 

〇ゴンドラ設備（フルメンテナンス） 

〇自動ドア/回転ドア（フルメンテナンス） 

〇電動シャッター（引渡し後、６回以上点検） 

〇その他（            ） 

 

 【追加】 

○1.1.24  

品質計画 

○ 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は構造概要書による。 

〇 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 

   ・風速 V0＝  m/s 

   ・地表面粗度区分 〇Ⅰ 〇Ⅱ 〇Ⅲ 〇Ⅳ  

   ・積雪区分 建告示第 1455 号 別表（  ） 

 

 【追加】 

●1.1.25 

現地調査  

（1）着工に先立ち、下記（ア）～（オ）の事項及び監理者の指示する事項について、現

地調査を行い、その結果を図面及び書面・写真にまとめ速やかに監理者に報告す

る。それらの調査結果は仮設計画に十分に反映させる。 

(2)現地調査は、工事によって影響を受ける可能性のある項目について行い、その現

況を十分に把握し、必要に応じて調査書を作成する。 

(ア)敷地周辺の環境、周辺の建物（水路、公園、支持杭の有無、常水位等）、周辺

道路との境界の確認、交通状況、道路規制・一方通行・車両規制の有無、道路

幅や作業時間規制など。 

(イ)近隣建物の損傷程度や構築物の構造、形状、特に基礎、地下構築物などの詳

細な状況及び電波障害の有無など 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－2 特記仕様書2 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

(ウ)敷地周辺及び周辺道路に埋設されている通信ケーブル、上下水道、ガス管、

電気ケーブル、マンホールなどの仕様、位置、レベル、共同溝、とう道、電柱、架

空ケーブル、高速道路、鉄道、地下鉄等、重要度の高い項目。 

(エ) その他発注者の指示による。 

（オ）必要により所轄官公署と事前調査・協議する 

 

 【追加】 

○1.1.27 

昇降機の確認

申請  

 

昇降機に関する確認申請は、昇降機受注者が決定した段階で、同受注者が発注者の代

理者及び昇降機設計者として申請を行う。また、検査及び申請に伴う申請料も同受注者

の負担とする。 

なお、昇降機の扉、内装．ホールランタンなど、当該建物設計者がデザインした意

匠についての意匠権等の登録する権利は当該建物設計者が保有する。 

 

 【追加】 

●1.1.28 

軽微な変更等 

請負金額の範囲内で施工するものとする。 

現場の納まり取り合わせ等の関係で材料、寸法、取り合い位置又は取り付け工法を多少

変更し、或いはこれらによって取り付け員数を幾分増減する等の軽微な変更は、監理者

との協議によって行う。 

 

 【追加】 

●1.1.29 

設計変更 

 

部分的な変更、又は一部の追加工事等により請負金額の変更を行う場合は、その都

度施工に着手する前に請負代金額を明示した請負代金増減内訳書(増減内訳書)を提

出し、監理者の承諾を受ける。なお増減内訳書における工事単価は、見積要綱書に別

の定めのある場合を除き、工事請負契約時の単価とする。 

 

 【追加】 

〇1.1.30 

部 分 使 用 、 部

分 引 渡 、 仮 使

用 

なお、本工事において部分使用工事が発生した場合、係員の指示により仮使用手続きに

伴い必要となる書類・図面の作成を行い、法令にもとづいて必要となる官公庁への協議・

届出について建築主に協力する。なお、仮使用申請料の負担は建築主が行う。 

   

  2 節 工事関係図書           

 

 ●1.2.1 

実施工程表 
【追記】 

(1) 工事の着手に先立ち、または着手後速やかに実施工程表の作成を行い、監理

者に提出する。（1.2.1(1) 一部【置換】） 

監理者は実施工程表に問題があると認められる場合は、発注者及び受注者等

にその旨を報告・通知する。 

実施工程表は、着手から完成に至る工事全般の手順と日程の計画を表したも

ので、本工事の工程のほか、次の内容を記載する。 

(ア) 主要な施工図・施工計画書・製作要領書などの作成・提出・確認の日程 

(イ) 建築主事・所轄消防署による中間検査など関係法令に基づく官公署の

諸検査の日程 

(ウ) 部分使用・部分引渡しの日程及び関係する検査の日程 

(エ) 官公署への届出等手続きの日程 

(オ) 完成時の諸検査の日程 

(カ) 関連別途工事の主要な日程 

(キ) その他、工事の進行に関係する重要事項 

（受渡し、上棟、受電、総合試運転、クレーン解体、主要な材料の見本決定、

地下・地上躯体完了、外部足場解体など） 

(2) 実施工程表に変更の必要が生じた場合は、関連別途工事の工程と調整のうえ、

速やかに修正実施工程表を作成し、監理者に提出する。監理者は、修正実施工程

表に重大な問題があると認められる場合は、直ちに発注者及び受注者等にその旨

を報告・通知する。 

(3)必要により全体・月間・週間実施工程表を作成し、適宜実情に合わせフォロー修

正する(建築他関連業者と調整の上作成) 

 

 ●1.2.2 

施工計画書 
【追記】 

(6) 総合施工計画書は工事全体を通じて受注者等が行う工事組織の構成と運営、工

事環境の整備と維持、工事請負契約に基づく監理者への対応などについて、

本工事の固有の条件に適応した最適な方針を定めたものとし作成する。また、

監理者が監理方針書を示した場合は、それに基づいたものとする。 

(7) 工種別施工計画書うち品質管理に係る部分については、設計図書の定めるとこ

ろとし、監理者の確認を受ける。 

 

 ●1.2.3 

施工図等 
【追記】 

（4）施工図などの作成に先立ち総合図を作成し、監理者に提出する。基本的納まり、

特殊な納まり、関連別途工事などとの調整を必要とする事項、その他監理者の指

示する事項について、基準施工図を作成し、監理者の承認を受けた上で、総合図

の作成を行う。総合図には必要に応じ展開図も含む。 

 (5) 施工図・工作図・製作図などの作成に際しては総合図に基く。 

(6) 監理者の指示する原寸図などは、施工に先立つ適切な時期に作成し、監理者の

確認を受ける。 

(7) 模型・モックアップ・モデルルームなどの作製、見本施工は次による。これらは、 

施工に先立つ適切な時期に実施し、監理者の確認を受ける。 

(ア)模型の作製        ○ する  ● しない  （                   ） 

(イ) 見本施工         ● する  ○ しない  （  塗装色見本        ） 

見本施工とは、当該建物のある部分を、その施工方法、取合い、出来ばえなどを確

認するために、確認された施工図・施工計画書のとおりに施工することをいう。

場所・仕様については、本設と同じとするが、見本施工は、原則として本設として

使用しない。 

(ウ) モックアップの作製   ○する  〇しない  （                    ） 

モックアップとは、当該建物のある部分の設計内容を確定するための実物大模型

または縮尺模型のことをいう。使用材料は、本設と同じでなくてもよく、発注者及

び監理者との協議による。また、設置場所は工事敷地内とし、詳細についても発

注者及び監理者との協議による。モックアップは一定期間設置した状態を保てる

スケジュールとすること。 

(エ) モデルルームの作製  ○ する  ○ しない  （                    ） 

（オ）先行施工  〇する 〇しない（     ） 

先行施工とは、当該建物のある部分を、その施工方法、取合い、出来ばえなどを確

認するために、他の同様部分の着手に先立って、確認された施工図・施工計画

書のとおりに施工することをいう。先行施工された部分は、原則として本設として

使用する。 

(8) 施工図の作成は現場にて行い、専任担当者を充てること。 

（9）受注者は、施工図作成するにあたり覚書の締結又は誓約書を交わすことにより設

計ＣＡＤデータを貸与することができる。貸与条件については設計者との協議によ

る。 

 

 ●1.2.4 

工事の記録等 
【追記】 

(6)報告に用いる書式等は、監理者と協議の上定める。 

(7) 検査、試験又は設計図書に定められた確認などを行った場合は、終了後速やか

に記録を作成して監理者に提出する。 

(8)施工・試験などへの監理者の立会いを受けた場合は、終了後速やかに記録を作

成して監理者に提出し、監理者の確認を受け、最終資料については押印またはサ

インを受ける。確認などの結果手直しが有る場合は速やかに手直しを実施しその

結果を監理者へ報告する。監理者が手直し報告を確認後次工程に進めることがで

きる。 

(9) 書類などの審査による監理者の検査を受けた場合は、その終了後速やかに該当

書類に監理者の確認を受け、最終資料については押印またはサインを受ける。 

(10)施工図調整専任係員  ※設けない  〇設ける(   名) 

(11)上記の専任係員は監理者の指示により施工図調整を専任で行う。施工図に関し

て経験豊富であり監理者が承諾した者とする。 

(12)外装計画においても総合図同様、施工図作成に先立ち、部材単体の製作・施工

図とは別に全ての関連情報を盛り込んだ建物外観立面図(四面・縮尺 1/100 程

度以上)作成の上、整合を図り監理者の確認を受けること。 

 

   

3 節 工事現場管理           

 

 ● 1.3.1 

施工管理 
【追記】 

(３)監理者が掲示した監理方針に基づき受注者は工事運営及び施工管理に沿って実

施する。 

(4) 本工事の品質・工程・予算管理については、受注者による自主管理を原則とする

が、発注者が管理方法、提出書類の書式、使用するソフトウェア等について指定す

る場合は、これに従うものとする。 

 

 ● 1.3.2 

施工監理技術

者 

【追記】 

(3) 工事の着手に先立ち建設業法に基づく現場代理人及び同法に基づく有資格者で

ある監理技術者又は主任技術者を選任し監理者、発注者へ文書提出の上、承認

を受ける。 

 

 〇 1.3.3 

電気保安技術

者 

【追記】 

(4) 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務

を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。 

※ 要  〇不要 

 

 ● 1.3.5 

施工条件 
(2) (1)以外の施工条件は下記による。 

(ア) 作業時間などは次による。 

(a) 設計図書又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に対する協定

（以下、「近隣協定」という。）に、作業内容、作業日・時間などについての定め

がある場合はそれを遵守する。 

(b) 休日・祝日又は夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ関係者と協議

する。 

(イ) 次に掲げる事項は現場経費に含むものとする。 

(a) 式典費用 

○清祓い式  来客   人程度  式場  祭壇  供物  直会  神官への謝礼 

○地鎮祭     来客   人程度  式場  祭壇  供物  直会  神官への謝礼 

○定礎式     来客   人程度  式場  祭壇  供物  直会  神官への謝礼 

○上棟式    来客   人程度  式場  祭壇  供物  直会  神官への謝礼 

○竣工式    来客   人程度  式場  祭壇  供物  直会  神官への謝礼 

 (b) 負担金 

本設引込み後、完成引渡しまでの間の電力・ガス・上下水道の基本料金及び

使用料金は、各種機器の試運転に要する費用を含め、全て本工事に含むも

のとする。各々の基本料金及び使用料金を共通仮設費の内訳に明示するこ

と。 

本設の電力引込工事及び負担金、水道・ガス・排水本工事及び負担金は、本

工事に含む。 

(c) 電気主任技術者 

工事期間中の電気主任技術者選任料（名義料の一切の費用）は、本工事に

含む。 

(d) 工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め 

進入路は、工事着手前に道路管理者の立会いを受け、その維持管理に努め

る。万一破損等が生じた場合には、受注者の負担において速やかに現状復

旧し、復旧工事完了後、監理者の確認を得ること。 

(e) 工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保 

(f) 仮設現場事務所・資材置場・工事車両の駐車場所 

(g) 必要箇所への仮設カーブミラー・電灯・養生通路の設置 

(h) 工事中の第三者の損害防止 

付近の構築物、道路、地下埋設物等に損害を与えないよう万全の処置を行

う。 

騒音、振動等については公害防止条例その他の規定に従って養生及び防止

対策を行う。 

第三者の生命、財産に損害が生じた場合及び第三者との間に紛議を生じた

場合は、受注者において解決し、その費用を負担する。 

(i) 公共施設等（下水道管等）に影響を及ぼした場合の復旧 

 (ウ) 次に掲げる近隣対応は受注者が責任を持って自己の費用で対処する。 

(a) 工事着手前の近隣住戸写真の事前撮影及び調査、撮影日時の証明( 撮影

専門第三者業者有り ) 

(b) 騒音、振動、防塵対策 

(c) 休日・祝日の作業の通知 

(d) 平日における夜間作業の通知 

(e) 近隣住民への説明会の開催（工事着手時を含む）並びに工程表の配布及び

着工前近隣住民との間でかわす工事協定締結業務 

(f) 工事に起因する電波障害対策の速やかな実施 

(エ) 下記の作業は休館日とする。 

    

 

夜間作業は監理者と協議する。 

開園時間 （ 3 月-10 月） 9:30-17:00 

開園時間 （11 月- 2 月） 9:30-16:30 

 

 

 ● 1.3.7 

施工中の安全

確保 

【追記】 

(7)受注者は、危害防止対策、エ専用車輌による交通障害対策、錆対策など工事の進

行によって発生が予想される障害に対しては、事前に万全の工事計画を立てて実

行する。これらの計画に際しては、事前に近隣住民の十分な了解を得ることによっ

て、工事の進捗に差支えのないように責任をもって処置する。必要な場合は近隣住

民と協定書を取り交わす。 

 

 ● 1.3.11 

発生材の処理

等 

(2)発生材の処理等 

（ｱ）発生材のうち、発注者に引き渡すものは下記による。 

 ※有（  ）   ●無 

（ｲ） 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は下記による。 

※有（  ）   ●無 

（ｳ）再利用及び再資源化を図るものは下記による。 

※有（  ）   ●無 

(エ)既存仕上げ部のアスベスト使用材 

 ※有( 調査結果による )   ○無 

(オ)廃棄物のリサイクル目標率は下記による。 

    ○         ％ 

【追記】 

(3)その他現場説明書による    

※関係法令等に基づき適切に処理する。 

 

 ● 1.3.12 

養生 

 

【追記】 

(2) 汚損を受けた部分については、速やかに原型に復原する。 

 

 ● 1.3.13 

後片付け 
【追記】 

(2) 工事の完成に際しては、工事検査までに次の汚損の復旧などを行う。 

(ア) 工事に伴い汚損が生じた既存の施設・工作物・樹木などは現状どおりに復旧

する。 

(イ) 当該建物の施設又は設備の一部を工事用に使用した場合、設計図書の定め

る条件のとおりに復旧する。 

 

 【追加】 

● 1.3.14 

指示・確認・協

議 ・ 報 告 の 手

順 

(1) 監理者の指示が口頭による場合は、この内容を記録して監理者に提出し、監理者

の押印・サインを受ける。 

(2) 監理者の確認を受ける必要がある書類・図面・見本などは、その旨を表示して監

理者に提出し押印・サインを受ける。 

(3) 監理者と協議した事項は、協議の経緯及び結果を記録して監理者に提出し、監理

者の押印・サインを受ける。 

 

 【追加】 

● 1.3.15 

会議など 

(1) 受注者は発注者及び監理者が指示する各種会議又は打合せに出席する。また、

会議場所・会議用機材を提供するなどその開催に協力する。 

(2) 監理者の指示により、鉄骨・屋根・外装カーテンウォールその他特殊な技術を必

要とする工事についての技術検討を行うため、各種の専門部会を設け、施工図等

や施工計画に関する技術的な検討を行い、検討結果を工事に反映する。専門部会

には、必要に応じて、受注者の本社などの技術部門に属する専門家や専門工事業

者の技術者を加える。 

(3) 前(1)(2)号の会議又は打合せを行った場合は、速やかに議事録を作成し、監理者

に提出する。 

 

 【追加】 

● 1.3.16 

トレーサビリテ

ィ 

(1) 当該建物に組み込まれた機器・材料・施工などについて、その履歴、使用又は所

在を辿ることのできるトレーサビリティ管理を行い、記録を監理者に提出する。 

(2) トレーサビリティ管理は設計図書に定めのあるもののほか次の条件に同時に該

当する機器・材料・施工について行う。その対象と管理方法については、事前に監

理者と協議のうえ定める。 

(ア) 識別記載がなければ、履歴や使用部位が辿れないもの 

(ィ) 不具合が発生した場合、当該建物の品質に重大かつ広範囲の影響を及ぼ

す恐れのあるもので、手直し、取替えが困難なもの 

 

 【追加】 

● 1.3.17 

測定機器及び

モニタリング機

器の管理 

(1) 検査・測定・試験などの測定機器及びモニタリングに使用する機器のうち、管理

が必要な対象機器とその管理方法について、あらかじめ監理者に報告する。 

(2) 前(1)号に該当する機器は適正に維持・管理・訂正し、その記録を監理者に提出

する。 

(3) 監視及び測定に使用する機器が、公的試験所又はこれに準ずる試験所の管理

の下にある場合は、前(1)号による管理方法の報告及び前(2)号による記録の提出

を省略することができる。 

 

 【追加】 

● 1.3.18 

製造者及び専

門工事業者の

選定 

(1) 選定された材料製造者の能力・経歴などを証する資料を監理者に提出し、監理

者の確認を受ける。 

(2) 設計図書に製造者名の記載がない材料については、適正な品質を確保できる製

造者を選定し、監理者と協議する。ただし、設計図書に製造者の条件が示される

場合は、これに適合する製造者を選定して、条件に適合することを証明する資料



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－3 特記仕様書3 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

を監理者に提出し、監理者の確認を受ける。 

(3) 設計図書に専門工事業者名の記載がない工種については、適正な品質を確保

できる工事業者を選定し、「専門技術者・下請負人届」を監理者に提出する。ただ

し、設計図書で「専門工事業者による」としている工種のものは選定について監理

者と協議する。 

 (4) 特別の理由により設計図書に記載された機器・材料製造者や専門工事業者以

外のものを選定する場合は、選定された機器・材料製造者や専門工事業者の能

力・経歴などを証する資料を発注者及び監理者に提出し、発注者及び監理者の確

認を受ける。 

 

 【追加】 

○ 1.3.19 

清浄度管理 

工事中の粉塵による設備機器の損傷防止のため機器搬入前及び搬入後は清掃を徹

底し、粉塵発生の工事は実施しない。機器搬入後の当該エリアの清浄度クラス

ISO9 以上（JISB9920、及び ISO14644-1）に保つよう清浄度管理を行う。 

機器には工事中用の仮設防塵フィルターの取り付けを行い引渡し前に交換を行う。 

 

 【追加】 

○ 1.3.20 

建物の気密性

確保 

気密性を必要とする室について気密試験（ドアファンテスト）を行う。 

・対象室 ※サーバ室 〇       

・確認箇所：建物が外気に面し気密性を要する部分その他指定箇所 （    ） 

・ガス消火設備対象室の性能が国際基準（NFPA2001）を満足していることを確認。 

・ドアファンを用いて対象室の圧力を調整し、圧力変化を観察し気密性を確認する。 

圧力 （※±100Pa  〇指定値：    ） 

気密試験は機械設備工事にて実施するが、各受注者はそれぞれの施工範囲の責任

を負うこと。（例：建築工事＝躯体、床、壁、建具、建築で設ける開口部等、設備工事

＝配管、ケーブル等の設備貫通部、ダンパー、将来開口塞ぎ等）また是正にかかる費

用は受注者の実績により工事費に見込むこと。各部の検査は目視のみでなくサーモ

グラフィーカメラを用いて熱、気流の移動がないか確認を行うこと。 

気密試験に先立ち各受注者は建築、設備合同で建物各部の施工確認を行い監理者

に報告を行うこと。また是正にかかる期間を工程に見込むこと。 

・その他コミッショニング計画書がある場合はその記載に従う 

 

 【追加】 

●1.3.21 

既存部分等へ

の処置 

(1)改修、部分撤去など既存工作物に係る工事の場合の補修は下記による。 

    ●  図示    

(2)補修等は必要最小限の範囲にとどめるものとし、その補修方法は本工事の当該

工事または既存部分に倣い補修する。仕上げ材等が新旧材料と取合いとなる部分に

ついても同様とする。 

 

 【追加】 

●1.3.22 

近隣への配慮 

 

(1)騒動、騒音、悪臭、水質汚濁などの防止に適切な処置をする。 

(2)落下物、飛来物、工事車両などにより近隣および通行人などに危害を及ぼさない

ように適切な処置をする。 

(3)工事車両のタイヤに付着した泥などにより、公道を汚さないように必要な処理をす

る。 

(4)請負者は、本工事の施工にあたり近隣建造物に対して十分な保護養生を行う。請

負者の不注意または施工上の不行届によりこれらの建造物に損害を与えた場合

は、自らの責任でこれを補修し、または賠償を行う。 

 【追加】 

●1.3.23 

製造者及び専

門工事業者の

選定 

(1)機器・材料製造者及び専門工事業者は、設計図書に記載されたものと同等以上

にて選定し、選定届を監理者に提出する。 

 

  4 節 材料               

 

 ● 1.4.2 

材料の品質等 

【追記】 

(8) 日本産業規格（以下、ＪＩＳという）、日本農林規格（以下、ＪＡＳという）、その他規

格類、官公署及び電力・ガス・水道などの供給会社の各種規格などは最新のもの

を適用する。(9) 設計図書において機器・材料の品質が明示されていない場合

は、設計者・監理者に確認の上適切な品質のものを採用し、施工すること。 

(9) 機器・材料に関する設計図書の記載に「同等」「程度」などとある場合は、選定さ

れた機器・材料が品質及び性能を有することの証明となる資料を監理者に提出

し、監理者の確認を受ける。 

(10) 設計図書において指定された機器・材料が入手困難な場合は、監理者の確認

を受けたうえで、それと同等以上の品質・性能を有する代替品を使用することがで

きる。 

(11) 共仕[1.4.2(b)]において、建築材料・設備機材など品質性能評価事業及び公共

住宅用資機材品質性能評価事業の確認を受けた機器・材料については、当該評

価書の写しを“品質及び性能を有することの証明となる資料”とみなす。 

(12) JIS Q 1000(2005)による自己適合宣言をつけられた機器・材料・製品は、JIS のマ

ーク表示のあるものとして使用しない。 

(13) 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有す

るものとし、JIS 及び JAS マーク表示品とする。JIS または JAS マークの表示のない

材料及びその製造者等（海外製材料含む）は、次の（ア）～（カ）の事項を満たすもの

とする。 

(ア) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること 

(イ) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 

(ウ) 安定的な供給が可能であること。 

(エ) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること 

(オ) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 

(カ) 販売、保守等の営業体制が整えられていること 

 

なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有するこ

との証明となる資料又は外部機関（（社）公共建築協会他）が発行する「建築材料・設

備機材等品質性能評価事業」の評価書の写しを、監理者に提出して確認を受けるも

のとする。ただし、あらかじめ監理者の確認を受けた場合はこの限りではない。また、

製造所欄に製造所、商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用する

ものとし、同等品を使用する場合は、監理者の確認を受ける。 

 

 

 ● 1.4.4 

材料の検査等 

【追記】 

(5) 機器・材料は現場に搬入した時点あるいは必要に応じて製作工場における製造

又は組立が完了した時点で、各種ごとに受注者等の検査を行い、検査記録を監理

者に提出する。 

(6) 量産品あるいは標準品で実測値などが整備されているものは、性能表又は能力

計算書などの性能の証明となる書類確認をもって(1)の検査に替えることができる。 

(7) 設計図書に監理者の検査の定めがある場合、発注者の検査に合格後、検査記録

を提出し、監理者の検査を受ける。監理者の検査は、受注者等による検査の適正

さを確認するために行い、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供する。 

 (8) 設計図書に監理者の検査の定めがある場合や監理者の指示による場合、発注

者受注者の検査に合格後検査の結果に疑義が生じた場合は、監理者と協議

する。 

(9) 機器、材料、製品等に対する検査に必要な発注者及び監理者の交通費、宿泊費

等の実費は受注者がこれを負担する。 

(10) 場内検査を原則とする。場外検査を行う場合は場外検査願いを提出するこ

と。 

 

 ●1.4.5 

材料の検査に

伴う試験 

【追記】 

(5)試験によらなければ設計図書の定めによる品質又は性能・機能に適合することが

証明できない場合は、機器、材料、施工検査に伴う試験を実施する。 

(6) 試験は公的試験所又はこれに準ずる試験所で行う場合を除き、監理者の立会い

を受ける。ただし、あらかじめ監理者の指示を受けた場合は、この限りではない。な

お、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供す 

(7) 試験材料の製作要領は設計図書の定めによる。ただし、定めがない場合は監理

者の確認を受けた方法による 

(8)試験結果に疑義が生じた場合は監理者と協議する。 

 

  【追加】 

●1.4.7 

化学物質を拡

散する建築材

料等 

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の質及び性

能を有するものとし、次の（ア）から（オ）を満たすものとする。 

（ア）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー

ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホ

ルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 

（イ）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放

散が極めて少ないものとする。 

（ウ）接着剤はフタル酸ジーｎ－プチル及びフタル酸ジー2－エチルへキシルを含有

しない難揮発性の可逆材を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ

ルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 

（エ）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しない

か、放散が極めて少ないものとする。 

（オ）（ア）、（ウ）及び（エ）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、そ

の他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないもの

とする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおり

とする。 

 

 

 

 

規制対象外建築材料 

①JIS 及び JAS の F☆☆☆☆規格品 

②建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 

③下記表示のある JAS 規格品 

a．非ホルムアルデヒド系接着材使用 

b．接着材等不使用 

c．非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 

d．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

e．非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 

f．非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

       

本工事の全ての内装の仕上げ、居室と空気の出入りのある部分の仕上げ（表面材）

は、上に規定される規定対象外建築材料のみ使用する。また、以下の室についても

同様の扱いとする。 

 

 【追加】 

○1.4.8 

特別な材料の

工法 

 

標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工

法とし、施工計画、要領書等を提出し、監理者の確認を受ける。 

 

 【追加】 

●1.4.9  

見本 

 

本工事に使用する材料および製品は、監理者の指示に従いあらかじめ見本品を提出

し、その承諾を受けた後、発注または製作する。 

   

  5 節 施工               

 

 ●1.5.2 

技能士 
【追記】 

(1)適用する技能検定の職種及び作業の種別は下記による。 

適用工事種別    技能検定の職種   

●仮設工事 ● とび 

○鉄筋工事 ○ 鉄筋施工（鉄筋組立作業） 

○構造物鉄工作業 

○コンクリート工事 ○ 型枠施工   ○ 左官 

○コンクリート圧送施工 

○鉄骨工事 ○ とび 

○ブロック・ＡＬＣパネル工事 ○ ブロック建築   ○ ＡＬＣパネル施工 

●防水工工事 ○ アスファルト防水工事作業 

● 合成ゴム系シート防水工事作業 

● 塗膜防水工事作業   

● シーリング防水工事作業 

○石工事 ○ 石材施工（石張り施工） 

○タイル工事 ○ タイル張り 

○木工事 ○建築大工 

○屋根及びとい工事 ○ 建築板金（内外装板金作業） 

●金属工事 ● 内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業） 

●左官工事 ● 左官 

●建具工事 ● サッシ施工   ○ ガラス施工 ○ 自動ドア施

工 

○カーテンウォール工事 ○ カーテンウォール施工  

○ サッシ施工   ○ガラス施工 

●塗装工事 ● 塗装（建築塗装作業） 

●内装工事 ○ プラスチック系床仕上げ工事作業 

○ カーペット系床仕上げ工事作業 

○ ボード仕上げ工事作業 

● 表装（壁装作業） 

○植栽工事 

○舗装工事 

○ 造園 

○路面標示工事作業 
 

 ● 1.5.4 

一工程の施工

の確認及び報

告 

 

【追記】 

(2)共仕（1.5.4）に示す施工の確認は、受注者の検査により行う。 

(3)工種ごとに施工が完了した時は、設計図書に定め又は監理者の指示がある場合、

その施工についての報告書を監理者に報告する。 

(4)自主検査における確認項目及び検査記録の書式については、あらかじめ監理 

者と協議のうえ決定する。 
 

 ● 1.5.7 

施工の立会い 

 

【追記】 

(3)監理者が指示した場合、監理者の立会いに代えて工事写真などの記録を整理して

監理者に提出する 

 

 ● 1.5.9 

化学物質の濃

度測定 

(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、下記による。 

※実施する   ○      

 

(2) 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼ

ン、スチレンの濃度を測定し、監理者に報告する。 

測定はパッシブ型採取機器により行う。 

着工前の測定   ※行う   ○ 行わない 

測定対象室     ※対象室（ 第１～第４展覧会室の各１室ずつ ） 〇図示 

測定箇所数     ※（  ４ ）箇所       ○ 図示 

(3)測定後速やかに報告書を作成し監理者の確認を受ける。 

 

【追記】 

(4)採取、測定方法は厚生労働者『室内空気中化学物質の採取方法と測定方法』

による 

(5) （4）に加えて D-01 の特記事項に記載の化学物質の濃度測定を行う。 

(6) 引き渡し条件は、次による。 

※測定化学物質濃度がすべて指針値以下であることを引渡し条件とする。測定

化学物質濃度のいずれかが指針値を超える場合、低減対策を施したのち、再測

定して、全ての濃度が指針値以下である事を確認したのちに引き渡す。 

〇引渡し条件としない。 

 

 【追加】 

○ 1.5.10 

プ ロ セ ス の 妥

当性の確認 

(1) 事後の検査・試験で結果が十分に検証できない工程については、選定された者

が認定された設備を使用して、定められた方法及び手順により作業を行い、その

工程の監視・管理し、記録を監理者に報告する。 

(2) 前(1)号の対象となる工程は鉄筋の圧接、鉄骨の溶接のほか、建築物の性能に

重大な影響を及ぼす恐れがあるものが該当し、対象となる工程を要員・設備・方法

手順及び管理の方法と合わせて、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。 

 

 【追加】 

○ 1.5.11 

施工の検査に

伴う不適合の

監 理 、 是 正 処

置 

 

手順及び管理の方法と併せて、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。 

 

 

 【追加】 

○ 1.5.12 

工法などの選

定 

(1) 設計図書に記載のない施工の手段・手法については、受注者の責任においてこ

れを決定し、その内容を監理者に報告する。 

(2) 関係法令などにより特定の基準によって施工することが定められている場合は、

これに従う。 

(3) 支給材料、貸与品の場合を除き、選定された機器・材料・工法などが第三者の特

許権・実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利(以下、特許権などという)に抵触する場合は、工事約款及び見積要項書

の定めによるものとし、あらかじめこれらの権利に対して必要な手続を経た後に採

用する。万一、第三者の権利を侵害するようなことが生じた場合は、発注者・設計

者・受注者間で協議する。 

 

  6 節 工事検査及び技術検査    

 

 ●1.6.1 

工事検査 

【追記】 

(5) 自主中間検査 

   ※ 受注者の判断・社内規定などにより、必要に応じて行う 

   〇 次により行う 

  契約内容の履行を確実なものにするために、監理者の指示する時期に、受注者の

本社などの検査要員（現場関係者を除く）による自主中間検査を行い、関係法令ま

たは設計図書に適合しない個所などがある場合は、速やかに補正を行ったうえで、

発注者及び監理者に報告する。 

(6) 工事の完成にあたって、受注者の本社などの検査要員（現場関係者を除く）による

自主検査を行い、関係法令または設計図書に適合しない箇所などがある場合は速

やかに修正を行ったうえで、監理者に報告する。 

(7) 前(5)(6)号の報告の後、監理者の検査を受ける。 

(8) 消防署長の検査、建築主事の検査など関係法令に基づく（官公署その他関係の

検査）については、完成検査に先立つ時期にこれを受ける。発注者などが受検者と

なる場合は、手続きを代行し、その検査に必要な書類・資機材・労務その他を提供

する。 

(9) 前(5)(6)号の検査の結果、修正が必要であると指摘された箇所がある場合は、監

理者の指示により速やかに修正し、監理者の再検査を受けると共に、官公署その

他関係機関にて必要な手続きを行う。 

(10)  前(9)号の検査の結果、修正が必要であると指摘された箇所がある場合は、監

理者との協議の上速やかに修正し、監理者の再検査を受ける。 

(11) 完成時の諸検査の日程・方法については、関連別途工事との調整を行い、必要

により関連別途工事の受注者等同席のうえ共同して検査を受ける。 

(12) 建物完成引渡し前に、発注者の完成検査を受ける。 

 

 【追加】 

○1.6.3 

部分使用 

(1) 工事期間中に発注者による当該建物の部分使用がある場合は、該当部分につ

いて、共仕 1.5.5 に定める監理者による施工の検査及び共仕 1.6.1 に準じた諸検

査を受ける。部分使用に関して必要な官公署その他への手続きについて発注者

に協力する。 

 

 【追加】 

○1.6.4 

引渡し前後の

注意 

 

 

 

 

 

(1) 管理者への引継ぎ・開設準備への協力 

(ア)受注者は、完成・引渡し時期から逆算して、完成後の建物・設備の稼働に支

障のないように、発注者及び発注者が定める完成後の建物管理者に対して、

建物及び設備の試運転を行うとともに、取扱要綱を提出しその説明を行う。 

(イ) 完成・引渡し前に発注者が建物管理者訓練を実施する日程（１日程度）を

確保し、当該訓練の実施に協力する。 

(2) 完成後の現場対応 

受注者は、完成・引渡し後最低６か月間は建物及び諸設備に関する技術員を常駐

させ、発注者（建物管理者）が円滑に建物管理を行うことができるように協力する。 

常駐者は       に常駐とする。 

 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－4 特記仕様書4 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

(3) メーター検針確認 

(ア) 建物引渡し前に行う各種検針メーターの確認は、受注者の責任と負担におい

て全数行い、監理者を通じて発注者に報告書を提出する。 

(イ) メーター設置の誤りに起因する発注者及び竣工後の建物管理者の損害につ

いては、受注者が全て負担する。 

 

(4) 鍵合せにおける発注者及び監理者の立会については、監理者の指示による。 

(5) 鍵の提出に当たっては、鍵に整理札を付け、それに整合した建具配置図及び鍵

明細書とともに、鍵箱に整理・収納して発注者に提出する。 

 【追加】 

○1.6.5 

騒音測定 

 

(1)室内騒音の目標値 

各室の騒音は、下記の値を目標とする。 

その他諸室・廊下についても仕様上支障のないことを目標値とする。 

 

室：     

室：     

 

(2)竣工時の騒音検査 

室内騒音測定を実施する。 

 

各室中央部分及び、扉より 1.0m 離れた位置で測定をする。 

 

 【追加】 

●1.6.6 

契約不適合 

責任 

 

(1) 完成引き渡し後に工事上の契約不適合が発見されたときには、受注者は監理

者と共に速やかにその原因調査を行い、それが施工の品質及び性能に起因す

る場合には請負工事契約に基づき、即時無償で補修を行う。 

(2) 契約不適合が関連別途工事受注者との境界分野で発生した場合には、その 

不具合に対する責任は当該関連別途工事受注者と共同責任とする。費用の分 

担については関連受注者間で協議する。 

 

 【追加】 

○1.6.7 

中間検査 

(1)建築基準法及びその他の法令を満たしていることを確認し、監理者に報告する。 

(2)検査日程を調整し、監理者の指示により検査に協力する。 

(3)検査に必要な資料作成は請負者にて行い、監理者の承諾を得る。 

 

 【追加】 

●1.6.8 

竣工検査 

 

(１)竣工検査は次の順序で行うことを原則とする。 

(a)請負者下検査：現場組織が行う検査。 

(b)現場監理事務所検査 ：監理者が行う検査。 

(c)諸官庁検査：建築基準法、消防法、その他条例に基づく検査。 

(d)請負者検査：現場組織とは別個の組織が行う検査。 

(e)設計事務所検査：事業主が指定する設計者による検査。 

(f)建築主検査 

(2)竣工検査は現場代理人立会いとする。 

(3)竣工検査は清掃を十分行い受検することとする。 

(5)請負者は竣工検査指摘事項、是正方法および是正完了予定日を監理者に報告し、

監理者の指示により是正を行う。是正が完了したら速やかに監理者に報告する。 

 

  7 節 完成図等           

 

 ● 1.7.1 

完成時の提出

図書 

(1) 工事完成時の提出図書は下記により、A3 版及び電子媒体（CAD、PDF データ）を

提出する。 

分類・規格 部数 備考 

● 完成図 ※各 2 部 

○（   ）部 

特記仕様書、特記材料表、配置図、各

階平面図、平面詳細図、立面図、断面

図、矩計図、仕上表、外構図、面積表、

各部詳細図、各種設備図、構造図、総

合図等、設計図を基に完成時の状態

に受注者にて更新したもの） 

● 施工計画書、製作

要領書 

※各 2 部 

○（   ）部 

総合図一式を含む 

● 施工図・製作図 ※各 2 部 

○（   ）部 

 

● 保全に関する資料 ※各 2 部 

○（   ）部 

保証書、建築物等の保守に関する説

明書、機器取扱説明書、機器性能試験

成績書、官公署届出書類、主要な材

料・機器一覧表等）、協力業者一覧表

（業者名、住所、連絡先、責任者名） 
 

  【追記】 

(2)工事関係図書を整理のうえ、次により 2 部を発注者に提出するとともに、工

事完成引渡後も自ら保管する。 

(ア) 提出・保管する工事関係図書  

○施工図等 

(○すべて  ○監理者の指示する施工図等      ○           ) 

○施工計画書、施工要領書、試験計画書 

(○すべて  ○監理者の指示する施工計画書など  ○         ) 

○検査記録 

工事中のすべての受注者等・監理者・官公署による検査などの記録を含む 

○施工報告書、試験報告書 

●工事写真（工事前・工事後 ＊同一アングル） 

○会議記録、打合記録 

○既存再利用タイルの施工記録、試験・検査の記録及びタイル補修張りの

記録 

○メーカーリスト（使用製品、数量、仕様、色指定、連絡先を一覧表に 

まとめること。） 

〇上記のほかクラウドサーバ保存データの全部 

(イ) 保管期限(工事完成引渡日から起算) 

 ※永久 ○15 年 ○＿＿年 

(ウ) 提出・保管媒体 

○デジタル画像データ(TIFF・PDF など)と CAD データ    

○原本(   )  

○    

(3) 前(1)(2) 号により発注者に提出された図書などの著作権にかかわる当該建

築物に限定する使用権は、発注者に無償で委譲するものとする。 

 

 ●1.7.2 

完成図 

(1) 完成図の種類及び記入内容は下記による。 

※標仕 表 1.7.1   ○       

完成図に添えて、次を提出する。 

○防火区画図、排煙区画図 

○各種防災設備プロット図 

○防耐火構造種別図、同構造詳細図(大臣認定証の写しなど) 

○建築基準法 12 条 5 項の報告に必要な各種図面 

 

【追記】 

(2) 完成図は、原則として当該建物の完成後 2 カ月以内に発注者及び監理者に提出

する。 

ただし、提出期限について発注者及び監理者の指示がある場合は、それによる。 

(3) 受注者が施工する関連別途工事を含む完成後の図面と、テナント撤去後に必要

となる現況復旧後に必要となる図の両方を作成すること。 

○適用する(範囲：     ) 

〇適用しない 

 

 ●1.7.3 

保全に関する

資料 

(1) 保全に関する資料の提出部数は下記による。 

※２部   ○    部 

○キーＢＯＸ(Ｇマスターキ－、予備キーその他) 

 

【追記】 

(4)その他に作成する保全に関する資料は下記による。 

○保全マニュアル    

○長期修繕計画書 

●保証書(原本) 

○保守及び緊急連絡先 

○機器類操作点検など取扱い引継書 

○監理者の指示する機器完成図 

○敷地境界立会記録 

○地中仮設残存物記録 

○設備関係測定報告書 

○ その他（     ） 

 

(5)性能検証法の適用がある場合、保全マニュアルに下記内容を記載すること。 

  ・性能検証の適用の有無、内容 

  ・改修、修繕時の性能検証に関わる責任区分 

  ・あらかじめ検証による制約 

 

 【追加】 

●1.7.4 

完成写真 

下記のものを監理者に提出する。ただし、原版は撮影者の保管とする。 

分類・規格 撮影箇所数 部数 原版の大きさ 

○ アルバム（基本図含） 外部（  ） 内部（  ） ※2 ○ 3 ※6×6 版以上 

● カラー  ※キャビネ版 

        ・ 全紙パネル 

外部（20） 内部（20） ※2 ○ 1 ※6×6 版以上 

外部（  ） 内部（  ） ※2 ○ 3 ○       

○ カラーポジ 外部（  ） 内部（  ） ※1 ※24 ㎜×36

㎜以上 

○ デジタルデータ 外部（  ） 内部（  ） ※1 

○ 動画データ 外部（  ） 内部（  ） ※1 

※フォトブック仕様は、下記程度とする 

サイズ:内面 260×260 

装丁:ハードカバータイプフルフラット製本 

紙質等:シルク紙高質印刷 

アルバム最終ページには、建物概要を添付する。 

 

※撮影者 

※同等の撮影実績を有し設計者・監理者が承認する者 

○指定 （事務所名：       ） 

 

※電子データは、RGB（フルカラー）、JPEG・MPEG 形式最高画質とし、DVD にて提出

する。 

※使用する写真は監理者と協議の上決定する。 

※外部写真には、航空写真＿枚を含む。 

※監理者が指示する外観上不要な電柱、電線等消去する。 

※監理者が指示する時間帯（昼景、夕景、夜景）で撮影を行う。 

※原版の版権は撮影者が有するが、原版の使用権は発注者及び設計事務所に帰属

する（発注者及び設計事務所は写真を撮影者の了解なしに自由に使用できる。撮

影者が写真を使用する場合には発注者及び設計事務所の了承を必要とする）。 

 

 【追加】 

○ 1.7.5 

LCC の算出 

(1)受注者は、竣工の＿＿か月前及び＿＿か月前に、発注者に事前確認のうえ、ＢＥ

ＬＣＡ（公益社団法人 ロングライフビル推進協会）基準にて本建物のライフサイク

ルコスト（ＬＣＣ）の算出を行い、発注者にデータにて提出する。 

 

 【追加】 

○ 1.7.6 

引継品 

(1)受注者は、発注者が竣工後の建物管理に必要とする管理用備品のうち発注者が

負担するものについて、発注者及び建物管理者に事前確認のうえ用意する。引渡

し方法の詳細は、建物管理者と事前相談のうえ定める。 

 

 【追加】 

〇1.7.７ 

予備品 

以下の材料を予備品として完成時に納入する。 

 〇内訳数量の 3% （ビニルタイル） 

〇1% （床石、タイル、フローリング、2 重床パネル、タイルカーペット、壁紙） 

〇＿＿＿% (____________) 

なお、予備品の保管場所は監理者の指示による。 

 〇保管用 鋼製ラック ＿＿＿ 台 （W2000×H1800×D600 程度） 

 

 【追加】 

●1.7.8  

工事監理用図

書 

 

(ア)工事着手後、速やかに設計図（契約図)(二折り・表紙・背表紙文字入れ)の縮小原

図（A3 サイズ）を作成し縮小原図により、A3 サイズの青焼きまたは白焼き製本を

（ ２ ）部提出する。A1 サイズは( ０ )部提出する。 

 

 【追加】 

○1.7.9 

設計変更 

設計変更に伴う下記の申請書の作成及びその申請書の行政庁等への提出・対応等

の手続きは（設計者）が行い、その費用負担は（発注者）が行う。 

○計画変更申請   ○性能評定   ○大臣認定 

 

 【追加】 

●1.7.10 

着工時提出書

類  

・現況調査報告書 

・近隣調査報告書 

・総合施工計画書 

・総合工程表 

・総合仮設計画 

 

 【追加】 

●1.7.11 

総合施工計画

書 

工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し、監理者の確認を受ける。内容は次

による他、監理者の指示による。 

・工事概要、施工管理体制、現場運営形態、工程計画・工程管理、品質管理計画、総

合仮設計画、近隣対策、安全衛生管理計画 等 

・計画書、施工図の一覧表を作成し、提出スケジュールを監理者と協議する。 

 

 【追加】 

●1.7.12 

カラースキーム 

 

カラースキーム作成時に伴う見本の準備を行うこと。 

 

 【追加】 

●1.7.13 

主な見本 

〇石材（各--㎡）、塗装見本（各種 0.8 ㎡）、、 

●ビニルシート（各種 1.5m×1.5m）程度、化粧シート・ビニルクロス（各 1 ㎡） 

〇＿＿＿＿（約 〇 ㎡ ） 

その他仕様を決定するために必要なもの 

 

 【追加】 

〇1.7.14 

海外製品の調

達 

(1)海外製の機器・材料・製品などを使用する場合は、あらかじめ、それらが日本国の

関係法令に適合し、設計図書に定められた品質・性能を有していることを証明する

資料を監理者に提出し、監理者の確認を受ける。 

(2)消耗品、支給材料又は貸与品および設計図書に海外製品としての仕様が明記され

ている場合、及び機器・製品において、国内の製造者が、海外製の部品等を使用し

て国内製品として組立販売又は取扱いをし、補修、定期点検等のアフターサービス

ができる体制にある場合は、海外製とみなさない。 

(3)海外製の機器・材料・製品などを使用する場合は、完成引渡し後、通常の維持管理

条件下で発生した不具合は受注者の責任において対応する。この場合の補償期

間は次の通りとする。 

(a)保証期間 10 年とする。 

(b)維持管理・補修・定期点検等のアフターサービスについては、修理・部品交換の

対応可能期間、取替え部品の対応可能期間は 10 年とする。 

(ｃ)基本素材性能等の仕様の補償 

保証期間は 10 年とする。ただし、素材性能・品質安定性に関する不都合の発現率

が 5％を超えた場合、全数を保証対象とし、保証期間 5 年を追加延伸し、合計

15 年とする。 

(ｄ)修理・取替え材料の対応可能期間は 10 年とする。 

(4)設計図書に指定された海外製の機器・材料・製品などが所定の品質・性能に適合

しないと認められる場合、または前 2 号の保証に耐えるものではないと認められる

場合は、速やかに監理者と協議し、代替品などの処置につき監理者の指示に従

う。 

 

 【追加】 

●1.7.15 

特許権等につ

いて 

本工事に使用する材料に関わる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利に

おいての、必要な手続きは受注者の責任において行うこと。 

工事中、竣工後に限らず第三者からの疑義、費用請求等があった場合は受注者の

責任により対応を行うこと。 

本設計図の著作権は株式会社 NTT ファシリティーズに帰属する。 

完成図、施工図、製作図の著作権は発注者に移譲する。 

本工事において、新たに特許、実用新案、意匠権等を出願する場合はあらかじめ監

理者と協議を行うこと。 

CAD 図面データの無断複写や、目的外に使用してはならない。 

 

  8 節 その他           

 

 【追加】 

●1.8.1 

提出書類 

(1) 提出書類は、本章の該当各項、２章以降各章および契約書に定められた書類を適

時提出する。 

(2) 上記提出書類のほか、下記による書類については当該図書類等の定めにより提出

する。 

図書類 提出書類の種類 

建築工事標準仕様書追補版 

(安全・品質管理編) 

●2 章(安全に関する書類) 

●3 章 4 節(品質に関する書類) 

建築工事標準仕様書追補版 

(通信事故防止管理編) 

●3 章(通信事故防止に関する書類) 

●9 章作業内容一覧(参照) 

 

(3) 監理者の指示によりその他の必要書類を提出する。 

１ 着工時  

●現場代理人事前届  

●監理(主任)技術者届 ●実施工程表 

●工事施工編成書(現場組織表) ●施工体制台帳 

●現場員編成書(経歴書添付) ●施工体系図 

●総合施工計画書 ●資格者 資格証(写し)           

２ 工事中  

●内訳明細書(契約後指定期間内)  

●工事報告書(月報) ●工種別施工計画書 

●下請協力業者採用届 ●月間工程表 

●主要資材製造業者採用届 ●週間工程表 

●各種試験結果報告書 ・その他 

３ 完成時  

●完成写真 1.7.4 による ●設備工事各種試験成績一覧表 

●完成図等 1.7.2 による ●建物維持管理注意事項 

●予備品及びリスト ●各種機器等取扱い説明書 

●鍵引渡し書及びリスト ●関連業者一覧表及び主要資材 

〇キーボックス 1.7.3 による ●メーカーリスト(各種保証書を含む) 

●諸官庁出願申請書及び検査済証 ●緊急連絡先一覧表 

 ●建物滅失証明書 
 

   

２

章 

 1節 一般事項           

 

仮

設

工

事 

【追記】 

●2.1.2 

仮設材料 

（ｱ）工事仮設計画書を作成すること。 

（a）工事に先立ち、下記の事項の総合仮設計画書を作成し、監督職員に提出する。そ

の他監督職員の指示による。 

1．工事目的別の位置と敷地との関係 

2．仮囲いの位置及び構造、道路、出入口との関係 

3．材料運搬経路と主な作業動線 

4．仮設物などの配置(監理者事務所、材料置き場、下小屋等) 

5．工事用電力、給排水設備 

6．足場及び桟橋の位置及び構造 

7．重機の種類及び配置 

8．災害防止設備(雨水・山留めを含む) 

9．コンクリート打設設備 

10．鉄骨建て方設備 

11．各工事工程と仮設 

 
（ｂ）．工事目的物の一部を仮設に使用する場合、又は開口を設ける場合などについて

は、補強並びに復旧の計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。 

 

 【追加】 

● 2.1.3 

工 事 用 水 ・ 電

力 

構内既存施設の工事用水・工事電力の使用の可否は下記による。 

(1) 工事用水 

※利用不可   ● 利用可（● 有償   ○ 無償） 

(2) 工事電力 

※利用不可   ● 利用可（● 有償  ○ 無償） 

 

 【追加】 

● 2.1.4 

交通整理員 

交通誘導警備員について特に指定する場合は下記による。 

● 敷地西側玄関    

  

 

  2 節 縄張り、遣方、足場その他          

 

 ○ 2.2.1 

敷地の状況確

認及び縄張り 

 

【置換】 
(1) 敷地内及び敷地周辺について現地調査を行い、その結果を発注者及び監理者に

報告するとともに、仮設計画書などに反映させる。現地調査は、工事によって影響
を受ける可能性のある周辺道路、周辺の井戸・池・地下水脈、隣接の建築物・工作
物（地下鉄、とう道含む）、樹木、上下水道・ガス・電気・通信など地下埋設物に重点
を置き、その現況を正確に把握する。 

(2) 敷地について次の要領により測量を行い、その結果を発注者及び監理者に報告す
るとともに、仮設計画書などに反映させる。 
(ｱ) 隣地及び道路との境界は、隣地関係者、道路管理者及び監理者の立会のもと

に確認し、記録を作成する。 
(ｲ ) 敷地の高低を測量し、道路との高さ関係・排水勾配などについて設計図と照

合する。 
 

【追記】 
(3) 速やかに以下の確認を行い、その結果を発注者及び監理者に報告する。 

・既存建物地下躯体形状 
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(4) 敷地境界石を全数確認の上、仮点を 2 箇所ずつ明示する。 

また、工事着手に先立ち、受注者は関係者立会のうえ図面に基づいて敷地内及び

周辺の既存埋設管等の状況及び敷地工程並びに磁北・真北の確認をし、監理者

に報告する。 

(5)その他の関連事項 

○地下埋設物  ○地上架線状況調査  ○電波障害測定  ○周辺騒音レベル 

○土壌汚染調査(指定のある箇所) 

調査の結果設計図書に定められた条件を満足させることが不可能になった場合に

は、速やかに監理者に申し出て、その措置について協議する 

 

 ● 2.2.4 

足場等 

【追記】 

(2) 手すり先行足場 

  ※適用する  〇適用しない 

  なお、これにより難しい場合は監理者と協議する。 

 

(5）足場に敷設する養生シートは、騒音・振動等公害防止条例その他規定に従って保

護シート等を計画する。 

(6)工事車輌出入口、角部の仮囲いの材質は透明なものとし、視認性を確保すること。 

 

  3 節 仮設物           

 

 〇 2.3.1 

監理者事務所

等 

(1) 規模等 

○10 ㎡（1 号程度）   ○20 ㎡（2 号程度）  ○ 35 ㎡ 3 号（程度） 

○65 ㎡（4 号程度）  ○ 100 ㎡（5 号程度）   

上記規模の他に  ○発注者事務所（   ㎡） 

○会議室（   ㎡程度、 〇Web 会議対応） 

         ○更衣室（〇男女兼用  〇男女別） 

         ○WC  （〇男女兼用  〇男女別） 

          

※監理者事務所等の維持保全及び美観保持の費用は、受注者の負担とする。 

※監理者事務所は鍵がかけられる仕様とする。 

・ 監理者事務所の内装仕上げ 

 仕上げ 

床 ビニル床シート張り又はタイルカーペット 

壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り又はビニルクロス張り 

天井 化粧石膏ボード又は岩綿吸音板 

 

(2) 監理者事務所の備品等の種類及び数量は下記による。（  ）内は数量を示す。 

○什器 ○ 机（  ）   ○ 椅子（  ）  ○ 会議テーブル（  ） 

○ 書棚（  ）   ○ 見本棚（  ）   ○ 更衣ロッカー（  ） 

○ 応接セット（  ）  ○ 洗面設備（  ）   ○ シンク（  ） 

○白板（  ）   ○ 図面掛け（  ） 

○電気製品 ○ 冷蔵庫（  ）  ○ 電子レンジ（  ）  ○ 湯沸器（  ） 

○ 時計（  ） 

○工事用 ○ ゴム長靴（  ） ○ 安全靴（  ） ○ 雨カッパ（  ）   

○安全帯（  ） 

○ 懐中電灯（  ）   ○ ヘルメット（  ）    

○ 検査道具一式（  ）   ○ 温湿度計（  ） 

○事務用品 ○ 筆記用具   ○ ＯＡ用紙（適宜補充）  ○ ファイル（適宜補

充） 

○その他 ○ 消火器  ○ 日塗工 色見本帳 

上記に要する費用は、維持運営費・処分費を含め一切受注者の負担とする。 

 

監理者事務室には、次のＯＡ環境を整備する。（  ）内は数量を示す。 

 

 

 

○ パソコン（  ） 機種 ※監理者の指示による  ○ その他（   ） 

下記の該当ソフトがスムーズに作動する性能として 

管理者の確認を受けること。 

 

ＯＳ ※Ｗｉｎｄｏｗｓ10   ○ 監理者の指示による 

ソフト ※Ｗｏｒｄ   ※Ｅｘｃｅｌ   ※ＰowerＰｏｉｎｔ 

○ ＡｕｔｏＣＡＤ  ○ Revit 

○ Acrobat Pro ○ その他（        ） 

※各種最新版とする 

 

共用 ※監理者専用   ○ 受注者と共用 

○ インターネット 

回線（  ） 

回線

種類 

※光ケーブル回線   ○ ＡＤＳＬ回線 

※WiFi/無線ルーター 

※プロバイダー契約は受注者負担 

※回線は監理事務所専用回線とする。 

○ レーザー 

プリンタ（  ） 

機種 ※監理者の指示による   ○ その他（   ） 

印刷 ※カラー   ○ 白黒 

給紙 ※Ａ３・Ａ４対応   ○ Ａ４対応 

共用 ※監理者専用  ○受注者と共用 

 

○ コピー機（  ） 機種 ※監理者の指示による  ○ その他（   ） 

機能 ※自動原稿送り   ※自動給紙 

※自動仕分け   ※両面コピー 

○ その他（          ） 

印刷 ※カラー   ○白黒 

給紙 ※Ａ３・Ａ４対応   ○ Ａ４対応 

共用 ※監理者専用  ○受注者と共用 

○ 電話（  ） 共用 ※監理者専用  ○受注者と共用 

○ ＦＡＸ（  ） 共用 ※監理者専用  ○受注者と共用 

○ 複合機（  ） 機種 ※監理者の指示による  ○ その他（   ） 

機能 ※ＦＡＸ   ※コピー   ※スキャナー 

※自動原稿送り   ※自動給紙 

※自動仕分け   ※両面コピー 

○ その他（          ） 

給紙 ※Ａ３・Ａ４対応   ○ Ａ４対応 

共用 ※監理者専用  ○ 受注者と共用 

  上記に要する費用は、維持運営費を含め一切受注者の負担とする。 

 

(4) 工事名称などの表示 

(ア) 工事用看板の大きさ、書体、仕上げ、位置等はあらかじめ監理者と協議す

る。 

(イ) 設計監理の現場サインは、「ＮＴＴファシリティーズ ＣＩデザインマニュアル」に

よる。 

 仕様 ：ステンレス製 カッティングシート貼り 

 寸法 ：W    ×H      

 文字数：      文字程度 

(ウ) 仮囲いに、関係法令に定める掲示物のほかの看板等を設置する場所は、監

理者と協議する。 

(エ) 外部足場外面又は建物外壁面などに、工事名称・発注者・設計監理者・受注

者 

 

 【追加】 

〇 2.3.4 

看板 

※監理者事務所表示看板 

       ○完成予想図（1.5m×1.5m 程度  1 箇所） 

       ○設計監理者、発注者 

 

 【追加】 

● 2.3.5 

仮囲いその他 

受注者の計画による他、下記とする 
 

仮囲い ・図示          （着色  ・有  ・無） 

・      程度 （着色  ・有  ・無） 

ゲート ・図示          （着色  ・有  ・無） 

          程度 （着色  ・有  ・無） 

敷鉄板 ・図示   ・       程度 

防音壁 ・図示   ・       程度 

交通整理員 ・      人程度 

構造 ○鋼板製   ○金鋼製   ○その他（          ） 

高さ ○1.5m   ○1.8m   ○3.0m 以上（          ） 

仕上げ ○仕上げなし   ○ペイント   ○その他（          ） 

○描画及びデザイン（内容は受注者で提案すること） 

範囲 ○設計図による   ○監理者立会いのもと位置を決定する 

  仮囲い等に仮設ゲートを設置する際は、仮設ゲートとは別にくぐり戸等を取り設

け、歩車分離を徹底し、現場従事者の安全動線を明確にすること 

 

 【追加】 

● 2.3.6 

保護設備 

 

本工事の施工にあたり、付近住民・隣接建物・工作物・通行人等に対して損害を

与えぬように、必要な保護設備を計画し、監理者及び各関係者に確認を得て実

施すること。 

万一損害を与えた時は、速やかに応急処置や復旧工事等を行い、これに要した

費用は受注者の負担とする。 

 

  ４節 仮設物撤去等 

 

 〇2.4.1 

仮設物撤去等 

 

【追記】 

(3)工事完成後も仮設材（山留・地盤改良材を含む）を残置する場合は、発注者及び土地

所有者と合意し、合意した記録を作成すること、また併せて残置図を作成し竣工図に追

加すること。 

 

   

  ３章 土工事 

 

  ４章 地業工事 

 

  ５章 鉄筋工事 

 

  ６章 コンクリート工事 

 

  ７章 鉄骨工事 

 

  ８章 コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 

 

  ７章 防水工事 

 

  10 章 石工事 

 

  11 章 タイル工事 

 

  12 章 木工事 

 

  13 章 屋根及びとい工事 

14

章 

 1 節 共通事項           

 

金

属

工

事 

● 14.1.2 

基本要求品質 

【追記】 

(4)施工計画書は、外部天井など風圧を受ける部分・大きな吊荷重その他特殊な荷重

を受ける部分については構造図『構造概要書』に基づく強度計算書を添付する。 

(5)表面処理・仕上げ（めっきの色合い、ツヤなど）については、あらかじめ見本を提出

して、監理者の確認を受ける。 

(6)温度伸縮や地震や強風による層間変形時の挙動に対して、異音発生を防止する

ための対策は図示し受注者でも検討し対策を施す。完成引渡後、異音が発生し場

合は、受注者の責任で防止措置を行う。 

(7)金属材料は、温度伸縮や地震、強風等の現場及び経年変化に対して、破損、脱

落、緩みが無いよう、使用箇所や状況に応じて必要な処置を講じ、十分な安全性を

確保する。また、異種金属の接触腐食防止処理を行ったうえで、有害な水分等が

滞留しないよう適切な対策を講じる。 

(8)取付下地を含む構成部材は、設置状況に応じ、60～80℃程度の年間湿度差に対

して性能・構造・美観上有害な欠陥が発生しないものとする。ただし、シーリング材

は、9.6.3 による。 

(9) 笠木は、各部の収まりが適切で 13.1.2(d)により定まる雨、『構造概要書』により

定まる風・雪・想定される環境下における熱などの外力に対する安全性を確保す

る。 

(10)人の手の振れる可能性のあるフラットバーは糸面取り（0.03mm 程度）を施すこと。 

(11)水切金物は特記仕様材料表および設計図によるほか、主材料製造所の仕様によ

る。 

 

 

 ○ 14.1.3 

工法 

(1)(エ) あと施工アンカーの引抜き耐力の確認試験は下記による。 

○ 行う 適用範囲 構造耐力又は安全上重要な部分      ○行わない 

 

【追記】 

  ただし、軽微な場合は監理者の確認を受けて試験を省略することができる。 

(h) 設計用引張強度   

  躯体コンクリートの圧縮強度、アンカーの材料強度を考慮し、（社）日本建築 

学会 各種合成構造設計指針・同解説（2010 年改訂）に基づき、許容引張 

強度を求め、監理者の確認を得ること。 

(3)アルミニウムの切板仕上げは、小口をソー切断またはプレーナー切断とし、

手の触れる金属切断面は糸面取りする。 

(4)外部に面する金属パネル裏面の防露材吹付 

※行う       〇行わない 

(5)ボルト・小ねじ・釘・座金などの結合用材・取付け金物でステンレス・アルミ

ニウム・銅などと接触するものはステンレス製とし、接する金属により必要な

接触腐食防止剤処理を行う。 

（6）風や機械等の振動を受ける部分に使用する全てのボルト、ねじは二重ナッ

ト・ゆるみ止めワッシャーなど緩み止め処置を行う 

 

  2 節 表面処理           

 

 〇 14.2.1 

アルミニウム及

びアルミニウム

合金の表面処

理 

(1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は下記による。 

種別及び皮膜又は複合皮膜の種類 

設計図に記載なき場合は、BA-2 種とする。   

(表 14.2.1) 

表面処理の種別 皮膜または 

塗装の種類 

色調など 使用個所 

○＿＿＿＿ 

備考 

○AB-1 種 

 無着色陽極酸化皮膜 

※AA15 

○AA20 

※シルバー 

○＿＿＿＿ 

 皮膜 

※マット処理 

○AB-2 種 

着色陽極酸化皮膜 

   ○自然発色 

   ※2 次電解着色 

   ○＿＿＿＿ 

※AA15 

○AA20 

○ブラウン系 

○ブラック 

○ステンカラー 

 皮膜 

※マット処理 

○＿＿＿ 

○AC-1 種 

 無着色陽極酸化皮膜 

※AA6 

 

※シルバー 

○＿＿＿＿ 

 皮膜 

※マット処理 

○AC-2 種 

着色陽極酸化皮膜 

   ○自然発色 

   ※2 次電解着色 

   ○＿＿＿＿ 

※AA6 

 

○ブラウン系 

○ブラック 

○ステンカラー 

 皮膜 

※マット処理 

○＿＿＿ 

○BA-1 種 

無着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

※A2(9＋12) 

〇B(9＋7) 

○C(6＋7) 

※シルバー 

○＿＿＿＿ 

 塗膜 

※つや消し 

○つやあり 

皮膜 

※マット処理 

○＿＿＿ 

○BA-2 種 

着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

   ○自然発色 

  ※2 次電解着色 

   ○＿＿＿＿ 

※A2(9＋12) 

〇B(9＋7) 

○C(6＋7) 

・ブラウン系 

・ブラック 

○ステンカラー 

 塗膜 

※つや消し

○つやあり

皮膜 

※マット処理

○＿＿＿ 

○BB-1 種 

無着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

○A2(9＋12) 

※B(9＋7) 

○C(6＋7) 

※シルバー 

○＿＿＿＿ 

 塗膜 

※つや消し 

○つやあり 

皮膜 

※マット処理 

○＿＿＿ 

○BB-2 種 

着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

   ○自然発色 

  ※2 次電解着色 

   ○＿＿＿＿ 

○A2(9＋12) 

※B(9＋7) 

○C(6＋7) 

・ブラウン系 

・ブラック 

○ステンカラー 

 塗膜 

※つや消し

○つやあり

皮膜 

※マット処理

○＿＿＿ 

○BC-1 種 

無着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

○A2(9＋12) 

〇B(9＋7) 

※C(6＋7) 

※シルバー 

○＿＿＿＿ 

 塗膜 

※つや消し 

○つやあり 

皮膜 

※マット処理 

○＿＿＿ 

○BC-2 種 

着色陽極酸化塗装 

  複合皮膜 

   ○自然発色 

  ※2 次電解着色 

   ○＿＿＿＿ 

○A2(9＋12) 

〇B(9＋7) 

※C(6＋7) 

・ブラウン系 

・ブラック 

○ステンカラー 

 塗膜 

※つや消し

○つやあり

皮膜 

※ マット処理

○＿＿＿ 

○C 種 

 化成皮膜の上に

塗装 

 

－ ○＿＿＿＿   

○着色塗装 

 

 

 

 

 

○A-BE ※ソリッド 

○＿＿＿＿ 

内装 塗装仕様

は 18 章

塗装工事

参照 
○U-BE ※ソリッド 

〇メタリック 

図示 

○F-BE ○ソリッド 

○メタリック（硫

化 イ ブ シ 風 焼

付塗装） 

○ハイスパー

クルメタリック 

○防汚タイプ 

外部に面

する箇所

（ 設 計 図

による） 

  

 

 

 

 

 

 

 

常温乾燥形の塗装の適用 ○ 有            ○ 無 

(2) 陽極酸化被膜の着色方法は下記による。 

※二次電解着色   ○      

色合等は○          

 ○ 14.2.2 

鉄鋼の亜鉛め

っき 

(2)外気に接する鋼材で、塗装仕上げとする部材は、別記により重防食塗装下地とす

る場合を除き溶融亜鉛めっき（※C 種  ・    ）を施す。 

外気に接するボルト・ナットは、溶融亜鉛めっきまたはステンレス製とする。 

(4) 溶融亜鉛めっき鋼材の加工後の切断、穴あけはおこなわない。万が一、あと

加工が必要な場合の処置は、監理者の指示による。 

 

 【追加】 

● 14.2.3 

ステンレスの表

面仕上げ 

ステンレスの表面仕上げは 

・ 下記による。記述がないときはＨＬ仕上げ程度とする。 

・ 設計図による。設計図に記述がないときはＨＬ仕上げ程度とする。 

種類 施工箇所 

※ＨＬ 設計図による 

〇鏡面 設計図による 

〇フッ素樹脂塗装 設計図による 

〇バイブレーション 設計図による 

〇ブラスト 設計図による 

  
 

  4 節 軽量鉄骨天井下地 

 

 ● 14.4.2 

材料 

(2)野縁等の種類は下記による。 

屋内 ※19 形  ○      

屋外 ※25 形  ○      

 

【追記】 

(5)軒天天井下地などの外気が接する部分及び、地下 2 重壁など、高湿度が予測され

る部分は高耐食性下地を使用する。 

(6)アルミスパンドレル・パネルなどの金属製天井材の締結材は、ステンレス製(@200 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－6 特記仕様書6 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

以内)金属製重量天井または外部軒天などの場合は、ステンレスボルトを用い、吊

下げ式の場合は U ナット留めなどの緩み止め対策を施す。 

(7)プール、浴室等高湿度となる諸室における天井はステンレス以外に高耐食性めっ

き鋼板（吊りボルトはステンレス）とする。天井下地をステンレスとする場合は JIS 規

格と同等以上の強度を有するものとする 

 

 ● 14.4.3 

形式及び寸法 

 

(1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は下記による。 

屋内 ※標仕 14.4.3(1)による   ○      

屋外 〇14.4.6 による 

(2) 野縁の間隔は下記による。 

屋内 ※標仕 表 14.4.2 による   ○      

屋外 〇14.4.6 による 

 

 ● 14.4.4 

工法 

【追記】 

(12) 天井のふところが 1.5m 以上、屋外 1.0m 以上の場合は、［38×12×1.2(㎜)以上

を用いて、吊ボルトの水平補強を縦横間隔 1.8m 程度に行う。また、斜め補強は相

対する斜め材を 1 組とし縦・横方向に間隔 3.6m 程度に配置する。なお天井ふとこ

ろが 2m を超える場合はぶどう棚を設ける。 

ぶどう棚の仕様は下記による 

束材 L-90×90×9＠縦横 1800 

留材 L-150×75×9＠縦横 1800 

横材 C-100×50×20×3.2＠900 

(13) 下がり壁・折上げ天井等、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又 L-30×

30×3(mm)程度以上の部材で、間隔 900 程度に補強用振れ止め(耐震ブレース)を

設けて補強し、下地を一体化する。段違いが 300mm を超える場合は、次による。 

1)段違いが 300mm を超え、600mm 以下の場合 

     ・上記による 

     〇鉛直面を壁として扱い、設計図による。 

     ・設計図による 

2)段違いが 600mm を超える場合 

    ※鉛直面を壁として扱い、設計図による。 

     ・設計図による 

(14) 一般天井の耐震補強は、次による。 

  ※設計用震度に対して脱落しない事を確認した、製造者の仕様による。 

○以下(ア)～(オ)による。 

   

(ア)天井下地には、耐震ブレースを設ける。耐震ブレースは、V 字型または X 型を

基本として、耐震性能検討書に基づき X.Y 方向それぞれバランス良く配置する。 

(イ)間仕切りで囲まれた小規模な天井で、壁固定等の代替処置によりブレースを省

略する場合は、間仕切りを含めた強度検討を行い、強度検討書を提出して監理

者と協議を行う。 

(ウ)耐震ブレースの部材は、(-38×12×1.2(mm)以上とする。 

(エ)耐震ブレースの設置角度は、30 度以上 60 度以下を原則とする。ブレースは圧

縮分力に留意し、圧縮力に対する強度の確認も行う。 

(オ)耐震ブレースほか耐震性能確保上必要となる部材の固定方法は、耐力が確保

された専用金具、ボルト・ナット類、ビス等によるものとし、現場溶接は用いな

い。 

(15)一般天井の内、次の範囲は、脱落防止タイプの天井下地とする。 

※耐震ブレースが取り付く箇所、又は製造者の仕様による範囲。 

・次の箇所に全数処置する。 

(16)あと施工アンカーは、原則使用しない。ただし施工上やむを得ない場合は、金属

製 

  アンカーを用い、数量を吊り材全体の 1/3 以下に限定し、局所的に集中しないよう 

  配慮する。 

(17)屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は風圧力に対し

て、十分な安全性を有すること。風圧力は構造概要書による。 

（18）下がり壁・折上げ天井など、天井に高さ 300 以下の段違いがある場合は、野縁

受と同材  または L-30×30×3(mm)程度以上の部材で、間隔 2.7m 程度に補強用

振止め(ブレース)を設けて補強し、一体化する。段差が 300mm を超える場合は設

計図による。 

(19)耐震補強 

(ア) 1.5m を超える天井ふところの天井下地には耐震ブレースを設ける。耐震ブレ

ースは [－38×12×1.2(mm)以上を用いて、9 ㎡を目安に X・Y 方向それぞれ一

対をバランス良く配置する。間仕切で囲まれた小規模な天井で、代替処置によ

りブレースを省略する場合は、監理者と協議を行う。 

(イ) ブレースの設置角度は 30 度以上 60 度以下を原則とする。ブレースは圧縮分

力に留意し、圧縮材の検討を行う。 

(20)上記のほか、日本建築学会「非構造部材の耐震設計施工指針・同解説および設

計施工要領」の 9 章天井を準用する。 

(21)切板の軒天アルミパネルスタッド工法などでアルミニウム材に直接ねじ切る場合

は、アルミナット、アルミワッシャーを使用する。やむを得ずステンレスナット、ステン

レスワッシャーとする場合には、可能な限り異種金属の接触腐食防止剤処理を行

ったうえで、ルーズホールなどに雨水、結露水などが滞留しないよう、適切な対策

を講ずるとともに、有害な湿気の侵入を防ぐ。 

 

設計用耐震性能 

施工箇所 設計用震度 概要 

ＫＨ ＫＶ 

在来天井 

システム天井 

○1.0 

○1.5 

○0.5 

○ 0.75 

○1.0 

 

 

 【追加】 

〇 14.4.5 

(1) 耐震性能 

(ア)設計用の地震力に対して各部材は許容応力度以内とし、天井の脱落がないも

耐震性能 のとする。  

(イ)耐震性能検討書を作成し、監理者の確認を受ける。 

(2) 設計用地震力は設計用自重×設計用震度とする 

(3)設計用自重には、当該天井材・下地材一式のほか、天井に支持された間仕切壁が

ある場合はその自重の 1/2 を含む 

 【追加】 

〇 14.4.6 

屋外天井 

(1)本項は軒天井など屋外の天井に適用し、14.4.1～14.4.5 に付加または優先する。 

(2)耐風圧性能 

   (ア)設計用風圧力に対して、各部材許容応力度以内とし、仕上材の変形・脱落や

主要部材に有害な残留変形が生じないものとする。 

   (イ)耐風圧計算書を作成し、監理者の確認を受ける。 

(3)設計用風圧力 

    ※「構造概要書」による。     

※設計用風圧力の最小値は、±2,000Pa とする。 

      〇_____     Pa(対象部位：          ) 

(4) 材料は、次による。                      (単 mm) 

種類 ※一般部 〇＿＿＿＿＿ 備考 

シングル野縁 25×25×0.7 以上  高耐食仕様の場

合に限り板厚 0.6

以上 
ダブル野縁 50×25×0.7 以上 

野縁受 40×20×1.6 以上   

野縁受ハンガー 

 

厚さ 2.3 以上 

 

 ボルト固定・閉鎖

型を原則とする 

クリップ 厚さ 2.0 程度   

吊りボルト 1/2”(12φ)   

水平つなぎ材 

ブレース材 

[－40×20×1.6 以上 

 

 天 井 ふ と こ ろ が

1.0m 以上 

耐震ブレース 同上   

(5)工法 

(ア)野縁の間隔は、300 以内かつ耐風圧性能を確保できるものとする｡ 

(イ)風圧力による吊りボルトの座屈止めとして、剛性の大きいアングル・パイプなど 

の補強材をバランス良く設置する。 

(ウ)天井のふところが 1.0m 以上の場合は、縦横間隔 1.8m 程度で吊ボルト同材又

は、[-19×10×1.2 以上を用いて斜め補強を施し、水平つなぎ材を設け、施工要

領書により確認を行う。均等に[－40×20×1.6(mm)以上を用いて水平つなぎ材

を設ける 

 

 【追加】 

〇 14.4.7 

特定天井等 

追加 

本項は、国交省告示第 771 号に規定される特定天井（「脱落によって重大な危害を生ず

る恐れがある天井」）に適用する。 

(1) 国交省告示第 771 号 12 規定される特定天井 

    ※適用する (室名                 ) 

    〇適用しない 

(2) 木製天井・金属天井・装飾天井などの重量天井 

    ※適用する (室名            ) 

    〇適用しない 

(3)学校施設における天井等落下防止対策のための手引に規定される天井 

※適用する (室名            ) 

    〇適用しない 

(4) その他の天井 

    ※適用する (室名            ) 

    〇適用しない 

 

(1)特定天井の構造方法（仕様ルート、計算ルート、大臣認定ルート）、地震力など、

構造的な必要性能は、構造概要書に示す「非構造部材の構造的な必要性能」によ

る。 

(2)ここに特記する事項以外は、関連各章・各項の該当事項による。 

(3) 特定天井の構造方法は、下記による。 

〇仕様ルート   ○計算ルート   〇大臣認定ルート 

(4) 地震力など、構造的な必要性能は、下記による。 

設計用地震力 

 ※14.4.5(2)による 

 ○KH= 1 、 〇KV= 1 、 〇 (0.5) ＋ KV(0.5) 

(5) 天井に支持された間仕切り壁がある場合は、その高さの 1/2 の重量を見込むこ

と。 

(6) 上記による他、計算書等を作成し、監理者の確認を得る他、詳細については監理

者との協議によるものとする。 

(7) 材料 

(ア)野縁受の連結材は、ボルト固定・締付け・溶接などによるずれ防止タイプとする。 

(イ)野縁クリップは、ボルト固定などによる開き・ずれ防止タイプとする。 

(8) 工法 

(ア) 天井仕上材および天井下地材は、壁との間に次のクリアランスを設ける。 

   ※設計図による 

     吊り長さが 3m を超える場合は、6m+(吊り長さ-3m×1.5/200) 

(9)ここに特記する事項以外は、関連各章・各項の該当事項による。 

 

 【追加】 

〇 14.4.8 

性能確認試験 

(1)性能確認試験 

 ※実施しない 

 〇 実施する (○耐震試験 ○耐風圧試験 ○載荷試験 ○金属製ルーバー音

鳴り実験) 

(2)実施する場合の試験の対象及び内容 

試験対象 ※設計図による   ○            

試験内容 ※設計図による   ○       

 

  ５節 軽量鉄骨壁下地           

 

 ○14.5.3 

形式及び寸法 

(1) スタッド、ランナー等の種類は下記による。 

種類 ○ 標仕 表 14.5.1 による   ○      

適用 ○ 設計図による   ○ 下記による 

 種別 施工箇所 

スタッド、ランナー 

の種類 

○ 50 形  

○ 65 形  

○ 90 形  

○ 100 形  

※スタッド高さが 5.0ｍを越える場合 

 スタッド：□45×100×1.2t ＠303 

 ランナー：W102×H40×0.8t（JIS100 ランナー） 

 振れ止め：W38×H12×0.6t ＠1200mm 以下 

めっきは SGCC とする。 

 

壁下地強度は、下地ボード厚や仕上げ材料ごとに重量を考慮し、設計用震度に対

する計算書を提出し、監理者の確認を得ること。設計用震度は構造概要書によ

る。 

ガス消火区画壁については、1000Pa の圧力に対し、変形・たわみ量が 1/150 以下

となるよう下地材の強度計算書を提出し、監理者の確認を得ること。 

 

【追記】 

(3)設計図に記載のない場合、原則として軽量鉄骨下地の間仕切壁は、壁張りボ

ードを含めスラブ下端または梁下端まで立ち上げる。 

(4)客室間仕切下地のランナー部にはテフロンシートを挟み施工すること。 

 

  

〇 14.5.4 

工法 

【追記】 

(10)地下外周二重壁の下地、プール関係室・浴室等及び外気に接する軽量鉄骨の仕

様は、次による。 

※ステンレス製(SUS304)      ○溶融亜鉛めっき(※C 種     ○      ) 

○タールエポキシ樹脂塗装  〇高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ同等) 

(11)耐火間仕切及び遮音間仕切りの上部の床スラブがデッキプレートの場合は、デッ

キプレートのリブを切断して設置するなど、所定の性能を確保できる工法とする。 

 

 【追加】 

〇 14.5.5 

下地補強 

(1)軽量鉄骨壁下地に、手すり・衛生陶器・カウンターなどを取り付ける場合及び鏡、

BOX、棚などの荷重がかかる造作を行う場合は、合板または鉄板により下地補強

を行う。 

(2)予備の下地補強は、下記による。 

適用箇所：                     

 

  6 節 金属成形板張り           

 

 〇 14.6.2 

材料 

(1) 金属成形板の種別及び表面処理は下記による。 

形状 製法 材種 寸法 

（mm） 

厚さ 

（mm） 

表面処理 

○スパンドレ

ル形 

○ 押出し 

○ ロール 

※ ア ル ミ

ニウム製 

○      

  ○ Ｂ-1 種 

○ Ｂ-2 種

(  ） 

○ フッ素樹脂

焼付け塗装 

○ パネル形 

 

○ プレス 

○ 切板 

  

 

 〇 14.6.3 

工法 

(1) 取付け用下地は下記による。 

※14.4.5 軽量鉄骨天井下地による   ○      

(5) 伸縮調整継手の設置は下記による。 

※設けない  ○ 設ける（施工箇所は図示） 

 

【追記】 

(6)外部に面する金属板の裏面には、結露防止材・雨音防止材(グライト程度)t＝

5mm を吹き付ける。 

 

  7 節 アルミニウム製笠木           

 

 ○ 14.7.2 

材料 

(1)(3) アルミニウム製笠木の種類、表面処理は下記による。 

種 類 呼 称 肉 厚

（mm） 

表面処理 備  考 

○ 250 形 1.6 以上 ※Ａ-1 又は 

   Ｂ-1 種 

○ Ｂ-1 種 

○ Ｂ-2 種 

（   ） 

〇フッ素樹脂 

 着色塗膜 

隅角部及び突当たり部等の役

物は笠木本体製造所の仕様

による。直線部と曲線部の見

え掛りを揃える。 

○ 300 形 1.8 以上 

○ 350 形 2.0 以上 

○ 100 形  

○ 図示  

  

  
 

 〇 14.7.3 

工法 

(1)(ア) 固定金具の間隔、固定方法等は建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪

荷重に対応した工法を 

○適用しない 

○適用する 

風圧力及び積雪荷重は構造概要書による。 

 

【追記】 

(6)金属製笠木の接続目地は、2 重シーリングとし排水機能を備えたものとする。 

(7)笠木が外壁と取り合う部分においては、笠木端部を立ち上げて側面シーリングを行

える納まりとする。 

(8) 笠木及びその固定部は、外壁・窓ガラスのメンテナンス一般手法(ブランコ方式)に

よる荷重に対して破損、有害な変形が生じないこと。 

(9) 「構造囲・必要構造性能を概要書」による積雪荷重、風圧力に対して塑性変形、脱

落、飛散しないこと。 

(10) 笠木裏面には、結露防止剤(グライト程度)t＝5 を吹き付ける 

(11)金属製笠木は新 JIS 対応避雷導体仕様とする。 

(12)笠木は雪割り仕様とする。 

 

 【追加】 8 節 その他の金物      

 

 【追加】 

〇 14.8.1  

ア ル ミ 製 ル ー

バー 

表面処理は図示 

施工個所：                 

材質及び仕上：アルミルーバー既製品、防音ルーバー既製品 

(1)(ア) 固定金具の間隔、固定方法等は建築基準法に基づき定まる風圧力及

び積雪荷重に対応した工法を 

○適用しない 

○適用する 

風圧力及び積雪荷重は構造概要書による。 

(2)風切音対策された既製品か、未対策既製品や製作品の場合は実験により風

切音のしにくい形状を確かめること。 

 

 【追加】 

〇 14.8.2 

床見切り金物 

ＳＵＳ－ＦＢ６ｍｍとし、異なる仕上げ材が取り合う部材間に必要に応じて取り付

る。 

外部及び水を持ち込む可能性のある室は、天端面をローレット止加工にて防滑

処理を施すこと。 

 

 【追加】 

○ 14.8.3  

壁見切り金物 

 

壁、柱出隅取合部に必要に応じて取り付ける。 

詳細は設計図による。 

 

 【追加】 

● 14.8.4 

清掃用具掛け

フック金物 

 

適用箇所 設計図による 

SK：各 1 箇所 

 【追加】 

○ 14.8.5 

丸環 

施工箇所：           

ＳＵＳ製の既製品とし、打ち込みタイプとする。特記なき限り、パラペット立上りアゴ

部に＠1800 に設ける。打ち込み時に際しては勾配をつけ、躯体との取り合い部に

四周シーリングを施す。 

 

 【追加】 

● 14.8.6 

手すり 

(a)(1) 材料の種別は下記による。 

種類 材料の種別 表面処理 形状 対象室 

手 す り

（A） 

ス テ ン レ ス

SUS304 

樹脂被膜 壁付き固定手すり 男子トイ レ、

女子トイレ 

手 す り

（B） 

ス テ ン レ ス

SUS304 

樹脂被膜 Ｌ型手摺 男子トイ レ、

女子トイレ 

多機能トイレ 

手 す り

（C） 

ス テ ン レ ス

SUS304 

樹脂被膜 洗面台用手すり 男子、女子洗

面所 

手 す り

（D） 

ス テ ン レ ス

SUS304 

樹脂被膜 小便器用手摺 男子トイレ、 

跳ね上げ

手すり 

ス テ ン レ ス

SUS304 

樹脂被膜 跳ね上げ手摺 男子トイ レ、

女子トイレ 

   

 

  

・ 手すりは、特記仕様材料表および設計図によるほか、主材料製造所の仕様による。 

 

 【追加】 

〇 14.8.7  

アルミカットパ

ネル 

 

施工個所：内外仕上げ表による 

材質及び仕上：設計図に特記なき限り、フッ素樹脂焼付塗装(メタリック)とする 

 

 【追加】 

〇 14.8.8 

ペリカウンター 

 

 

設計図に表示なき限り、鋼板 t=1.6AP 焼付塗装、取外し可能な機構とする。 

○※ 床埋込型ヒーターを設置する箇所は、適宜グレーチング等による開口を設け

ること 

取付範囲・寸法は、北側東側居室部分（X１から X１２かつ Y２から Y３）に 

１スパンに４カ所としアルミ製グリル 1500×100 フッ素樹脂焼付塗装とする 

 

 【追加】 

〇 14.8.9 

ブラインドボッ

クス 

設計図に表示なき限り、鋼板 t=1.6AP 焼付塗装とする。 

・ 市販品（アルミニウム製 押出し型材）は下記による。 

溝幅×深さ（mm） ○ 90×150   ※120×80  ○ 120×150  ○ 150×80 

○ 200×250     ○ 100×150  ○      

色彩 ※Ｂ－1 ○ Ｂ－2 〇アクリル樹脂焼付塗装 

（※ブラウン系 ○ ブラック   ○ ステンカラー   ○ 指定色） 

 

 【追加】 

〇 14.8.10 

外部鉄骨梁貫

通 ふ さ ぎ パ ネ

ル 

 

特記なき限り、外壁を貫通する全ての鉄骨部材（柱・梁・ブレース、雑鉄骨）に

適用とする。水返し付、二重シールとする。 

 【追加】 

〇 14.8.11 

床用グレーチングその他の材質、形状は下記による。 

・外構排水溝（下記以外）：ステンレス製継承ふた付（歩行用）、床仕上げが石の



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－7 特記仕様書7 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

床 用 グ レ ー チ

ング 

場合は石貼りとする。スリット化粧型とし、ボルト固定とする。 

・外構排水溝（駐車場入り口）：ステンレス製グレーチング（T－20） 

・メンテナンスデッキ・メンテナンス用階段・メンテナンス用通路：孔空き床用鋼板

敷き 

・車路部、ごみ置場部のボルト固定部の穴には躓き防止のため、蓋同材の

ゴム付キャップを付けること。 

・鋼製、鋳鉄製は溶融亜鉛めっきとする。 

・ノンスリップタイプとする。 

・外部との出入口に設けるグレーチングはメインバーピッチ＠12.5mm と

し、空隙幅 6㎜の細目タイプとする。 

 

 【追加】 

〇 14.8.12 

間仕切り取合

金物 

カーテンウォール、建具の取合う部分に適用する。 

耐火壁・遮音壁との取合い箇所はロックウール 70ｋｇ/㎡充填とする。 

TLD-56 以上の乾式遮音壁と耐火被覆鉄骨躯体が取り合う部分には、壁構成

石膏ボード同等比重の先付鋼板を設置し、遮音壁と直接取り合わせる。鉄

骨躯体と先付鋼板の間に隙間が生じないよう、隙間を遮音シーリングにて

塞ぐこと。 

 

 【追加】 

〇 14.8.13 

給排気用チャ

ンバーボックス 

SUS1.5ｔ加工、排水機能、断熱材吹付け、音響対策。 

取付範囲・寸法は立面図がらし部分とし、ステンレス製 t1.5 の裏打ち材、断熱材吹付

けとし梁貫通まで見込むこと 

 

 

 【追加】 

〇 14.8.14 

金網類 

(1) 材料は、次による。 

種別 線形(mm) 網目(mm) 適用 

ひし型金網 2.6 (12#) 40 使用線材はすべて JISS G 

532(鉄線)による亜鉛めっき鉄線

の 3 種を標準とする。 

クリンプ金網 2.6 (12#) 28.6 鋼線、銅線 

きっ甲金網 0.9 (20#) 16  

溶接金網(正方

形) 

3.2 50×50 錆止め塗料は標仕[表 18.3.3]、標

仕[表 18.3.4]による。 

溶接金網(長方

形) 

3.2 50×100  

溶接金網(正方

形) 

6.0 100×100  

 

 【追加】 

○14.8.15 

その他の金属

材料 

(1) 材料は、次による。 

種別 施工

個所 

材質・仕上げ 板 厚 及 び 寸 法

(mm) 
適用 

○パンチン

グメタ

ル 

図示 SUS フッ

素 フ ッ 素

樹脂焼付

塗装 

2.0   

○エキスパ

ンドメ

タル 

 

図示 SUS フッ

素 フ ッ 素

樹脂焼付

塗装 

18.6 ○細目地

タイプ 

 

○グレーチ

ング

蓋 

図示 ○SUS 製 

(特記なき

外 部 全

て) 

○鋼製 

○ ア ル ミ

製 

○樹脂製 

○木製 

○鋳造製 

○ 歩 行 用 ( 細

目) 

○T-2 用(細目) 

○T-16 用 

○T-14 用 

○T-20 用 

○U 側溝

用 

○集水桝

用 

○字溝用 

○かさ上

げ用 

○      

○受枠付 

ボルト固定

(車止) 

スリット化粧

蓋(インター

ロッキング用

FOH) 

ノンスリップ

タイプ 

○穴開き

成形

鋼板

（めっ

き品） 

図示 ○鋼製  ○歩行用 ○ 亜 鉛 め

っき 

○マンホー

ル 

図示 鋳型製 600Ф 

○T-2 用(室内) 

○T-20 用(外

構) 

○室内防

水防臭

(地下ピッ

ト水槽上

部)  

○室内防

水防臭耐

食(厨房

除害、非

常用排

水) 

○完全防

水 

防臭(外

構) 

○ボルトロッ

ク 

○化粧蓋 

(外構) 

     

・車路のボルト固定部の穴には、躓き防止のため同等材のゴム付きキャップを設ける

こと。 

○細目タイプは空隙ピッチ概ね 6mm 以下とする 

・屋外の電気工事、衛星工事で出てくる桝は 130H を除き全て二重蓋とし表層部の化

粧蓋及び充填材料を本工事で見込むこと。なお二重壁側壁にΦ50 の VP 管を直近

の排水側溝に接続する事で二重壁内に流入した水の排水を確保すること。 

(2)外部(外壁、屋根、デッキ床)、ピット(下部に湧水などがある場合)のエキスパンショ

ンジョイント金物の取付け下地は、溶融亜鉛めっきまたはステンレス製とする。 

  ○溶融亜鉛めっき   ※ステンレス製 

 

 【追加】 

○14.8.16 

特殊めっき 

(1)その他の表面処理は、次による。 

  〇溶融亜鉛めっきリン酸処理 

 

 【追加】 

〇14.8.17 

その他 

(1)屋上、塔屋周りの目隠しルーバー用ストリンガー及び取け付け金物と取付けボルト

は、次により、ビスは使用しない。風圧力に起因する振動・挙動による脱落を防止

するため、緩み防止措置を行う。 

〇溶融亜鉛めっき    ※ステンレス製 

(2)外部のグレーチング、孔開き成形鋼板(めっき品)の取付けボルトは、溶融亜鉛めっ

きまたはステンレス製とする。 

(3)屋外及び土間となる床下、暗きょ、トレンチなど高湿条件となる部位での取付け金

物及び建築設備機器に使用する材料は、ステンレス製または溶融亜鉛めっきを施

した鋼材とし、電気めっきは使用しない。継続的にメンテナンス可能な部分の使用

材料については、取付け金物を除き防蝕塗装とすることもできる。 

 

  【追加】9 節 接触腐食の防止           

 

 【追加】 

〇 14.9.1 

異種金属で構成されている製品又は取り付けで、接する面の材質により、接触腐食

の恐れのある場合は以下により適切な防食処理を行う。 

接触材料 接触腐食防止処理 

アルミ 鉄 鉄側 溶融亜鉛めっき+錆止め塗料 2 回塗(30μ以上) 

アルミ側 陽極酸化被膜(9μ以上)+クリア塗装(7μ以上) 

塗装(20μ以上) 

合成樹脂パッキン等による緩衝材 

ステン

レス 

アルミ側 陽極酸化被膜(9μ以上)+クリア塗装(7μ以上) 

塗装(20μ以上) 

合成樹脂パッキン等による緩衝材 

ス テ ン レ

ス側 

無処理 

銅 

銅側 無処理 

鉄 銅側 クリア塗装(20μ以上) 

鉄側 溶融亜鉛めっき+錆止め塗料 2 回塗(30μ以上) 

チタン チタン側 無処理 

アルミ チタン側 無処理 

アルミ側 陽極酸化被膜(9μ以上)+クリア塗装(7μ以上) 

合成樹脂パッキン等による緩衝材 

ア ル カ

リ 性 材

料 

アルミ側 陽極酸化被膜(9μ以上)+クリア塗装(7μ以上) 

塗装(耐アルカリ塗料 20μ以上) 

合成樹脂パッキン等による緩衝材 

臨海地域や車寄の軒天等の屋外雨がかりについては別途規定要 

 

    

 

 

 

 

15

章 

 1 節 共通事項        

 

左

官

工

事 

〇 15.1.3 

見本 

【追記】 

(2)仕上塗材などは、必要に応じ、工程・工法・性能・配色・つや・仕上げ程度などを検

討するために、監理者の指示により現場で試し塗りを行う。試し塗りは、原則として

実際の施工条件で行うものとする。 

(3)せっこうラスボード下地 

平頭釘、その他の金物の防錆処理を行う。 

(4)コンクリート床版下面などに直塗りする場合は、ポリマーセメントモルタル薄塗り工法と

する 

   

3 節 モルタル塗り           

 

 〇 15.3.2 

材料 

 

（１）モルタルの調合は下記による。 

※現場調合材料  ○既調合材料 

 

(3) 混和材 

・ 防水材（防水モルタル塗りの混和材）については下記による。 

防水材の種類：建築用のモルタルに用いるセメント防水材 

混合割合 凝結時間 曲げ及び圧縮

強度比 

吸水比 透水比 

セ メ ン ト 重

量 

の５％以下 

JIS R 5201 の試

験において 

始発 1 時間以上 

終結 10 時間以内 

70％以上 95％以下 80％以下 

 

  膨張性のひび割れ及びそりがないこと。 

(a)外部に面する建具枠周りに充填するモルタルは、防水材入りとする。ｐ 

(6)既成目地材の適用は下記とする。 

※適用する   ○適用しない 

既成目地材を適用する場合、その仕様は次による。 

既製目地材の形状 材料 幅 適用箇所 

※S 式溝目地 

○＿＿＿＿＿＿ 

※ポリ塩化ビニル 

○＿＿＿＿＿ 

※10mm 

○＿＿＿＿ 

※設計図による 

○＿＿＿＿ 
 

 〇 15.3.4 

下地処理 

【追記】 

(6) コンクリート下地に有害なひび割れがある場合は、タイル下地のモルタルの施工

に先立ってシール補修する。補修材料は、次による。 

    ○エポキシ樹脂注入      ○シーリング   ○(     ) 

(7) 室内の柱型及び壁の見え掛り出隅の面取り幅(角度 45°) 

○見付( 15mm )     ○＿＿＿＿ 

 

 〇 15.3.5 

工法 

 

(2)(ウ) 床塗りにおける目地の設置及び工法は下記による。 

※押し目地   ○      

割付間隔 縦横__＿＿＿＿mm 程度 

(4)(イ)(C)③ 外壁タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験は下記による。 

○      

 

 【追加】 

〇 15.3.6 

接着強度 

(1)下地への接着強度は、屋外においては 1N／mm2 以上、屋内においては 0.7N／mm2

以上とする。 

  4 節 床コンクリート直均し仕上げ           

 

 ● 15.4.2 

床面の仕上り 

 

下表以外は、標仕 表 6.2.5 及び標仕 15.3.2 による。 

施工箇所 平たんさ（mm） 備  考 

フリーアクセスフロア（パネル構法）範囲 1m につき 10 以下 塗 料 塗 り の

場合も含む 

フリーアクセスフロア（溝構法）範囲 3m につき 7 以下  

壁、巾木廻り、ビニル系床仕上げ部分 3m につき 3 以下 塗 料 塗 り の

場合も含む 
 

   

  

 

5 節 セルフレべリング材塗り           

 

 〇 15.5.2 

材料 

(1) セルフレベリング材の種類及び品質は下記による。 

○せっこう系   ○セメント系 

 

  6 節 仕上塗材仕上げ           

 

 〇 15.6.2 

材料 

(1) 仕上塗材 

(ア) 内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○     kg/L 

(イ) 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法は下記による。 

種類 呼び名 仕上げの形状等 特性 

○薄付け 

仕上塗材 

○ 外装薄塗材Ｓｉ ○   

○ 可とう形外装薄塗

材Ｓｉ 

○   

○ 外装薄塗材Ｅ ○砂壁状 ○着色骨材砂壁状  

○ 可とう形外装薄塗

材Ｅ 

○ 砂壁状 ○ゆず肌状 ○さざ

波状 

 

○ 防水形外装薄塗材

Ｅ 

○ ゆず肌状 ○さざ波形 ○凹

凸状 

 

○ 外装薄塗材Ｓ ○ 砂壁状   

○ 内装薄塗材 C ○   

○ 内装薄塗材Ｌ ○   

○ 内装薄塗材Ｓｉ ○   

○ 内装薄塗材Ｅ ○ 砂壁状じゅらく  

○ 内装薄塗材Ｗ ○ 京壁状じゅらく   

○厚付け 

仕上塗材 

○ 外装厚塗材Ｃ ○   

○ 外装厚塗材Ｓｉ ○   

○ 外装厚塗材Ｅ ○   

○ 内装厚塗材Ｃ ○   

○ 内装厚塗材Ｌ ○   

○ 内装厚塗材Ｇ ○   

○ 内装厚塗材Ｓｉ ○   

○ 内装厚塗材Ｅ ○   

○複層仕

上塗材 

○複層塗材ＣＥ ○ ゆず肌状 ○ 凸部処理 

 ※凹凸模様 

 

○可とう形複層塗材Ｃ

Ｅ 

耐候性 ※3 種 ○ 1 種 

上塗材 

 溶媒 ※水系  ○溶剤系 

 樹脂 ※アクリル系  

     ○フッ素系 

 外観 ※つやあり ○つやなし 

     ○メタリック 

 

防水形の増塗材 ※行う 

 

 

 

 

 

○複層塗材Ｓｉ 

○複層塗材Ｅ 

○複層塗材ＲＥ 

○複層塗材ＲＳ 

○防水形複層塗材ＣＥ 

○防水形複層塗材Ｅ 

○防水形複層塗材ＲＥ 

○防水形複層塗材 RS 

○軽量骨 ○吹付用軽量塗材 ○ 砂壁状  

材 仕 上

塗材 

○こて塗用軽量塗材 ○ 平たん状  

 

  ※れき青系以外の接着剤を使用する場合の室内空気汚染対策は以下とする。 

*｢室内空気汚染対策建材リスト｣から選定する。 

* Ｆ☆☆☆☆表示品を適用する。 

・ Ｆ☆☆☆表示品以上を適用する。 

（エ）内装薄塗材及び内装厚塗材のうち吸放湿性を有する塗材は下記とする 

○＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（キ）複層仕上げ塗材の耐候性の指定は下記とする。 

○＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

(コ) 防火材料の指定がある場合には下記による。 

○     ＿＿＿ 

 

 〇 15.6.4 

下地処理 

(4) ＡＬＣパネルの内装目地部の形状は下記による。 

※Ｖ形目地付き   ○      

 

 〇 15.6.7 

所要量等の確

認 

所要量等の確認は下記による。 

※標仕 表 15.6.4 による   ○      

 

   

7 節 マスチック塗材塗り           

 

   

 ○ 15.7.2 

材料及び工法 

(1) マスチック塗材塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ○ Ｂ種 

仕上材塗りのつや有合成樹脂エマルジョンペイントと種別と適用は下記による。 

○      

 

  12 節 ロックウール吹付け           

 

 ○15.12.2 

材料 

(1) ロックウールのホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○     mg/L 

(4) 接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○     mg/L 

 

【追記】 

 （5） 露出する部分は、スラリー２度吹きの上、コテ押えを行う。 

 

 ○ 15.12.3 

配合及び密度

等 

(2) 仕上げ吹付け厚さは下記による。 

適用箇所 仕上げ吹付け厚さ 

※設計図による ※設計図による 

  

  
 

   

【追加】 13 節 ポリマーセメントモルタル薄塗り 

 

 【追加】 

● 15.13.1 

一般事項 

この節は、床、壁、天井などに使用するポリマーセメントモルタル薄塗りに適用する。

施工範囲は、RC 階段 段裏部、ササラ部の仕上塗材の下地とする 

 

 【追加】 

● 15.13.2 

材料 

(1)ポリマーセメントモルタル薄塗り材は、製造所の仕様に基づき既調合されたものとし

次による。 

(ア)仕上塗材の下地として使用する場合で塗厚さが 1～3mm 程度の場合は、JIS A 

6916 によるセメント系下地調整塗材 2 種(下地調整塗材 C-2)とする。 

(イ)仕上塗材として使用する場合で塗厚さが 3～10mm 程度の場合は、JIS A 6916

によるセメント系下地調整厚塗材 2 種(下地調整塗材 CM-2)とする。 

(ウ)仕上塗材以外の仕上げの下地として使用する場合は、前 2)号に準じた既調合

モルタル材とする。 

(2)セメント混和用ポリマーディスパージョン    

(ア)エチレン酢酸ビニル共重合系またはアクリル系とし、薄塗り材製造所の仕様に

よる。  

(3)合成樹脂エマルションシーラー    

(ア)耐アルカリ性で成膜性・耐水性の良いものとする。 

 

 【追加】 

● 15.13.3  

調合 

 

モルタル材料の調合・セメント混和用ポリマーディスパージョンの混入量は、薄塗り材

製造所の仕様による。 

 

 【追加】 

● 15.13.4  

下地処理 

(1)コンクリートの下地処理及び調整は、標仕[15.2.4]に準ずる。プライマータイプを使

用する場合は、下地を十分乾燥させる。 

(2)コンクリート下地の調整は、コンクリート面の木屑・セパレーターなどは取り除き、じ

ゃんかその他の欠陥を補修する。表面に硬化不良がある場合は、ワイヤーブラシ

などで取り除く。コンクリート面の精度の不良な個所は、はつりまたはモルタルの付

送りを行う。付送りが 50mm を超える場合は、溶接金網(線径 3.2mmφ、50mm×

50mm)などを躯体に緊結してから行う。  

(3)下地は、塗り付け直前によく清掃する。コンクリート・コンクリートブロックなどの下地

面はあらかじめ水洗い・水湿しなどを行って水の吸収を調整する。下地で付送りを

要するものは、下塗りモルタルで不陸を調整し、くし目をつけ 2 週間以上放置する。 
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年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－8 特記仕様書8 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

 

 【追加】 

●15.13.5 

工法 

(1)塗付けは、材料の練合せ後、直ちに塗付けを行わず、薄塗り材製造所の仕様によ

る。2 度塗り仕上げを行う場合は、下地が乾燥しないうちに追いかけ塗りとする。 

(2)施工中の塗付け面は、降雨・降雪・強風・直射日光にさらされないようにする。 

(3)仕上り精度は、壁・段裏・梁下などの仕上り面は、通りを正しく、面にねじれやひず

みのないよう、平滑に仕上げる。仕上りむら・色むらなどは、目視による欠陥がない

ものとする。 

(4)監督員の指示による他、コンクリート下地の調整は、コンクリート面の木屑、セパレ

ーター等は取除き、 じゃんか等の欠陥を補修する。コンクリート面の精度の不良な

箇所は、はつり、またはモルタルの付送りを行う。付送りが50ｍｍを超える場合は、

溶接金網（3.2mmφ、50mm×50mm）等を躯体に緊結してから行う。 

 

   

【追加】 14 節 その他の左官仕上げ 

 

 【追加】 

○15.14.1 

下地調整 

監督員の指示による他、コンクリート下地の調整は、コンクリート面の木屑、セパレー

ター等は取除き、 じゃんか等の欠陥を補修する。コンクリート面の精度の不良な箇

所は、はつり、またはモルタルの付送りを行う。付送りが 50ｍｍを超える場合は、溶

接金網（3.2mmφ、50mm×50mm）等を躯体に緊結してから行う。 

 

 【追加】 

○ 15.14.2 

版築 

 

塗版築 厚１０ｍｍ 積層巾 30～100mm 程度。 

10 色程度施工に先立ち巾９００×1800 程度の試塗を行うこと。 

 

   

 

 

 16 章 建具工事 

  17 章 カーテンウォール工事 

18

章 

 

 1 節 一般事項           

 

塗

装

工

事 

● 18.1.3 

材料 

(1) 塗料のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○     mg/L 

建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量  

※規制対象外  ○第三種 

 

【追記】 

(5)特記により防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定

を受けたものとする。 

(6)屋内で塗布する塗料は、原則としてトルエン・キシレンを含まないものとす

る。ただし、キシレンは塗料の種類により配合が必要な場合、極力少ないもの

を選定する。 

(7)内装塗装仕上げに使用する塗料は、原則として防汚染型とする。 

(8)塗料は、極力鉛を配合しないもの、あるいは配合量の少ないものから選定す

る。 

(9)次により建築物全般について鉛フリーの塗料を適用する場合は、該当部位に

用いる塗り仕様すべての塗料を、原則として鉛を配合しないものとする。塗料

の種類により配合が必要な場合は、塗膜中の鉛含有量が 0.06％以下のものと

する。指定した色調により着色顔料に鉛が含まれるおそれがある場合は、塗料

製造者の安全データシート(SDS)により確認をする。 

 ※適用しない 

○適用する(○すべての塗料 ○隠ぺい部以外の部分 ○設計図による) 

（10）VOC 含有量１％以下(鉄部用は５％以下)の水性塗料を原則とする。 

 

 ● 18.1.4 

施工一般 

【追記】 

(5)(エ)壁面及び天井の塗装は、ローラーブラシ塗り仕上げを原則とする。ただし、ロッ

クウール化粧吸音板に塗装する場合は、シーラー処理のうえ吹付け塗りとする。 

(オ)コンクリートブロック下地でモルタル塗り塗装仕上げの場合は、寒冷紗張りのう

え塗装する。 

(カ)溶接個所、ボルト廻り、エッジ部分などについては塗増し等を施し、十分な塗厚

を確保すること。また、塗料の溜まりやたれなどが無いように入念に下地処理、

塗装を行うこと 

 

 ● 18.1.5 

見本 

(1)見本は、原則として基材・各塗装種別・色調ごとに色見本塗板を作成する。監理者

の指示により見本帳に替えることができる。 

 

【追記】 

(2)各塗装種別ごとに塗装工程表・使用材料表を作成する。 

(3)監理者の指示により、工法・技能・色･つや・配色・仕上げ程度及び仕上げ面の状態

などを検討するために、試験塗りを行う。 

 

 【追加】 

● 18.1.8 

専門工事業者 

の選定 

 

 

(1)塗装専門工事業者 

※日本塗装工業会の会員  ○設計図による  ○監理者の確認する業者 

(2)工事指導者は、必要に応じ危険物取扱い者の有資格者とする。 

   

2 節 素地ごしらえ           

 

【置換】下地調整 

 【置換】 

● 18.2.2 

木部の下地調

整 

 

 

(1) 木部の素地ごしらえの種別は下記による。 

○Ａ種（不透明塗料塗り）   ※Ｂ種（透明塗料塗り） 

 

 【置換】 

●18.2.3 

鉄鋼面の下地

調整 

 

 

鉄鋼面の素地ごしらえの種別は下記による。 

○ Ａ種  

○ Ｂ種（耐候性塗料塗部）    

※ Ｃ種（耐候性塗料塗部については B 種とする。） 

 

 【置換】 

●18.2.4 

亜 鉛 め っ き 面

の下地調整 

 

亜鉛めっき面の素地ごしらえの種別は下記による。 

種別 施工部位及び塗料種別 

○ Ａ種 ※亜鉛めっき鋼面への錆止め塗料塗り(A 種)、耐候性塗料塗りの場

合 

〇＿＿＿  

○ Ｂ種 鋼製建具等、Ａ種以外 
 

 【置換】 

● 18.2.5 

モ ル タ ル 面 及

びせっこうプラ

ス タ ー 面 の 下

地調整 

 

 

モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別は下記による。 

○Ａ種   ※Ｂ種 

 

【追記】 

  施工前に十分に清掃を行い塗装を行う。 

 【置換】 

○ 18.2.6 

コ ン ク リ ー ト

面、ＡＬＣパネ

ル面及び押出

成形セメント板

面の下地調整 

 

 

(1) コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごしらえの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種  

ただし、耐候性塗料塗り（DP）の場合は、標仕 表 18.2.6 のＡ種による。 

 

【追記】 

施工前に十分に清掃を行い塗装を行う。 

 【置換】 

● 18.2.7 

せっこうボード

面及びその他

ボ ー ド 面 の 下

地調整 

 

 

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえの種別は下記による。 

○ Ａ種（せっこうボードの目地工法が継目処理工法の場合） 

（施工箇所：     ） 

※ＲＢ種 

【追記】 

  施工前に十分に清掃を行い塗装を行う。 

 【追加】 

【置換】 

○ 18.2.8 

アルミニウム面

及びステンレス

の下地調整 

 

 

 

 

(1)アルミニウム面及びステンレス鋼面の素地ごしらえは表 18.2.8 により、種別は塗り

工法に応じた節の規定による。 

(2)特に金属面に有害な傷をつけないようにする。 

表 18.2.8 アルミニウム面及びステンレス鋼面の素地ごしらえ 

工程 種別 塗装 面の処置 備考 

 A 種 B 種 その他   

汚れ・付着物除去 ○ ○ － スチールウール・研磨

布などで除去する。 

 

油類除去 ○ ○b － a)苛性ソーダなどで 

油分を除去する。 

b)溶剤拭きで除去 

する。 

放置せず、 

直ちに次の 

工程に移る。 

化学処理 ○ － － クロム酸塩溶液に 

浸漬し表面処理を 

行ったのち、水洗い 

して乾燥させる。 

放置せず、 

直ちに次の 

工程に移る 

 

注)(1)A 種は工場塗装、B 種は現場塗装を標準とする。 

 (2)ステンレス鋼の素地ごしらえは B 種とし、ヘアラインを施したものとする。 

 

   

  3 節 錆止め塗料塗り           

 

 ○ 18.3.2 

塗料種別 

 

(2) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別は下記による。 

※Ａ種   ○Ｂ種   ○ Ｃ種 

つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの場合はＣ種とする。 

【追記】 

(3)下地となる塗膜と錆止め塗料の適合性・密着性については、事前に十分確認

を行う。 

 

 ○ 18.3.3 

錆止め塗料塗

り 

(1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りの種別は下記による。 

見え掛り部分 ※Ａ種   ○      

見え隠れ部分 ※Ｂ種  ○      

(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りの種別は下記による。 

※鋼製建具はＡ種、その他は B 種   ○      

 

  4 節 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）           

 

 〇 18.4.1 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類は下記による。 

一般事項 ※１種   ○      

 

 ○ 18.4.2 

木部の合成樹

脂調合ペイント

塗り 

 

木部合成樹脂調合ペイント塗りの種別は下記による。 

屋外 ※Ａ種   ○      

屋内 ※Ｂ種   ○      

 

 〇 18.4.3 

鉄鋼面の合成

樹脂調合ペイ

ント塗り 

鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

 

 

 

 【追加】 

〇18.4.4 

水性ウレタン樹

脂塗り 

〔1-U〕 

 

水性ウレタン樹脂塗料は特記仕様材料表による。 

なお、室内鉄部塗装替に適用し、塗装工程その他は製造所の指定による。 

  5 節 クリヤラッカー塗り（ＣＬ）           

 

 ○ 18.5.2 

クリヤラッカー

塗り 

クリヤラッカー塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

 

 

  6 節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）           

 

 ○ 18.6.2 

アクリル樹脂系

非水分散形塗

料塗り 

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

 

  7 節 耐候性塗料塗り（ＤＰ）           

 

 ○ 18.7.2 

鉄鋼面の耐久

性能塗装 

 

（１）（ア）上塗りの等級は下記による。  

○ 1 級   ○ 2 級   ○ 3 級 

（イ）上塗りは、親水化方式等による汚染防止タイプを原則とする。 

 

 ○ 18.7.3 

亜 鉛 め っ き 鋼

面の耐候性塗

装 

（１）（ア）上塗りの等級は下記による。  

○ 1 級   ○ 2 級   ○ 3 級 

（イ）上塗りは、親水化方式等による汚染防止タイプを原則とする。 

 

 ○ 18.7.4 

コンクリート面

及び押出成形

セメント板面耐

候性塗料塗り 

 

（ア）コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ○ Ｂ種   ○ Ｃ種 

（イ）上塗りの等級は下記による。  

○ 1 級   ○ 2 級   ○ 3 級 

（ウ）上塗りは、親水化方式等による汚染防止タイプを原則とする。 

 

【追加】 

〇 18.7.5 

PC パネル面・

GRC パネル面

の耐候性塗料 

塗り 

(工場塗装) 

 

（１） PC パネル面・GRC パネル面の耐候性塗料塗り(工場塗装)は、表 18.7.4 による。 

※ソリッドカラー ○メタリックカラー 

表 18.7.4  PC パネル、GRC パネル面の耐候性塗料塗り 

工程 塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

備考 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.6]A 種 －  

2 下塗り エポキシ樹脂プライマー 0.12～0.14 

3 中塗り 製造者の仕様による中塗り用塗料 0.13～0.16 

4 上塗り 建築系耐候性上塗り塗料（１種） 0.14～0.17 

注)(ア)塗装は原則としてスプレー方式とする。はけ塗りによる場合は監理者と協議す

る。 

(イ)メタリック塗装の場合は、上塗りを 2 回塗りとし、1 回目はメタリック、2 回目はク

リヤコートとする。 

(ウ)塗装作業は、室内または専用の作業テント内でおこなう。 

(エ)素地の状態(含水率・PH)・塗装条件(温湿度)などは厳守し、作業ヤード内の通

風管理・温度管理を適切に行う。 

(オ)素地ごしらえに用いる材料は、ふっ素樹脂塗料製造者の仕様または同製造者

の確認を得たものとする。 

(カ)PC パネルの場合に用いる下地調整材は微細ひび割れ追従性を有するものと

する。GRC パネルの場合は、素地ごしらえの工程 3 を省略する。 

(キ)コンクリート表面に隠れたピンホールが存在しないよう、脱型後のパネル洗浄

において、高圧水洗などにより確実に処理する。ピンホールなどは、素地ごしら

えに先立って確実に補修をおこなう。 

(2)塗装は、PC 工事または GRC 工事に含み、各製造工場において塗装することを原

則とする。 

(3)塗装前後の保管・運搬時に用いるりん木保護材の材質にも留意し、塗膜への影響

が無いことを確認したものを用いる。 

 

  8 節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ-Ｇ）           

 

 〇 18.8.2 

コ ン ク リ ー ト

面 、 モ ル タ ル

面、プラスター

面、せっこうボ

ー ド 面 、 そ の

（ア）コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや

有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

(イ) 厨房、浴室など高湿度となる室に用いる場合は、耐水・耐湿性に優れるものとする。 

 

他ボード面等

つや有合成樹

脂エマルション

ペイント塗り 

 

 〇 18.8.4 

鉄鋼面つや有

合成樹脂エマ

ルションペイン

ト塗り 

鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

 

  9 節 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）           

 

 ● 18.9.2 

合成樹脂エマ

ルションペイン

ト塗り 

合成樹脂エマルションペイント塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

合成樹脂エマルションペイントの VOC 含有量 

    ※1%未満  ○5%未満 

 

 

   

  10 節 ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）           

 

 ● 18.10.2 

ウレタン樹脂ワ

ニス塗り 

 

ウレタン樹脂ワニス塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

 

 【追加】 

● 18.10.3 

着色ウレタン 

(1)木部の着色ウレタン樹脂ワニス塗りは、表 18.10.3 による。 

工程 塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.1]B 種 －  

2 目どめ ウッドシーラー － 回数：1～2 

3 色つけ 着色剤 

 

－ 回数：1～2 

4 色押え ウレタン樹脂系ウッドシーラー 0.09～0.10 回数：1 

5 下塗り ウレタン樹脂系サンディングシーラ

ー 

0.09～0.10 回数： 2 

6 研磨紙ずり 空研ぎまたは水研ぎ(P120～P220) － 回数： 2 

7 上塗り ウレタン樹脂ワニス 0.10～0.13 回数： 2 

8 研磨紙ずり 空研ぎまたは水研ぎ(P120～P220) － 回数：1 

9 仕上げ塗り ウレタン樹脂ワニス 0.08～0.10 回数：1 

注)(1)塗装は、工場塗装または現場塗装とする。 
 

   

   

  12 節 木材保護塗料塗り（ＷＰ）           

 

 ○ 18.12.2 

木材保護塗料

塗り 

木材保護塗料塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種  ○下記による 

不燃処理 

リン酸：リン酸系不燃処理用ウレタン塗装 

ホウ酸：ホウ酸系不燃処理用塗装 

無処理 

   浸透型木材保護塗装 2 回塗り 

 

  【追加】13 節 ラッカーエナメル塗り（ＬＥ）           

 

 【追加】 

○ 18.13.1 

ラッカーエナメ

ル塗り 

ラッカーエナメル塗りの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種   ○下記による 

不燃処理 

・リン酸：日本ペイント、ファインウレタン U100 

・ホウ酸：キシラデコール 2 回塗り 

無処理 

・キシラデコール 2 回塗り 

 

  【追加】14 節 その他の塗料塗り 

 

 【追加】 

○18.14.1 

防塵用塗料塗

り  

材 質    水性アクリル系樹脂塗料（※標準色 ○     ） 

仕上種別  コーティング（ローラー刷毛塗り） 

塗布量   主剤 2 回塗とし、総塗布量は 0.25kg/ｍ 以上とする。 

 

 【追加】 

●18.14.2 

シーリングマジ

ック塗り  

ロックウール吸音天井材(岩綿吸音板)専用吹付け水性塗料は特記仕様材料表による。 

   

【追加】15 節 金属面の工場塗装 

 

 【追加】 

○18.15.1 

適 用 範 囲 ・ 一

般事項 

 

(1) この節は、アルミニウム面・ステンレス鋼面・亜鉛めっき鋼面の工場塗装に適用す

る。 

(2) 各塗装工程の間に適切なインターバルまたはセッティング時間を確保する。 

(3) 工程数・各膜厚及び乾燥条件は塗装工場の仕様により、塗料製造者が了承する

条件による。 

(4)隠ぺい力に劣る色相等の場合は、必要に応じた中塗り工程を付加する。 
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 【追加】 

○18.15.2 

アクリル樹脂焼

付け塗り 

(A-BE) 

(1) 亜鉛めっき鋼板・アルミニウム・ステンレス鋼面のアクリル樹脂焼付け塗り(A-BE)

は、表 18.17.1 による。 

(2) 室内に用いる線状化粧材(見切り縁など)のアクリル樹脂焼付け塗り 

※製造者の標準仕様(2 コート 1 ベーク 25μm 程度)  ○表 18.16.1 による 

 

表 18.16.1  亜鉛めっき鋼板・アルミニウム・ステンレス鋼面のアクリル樹脂焼付け塗 

り(A-BE)  

工程 塗料・その他 標準膜厚(μm) 適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]A 種,[表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

2 下塗り エポキシ樹脂プライマー 5～20 

3 焼付け 180℃ 20 分 － 

4 上塗り（1 回目） アクリル樹脂焼付け塗装 5～20 

5 上塗り（2 回目） アクリル樹脂焼付け塗装 20～25 

6 焼付け 180℃ 30 分 － 

 合計膜厚  40 以上 

注)(ア)下塗り膜厚は、アルミニウム 5～10μm、ステンレス鋼 10～15μm、亜鉛めっき

鋼板 15～20μm とする。 

(イ)裏面コートは、原則として塗料はエポキシ樹脂プライマーとし、10μm 以上とす

る。 

(ウ)スプレーコート塗装ラインはクリーンボックスを設備し、前処理と連続しているこ

と｡ 

(エ)亜鉛めっき鋼板の溶接部分は研磨紙ずりのうえ、エポキシ樹脂ジンクリッチプラ

イマー70μm(強制乾燥の場合 60～80℃で 20 分間)とする。 

(オ)アルミニウム面において性能を満たす証明がある場合は、薄膜アルマイト(5～

10μm)を素地ごしらえに替えることができる。 

 

 

 【追加】 

○18.16.3 

1 液形ウレタン 

樹脂焼付け塗

り 

(U-BE) 

(1) 亜鉛めっき鋼板・アルミニウム・ステンレス鋼の 1 液ウレタン焼付け塗り(U-BE)は、

表 18.16.2 による。 

表 18.16.2  亜鉛めっき・アルミニウム・ステンレス鋼 1 液ウレタン焼付け塗り(U-BE)  

工程 塗料・その他 標準膜厚(μm) 適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]A 種,[表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

2 下塗り エポキシ樹脂プライマー 5～20 

3 焼付け 180℃ 20 分 － 

4 上塗り（1 回目） 1 液ウレタン樹脂 5～20 

5 上塗り（2 回目） 1 液ウレタン樹脂 20～25 

6 焼付け 180℃ 30 分 － 

 合計膜厚  40 以上 

注)(ア)下塗り膜厚は、アルミニウム 5～10μm、ステンレス鋼 10～15μm、亜鉛めっき

鋼板 15～20μm とする。 

(イ)裏面コートは、原則として塗料はエポキシ樹脂プライマーとし、10μm 以上とす

る。 

(ウ)スプレーコート塗装ラインはクリーンボックスを設備し、前処理と連続しているこ

と｡ 

(エ)亜鉛めっき鋼板の溶接部分は研磨紙ずりのうえ、エポキシ樹脂ジンクリッチプラ

イマー70μm(強制乾燥の場合 60～80℃で 20 分間)とする。 

(オ)アルミニウム面において性能を満たす証明がある場合は、薄膜アルマイト(5～

10μm)を素地ごしらえに替えることができる。 
 

 【追加】 

○18.16.4 

ふっ素樹脂焼

付 け 塗 り (F-

BE) 

 

 

(1) 亜鉛めっき鋼板・アルミニウム・ステンレス鋼のふっ素樹脂焼付け塗り(F-BE)(ソリ

ッドカラー)は、表 18.16.3 による。 

(2) 塗膜の付加機能は次により、必要に応じて工程・膜厚を付加する。 

    ○汚染防止   ○ 

表 18.16.3  亜鉛めっき・アルミニウム・ステンレス鋼のふっ素樹脂高温焼付け塗り(F-

BE) 

工程 塗料・その他 標準膜厚(μm) 適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]A 種,[表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

2 下塗り ふっ素樹脂系フラッシュプライマー 5～10 

4 上塗り ふっ素樹脂塗装ソリッドカラー 25～35 

5 焼付け 232℃～242℃ 5～10 分 － 

 合計膜厚  30 以上 

注)(ア)ふっ素樹脂塗料は、2 ふっ化ビニリデン熱溶融型塗料とし、カイナー500 配合と

する(上塗り塗料樹脂分中、2 ふっ化ビニリデン樹脂を 70％以上配合する)。 

   (イ)光沢は 30 グロスを標準とする(60°鏡面反射)。 

   (ウ)裏面コートは、原則として下塗りプライマーと同種塗料とし、10μm 以上とする。 

   (エ)塗装は原則としてスプレー方式による。塗装ラインには前処理と連続したクリー

ンボックスを有する。 

   (オ)本工程は、下地が良好な面精度・平坦度を有するものとし、磨き工程は必要な

い。 

   (カ)アルミニウム面において性能を満たす証明がある場合は、薄膜アルマイト(5～

10μm)を下塗りまでの工程に替えることができる。 

   (キ)現場タッチアップは、カイナーADS 樹脂塗料による。 

 
 

 【追加】 

○18.16.5 

ふっ素樹脂 

（メタリック）焼

付 け 塗 り (F-

BE) 

 

(1) 亜鉛めっき鋼板・アルミニウム・ステンレス鋼のふっ素樹脂(メタリック)焼付け塗り 

 (F-BE)は、表 18.16.4 による。 

(2) 塗膜の付加機能は次により、必要に応じて工程・膜厚を付加する。 

    ○汚染防止    ○    

(3) メタリックの程度 

    ※一般  ○ハイスパークルメタリック 

 

表 18.16.4  亜鉛めっき・アルミニウム・ステンレス鋼のふっ素樹脂(メタリック)焼付け

塗り(F-BE) 

工程 塗料・その他 標準膜厚(μm) 適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]A 種,[表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

2 下塗り ふっ素樹脂系フラッシュプライマー 5～10 

4 上塗り（1 回目） ふっ素樹脂塗装メタリックカラー 25～35 

5 焼付け 232℃～242℃ 5～10 分 － 

6 上塗り（2 回目） ふっ素樹脂クリアー 25～35 

7 焼付け 232℃～242℃ 5～10 分 － 

 合計膜厚  30 以上 

注)(ア)ふっ素樹脂塗料は、2 ふっ化ビニリデン熱溶融型塗料とし、カイナー500 配合と

する(上塗り塗料樹脂分中、2 ふっ化ビニリデン樹脂を 70％以上配合する)。 

   (イ)光沢は 30 グロスを標準とする(60°鏡面反射)。 

   (ウ)裏面コートは、原則として下塗りプライマーと同種塗料とし、10μm 以上とする。 

   (エ)塗装は原則としてスプレー方式による。塗装ラインには前処理と連続したクリー

ンボックスを有する。 

   (オ)本工程は、下地が良好な面精度・平坦度を有するものとし、磨き工程は必要な

い。 

   (カ)素地ごしらえ及び下塗りに替えて薄膜アルマイト(5～10μm)とする場合には、性

能を満たす証明を監理者に提出し確認を受ける。ただし中塗りとして、ふっ素樹

脂バリアコート 15～25μm を追加する。 

   (キ)現場タッチアップは、カイナーADS 樹脂塗料による。 

   (ク)ハイスパークルメタリックの場合は中塗り(バリアコート)としてふっ素重機塗料(25

～35μm)を追加する。 

 

 

 【追加】 

〇 18.16.6 

ふっ素樹脂中

温焼付け塗り

(F-BE) 

(a) アルミニウム・ステンレス面のふっ素樹脂中温焼付け塗り(F-BE)は、表 18.16.5 に

よる。 

(b) 塗膜の付加機能は次により、必要に応じて工程・膜厚を付加する。 

○汚染防止    ○メタリック(○一般 ○ハイスパークル) 

○F-BE-RI 硫化イブシ風 〇F-BE-RS リン酸処理風塗装  

 

表 18.16.5 アルミニウム・ステンレス面のふっ素樹脂中温焼付け塗り(F-BE) 

工程 塗料・その他 標準膜厚(μm) 適用 

1 素地ごしらえ [表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

（ 模 様 付

け） 
2 下塗り 中温焼付け用プライマー 5～20 

3 焼付け 160℃～180℃ 2～30 分 － 

4 上塗り（1 回目） ふっ素樹脂塗装（ソッドカラー）（中温

焼付け用） 

15～20 

5 上塗り（2 回目） ふっ素樹脂塗装（ソッドカラー）（中温

焼付け用） 

20～25 

6 焼付け 160℃～180℃ 2～30 分 － 

 合計膜厚  30 以上 

注)(ア)工程数・各膜厚及び乾燥条件は、塗装工場の仕様により、塗料製造者が了承す

る条件による。 

   (イ)クロメートの化成皮膜重量は、化成処理剤製造者の仕様による。 

   (ウ)性能を満たす証明がある場合は、薄膜アルマイト(5～10μm)を下塗りプライマ

ーに替えることができる。 

   (エ)裏面コートは、原則として下塗りプライマーと同種塗料とし、20～25μm 以上と

する。 

   (オ)塗装は、原則としてスプレー方式による。塗装ラインには前処理と連続したクリ

ーンボックスを有する。 

   (カ)補修は、工場での再塗装を原則とする。現場補修については、監理者と協議す

る。 
 

 【追加】 

○18.16.7 

ふっ素樹脂クリ

ヤー焼付け塗

り(FUC) 

(1) アルミニウム面のふっ素樹脂クリヤー焼付け塗り(FUC)は、次による。 

   (ア) 陽極酸化皮膜の種別 

      ○無着色(シルバー) 12μm 

      ○二次電解着色(○ブロンズ ○ブラック ○ステンカラー) 12μm 

   (イ) 陽極酸化皮膜の仕上げ 

       ※製造者の標準仕様  ○マット処理 

   (ウ) 塗膜種別 

       ○ふっ素樹脂クリヤー焼付け塗装 15μm 

   (エ) クリヤ塗装は陽極酸化皮膜と連続した塗装ラインによる。 

 

   
【追加】16 節 金属面のクリヤー保護塗装 
 

 【追加】 

○18.16.1 

適用範囲 

 

(1) この節は、金属面のクリヤー保護塗料塗りに適用する。 

 【追加】 

○18.16.2 

ステンレス面の 

アクリルシリコ

ーン樹脂クリヤ

ー塗り(2-ASC) 

 

表 18.17.2 ステンレス面のアクリルシリコーン樹脂クリヤー塗料塗り 

          (2-ASE-B 腐食環境・海岸雰囲気・屋内プール) 

 

工程 

 

塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

(標準膜厚(μ

m)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]A 種,[表 18.2.9]A 種 － 工場塗装 

または 

現場塗装 
2 上塗り 1 回目 アクリルシリコーン樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

4 上塗り 2 回目 アクリルシリコーン樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

 合計膜厚  (30 以上) 

注)(ア)塗装は、原則としてスプレー方式とする。はけ塗りによる場合は、監理者と協議

する。 

   (イ)裏面コートは、原則として上表の上塗り(1 回目)までとする。(見え掛り以外も同じ

とする) 

   (ウ)強制乾燥は、塗膜性能を考慮して塗料製造者の指示または事前確認で条件を

設定する。自然乾燥とする場合は、監理者と協議のうえシート掛けなどの養生

を行う。 

       
 

 【追加】 

○18.16.3 

ステンレス面の 

ふっ素樹脂クリ

ヤ塗り(2-FUC) 

(1) ステンレス面のふっ素樹脂クリヤー塗料塗り(2-FUC)は、次による。 

    ※表 18.17.3   ・表 18.17.4 

(2) 上塗りは、親水化方式などによる汚染防止タイプを原則とする。 

表 18.17.3 ステンレス面のふっ素樹脂クリヤー塗料塗り(2-FUC-A 一般環境屋内外) 

工程 塗料・その他 塗 付 け 量

(kg/m2) 

(標 準 膜厚 (μ

m)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕 [表 18.2.9]B 種 － 工場塗装 

または 

現場塗装 
2 下塗り 反応硬化形ウレタン樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

2 上塗り 1 回目 反応硬化形ふっ素樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

3 乾燥 強制または自然乾燥 － 

 合計膜厚  (30 以上) 

注)(ア)反応硬化形ふっ素樹脂塗装は、ルミフロン同等配合品とする。 

   (イ)塗膜の光沢は、30～80 グロスとする(60°鏡面反射)。 

   (ウ)強制乾燥は、塗膜性能を考慮して塗料製造者の指示または事前確認で条件を

設定する。自然乾燥とする場合は、監理者と協議のうえシート掛けなどの養生を

行う。 

   (エ)裏面コートは、原則として上表の下塗りまでとする(見え掛り以外も同じとする)。 

       
 

  表 18.17.4  ステンレス面のふっ素樹脂クリヤー塗料塗り 

        (2-FUC-B 腐食環境・海岸雰囲気・屋内プールなど) 

工程 塗料・その他 塗 付 け 量

(kg/m2) 

(標 準 膜厚 (μ

m)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕 [表 18.2.9]B 種 － 工場塗装 

または 

現場塗装 
2 下塗り 反応硬化形ウレタン樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

2 上塗り 1 回目 反応硬化形ふっ素樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

3 乾燥 強制または自然乾燥 － 

4 上塗り 2 回目 反応硬化形ふっ素樹脂（クリアー） 0.12～0.16 

(15～20) 

5 乾燥 強制または自然乾燥 － 

 合計膜厚  (30 以上) 

注)(ア)反応硬化形ふっ素樹脂塗装は、ルミフロン同等配合品とする。 

   (イ)塗膜の光沢は、30～80 グロスとする(60°鏡面反射)。 

   (ウ)強制乾燥は、塗膜性能を考慮して塗料製造者の指示または事前確認で条件を

設定する。自然乾燥とする場合は、監理者と協議のうえシート掛けなどの養生

を行う。 

   (エ)裏面コートは、原則として上表の下塗りまでとする(見え掛り以外も同じとする)。 
 

   

【追加】17 節 コンクリート面の保護塗料塗り 

 

 【追加】 

○ 18.17.1 

適用範囲 

 

(1) この節は、コンクリート面(コンクリート打放し面・PC パネル面・モルタル面など

押出し成形セメント板を含む)の保護塗料塗り(FUC)に適用する。 

 

 【追加】 

○ 18.17.2 

コンクリート面

のふっ素樹脂

ク リ ヤ ー 塗 り

(FUC) 

 

 

 

(1) コンクリート面のふっ素樹脂クリヤー塗り(FUC)は、表 18.18.1 による。 

(2) コンクリート面の打上り状態により、やむを得ず補修を行った場合、色むらが発生

した場合などは、監理者と協議のうえ必要に応じ同種の塗料による調色処理を

行う。 

(3) 上塗りは、親水化方式などによる汚染防止タイプを原則とする。 

表 18.18.1 コンクリート面のふっ素樹脂クリヤー塗り(FUC) 

工程 

 

塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

塗り回数 

1 素地ごしらえ 汚れ・ほこりなど付着物及び離型剤

を入念に除去し乾燥した清浄な面と

する。 

－  

2 吸水防止処理 特殊シラン系撥水処理剤 0.13～0.20 1 

3 下塗り ぬれ肌防止用塗料 0.10～0.15 1 

4 中塗り ふっ素樹脂クリアー塗装 0.10～0.15 1 

5 上塗り ふっ素樹脂クリアー塗装 

（つや消し） 

0.10～0.15 1 

注)(ア)塗装は、原則としてスプレー方式とする。。 

   (イ)監理者の確認を受けて中塗りを省略することができる。 

       
 

  【追加】18 節 木造特殊塗料塗り 

 

 【追加】 

○ 18.18.1 

適用範囲 

 

この節は、木部の特殊塗料塗り(OC、LE)に適用する。 

 

 【追加】 

○ 18.18.2 

木部のオイル 

フィニッシュ 

仕上げ(OC) 

(1)木部のオイルフィニッシュ仕上げ(OC)は、表 18.19.1 による。 

表 18.19.1 木部のオイルフィニッシュ(OC) 

工程 塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.1]B 種 －  

2 研磨紙ずり 空研ぎまたは水研ぎ(P120～P220) － 回数：2 

3 下塗り スパーワニス 0.06～0.10 回数：1 

4 中塗り スパーワニス 0.06～0.10 回数：1 

5 研磨紙ずり 空研ぎまたは水研ぎ(P320～P400) － 回数：1 

6 清掃 ウエスにて拭取り － 回数：1 

7 研磨 スチールウール － 回数：1 

8 仕上げ塗り オイル(直ちにウエスで拭き取る) 0.06～0.10 回数：1 

注)(ア)塗装は、工場塗装または現場塗装とする。 

 

 
 

 【追加】 

○ 18.18.3 

木部のラッカー 

エ ナ メ ル 塗 り

(LE) 

(1) 木部のラッカーエナメル塗りは、特殊塗料塗りに適用するものとし、表 18.19.2 

(○A 種 ○B 種 ○C 種)による。 

表 18.19.2 木部のラッカーエナメル塗り（LE） 

工程 

 

種別 塗料・その他 塗付け量 

（kg/m2） A 

種 

B 

種 

C 

種 

規格番号 規格名称・種類 

1 素地ごしらえ ○ ○ ○  標仕[表 18.2.2]による － 

2 下塗り ○ ○ ○ JIS K 5591 油性系下地塗料 

オイルプライマー 

0.09 

3 研磨 ○ ○ -  研磨紙 P220 － 

4 パテかい ○ - - JIS K 5591 油性系下地塗料 

オイルパテ 

－ 

5 パテ付け ○ ○ - JIS K 5591 油性系下地塗料 

オイルパテ 

－ 

6 研磨紙ずり ○ ○ -  研磨紙 P240 － 

7 中塗り ○ ○ ○ JIS K 5591 油性系下地塗料 

オイルサーフェーサー 

0.14 

8 水研ぎ ○ ○ ○  耐水研磨紙 P320 － 

9 上塗り 1 回目 ○ ○ ○ JIS K 5531 ニトロセルローズラッカー 

ラッカーエナメル 

0.08 

10 水研ぎ - ○ ○  耐水研磨紙 P320 － 

11 上塗り 2 回目 ○ ○ ○ JIS K 5531 ニトロセルローズラッカー 

ラッカーエナメル 

0.08 

12 研磨 ○ - -  P400～600 研磨紙 

(水ペーパー磨き) 

－ 

13 上塗り 3 回目 ○ - - JIS K 5531 ニトロセルローズラッカー 

ラッカーエナメル 

0.08 

14 研磨 ○ - -  P400～600 研磨紙 

(水ペーパー磨き) 

－ 

15 みがき仕上げ ○ - -  P400～600 研磨紙 

(水ペーパー磨き) 

－ 

  
 

   

【追加】19 節 鉄鋼面重防食塗料塗り 

 

 【追加】 

○ 18.19.1 

適 用 範 囲 ・ 一

般事項 

(1) この節は、屋外鉄骨など鉄鋼面の重防食塗料塗りに適用する。 

(2) 各工程間には、適切な乾燥時間を確保する。 

 

  

【追加】 

○ 18.19.2 

鉄鋼面の重防

食 

ウレタン樹脂 

エナメル塗り 

(2-UE-H) 

(1) 鉄鋼面の重防食ウレタン樹脂エナメル塗り(2-UE-H)は、表 18.20.1 による。 

表 18.20.1 鉄鋼面の重防食ウレタン樹脂エナメル塗り(2-UE-H) 

工程 

 

塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

(標準膜厚(μ

m)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]B 種(ISO Sa2･1/2) － 工場塗装 

 2 下塗り 1 回目 ジンクリッチプライマー 0.70～0.80 

(75) 

4 下塗り 2 回目 エポキシ樹脂プライマー 0.30～0.40 

(60) 

4 下塗り 3 回目 エポキシ樹脂プライマー 0.30～0.40 

(60) 

現場塗装 

6 中塗り 塗料製造者の仕様による ＊ 

3 上塗り 反応硬化形ウレタン樹脂(ソリッドカラー) 0.15～0.18 

(20～30) 

 合計膜厚  250 以上 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－10 特記仕様書10 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

注)(ア)ジンクリッチプライマーは、厚膜形無機質系ジンクリッチプライマー(下塗り 2 回目

の工程でミストコート方式を併用)または厚膜形エポキシジンクリッチプライマー

とする。 

   (イ)塗装は、原則としてスプレー方式とする。はけ塗りによる場合は、監理者と協議

する。 

   (ウ)＊印工程は、塗料製造者の仕様によって工程の有無、塗料の種類、所要量を

定める。 

   (エ)下塗り 2 回目の塗料は、原則として長期曝露型(6～12 カ月)とする。 

 
 

 【追加】 

○ 18.19.3 

鉄鋼面の重防

食ふっ素樹脂 

エナメル塗り 

(2-FUE-H) 

(1) 鉄鋼面の重防食ふっ素樹脂エナメル塗り(2-FUE-H)は、表 18.20.2 による。 

(2) 上塗りは、親水化方式などによる汚染防止タイプを原則とする。 

表 18.20.2 鉄鋼面の重防食ふっ素樹脂エナメル塗り(2-FUE-H) 

工程 

 

塗料・その他 塗付け量

(kg/m2) 

(標準膜厚(μ

m)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]B 種(ISO Sa2･1/2) － 工場塗装 

 2 下塗り 1 回目 ジンクリッチプライマー 0.70～0.80 

(75) 

4 下塗り 2 回目 エポキシ樹脂プライマー 0.30～0.40 

(60) 

4 下塗り 3 回目 エポキシ樹脂プライマー 0.30～0.40 

(60) 

現場塗装 

6 中塗り 塗料製造者の仕様による ＊ 

3 上塗り 反応硬化形ふっ素樹脂 

(ソリッドカラー) 

0.15～0.18 

(20～30) 

 合計膜厚  175 以上 

注)(ア)反応硬化形ふっ素樹脂塗装は、ルミフロン同等配合品とする。 

   (イ)ジンクリッチプライマーは、厚膜形無機質系ジンクリッチプライマー(下塗り 2 回

目の工程でミストコート方式を併用)または厚膜形エポキシジンクリッチプライマ

ーとする。 

   (ウ)塗装は、原則としてスプレー方式とする。はけ塗りによる場合は、監理者と協

議する。 

   (エ)＊印工程は、塗料製造者の仕様によって工程の有無、塗料の種類、所要量を

定める。 

   (オ)下塗り 2 回目の塗料は、原則として長期曝露型(6～12 カ月)とする。 

       
 

 【追加】 

○ 18.19.4 

鉄鋼面のター

ルエポキシ樹

脂 塗 料 塗 り

(TXE) 

(1) 鉄鋼面のタールエポキシ樹脂塗料塗り(TXE)は、表 18.20.3 による。 

表 18.20.3 鉄鋼面のタールエポキシ樹脂塗料塗り(TXE) 

工程 

 

塗料・その他 (乾燥膜

厚(μm)) 

塗重ね乾燥時間 適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]C 種 －   

2 下塗り タールエポキシ樹脂塗料 80 以上 24 時間以上 

7 日以内 

 

3 上塗り 1 回目 タールエポキシ樹脂塗料 80 以上 24 時間以上 

7 日以内 

 

4 上塗り 2 目 タールエポキシ樹脂塗料 80 以上 24 時間以上 

7 日以内 

 

注)(ア)塗付け量は、塗料製造者の標準量による。 
 

   

【追加】20 節 特殊塗料塗り 

 

 【追加】 

○ 18.20.4 

鉄 鋼 面 ・ 亜 鉛

め っ き 鋼 面 の

耐火塗料 

(1) 耐火塗料塗りは、発泡性耐火被覆として国土交通大臣の認定を受けたものとし、

製造者の責任施工とする。 

(2) 屋内鉄鋼面の耐火塗料塗りは、表 18.21.1 による。ただし、大臣認定条件と異なる

場合は、認定条件を優先する。 

表 18.21.1 屋内鉄鋼面の耐火塗料塗り 

工程 

 

塗料・その他 標準塗付け量

(kg/m2 

(乾燥膜厚(μm)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]Ｃ種(ISO St3) － 工場塗装 

 2 下塗り-1 － － 

3 下塗り-2(※) 変性エポキシ樹脂プライマー 0.14 以上 

（40 以上） 

4 補修塗り 発錆部・劣化部・溶接部を電動工具など

で調整のうえ、変性エポキシ樹脂塗料で

補修する。 

－ 現場塗装 

5 耐火層塗り 耐火塗料(製造者の仕様による) ＊ 

6 上塗り 1 回目 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

7 上塗り 2 回目 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

 合計膜厚   

注)(ア)屋内でも、プールなど環境が屋外と同様な場合、屋外仕様に準拠する。 

   (イ)※工程間が既定以上になる場合は、エポキシ MIO プライマーを施工する。もしく

は現場塗装時に下地の状態を調査し、劣化している場合は変性エポキシ樹脂

プライマーを施工すること。     

 
 

  (3) 屋外鉄鋼面の耐火塗料塗りは、表 18.24.3 による。 

ただし、大臣認定条件と異なる場合は、認定条件を優先する。 

表 18.21.3 屋外鉄鋼面の耐火塗料塗り 

工程 塗料・その他 標準塗付け量

(kg/m2 

(乾燥膜厚(μm)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.2]Ｂ種(ISO Sa2.1/2) － 工場塗装 

 2 下塗り-1 有機ジンクリッチプライマー 0.12 上 

（20） 

3 下塗り-2 変性エポキシ樹脂プライマー 0.14 以上 

（40 以上） 

4 補修塗り 発錆部・劣化部・溶接部を電動工具など

で調整のうえ、変性エポキシ樹脂塗料で

補修する。 

－ 現場塗装 

5 耐火層塗り 耐火塗料(製造者の仕様による) 製造者の仕

様による 

6 中塗り 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

7 上塗り 1 回目 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

8 上塗り 2 回目 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

 合計膜厚   

注)(ア)上塗りは、2 液性ポリウレタン樹脂系塗料同等以上の耐候性を有するものとす

る。 

       

 

 

  (4) 亜鉛めっき鋼面の耐火塗料塗りは、表 18.24.4 による。ただし、大臣認定条件と異

なる場合は、認定条件を優先する。 

表 18.21.4 亜鉛めっき鋼面の耐火塗料塗り 

工程 

 

塗料・その他 標準塗付け量

(kg/m2 

(乾燥膜厚(μm)) 

適用 

1 素地ごしらえ 標仕[表 18.2.3]C 種のうえ、研磨紙(#60

～180 程度)にて入念に研磨する。 

発錆部・劣化部・溶接部は電動工具など

で調整のうえ、亜鉛めっき補修用塗料で

施工する。 

－ 工場塗装 

 

2 下塗り-1 亜鉛めっき面用プライマー 0.1  

（5） 

3 下塗り-2 変性エポキシ樹脂プライマー 0.14 以上 

（40 以上） 

4 補修塗り 発錆部・劣化部・溶接部を電動工具など

で調整のうえ、変性エポキシ樹脂塗料で

補修する。 

－ 現場塗装 

5 耐火層塗り 耐火塗料(製造者の仕様による) 製造者の仕

様による 

6 中塗り 製造者の仕様による 製造者の仕

様による 

7 上塗り 1 回目 製造者の仕様による 0.14  

(20～30) 

8 上塗り 2 回目 製造者の仕様による 0.14  

(20～30) 

 合計膜厚  (-) 

注).上塗りは、2 液性ポリウレタン樹脂系塗料同等以上の耐候性を有するものとする。 

       
 

 【追加】 

○ 18.20.5 

ガ ラ ス 面 の 汚

染 

防止コーティン

グ 

 

 

(a) 面の汚染防止コーティングの適用 

 ※使用しない 

○使用する(使用部位○    ○設計図による） 

 

浸透性吸水防止剤 

・石材用半浸透性極薄塗膜汚れ防止剤 

・石材用浸透性吸い上げ防止材 

各 2 回塗り 
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章 

 1 節 一般事項           

 

内

装

工

事 

○19.1.2 

基本要求品質 

【追記】 

(4) 仕上が異種下地にまたがる場合は、必ず取合い部分に目地を設ける。 

 

 【追加】 

○19.1.3 

施工計画書 

(1) 施工計画書は下記の事項に留意して作成すること。 

(ア) カーペットの敷込み工法・幅継ぎの位置・模様合せなど 

(イ) システム天井の下地組補強と耐震計画書など 

(ウ) 各種仕上げ材の割付けなど 

(2) 内装材で仕上げとなる材料のほか、監理者が指示するものは、あらかじめ製品見

本若しくは仕上り施工見本を提出し監理者の確認を受ける。 

 

 【追加】 

○ 19.1.4 

材 料 ・ 工 法 の

(1) 不燃･準不燃・難燃・防炎・制電性などの指定がある場合は、品質を表示する証票

付のものとする。 

(2) 装着材（釘・ねじ・ビス・ボルト・グリッパー・ステープルなど）・接着剤・充填材・シ 

選定    ーリング材などの副資材は、JIS 規格があるものはこれによるものとし、その目的

に応じた材質・形状・寸法のもので取付け個所・工法施工条件に合ったものとする。 

(3) 下地・加工・仕上げ・取付け・養生などの工法は、施工個所・下地材・仕上げ材種・

形状・寸法・施工条件に適したものとする。なお、特定の製造者または専門工事業

者が指定されている場合は、その製造者または専門工事業者の仕様による。 

また、外装カーテンウォール等に近接する内部仕上・下地材は、外装部材変位の影響

を受けないように縁切りを行い、日常的な熱伸縮・層間変形・風圧力等による異音

の発生を抑える工法とする。 

(4) シックハウス対応に係る内装材の品質確認は、27.5.1 による。トルエン･キシレンな

ど厚生労働省指針値物質含有量調査のため、監理者の指示により製品安全デー

タシート(MSDS)、放散量測定報告の提出を求めることがある。 

(5) 屋内床に使用する材料は、乾燥時・湿潤時とは滑り抵抗(C,S,R)0.40 以上 0.90 以

下の材料とする。また、隣合う異種材料間の C,S,R 値の差は 0.2 以内とする。 

(6) 昇降式照明・吊バトン・プロジェクター等、天井・壁に取り付く機器は、次による。 

1)軽量物で軽量鉄骨下地から支持する場合は、14.4.5 b 号による設計用地震力の計

算に荷重又は、動荷重を見込む。これによらない重量物と可動物は、構造体から

直接、専用の金物で脱落しないよう支持する。 

2)取付け金物は、ロックナット・ダブルナット等を使用して、抜振り防止を行う。 

3)振動・発音・衝撃が生ずる可能性のあるものは、ゴム等による防止対策を行う。 

4)大吊むの重量可動物の場合は、地震対策としてブレース等で耐震固定を行う。 

(7) 床仕上材が異なる部分には、ステンレス見切り縁(ST-1)厚さ 5mm を設ける。 

 

 

 

 

【追加】 

○ 19.1.5 

見 本 ・ 施 工 見

本 

(1) 主な材料で監理者の指示するものは、あらかじめ見本またはカタログを提出し監

理者の確認を受ける。 

   

2 節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り           

 

 ● 19.2.2 

材料 

(1) ビニル床シートの種類の記号、色柄、厚さ等は下記による。 

種 類 

 

JIS の 記

号 

色 柄 厚さ（mm） 

※発泡層のないも

の 

※ＦＳ ○ ※無地  ○ マーブル柄 ※2.0 

○ 発泡層のあるもの  ※柄物  ○ 無地  

○    
 

   

(2) ビニル床タイルの種類、厚さ等は下記による。 

種類 JIS の記号 厚さ（mm） 備考 

※コンポジションビニル床タイル

（半硬質） 

ＣＴ ※2.0  

○ コンポジションビニル床タイル

（硬質） 

ＣＴＳ ○  

○ ホモジニアスビニル床タイル ＨＴ ○  

    

 

(3) 特殊機能床材 

(ア) 帯電防止床タイルの種類、性能、厚さ等は下記による。 

種類 厚さ（mm） 性能 

○ コンポジションビニル床タイル ※2.0 体積抵抗値（JIS K 6911

による）1.0X109 Ω以下、

ま た は 、 漏 え い 抵 抗 値

（JIS A 1454 による） 

1.0X1010Ω未満 

○ ホモジニアスビニル床タイル ※ 4.0 又 は 

4.5 

  

  

  

 

(イ) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は下記による。 

※ブロックパターンは JIS T 9251 による 

※色彩は黄色を原則とする 

屋内 ※塩化ビニル製   ○ 磁器又はせっ器質タイル（※300  ○     ） 

○ レジンコンクリート製   ○ SUS 製鋲（滑り止め付） 

○ 石製（詳細は 10 章 石工事） 

屋外 ※レジンコンクリート製 

○ 磁器又はせっ器質タイル（※300  ○     ） 

○ SUS 製鋲（滑り止め付）   ○ 石製（詳細は 10 章 石工事） 

(ウ) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は下記による。 

○      

(エ) 防滑性床シート又は床タイルの種類、性能、厚さ等は下記による。 

○      

(4) ビニル幅木の厚さ、高さ等は下記による。 

厚さ（mm） ※1.5mm 以上   ○      

高さ（mm） ※60   ○75   ○ 100 

(5) ゴム床タイルの種類、厚さ等は下記による。 

○      

(6) 接着剤 

(ア) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤のホルムアルデヒド放散量は下

記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

(イ) ゴム床タイル用接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

(ウ)壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒ 

ド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

※接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 

※19.3.3 にも適用する。 

(7) ステンレス幅木の厚さ、高さ等は下記による。 

厚さ（mm） ※1.5mm 以上   ○      

高さ（mm） ※60   ○75   ● 100 

 

 

 ○ 19.2.3 

施工 

(1)(エ) 床仕上げ下地の特殊工法は下記による。 

○      

(2)(ウ) ビニル床シート張りの接合部の処理工法は下記による。 

○          ※熱溶接工法 

 

   

3 節 カーペット敷き           

 

 ○ 19.3.2 

材料 

 

○ 19.3.3 

工法 

(1) 織じゅうたん 

(ア) 織じゅうたんの種別、織り方及びパイルの形状は下記による。 

種別 パイル形状 色柄等 工法 

○ Ａ種 

○ Ｂ種 

○ Ｃ種 

○ カットパイル 

○ ループパイル 

○ カット、ループパイル併

用 

※無地 

○ 柄物 

（標準色） 

○      

※グリッパー

工 法 （ 下 敷 き

材共） 

 

  (イ) 帯電性は下記による。     

※人体帯電圧の値の 3ｋＶ以下   ○       

 

(2)(ア) タフテッドカーペットのパイルの形状及びパイル長は下記による。 

  パイル形状 パ イ ル 長

（mm） 

工法 備考 

○ カットパイル ※5～7  ○ ※全面接着工法 

○ グリッパー工法 

 

○ ループパイル ※4～6  ○ 

○ レベルループパイル ※4    ○ 

○ カット、ループ併用 ○ 
 

  (ウ） 帯電性 ※人体帯電圧の値の 3ｋＶ以下   ○      

 

(3)(ア) ニードルパンチカーペットの厚さは下記による。 

厚さ     mm 

(4) タイルカーペットの種類及びパイルの形状、寸法、総厚さ等は下記による。 

パイル形状 種類 寸法（mm） 総厚さ(mm） 敷き方 

※ループパイル ※第一種 

○第二種 

※500×500 

○ 

※6.5 

○ 

※市松張り 

○ 模様流し 

※階段は 

 模様流し 

○ カットパイル    

○カット、ループ併用    

(ウ)耐電性 ・人体帯電圧 3kV 以下（フリーアクセスフロア敷設範囲） 

(エ)撥水・防汚加工品とする。 

(オ)OA タップ取り出し部はカーペットをクロスカットすること 

 

(5) 下敷き材は下記による。 

※JIS L 3204 の第 2 種 2 号、呼び厚さ 8mm   ○      

(6)(ウ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は下記による。 

○      

(7) カーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

   

4 節 合成樹脂塗床           

 

 ○19.4.2 

材料 

(1) 厚膜型塗床材 

(ア) 弾性ウレタン樹脂系塗床材に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量は下

記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

(イ) エポキシ樹脂系塗床材に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量は下記に

よる。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○     

(2)(イ) 薄膜型塗床材に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

 ○ 19.4.3 

工法 

(2) 厚膜型塗床材 

(ア)(c) 弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げの種類及び工程は下記による。 

※平滑仕上げ   ・防滑仕上げ   ・つや消し仕上げ 

(イ)(a)エポキシ樹脂系塗床の工法及び仕上げの種類は下記による。 

○ 薄膜流し展べ工法（※ 平滑仕上げ  ○ 防滑仕上げ） 

○ 厚膜流し展べ工法（※ 平滑仕上げ  ○ 防滑仕上げ） 

○ 樹脂モルタル工法（※ 平滑仕上げ  ○防滑仕上げ） 

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量            （19.4.2） 

※規制対象外  ○ 第三種     

 

   

5 節 フローリング張り           

 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－11 特記仕様書11 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

 ○ 19.5.2 

材料 

 

○ 19.5.3 

工法一般 

フローリングのホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆、接着剤等不使用、ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

○非ホルムアルデヒド系接着剤使用 

○非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

 

フローリングの品名は下記による。 

フローリングの種類 工法 

(ア) 単層フローリング ○ 釘留め工法（○ 根太張り工法  

 ○ 直張り工法） 

○ 接着工法 

○ モルタル埋込み工法 

  ○ フローリングボード 1 等 

  ○ フローリングブロック 1 等 

   

(イ) 複合フローリング 19.5.9 による 

○ 天然木化粧複合フローリング 

 

 

（ウ）その他  

 
 

   

 ○ 19.5.4 

釘留め工法 

(1)(ア) 材料 

① フローリングの樹種は下記による。 

※なら   ○      

③ 複合フローリングの種別は下記による。 

○ Ａ種   ○ Ｂ種   ※Ｃ種 

⑤ 接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

 ○ 19.5.5 

接着工法 

(ア) 材料 

(b) フローリングの樹種は下記による。 

※なら   ○      

(e) フローリング裏面の緩衝材は下記による。 

※合成樹脂発泡シート   ○      

 

 ○ 19.5.6 

現場塗装仕上

げ 

(イ) 塗装は下記による。 

※ウレタン樹脂ワニス塗り  ○オイルステイン塗り  ○生地のままワックス

塗り 

 

 【追加】 

○ 19.5.8 

モ ル タ ル 埋 込

み工法 

(1) 材料 

(a)① フローリングブロックの樹種、厚さ及び大きさは下記による。 

※標仕 表 19.5.6 による   ○      

 

  

【追加】 

○19.5.9 

フローリング張

り  

 （19.5.2～7）（表 19.5.1～4） 

種  別 樹 種 工 法 種別 仕 上 げ 塗 装

等 

※天然木化粧

複 合 フ ロ

ーリング 

○ 

※なら 

○ひのき 

○ 釘留め工法 

（○ 根太張り工法  

 ○ 直張り工法） 

○ 接着工法 

〇A 種 

〇B 種 

※Ｃ種 

※塗装品 

○無塗装品 

 ○ ○ ○  

 ○ ○ ○  

ホルムアルデヒドの放散量  ※規制対象外  ○ 第三種      （19.5.2） 

 

   

6 節 畳敷き           

 

 ○ 19.6.2 

材料 

(1) 畳の材料は下記による。 

下地の種類 畳の種別 

標仕表 19.6.1 による 

床組  

○ Ａ種  ※Ｂ種  ○ Ｃ種 

○Ｄ種（畳床 ○KT-Ⅰ ○KT-Ⅱ ○KT-Ⅲ ○KT-K ・

KT-N） 

ポリスチレンフォーム 

床下地 

○ Ａ種  ○ Ｂ種  ※Ｃ種 

○Ｄ種（畳床 ○KT-Ⅰ ○KT-Ⅱ ○KT-Ⅲ ○KT-K  

○KT-N） 
 

  畳表及び畳床は VOC 含有量が少ないものとする 

【追記】 

(3) ポリスチレンフォーム床下地材は下記による。 

畳下地 厚さ（mm） ※40  ○ 65  ○ 80 

 

 

   

7 節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り           

 

 

 ● 19.7.2 

材料 

(1) せっこうボード、その他のボード類の種類、厚さ等は下記による。 

種  類 JIS の記号 厚さ（mm）、規格等 

○ 硬質木毛セメント板 HW  Ｇ ○ 15  ○ 20  ○ 25  ○    

○ 普通木毛セメント板 NW  Ｇ ○ 15  ○ 20  ○ 25  ○    

○ けい酸カルシウム板 0.8FK タイプ 2（無石綿）（○ 6  ○ 8  ○  ） 

● ロックウール化粧吸音

板 

DR ※フラットタイプ（※9（不燃）○12 ○  ） 

・ 凹凸タイプ（※12（不燃）○15 ○19 

○  ） 

吉野石膏 ソーラトン 同等品 

○ ロックウール化粧吸音

板 

 （軒天井用） 

DR 

DR（凹凸） 

DR（軒天） 

DR（軒天 

凹凸） 

※フラットタイプ 9（不燃） 

○ 凹凸タイプ（※12  ○15）（不燃） 

● せっこうボード GB-R ※12.5（不燃） ○9.5（不燃） 

○ 不燃積層せっこうボー

ド 

GB-NC 9.5（不燃） 

化粧有（トラバーチン模様） 

  化粧無（下地張り用） 

○ 硬質せっこうボード  9.5（不燃） 12.5（不燃）  

15.0（不燃） 

○シージングせっこうボー

ド 

GB-S 12.5（不燃） 

○ 強化せっこうボード GB-F 12.5（不燃） 15.0（不燃） 

○ せっこうラスボード GB-L 9.5 

○ 繊維混入せっこうボ

ード 

 〇5  〇6  〇8 

○化粧せっこうボード（木

目） 

GB-D 12.5（不燃）幅 440mm 程度 

模様（※柾目 ・板目） 専用下地材付き 

○ 化粧せっこうボード GB-D 9.5（不燃） 

化粧有（トラバーチン模様） 

○ 不燃せっこう吸音ボー

ド 

 9.5（不燃）       

化粧有（スクエア模様） 

吉野石膏 タイガースクエアトーン 6 同

等品 

グラスウール（16kg/m , t=50）を併用す

る。 

○ 難燃合板     □Ｇ ・生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度） 

・不透明塗料塗り（しな合板程度） 

〇 メラミン樹脂化粧板  JIS K 6903 による 厚さ 1.2 

● メラミン不燃化粧板  ● 3 

○ ミディアムデンシティ 

 ファイバーボード 

MDF □Ｇ ○ 3  ○ 7  ○ 9  ○12      ○ 

○ 単板張り 

パーティクルボード 

    □Ｇ ○生地、透明塗料塗り（ラワン合板程

度） 

○不透明塗料塗り（しな合板程度） 

○ ハードボード（素地） HB  □Ｇ ○無研磨板 

（○スタンダード ○テンパード ） 

○研磨板  

 （○スタンダード ○テンパード ） 

○ インシュレーションボ

ード 

IB  □Ｇ Ａ級 

（○天井仕上  ○内装仕上・     ） 

○ 9  ○ 12  ○ 15  18      ・ 

○ 天然木化粧合板  9（準不燃）      B 種 

 

  パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

(2) 合板のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆、接着剤等不使用、ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

○ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 

○ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使

用 

 

(a) 普通合板の表板の樹種名、板面の品質、厚さ及び接着の程度は下記による。 

樹種  ○ ラワン程度（生地のまま又は透明塗料塗りの場合） 

○ しな程度（不透明塗料塗りの場合） 

○      

品質：      

厚さ：     mm 

接着の程度 ※1 類（屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合） ・      

防虫処理 ○ 行う   ○ 行わない 

難燃処理及び防炎処理 ○ 行う（○ 難燃  ○ 防炎）   ○ 行わない 

(b) 天然木化粧合板の化粧板の樹種名、接着の程度及び厚さは下記による。 

樹種   ○      

厚さ：     mm 

接着の程度 

防虫処理 ○ 行う   ○ 行わない 

難燃処理及び防炎処理 ○ 行う（○ 難燃  ○ 防炎）   ○ 行わない 

(c) 特殊加工化粧合板の化粧加工の方法、表面性能、接着の程度及び厚さは下記

による。 

化粧加工方法   ○ オーバーレイ   ○ プリント   ○ 塗装   ○      

表面性能：      

厚さ：     mm 

接着の程度 

防虫処理 ○ 行う   ○ 行わない 

難燃処理及び防炎処理  ○  行う（ ○ 難燃 ○ 防炎）   ○ 行わない 

(4) 接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

(8) 軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材の適用は下記による。 

※適用する（○ アクリル系、ウレタン系等シーリング ○ ジョイントコンパウン

ド） 

○ 適用しない 

 

 ○ 19.7.3 

工法 

(1) 下地の適用は下記による。 

○ 軽量鉄骨下地 

○ 木造下地 

○       

(4)(ウ) 合板類の張付けの種別は下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 

(6)(ア) せっこうボードの目地工法の種類は下記による。 

○ 継目処理工法 

○ 突付け工法（○ ベベルエッジ  ○スクェアエッジ） 

○ 目透し工法（○ ベベルエッジ  ○スクェアエッジ） 

【追記】 

 （7）軽量鉄骨下地ボード遮音壁の天井内・床下に開口を設ける場合、配線後の空隙

にグラスウールを充填する。 

(8) 出入口上部の割れ防止縦ジョイナー 

※設ける (○ステンレス製    ※プラスチック製   ○         )   

○設けない   

(9)設ける場合は、原則としてすべての出入口の上部隅角部直上に設ける。 

   また、耐火間仕切、耐火遮音間仕切面には大臣認定の目透かし仕様としなけれ

ば増貼 GB-Rｔ12.5（GB-Sｔ12.5）を行う。 

(10) 化粧けい酸カルシウム板の石膏ボード下地天井施工は、接着剤と機械的固定

工法を併用する。 

(11) コンクリート造の梁底等の水平見上げ面へのボード張りは、軽量鉄骨下地組とし

て、ビス留工法とする。 

(12) 天井面や高所壁面における可動式防煙垂れ壁・設備工事の排煙口・その他の

パネル面など化粧仕上げ材としてボード類張りを行う場合は、接着工法のみとせ

ずビス留め等の機械的固定工法を併用する。ロックウール化粧吸音板仕上げの

場合は、下地石膏ボードをビス等により、固定した 2 重張り工法とする。 

 

   

8 節 壁紙張り           

 

 〇 19.8.2 

材料 

(1) 壁紙の品質、防火性能は下記による。 

施工箇所           壁紙の種類 防 火 性

能 

備

考 

紙 繊維 

（織物） 

プラ 

（ビニル） 

その他 

（化学 

繊維） 

無機質  

 ・ ・  ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 

 ・ ・  ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 

 ・ ・  ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 

 ・ ・  ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 

 ・ ・ ・ ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 

 ・ ・ ・ ・ ・ 

※不燃 

○準不燃 

○難燃 
 

  壁紙のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

 〇 19.8.3 

施工 

(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込み止めの塗布等の素地ごしらえは下

記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 （施工箇所：           ） 

(2) コンクリート面の吸込み止めの塗布等の素地ごしらえは下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 （施工箇所：           ） 

 

(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びケイ酸カルシウム板面の吸込み止めの塗布

等の素地ごしらえは下記による。 

○ Ａ種   ※Ｂ種 （施工箇所：           ） 

※仕上げが異種下地にまたがる場合は、必ず取合い部に目地を設けること。 

【追加】 

（7）せっこうボード面にビニルクロスを貼る場合は下地を２重貼りとする。 

 

   

9 節 断熱・防露                

 

 ○ 19.9.1 

一般事項 

【追記】 

(2) 外気または外気に準ずる空間に面する屋内の床、壁、天井部分などで、想定され

る外気温湿度、内部温湿度条件により結露発生のおそれがある部位では、設計図

に示す断熱範囲図を基に受注者でも検討を行い見直しが必要な場合は結露計算

により断熱材施工範囲 

図を監理者と協議の上決定する。 

(3) 断熱材を施工する範囲では、必要な断熱性能が連続するよう施工する。 

(4) 外壁を貫通する鋼材など金属部材の室内側には、外壁から 1m 程度までノンフロン

湿式不燃断熱材 t=30 などによる断熱を施す。 

(5) 外壁断熱層より屋外側の空間における結露発生を防止するため、これら断熱層が

取り合う部分では、シーリング・防湿テープ張りなどの防湿処置を行って室内空気

（湿気）の流出を防止する。 

適用箇所：屋外軒天、外壁化粧パネル、笠木と室内が接する所、全て 

(6)半屋外にノンフロン湿式不燃断熱材を吹く場合は、撥水吸水防止材を施すこと。 

(7)断熱材が仕上げとなる部位は不燃断熱材とする。 

 

 ○19.9.3 

断熱材打込み

工法 

(1)(ア) 断熱材の種類及び厚さは下記による。なお、難燃性を有するものとする。 

種類 種別 厚さ(mm) 

○ ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材   

○ 押出法ポリスチレンフォーム保温材   

○Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材   

○ フェノールフォーム保温材   

・断熱材兼用型枠 ○木質系 

○ｺﾝｸﾘｰﾄ系 

○ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 

○硬質ウレタン系 

 

   

※断熱材兼用型枠の品質は断熱抵抗＝厚さ/熱伝導率＝０.６７６以上(㎡・ｋ/ｗ)

とする。 

※製造所は建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」において、評

価を取得したものとする。 

フェノールフォーム保温材のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

接着剤のホルムアルデヒド放散量は下記による。 

※Ｆ☆☆☆☆   ○      

 

 ○ 19.9.4 

断熱材現場発

泡工法  

(1) 断熱材の種類は下記による。 

※Ａ種１   ○Ａ種１H   

(2) 断熱材の吹付け厚さは下記による。 

厚さ：     mm 

【追記】 

(4) 不燃断熱材 

○ エスケー化研 セラミライトエコ G 同等品 

○ エスケー化研 ダンセラボン 同盗品 

○ 積水化学工業 パックスフレイム同盗品 

○ 菊水化学工業クールフォーム同等品 

(5)不燃断熱材が壁面で露出する部分は表面コテ押さえ及び表面強化材仕上を見込

むこと。 

(6)不燃断熱材が直天など見上部で露止する部分はシーラー塗布など剥離対策を施

すこと。 

(7)金属系下地などメーカー推奨部位に専用プライマーを見込むこと。 

(8)露出部（機械室、電気室、PS 等のシャフト内含む）、天井スリットを設けている天井

内・レターンチャンバー・排煙チャンバー内及び当該天井チャンバーと連続する空

間内、二重スラブ内の断熱材は不燃断熱材とする。 

(9)屋上・屋根のパラペット、設備配管立上がり、ルーフドレン、鉄骨柱スラブ貫通、機

械基礎等廻り、屋上外壁のコンクリート立ち上がり等のある部分は、立上り躯体外

面もしくは外断熱材欠損部から L=450 の範囲のスラブ下に断熱補強を施すこと。 

 

 【追加】 

○19.9.5 

吸音材 

(1)吸音材の種類は下記による。 

（表 19.9.1） 

種  類 JIS の記号 厚さ（mm） 

○ロックウール吸音ボード 1 号 RW-B ※25  ○     

※グラスウール吸音ボード 32Ｋ GW ※25  ○      
 

  保温・吸音・防湿材・接着剤のホルムアルデヒドの放散量 

    ※F☆☆☆☆      ○     

(2) 工法 

(ア) グラスウールボードを壁・天井などに張り付ける場合は、固定用断熱形ボタン

ワッシャーで縦横＠300mm 内外に取り付ける。 

(イ) ロックウール保温板及びグラスウール保温板で片面にアルミクラフト紙などの

防湿層付きを用いる場合は、防湿層は高温・高湿側とし、切り目なく完全に防

湿層を形成する。 

(ウ) ガラスクロスの色はルーバーなど背後が見える仕様に設置する部位につい

ては黒色、それ以外はグレーとする。 

 

   

【追加】10 節 その他の内装材 

 

 【追加】 

○19.10.1 

市販品 

材 質 表面仕上げ 性 能 幅（mm） 備 考 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－12 特記仕様書12 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

浴室天井材 ※アルミニウム製 ※焼付け塗装品 準不燃品 ※200 回 り 縁 は

樋 付 き と

し、製造所

の 標 準 品

とする。 

○アルマイト処理品 ○100 

○硬質塩ビ製 ※塗装品 

○木目調 

 ※300 

○100 

 

   

 【追加】 

○19.10.2 

システム天井 

材料 

吊り材及び受け材は製造会社の仕様による。 

耐震性能 

・ 天井と壁との間にエキスパンションを設ける。 

・ 地震時に仕上げ材が落下しないように落下防止金物等を設置する。 

・ 耐震対策として吊りボルトにプレースを設ける。ただし、ダクトやラックとの取

合いを検討する。 

V 字型配置ブレース 1 組の負担面積 18 ㎡ 

・ 上記に加えハイパーティション設置のための補強をする。 

想定パーティション数量 

15kg/㎡補強箇所（           ） 

 

設計用の耐震性能は下記による。 

使用箇所 設計用震度 備考 

 ＫＨ ＫＶ  

    

    
 

  特記なき限りは、設計用震度 水平方向ＫＨ=1.0、ＫＶ=0.5 とする。 

なお必要に応じ日本建築学会「非構造部材の耐震設計指針・同解説及び耐震設計・

施工要領」（システム）を準用する。 

 

システム天井の仕様 

使用箇所 仕様 Ｔバー仕様 備考 

    

    
 

  ・ 天井パネルに点検内容を判別するための色分けシールを貼ること。 

・ パーティション撤去現状復帰時 T バーの取替えが発生しない仕様とすること。 

・B 工事以降での変更内容が明確になるように A 工事補強ブレースの施工位置を

記録すること。 

 

 【追加】 

●19.10.3 

化粧シート張り 

（1）室内に塗装に代わり化粧シート張りを行う場合、オレフィン系シートとし、その表面

印刷に使用する。 

（2）塗料はトルエン、キシレンを含まないもので、かつ接着剤はＦ☆☆☆☆表示品とす

る。 

 

 

 【追加】 

〇 19.10.4 

クロス張りペン

キ仕上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) クロス張りペンキ仕上げ 

   (ア) 材質・塗装の種類・性能 

       ※仕上表による   ○    

   (イ)クロス張りペンキ仕上げのホルムアルデヒドの放散量 

      ※F☆☆☆☆       ○    

(2) 下地用クロスは、不燃ガラス繊維織物で、毛羽立ち及びほつれ防止加工を施した

伸縮性の少ないものとする。模様織りクロスは、模様が規則正しく織られたものとす

る。 

(3) クロス張り用接着剤は、標仕[19.8.2 (b)]によるものとし、塗布量は 0.15～0.18kg/ 

とし、ペンキ仕上げによる伸縮に耐える強度を持つものとする。 

(4) 下塗り用塗料は、クロスを短時間に被覆し上塗り塗料の吸込みを防ぎ、接着効果

の高い合成樹脂エマルションペイントシーラーとする。 

(5) 上塗り用塗料は合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663)の 1 種(外部用)とする。 

 

 

   

【追加】 11 節 遮音・防振          

 

 【追加】 

○ 19.11.1 

室内騒音 

 

(1) 下記室内の騒音許容値・遮音性能は以下の通りとする。 

〇            

(ア)室内騒音許容値   『設計図による』 

(イ)室間遮音性能     『設計図による』 

(ウ)床衝撃音遮音性能   『設計図による』 

(エ)室・地下間遮音性能 『設計図による』 

L 値は、軽量衝撃音に対する基準 

NC 値は空調運転時(強運転は除く)昇降機運転時、機械式駐車場運転時等を前提と

する。 

 

 【追加】 

○ 19.11.2 

外部騒音に対

する遮音性能 

 

(1)外壁及び屋外に面する建具は、それぞれ取り合う部材との目地において、部材の遮

音性能を損なうことがないよう、必要な充填材等の施工を行う。鉄骨等の貫通部や

設備工事となる換気用器具等にも留意する。 

(2)外部騒音に対する遮音性能を指定する場合の適用及び性能値等は、次による。 

※指定しない   ・指定する 

(ア)設定外部騒音レベル(     )dBA 

  騒音対象として(※列車走行音  ・  )を含め(※緊急車両    )を除く。 

(イ)室内居室の騒音レベル目標 (     ) dBA 以下 

 対象室(ホテル客室 40dB 以下         ) 

(ウ)重要室の騒音レベル目標  (     ) dBA 以下 

(エ)騒音測定  ※実施する  ・実施しない 

 工事着手後、騒音源が見渡せる位置で外部騒音の測定を行い、外装の施工検

討に反映させる 

(オ)完成時の室内騒音レベル測定 ※実施する(       箇所)・実施しない 

室内の測定位置は、窓から 1m 離れた位置を標準とする。 

 

 【追加】 

〇 19.11.3 

室内間仕切り

の遮音性能 

 

(1)室内間仕切りの遮音性能 

(ア)室内間仕切りの遮音性能 ※次表による  〇設計図による 

間仕切りの設置場所 遮音性能 

  

  

  

  

  

(イ)TLD-50以上の乾式遮音間仕切壁は、界壁遮音構造の大臣認定を受けたものと

し、上下支点の層間変異 1/200 において、遮音性能上支障となる損傷の無い事

が確認されたしようとする。 

(2)遮音間仕切の施工 

(ア)大臣認定を受けた遮音間仕切りの周辺部取合いは、大臣認定仕様による。耐

火構造を兼ねる場合は、両方の性能が確保されるものとする。 

(イ)サッシ取合い部、柱取合い部、窓周上下階区画部等の隙間に注意し、遮音性

能を確保する。 

(ウ)遮音上需要な壁には、原則としてコンセントボックス、ペーパーホルダー等によ

る欠込みを設けない。やむを得ず設ける場合は、所定の遮音性能が確保される

処置を施す。 

(エ)乾式遮音間仕切り壁が鉄骨柱・梁の耐火被覆材と取り合う場合は、原則として

柱・梁を包んで壁・スラブまで同性能の壁で到達させる。 

(オ)上記の仕様によらない場合や、フラットデッキに遮音間間仕切り壁が取り合う場

合は先付けチャネル材等の鋼材を通して取り付け、中空を生じさせない。 

(カ)躯体の振れに伴う発生騒音が常時無いようにランナー部等の金属接触部に発

音防止処理を行う。 

 

室内間仕切りの気密性能 

プール・浴室等の高湿度の諸室及び、湿度調整が必要な機械室などにおいては間

仕切り壁遮湿シートを設置する。なお合わせて壁内部結露が発生しないことを確

認すること。 

 

壁ボードの防水性能 

プール、浴室、トイレ、洗面、キッチン等水を利用する諸室の石膏ボードを利用

する部位については、表面にシージング石膏ボードを増し張りする。 

 

 【追加】 

〇 19.11.4 

防音性能 

 

床の防音 

(ア)厨房の下部に居室がある場合は、厨房の床防水上の処理は次による。 

・RC 浮床構造 

   ・防振束二重床(軽量床衝撃音レベル等級 LL50 相当品)を設ける。 

   ※実施範囲と合わせて設計図による。 

(イ)食堂の床等で下部に居室がある場合の、軽量床衝撃音対策は次による。 

   ・防振束二重床(軽量床衝撃音レベル等級 LL50 相当品)を設ける。 

   ※実施範囲と合わせて設計図による 

(ウ)屋上設置の清掃用ゴンドラ設備・歩行等衝撃を伴う屋上庭園やその他の振動発

生要因の下部に会議室・役員室・レストラン・客室・スパトリートメントルーム等重

要な部屋がある場合は、その対策による。 

   ・RC 浮床構造 

   ※実施範囲と合わせて設計図による。 

 

 【追加】 

〇 19.11.5 

昇降機設備の 

騒 音 ・ 振 動 対

策 

 

床防振工事の施工は、専門工事業者による責任施工とする。 

 

(1)運転により、騒音・振動を発生する機器は、騒音・振動対策を行う。 

(ア)防振装置   ※防振ゴム(ボルト非貫通型)  ・スプリングパット 

         ・防振スプリング 

(イ)ガイドシュー ※ウレタンラバー ・樹脂ローラー  ・振動式 

(ウ)騒音値(居室内) 事務室               ※設計図による 

             会議室・ホテル客室・諸室   ※設計図による 

(エ)居室内に影響を及ぼさない程度の振動を抑える。 

(オ)巻上機用の基礎は、コンクリート製 H=20mm 以上とする。 

(カ)ホテル客室・スパ等、静けさを必要とする居室が隣接する場合は、居室側を防振 

(キ)支持遮音壁・防振床・防振吊天井等とする。 

(ク)設置後には、振動発生の少ない運転の為の調整を実施する。 

 

 【追加】 

〇 19.11.6 

機械式駐車設

備 の 騒 音 ・ 振

動対策 

(1)運転により、騒音・振動を発生する機器は、騒音・振動対策を行う。 

(ア)防振装置   ※防振ゴム  ・スプリングパッド ・防振スプリング 

(イ)消音カバー  ※消音カバー 

(ウ)騒音値(居室内) 

事務室        ※設計図による 

        病室・教室・会議室  ※設計図による 

        ホテル客室・住宅   ※設計図による 

(エ)居室内に影響を及ぼさない程度の振動に抑える。 

(オ)ホテル客室、スパ等静けさを必要とする居室が隣接する場合は、居室側を防振

支持遮音壁、防振床、防振吊天井等とする。 

(カ)設置後には、振動発生の少ない運転のための調整を実施する。 

 

 【追加】 

〇 19.11.7 

天井インサート 

テナント対応天井インサート 

・材質，金物は亜鉛めっきなど防錆処理を施した鋼製とする。 

・インサート取付箇所 ：          

・取り付けピッチ＠450 (X, Y 方向とも）、端部は端から 150mm とする。 

 【追加】 店舗と店舗以外の境界にあるシャッターライン、想定テナント分割ラインの床には、

〇 19.11.8 

床見切り 

SUSFB6.0ｄ、HL の床見切り材を人れること。 

 

 

 【追加】 

○19.11.9 

防滑床材 

(1)(ア)塗床以外の防滑床材の材質、形状、寸法は下記により、品名・メーカーは 

特記仕様材料表による。 

材質 形状・寸法 mm 

＊高硬度石英成形板(硬質) ＊300×300×10 

○600×600×10 

〇高硬度石英成形板(軟質) ＊300×300×5 

○600×600×5 

〇                  ○   ×   ×    

 

(イ)色、仕上及び加工は下記による。 

色 ＊標準色  ○準特注色      ○特注色   ○図示 

仕上 ＊防汚処理    ○防汚処理無し      ○図示 

加工 ○面取り   ○小口研磨加工  ○小口 R 加工  ○図示 

(ウ)防滑床材は内外装とも適用可能とする。 

(エ)工法は接着貼りとし、メーカーの施工要領書による。 

(2)塗床防滑材の材質、形状は下記により品名・メーカーは特記仕様材料表による。 

材質 形状 
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章 

 1 節 一般事項           

 

ユ

ニ

ッ

ト

及 

び

そ 

の

他

の

工 

事 

○ 20.1.2 

基本要求品質 

 

 

【追記】 

(4) 施工計画書は下記の事項に留意して作成する。 

(ア) フリーアクセスフロアの割付け（配線・配管などの開口部を含む）・柱周り及び

周辺部の固定床との納まり・支持脚の固定方法と耐震計算書など 

 

(イ) システム天井の下地組補強と耐震計算書など 

  2 節 ユニット工事等           

 

 ○ 20.2.2 

フリーアクセス

フロア 

 

 

(2) 材料等 

(ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上げ材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐

震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗値は下記による。 

施工

箇所 

パネ

ル寸

法 

表面

仕上

材寸

法 

仕上

り高さ 

耐震

性能 

所定

荷重 

帯電

防止

性能 

漏え

い抵

抗値 

        

        

        

構成材はスチール（無機質充填）とする。 
表 20.2.2 フリーアクセスフロアの構成材及び表面仕上材の材質・寸法 

種別 ＯＡフロアＡ 

施工個所 内部仕上表による 

工法・構成 ※パネル工法  
○支柱一体型 ※支柱分離型 
○溝工法 
○線点支持型 ・面支持型 

パネル材質 〇中実スチール(ウッドコア) 
○中空スチール 
○GRC 系 
○けい酸カルシウム系 
○アルミダイキャスト 

パネル仕上げ 〇なし(仕上材置き敷きなど) 
○帯電防止タイル 
○メラミン樹脂化粧板 

パネル固定 ○なし 
※あり 

パネルサイズ(mm) ※500×500  
○600×600 

床高さ(mm) 〇3,000N タイプ ○5,000N タイプ 
○6,000N タイプ 〇設計図による 

タイプ ※工場加工品(パネル標準品) 
○パネルカット 

配線取出し口 ○FLP-1  ○FLP-2  ○FLP-3 
※設計図による 

下地コンクリートの仕上げ ※製造者の標準仕様 
○パネルカット 
○設計図による 

スロープ・ボーダー ○(     ) 

その他  

注)(1)ボーダー調整材などに用いる合板・パーチクルボードは、F☆☆☆☆とする。 
    支持脚の固定などに用いる接着剤は、F☆☆☆☆とする。 

 
表 20.2.3 フリーアクセスフロアの耐荷重性能・耐震性能ほか 

タイプ 3,000N タイプ 

耐荷重性能 
中央載荷試験 

載荷荷重   

たわみ  

最大荷重  

耐震性能 ※1.0G 
○0.6G  

 
積載荷重 

※適用(3,000N 以上) 
○適用(1,000N 以上) 
○製造者の仕様による 

床仕上材の帯電防止性能 人体帯電圧 2kV 以下 

感電防止性能 漏洩抵抗 1×10  6Ω以上 

その他 防災センター、リレー盤室、MDF 室はウィスカ対策品 

注)(1)各性能は、公共建築協会「建築材料等評価名簿最新版」により、表記外の性能項
      

目も満足すること。6,000N タイプもこれに準じて荷重を割増したものとする。 
 (2) 帯電防止性能・感電防止性能は、使用する床仕上材における数値とする。 

 

【追記】 

(キ) ・スロープ及びボーダー  

※製造所の標準仕様  ○図示 

○ 同材もしくは不燃材とし、適切な強度を確保する。 

・コンセント等の取付け対応  

※製造所の標準仕様 （コンセント本体は別途設備工事） 

コンセントの箇所数は図示 

・配線用取り出しパネル 配線取り出し開口：パネル 1 枚につき 40mm×

80mm 程度の開口 2 ヶ所以上 

・フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 

※20～30％    ○ 50％ 

・空調用吹き出しパネル  

※無し 

・表面仕上材の品質・規格等は帯電防止床タイル張り、タイルカーペットに依

る。 

・電算室対応の場合および EPS 内は、ウイスカが発生するため亜鉛の電気めっ

きが施された溝成材を使用しない。 

・配線取出口は廊下及び ELV ホール等、EPS 内、石張り床を除き、パネル全数

に設けること。 

・事務室以外の共用部（基準階廊下、ELV ホール等)に敷設する場合はセキュリ

ティー対策品（専用ねじ等でロックできる機構）とする。 

・石張り下地の場合 

○ニチアスシグマフロア M5000AR (0 タイプパネル） 同等品 

○                         

・電算対応は、防災センター、MDF 室等に適用する。 

○有り（※固定式  ○可変式 ：施工箇所は図示） 

 

 ○ 20.2.3 

可動間仕切 

(2) 材料等 

(ア)(イ) 可動間仕切の構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性能等は

下記による。 

構造形式 パネル

部の総

厚さ

（mm） 

表面材種 

厚さ

（mm） 

 

表面仕上

げ 

遮音性

能 

防火性

能 

耐震性

能 

○ ス タ ッ ド

式  

○スタッド 

パネル

式 

○パネル式 

○     ※鋼板 

（○0.6  

○0.8） 

○      

※ メ ラ ミ

ン樹脂又

は ア ク リ

ル樹脂焼

付け 

○ あ り

（  ） 

○なし 

○あり 

○なし 
※標準 

○高耐

震 

※適用箇所は設計図による。 

（・ 錠前、ドアクローザー、戸当り、あおり止めなどは建具工事において選定さ

れるものと同種とする。） 

※パネルと幅木・笠木の取合い部分には、パッキング材を使用し、遮音性能は

標準タイプで 500Ｈｚにおいて 40ｄＢの透過損失とする。  

※遮音型の場合、取合う天井やペリカウンター内の遮音壁も可動間仕切と同等

以上の性能を有すること。   

 

(エ) パネル内に取り付ける建具の寸法及び形状は下記による。 

※設計図による   ○      

 

 

 ○20.2.4 

移動間仕切 

(2) 材料等 

(ア) パネルの操作方法による種類並びにパネル表面材の材質及び仕上げは下

記による。 

遮音性能 厚 さ

（mm） 

表面材 表面仕上げ 操作方法 

○一般タイプ ○     ※鋼板  

○ 

○ 焼付け塗装 

○ 壁紙張り 

○ 手動式  ○電動式 

○ 部分電動式  

○遮音タイプ 

（36ｄＢ以上） 

○____________ 

○     ※鋼板 

○ 

○焼付け塗装 

○ 壁紙張り 

○ 手動式  ○電動式 

○ 部分電動式  

 

  表面仕上げの壁紙張りの仕様は 19 章内装工事による 

 

(3) 性能等 

(ア) パネル圧接装置の操作方法は下記による。 

○ 製造所の仕様による   ○      

(イ) 遮音性能は下記による。 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－13 特記仕様書13 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

※遮音性能は JIS A 6512 の遮音試験に準拠する   ○      

(ウ) ハンガーレール取付け下地補強は下記による。 

※取付け全重量の 5 倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形

量となるよう補強する 

・設計図による  ○      

【追加】 

（ｷ）設置個所の天井裏部分についても、移動間仕切と同程度の遮音性能を施す 

こと。 

 

(4) 工法 

(イ) あと施工アンカーの材質、寸法等は下記による。 

・ 設計図による  ○      

 

 ● 20.2.5 

トイレブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇20.2.6 

手すり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 材料 

(ア) パネル表面材は下記による。 

※メラミン樹脂系化粧板（標準色 アルミ製コーナーエッジ付） 

〇メラミン樹脂系化粧板（面材同色コーナーエッジ付・木目調） 

○ポリエステル樹脂系化粧板 

○化粧塩ビシート貼り(コーナー部同色仕様) 

○      

(ウ) 脚部の形状は下記による。 

※幅木タイプ   ○足金物型 

(エ) ドアエッジ 

R 形状とし、表面材と同材仕上げとする。 

（オ）扉に戸当たり（洋服掛け兼用）を取り付ける 

 

(a)(1) 材料の種別は下記による。 

種類 材料の種別 表面処理 側圧力（kgf） 

手すり ○ ステンレス

SUS304 

○ ＨＬ程度  ○ 鏡面程度   

○ 

 

○ 鉄 亜鉛めっき  

外部  ○ Ｃ種  ○ 

内部  ○ Ｅ種  ○ 

 

 

耐荷重性能 適用箇所 

○300kgf/m ○不特定多数の利用者が滞留する箇所 

※150kgf/m ※一般利用者用   〇 

※125kgf/m ※メンテナンス階段、通路   〇 

※75kgf/m ※メンテナンス通路  〇 

手すり支柱の耐荷重に対する最大変形角は 1/100 以下とすること。 

耐風圧 

性能 

目標性能 ※建築基準法施行令第 87 条及び建設省告示第 1454 号

に定められた風圧力に対しての安全性を確保する。 

○風洞実験により算出された風圧力に対して安全性を確

保する。 

設計用 

風圧力 

風圧力は必要構造性能概要書による 

設計用風圧力の最小値 ※2000Pa  〇     Pa 

・ 手すりは、下記の温度差に対し温度伸縮を検討し適切な位置に伸縮継手を設ける。 

直射日光の当たる暗色の金属材 ○     ℃  ※70℃ 

直射日光の当たる明色の金属材 ○     ℃  ※55℃ 

その他材料 ○     ℃  

・ 強化ガラスが露出する箇所は小口保護材(SUS t=1.5)を設置する。 

・ 高さ 3m 以上の箇所にガラス手摺を設置する場合は飛散防止フィルム貼りとする。 

・手すりは上記側圧力・風圧力に耐えられる構造とし構造計算を行い安全

性を確認すること 

 

 

 〇20.2.7 

階段滑り止め 

 

(1) 材質、形状、寸法、取付工法等は下表による。 

 

材種・形状 幅寸法 取付工法 施工個所 

〇ステンレス製ビニルタイヤ入 
  フラットエンド型 

※35 
○40 
○50 

※接着工法 
○埋込工法 

図示 

●アルミニウム製ビニルタイヤ入 
  フラットエンド型 

 

○ステンレス製  

○磁器質タイル垂れ付段鼻 垂れ寸法 
※30 ○   

※床タイル張り  

 

〇蓄光タイプは高硬度石英成形板アベイラス (株)ドペル 同等品とする 

 

また、ビニールタイヤ部のズレ止め対策を施すこと。 

・踏板が石材の場合、滑り止溝加工の上、SUSFB HL 埋込とする。 

 

 ○ 20.2.9 

黒板及びホワ

イトボード 

黒板及びホワイトボードは下記による。 

種類 寸法（mm） 色彩  

○ 黒板 ※焼付け  ※緑 ○ 

黒 

※平面 ○曲面 

○ｽｸﾘｰﾝ付引分 

 ※緑 ○ 

黒 

※平面 ○曲面 

○ｽｸﾘｰﾝ付引分 

○ ホワイト 

  ボード 

○ ほうろう 

○ 塩ビシート 

 ※白 ※平面 ○曲面 

○ｽｸﾘｰﾝ付引分 

 ※平面 ○曲面 

○ｽｸﾘｰﾝ付引分 

設置場所 設計図による 

   

 ● 20.2.10 

鏡 

 

(1) 鏡の厚さは下記による。 

※5mm   ○      

枠：SUS HL t1.5 壁面設置の場合、鏡面は壁面と面一とする。 

・特記なき限り大きさは W600×H1800 とし、防湿型、面取りを行う。 

・設置位置は各トイレ、休憩室、ロッカー室、基準階トイレ（一部エッチング処理）、 

その他図示部分 

 

 ● 20.2.11 

表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 20.2.12 

タラップ 

 

 

(1) 衝突防止表示 

ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は下記による。 

※設計図による 

○ 市販品 ※ステンレス製 径約 30mm   ○      

○ 両面   ○ 片面 

○ なし 

(2) 法令に基づく表示 

誘導標識、非常用進入口等の表示は市販品とし、適用は下記による。 

○ 適用する   ○ 適用しない 

(3) 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、

取付け形式等は、設計図による。 

 

 

(1)(ア)(イ) 材料の種別、表面処理は下記による。 

種類 材料の種別 表面処理 

タラップ ○ ステンレス SUS304 ※研磨無し  ○ ＨＬ仕上げ 

○ 鉄 亜鉛めっき 内外部  ※Ｃ種 

               ○ 

・ タラップ高さが 2m を超える場合は原則背カゴ付きとする。 

 

 

 ○ 20.2.13 

煙突ライニング 

 

(1) 材料 

(ア) 煙突用成形ライニング材の適用及び安全使用温度は下記による。 

○ ゾノトライト系珪酸カルシウム  ○ 心材付き繊維積層ライニング材 

最高使用温度 ※650℃   ○ 400℃ 

(イ) キャスタブル耐火材の工法及び適用安全使用温度は下記による。 

工法 ※こて押え 

最高使用温度 ※400℃ 

材料にゾノライト系けい酸カルシウム板を使用し、排気風速が 20～26m/s 以上 

となる場合は、内張りのステンレスは全面張りとし、耐熱塗料塗りとすること。 

排熱が屋上機器等に与える影響について熱シミュレーションを行い監理者の 

確認を得ること。 

フジモリ産業ハイスタック同等品以上 

 

 ○ 20.2.14 

ブラインド 

 

(1) 材料等は下記による。 

形式  種類  スラットの材質 スラットの

幅（mm） 

※横型 ※ギヤ式  ○ コード式 

○操作棒式〇ワンタッチ降下式

〇グラデーションタイプ 

※アルミニウム合金製  

○ 遮熱タイプ 

※25 

〇35 

○縦型 ○ 1 本操作コード方式 

※2 本操作コード方式 

○アルミスラット  

○クロススラット  

○ 80 

○ 100 
 

  ※幅、高さは設計図による 

操作方法 ※手動  ○ 電動（○ 単独  ○一斉操作（グルーピング）） 

〇２モータ）太陽追尾センサーによる集中制御（周囲建物

データ入力制御） 

 

(ウ) 縦型ブラインドの開閉方式は下記による。 

○片開き方式   ○ 両開き方式 

【追記】 

(3) 電動式の場合の電源装置は下記による。 

※電動装置はＡＣ100Ｖ対応型とし、ボックス内に納める。 

※振動による騒音対策として、電動装置に取付用合成ゴムパッキンを用いる。 

 

 ○ 20.2.15 

ロールスクリー

ン 

(1)(2) ロールスクリーンの操作方式、幅及び高さは下記による。 

施工箇所 操作方式 材種・品質等 

 ○ スプリング式  ○ コード式 

○ 電動式 

 

   

   

※幅及び高さは、設計図による 

防炎性能 ※有   ○ 無 

(4) 巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料の仕様は

下記による。 

※製造所の仕様による   ○      

 

 ○ 20.2.16 

カーテン及びカ

ーテンレール 

（1) カーテンの形式等は下記による。 

施工箇所 形式 装置 ひだ

の種

類 

性能 

（遮光等） 

備考 

（シングル・

ダブル

等） 

片

引 

引

分 

電

動 

手

引 

ひ

も 

引 

   

 ○ ○ ○ ○ ○    

 ○ ○ ○ ○ ○    

 ○ ○ ○ ○ ○    

 ○ ○ ○ ○ ○    

(2)(ア)(a) カーテン用生地の種別、品質、特殊加工等は下記による。 

○ ポリエステル、防汚加工品、防災物品     

(2)(イ)(a) カーテンレールの材種、形状等は下記による。 

材種 ※アルミニウム製   ・ ステンレス製 

形状 ※角型   ○      

形式 ○ 片引き ○引分け 

(3)(ア)(a)⑥ 暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なりは下記による。 

※300mm 以上   ○      

 

 【追加】 

● 20.2.17 

面台 

 

材質は下記によるほか、特記仕様材料表による 

材質 ●天板：ポストフォーム加工 

●本体：化粧合板 

 

 【追加】 

●20.2.18 

汚垂石 

 

 

材質は下記によるほか、特記仕様材料表による 

材質 〇高輝度石英成形板 ●セラミックタイル 

〇石材（10.2.1） 

 

 【追加】 

〇 20.2.19 

点字ブロック 

 

材質は下記によるほか、特記仕様材料表による 

材質 ●点鋲タイプ（接着工法） 

 

 【追加】 

●20.2.20 

天井点検口 

 

材質 アルミニウム製（受枠 ※額縁タイプ ○額・目地タイプ ○目地タイプ） 

表面は天井仕上材と同材で仕上げる。 

 

 【追加】 

〇20.2.21 

壁点検口 

材質は下記によるほか、特記仕様材料表による 

高気密型壁点検口【断熱タイプ】 

材質 アルミニウム製（受け枠 ※アルミニウム製   ○ ステンレス製） 

表面は壁仕上材と同材で仕上げる。 450□ 

 

 【追加】 

● 20.2.22 

洗面カウンター 

 

材質 〇人工大理石   ● メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材） 

〇高硬度石英成形板 

奥行き（mm） ○ 約 450  ● 約 600 

 

 【追加】 

● 20.2.23 

ベビーチェア 

 

特記仕様材料表による。 

設置場所 男子トイレ、女子トイレ 

 【追加】 

● 20.2.24 

折 り た た み 式

ベビーベッド 

 

特記仕様材料表による。 

設置場所 男子トイレ、女子トイレ  

 【追加】 

●20.2.25 

タオル掛け 

特記仕様材料表による。 

設置場所 SK 内  

 【追加】 
●20.2.26 

衣服掛け用フ

ック 

特記仕様材料表による。 
設置場所 多機能トイレ 

 【追加】 
●20.2.27 

傘・杖ホルダー 

特記仕様材料表による。 

設置場所 男子・女子トイレ（洗面カウンター、小便器） 

 【追加】 
●20.2.86 

小物トレー 

特記仕様材料表による。 

設置場所 男子・女子トイレ 

トイレブースのスライドボルトは対応品に交換すること 
 

 
【追加】 
●20.2.29 

ダストボックス 

特記仕様材料表による。 

設置場所 男子・女子トイレ、多機能トイレ 

 
   
   
   

  3 節 プレキャストコンクリート工事           

 

 ○ 20.3.2 

材料 

溶接金網の径は下記による。 

※3.2mm 以上   ○      

 

 ○ 20.3.3 

製作 

(1)(ア) コンクリートの設計基準強度（Ｆｃ）は下記による。 

※Ｆｃ=        

(4)(ア) 配筋は下記による。 

※設計図による 

 

 ○ 20.3.4 

養生その他 

（3） 取付け方法は下記による。 

○       
 

  4 節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み           

 

 ○ 20.4.2 (1) 間知石の材種は下記による。 

材料 ○      

(3) コンクリート間知ブロックの種類及び質量区分は下記による。 

種類    ○      

質量区分 ○      

 

 ○ 20.4.3 

工法 

(3)(ア) 間知石積みの積み方は下記による。 

※谷積み   ○ 布積み 

(3)(ケ) 目塗りの適用は下記による。 

○ 行う   ○ 行わない 

(3)(コ) 伸縮調整目地の材種、厚さ等は下記による。 

○      

 

 

  21 章 排水工事 

 

  22 章 舗装工事 

 

  23 章 植栽及び屋上緑化工事 

 

24

章 

 1 節 一般事項           

 

撤

去 

工

事 

●24.1.1 

適用範囲 

 

本章は、建物等の撤去およびその部分（地中障害）撤去の工事に適用する。 

(a) 内装工事の撤去については、19 章 1 節（〔改標仕-6.2～6.4〕）および「解体共仕-

3.5」によるほか本章による。 

 

 

 ●24.2.1 

撤去範囲 

(a) 撤去範囲は下記による。なお、設計図において明確でない部分や土地の保全、近

隣及び残置建物で使用している工作物等は、事前に監理者と協議する。 

※設計図によるほか、地中部分の建物、建物付属設備、構築物（割栗石等の

地業を含む）は、撤去する。 

○設計図による。（基礎等を残置する場合） 

○建物以外の範囲を GL-600 まで撤去範囲とする。 

(b) 撤去対象物以外の地中障害物が発見された場合には、ただちに監理者へ報告す

る。 

撤去工程で不明配管または残置配管や配線類が発見された場合、すみやかに調

査し確認の上、監理者に報告し指示を仰ぐこと。 

(C) 内装工事による撤去の範囲は下記による。 

＊設計図による   ○          

 

 ●24.3.1 

撤去計画 

既存建物等の撤去については、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公

衆災害防止対策に関するガイドライン」（国土交通省 平成 15 年 7 月 3 日 国住防 

第 4 号）に基づき、内装材、地上部分、土間、基礎部分の撤去方法および躯体の補

強方法について、撤去工事施工計画書を作成する。 

 

 ●24.4.1 

撤去工法と撤

去機械 

 

撤去工法および使用する機械器具は下記による。指定がなければ、当該撤去に適し

たもので、騒音・振動・塵埃などの発生が少なく、安全性の高いものを選定する。 

 ○                  

 ●24.5.1 

安全対策と仮

設 

２章 仮設工事「解体共仕-1.3」および建築工事共通仕様書追補版（安全・品質管理

編）の該当各項によるほか、下記により適切な安全対策と仮設設備を施す。 

(1)道路に面した部分の撤去にあたっては、歩行者及び通行車両などの安全を確保す

るため、道路側に必要かつ適切な安全設備を施す。 

(2)撤去解体に伴う塵埃の発生を防止するため、必要に応じて場内に散水設備を設置

し散水する。 

(3)塵埃から作業員を保護するため、場内には適切な換気設備および防塵マスクなど

を準備する。 

(4)場内は、常に整理および片付けを行う。なお、危険な部分には表示を行い、ロープ

または手摺りで区画し安全を確保する。 

 

 ●24.6.1 

火気使用上の

注意 

火気については十分注意し、下記により火災の防止に努める。 

（1）内部造作材および付帯設備の撤去作業には、原則として火気の使用を禁止す

る。ただし、通信機器収容室内およびこれに接する場所以外でやむを得ず下記を

使用するときは計画書を作成し、監理者の確認を受けた上で実施する。 

（2）火気を使用した箇所は、作業後広範囲にわたり点検し残り火による火災防止措

置を確実に行う。 

（3）撤去材は、現場内で焼却してはならない。 

 

 ●24.7.1 

撤去作業 

(a）鉄筋・鉄骨・防火層など既存部分に接続を行う部分のはつり出しは、それらを損傷

しないように行う。 

 

(ｂ)左官仕上・タイル・吹付け仕上等の撤去で、既設仕上と取合せになる部分は、既

設仕上げに浮き等の影響をおよぼさないように撤去する。 

 

 ●24.8.1 

あ と 片 付 け そ

の他 

(a) 撤去完了後はあと片付けを十分行う。必要により危険行事を行い、転落の恐れが

ある場所にはロープまたは手摺などを設置する。 

(b) 埋戻しをする場合は 3.2 根切りおよび埋戻しにより後続作業に支障がないようにす

る。 

(c) 撤去工事完了後、必要により周辺関係者および当該建物の建物管理責任者に対

し、撤去工事完了を通知し必要な挨拶などを行い、後続工事に支障がないように



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－14 特記仕様書14 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

処理する。 

 

 ●24.9.1 

工事の記録 

地盤面下に残置する建物の一部等は設計図によるものとし、工事にあたってはそれ

らの種別・位置・大きさ・深さなどを記録した報告書を作成し、監理者に提出する。 

※撤去工事報告書には、掘削範囲図、残置物配置図、残置物写真、その他必要資

料を添付すること。 

 

 

25

章 

 1 節 一般事項           

 

撤

去

材

の

処

理

方

法 

●25.1.1 

撤去材の処理

等 

 

撤去工事による撤去材の処理については、1.3.11 によるものとし、その適用は下記に

よる。 

(1) 発注者に引渡しを要する撤去品は、下記によるものとし、破損又は汚損がない

よう取外し、下記または監理者の指示する場所に運搬し保管する。 

発注者に引渡しを要する撤去品 保管場所 

  

 

(2) 特別管理産業廃棄物の有無および処理方法は下記による。 

○有   ○無 

対象物名 処理方法等 

廃石綿等 安定型最終処分等で当該廃棄物の処理場とし

て許可を受けている処分場に埋め立て処分す

る。 

 

(3) 現場において再利用を図るものは下記による。 

材料等名 再利用の方法等 

  

 

(4) 特に指定する再資源化を図るものは下記による。 

材料等名 再利用の方法等 

  

 

(1)上記以外の撤去材の処理は下記による。 

上記以外の撤去に伴い発生した解体はつりくずなどは、発生後速やかに場外

に搬出し、関連法令に基づき受注者が処分する。 

特に指定する処分方法および処分場所は下記による。 

処分方法 ： 

処分場所 ： 

(2)産業廃棄物は廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき処分する。 

また、排出事業者として保管対象のマニフェストの写し及び所定の報告書を完

成検査時に監理者へ提出する。 

(3)地中部分の撤去完了後、盛土および整地を行う前に、監理者立会いの上、試

掘等により、地中部分に撤去材等の残存がないことを確認する。 

(4)建物撤去工事（延べ面積 80 ㎡以上）の撤去材については、必ず台貫計量を行 

い、計量伝票を監理者へ提出する。 

 

 ○25.1.2 

整理品 
下記の整理品売却調書に示す整理品は、受注者が買い取る。整理品は、撤去後速

やかに場外に搬出する。また運搬・保管・返納などに要する費用は、請負費または売

却費に含む。 

整理品売却調書 

種別 単位 数量 

   
 

   

 ●25.3.1  

石綿含有建材

の調査 

３節 石綿含有建材の調査   〔改標仕－1.5.1〕       

(ｱ)(a)調査範囲 

工事範囲全てとし、石綿含有が疑われる建材全てとする。調査範囲が明確でな

い場合は、監理者と協議し範囲を決定する。工事範囲に煙突が含まれる場合

及び天井裏蔽部等は、調査範囲から除外してはならない。 

ただし、石綿が含有しているものとみなし行政確認を行った上で施工計画を立

てる場合は、施工調査を行わなくてもよい。 

(b)調査報告書の貸与 

※貸与する   ●貸与しない 

(c)分析方法は下記による。 

＊JIS A 1481-2(定性分析)および JIS A 1481-3(定量分析)   ○          

分析する箇所は躯体、下地、主剤、仕上げ等、各層毎に分析を行う。 

分析する成分は、従来のクリソタイル(白石綿)、アモサイト（茶石綿）、クロシドラ

イト（青石綿）の３種類の他、新たに３種類の他、トレモライト、アンソフィライト、

アクチノライトの３種類についても対象とし、含有の有無の分析を行うこと。 

なお、分析結果は速やかに報告書にとりまとめ監理者へ報告することとし、指

示があるまで工事を行ってはならない。 

(ｲ) 石綿含有建材の有無の調査は次(a)～(e)の順序で行う。 

なお、特に煙突内部や天井裏隠蔽部等については入念に確認を行う。 

(a) (ｵ)の石綿含有の恐れのある建材確認 

(b) 設計図書確認 

過去の工事内容等で必要な情報が図面から確認できない場合は、 

監理者と協議のうえ、図面を入手し確認する。 

(c) 石綿含有建材の製造所ヒアリング 

(d) 現地目視確認 

調査結果は、工事対象の全建物・全室・全部位毎に製品名・製造所 

名・製造年・レベル分類・除去工法・設計時の調査との相違等を確 

認のうえ、とりまとめ監理者に報告する。 

(e) 記録の提出 

調査報告書を完成図書と合わせて監理者へ提出する。提出資料は次 

による。 

①成分分析調査結果 

②調査記録写真 

③試料採取場所の確認できる図面 

 

 (ｳ)調査の結果、設計図書と異なる場合は監理者と協議する。石綿含有の有無が不

明な建材の場合、分析による石綿含有調査は下記による。 

※行う   ○行わない 

(ｴ)設計時の調査により確認した石綿含有の恐れのある建材は下記による。なお、特

記された建材は設計時の調査により確認した内容であり、石綿含有の恐れのある

建材の全数を示すものではないため、施工調査により確認する。 

 

(a)石綿含有の吹付材（レベル１） 

一般名称 対象箇所（階・室・部位） 確認資料 

○吹付け石綿 

 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有吹付けﾛｯｸｳｰﾙ 

（乾式・半乾式） 

 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有吹付けﾛｯｸｳｰﾙ 

（湿式） 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有吹付けﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 

（ひる石） 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 

(b)石綿含有保温材等（レベル２） 

 一般名称 対象箇所（階・室・部位） 確認資料 

石綿含有 

保温材 

○石綿保温材 

 

○縦樋の防露巻き部分 

○   階      室 

○設計図による 

○改修図 

○ 

 ○けいそう土保温材 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 ○ﾊﾟｰﾗｲﾄ保温材 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 ○けい酸ｶﾙｼｳﾑ保温材 

○水練り保温材 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

石綿含有耐

火被覆板 

○耐火被覆板 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 ○けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第 2 種 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

石綿含有 

断熱材 

○屋根折板用断熱材 

（吹付材） 

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 ○煙突断熱材 ○設計図による ○新築図 

○改修図 

○ 

 ○排気筒パッキン ○設計図による ○新築図 

○改修図 

○ 

 

(c)石綿含有成形板（レベル３） 

一般名称 対象箇所（階・室・部位） 確認資料 

○石綿含有ｽﾚｰﾄ波板 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第 1 種 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有押出成形板 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ｽﾗｸﾞ石膏板 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有住宅屋根用化粧ｽﾚｰﾄ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

●石綿含有ﾛｯｸｳｰﾙ吸音天井板 ○   階      室 

○   階      室 

●設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ｾﾒﾝﾄ円筒 ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾘﾉﾘｳﾑ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有可動式間仕切り壁等 

（補強裏板材）   

○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○石綿含有ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ○   階      室 

○   階      室 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

 

（d）外壁塗装材に含まれる石綿（レベル１～３） 

一般名称 工法 対象箇所 確認資料 

○薄塗材 C 

（セメントリシン） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○薄塗材 E 

（樹脂リシン） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○外装薄塗材 S 

（溶剤リシン） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○可とう形外装薄塗材 E 

（弾性リシン） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○防水形外装薄塗材 E 

（単層弾性） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○内装薄塗材 Si 

（シリカリシン） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○内装薄塗材 E 

（じゅらく） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○内装薄塗材 W 

（京壁・じゅらく） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 C 

（セメント系吹付けタイル） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 CE 

（セメント系吹付けタイル） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 E 

（アクリル系吹付けタイル） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 Si 

（ｼﾘｶ系吹付けﾀｲﾙ） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 RE 

（水系エポキシタイル） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○複層塗材 RS 

（溶剤系吹付けタイル） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○防水形複層塗材 E 

（複層弾性） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○厚塗材 C 

（セメントスタッコ） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○厚塗材 E 

（樹脂スタッコ） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○軽量塗材 

（吹付けパーライト） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○下地調整塗材 C 

（セメント系フィラー） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○下地調整塗材 E 

（樹脂系フィラー） 

○ローラー工法 

○吹付工法 

○ 

○外壁 

○軒天 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

行政毎に指導内容が異なるため、所管行政と協議を行いレベルを特定し、除去

工法については監理者と協議の上決定する。 

石綿含有調査は、仕上塗材、下地調整材等の材料毎に含有有無が分かるよう

に調査を行う。 

 

(e)その他の石綿含有材料 

一般名称 部材 対象箇所 確認資料 

○アスファルト防水材 

（ルーフィング類・接着

剤・コーチング類） 

○アスファルト防水材

○副資材 

○防水層 

○油タンク外殻 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○折半屋根裏面断熱材 ○裏張り 

○ 

○部位 

○設計図による 

○新築図 

○改修図 

○ 

○塗装 ○ ○設計図による 

○ 

○新築図 

○改修図 

○ 

○ﾓﾙﾀﾙ ○ ○設計図による 

○ 

○新築図 

○改修図 

○ 

○下地調整塗材 ○ ○設計図による 

○ 

○新築図 

○改修図 

○ 

     

 

 ● 25.10 
環境配慮改修
工事 

 

 石綿含有建材の除去工事  〔改標仕－９.１〕      
 

この節は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）９章環境配慮改修工事」と併
せて適用する。 

 

 
 

 

● 25.10.1 

一般事項 
(4)仕上げ工事 

石綿含有建材除去後の仕上げ工事については設計図による。 

【追記】 

(5)(ｱ)石綿粉じん濃度測定は、〔改標仕－9.1.1(5)〕によるほか、下記による。 

(a)石綿含有吹付材（レベル 1）及び石綿含有保温材等（レベル２）の建材 

＊行う   ●行わない 

(b)石綿含有成形板（レベル３）の建材 

●行う   ＊行わない 

(ｲ)測定箇所および石綿粉じん濃度測定法は、自治体ごとに測定位置・測定数の

条件が異なるため、実施方法は事前に管轄の自治体に確認する。具体的な測

定位置等は監理者と協議のうえ決定する。 

(6)吹付け石綿の封じ込めは下記による。 

○行う   ●行わない  

 (7)石綿含有の可能性がある建材について撤去まで見込むものは下記による。   

 

石綿含有の吹付材（レベル１）      ○見込む   ＊見込まない 

石綿含有保温材等（レベル２）    ○見込む   ＊見込まない 

石綿含有成形板（レベル３）      ＊見込む   ○見込まない 

 

 

 

 

 ○ 25.10.2 （1）石綿含有吹付材（レベル１）及び石綿含有保温材等（レベル２）の除去に関する
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撤去工事共通

事項 

専門工事業者は、建設技術審査証明協議会による「建設技術審査証明事業」を取

得している者とする。 

（3）除去作業者 

作業者は、除去処理作業期間中において 6 ヶ月以内に石綿障害予防規則による特

殊健康診断を受診し、その結果が無所見のものとする。 

（5）施工区画 

石綿含有建材の撤去を行う室内は、次の方法により養生を行う。窓等の開口部は

閉め切って、外部との空気の流通を遮断する。また換気口、その他の開口部は、

プラスチックシート等で養生し、アスベスト粉じんが外部に飛散しないようにする。 

（10）工事管理者 

（a）除去処理工事に関する総合的な技術管理を行う工事管理者を選任する。

（b）工事管理者は、平成 18 年 3 月 31 日までに特定化学物質等作業主任者技能

講習を修了した者、または石綿作業主任者技能講習を修了した者とする。 

（c）工事着手前に受講証明等関係書類を監理者に提出し確認を受ける。

（11）石綿の飛散状況の監視 

アスベスト粉じんの飛散状況の監視は、目視により行う。 

（12）報告 

運搬処分については、計画書に基づき確実に行われているか「建設廃棄物マニフェ

スト」等を使用し確認するとともに、「建設廃棄物処理実績書」を提出し、監理者の

確認を受ける。 

○25.10.3 
石綿含有吹付
材の除去 

(2)除去工法 

(ｱ)石綿の除去工法は下記による。

※湿式工法 

○乾式工法 

湿式工法は建設技術審査証明事業を取得している工事業者の審査証明 

を受けたマニュアルに沿って除去し、乾式工法は工事に相応した技術を 

有することの証明書を提出し、監理者の確認を受ける。 

吹付け石綿除去は、除去した石綿を落下させることなく直ちに吸引、捕集でき

る装置を用いて行う。装置は下記による。 

吸引した空気は、ＨＥＰＡフィルターでろ過した後、放出する。 

その他、石綿の除去は施工業者の仕様による。 

(ｲ)(a)固形化の適用は下記による。

○行う  ※行わない 

(3)(ｴ)除去した石綿含有吹付け材の処分は下記による。 
※埋立処分  ○中間処理 

(4) (ｸ) 後片付け終了後の清掃 

撤去作業を完了した作業区域の床面は、粉塵が残らないようにＨＥＰＡ 

フィルタつきの掃除機等で清掃のうえ、濡れ雑巾等で拭き清掃する。

○ 25.10.4 
石綿含有保温
材等の除去 

(1)作業場所の周辺の養生を行う場合は、下記による。

※原形のまま、手ばらしにて除去  〇切断又は破砕して除去 

作業場所の周辺の養生を指定する場合は、下記による。 

指定のない場合は行政等確認の上適切に作業を行う。 

※仮設指示図による  〇＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（3）除去した石綿含有保温材等処の分は下記による。
※埋立処分 ○中間処理 

● 25.10.5 
石綿含有成形
板の除去 

(1) 作業場所の周辺のの養生を指定する場合は、下記による。

指定のない場合は行政等確認の上適切に作業を行う。 

(3)(ｴ)(b)除去した石綿含有成形板の処分は下記による。 
※埋立処分 ○中間処理 

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

項  目   特  記  仕  様

3 章 防水改修工事

 １節  共通事項 

●3.1.1

一般事項 

〔改標仕－3〕によるほか、複合防水、浸透性塗布防水、塗膜防水（アクリル樹脂

系）の各改修工事に適用する。 

防水工程全工程において特定化学物質障害予防（特化則）、及び有機溶剤中毒

予防規則（有機則）非該当品を使用する。 

○3.1.3

施工一般 

(5)降雨時等に対する養生方法は〔改標仕－3.1.3〕によるほか下記による。

〇仮設指示図 〇 

●3.1.4

改修工法 

の種類 

及び工程 

(1)防水改修工法 〔改標仕－3.1.4〕表 3.1.1

適用個所及び工法の種類は下記による。 

適用箇所 工法の種類 

○P0AS 工法 

○P0X 工法 

○L4X 工法 

○その他設計図による工法 

(3)シーリング改修工法 〔改標仕－3.1.4〕表 3.1.2

適用個所及び工法の種類は下記による。 

適用箇所 工法の種類 

建具・金物回り 

打継目地 

笠木ジョイント目地 

○シーリング充填工法 

●シーリング再充填工法 

○拡幅シーリング再充填工法 

●ブリッジ工法 

○3.1.6

防水層の 

試験 

(1)防水層施工完了後、保護層等設置前の水張り試験を行う。 

水張り試験方法及び範囲は〔改追建－3.1.6〕によるほか下記による。 

○   

●3.1.7

防水の保 

証期間 

(1)防水の保証期間は下記年数以上とする。 

(2)保証については、受注者、防水施工会社、製造所の 3 社連名とする。

保証期間中の漏水については(受注者、防水施工会社、製造所の責任でないことが

明らか場合を除き)無償で補修、復旧をする。 

防水の種類 保証期間 

アスファルト防水 ＊10 年 〇 年 

改質アスファルトシート ＊10 年    〇    年 

塗膜防水 ●10 年 〇 年 

ＦＲＰ防水 ＊10 年    〇    年 

けい酸質系塗布防水 ＊ 5 年    〇    年 

モルタル防水 ＊ 5 年    〇    年 

シーリング材(SR-2) ＊ 7 年    〇    年 

シーリング材(MS-2,SR-1) ＊ 5 年    〇    年 

シーリング材(PS-2) ＊ 3 年    〇    年 

シーリング材(ストラクチャルグレージン

グ) 

＊10 年    〇    年 

強度保証共 

シート防水 ●10 年 

○3.1.8

防水改修 

工事記録 

 板 

防水改修工事記録板の設置は下記により、設置位置は、監理者と協議のうえ決定

する。 

＊要  〇否 

2 節  既存防水層等の撤去および既存下地の処理 

○3.2.3

既存保護 

層等の 

撤去 

既存保護層等の撤去の有無は下記による。 

＊設計図による ○  

●3.2.4

既存防水 

層の撤去 

既存防水層の撤去の有無は下記による。 

＊設計図による ○  

●3.2.5

ルーフド 

レン回り 

の処理 

(3)改修用ドレンは下記により、仕様は特記仕様材料表による。

＊設計図による ○ 

●3.2.6

既存下地 

の 

(1)防水下地の水勾配の調整は下記による。

＊設計図による   ○水勾配を改修   ○既存勾配のまま 

補修個所の形状、長さ、数量等は下記による。 

処理 ＊設計図による ○ 

(3)既存保護層撤去工事後、既存防水層を露出させる部分は、補修を行ったうえ次

工程作業を行う。 

(ｱ)(e)既存アスファルト防水を改修する場合には、既存防水層の表面を十分に清掃

のうえ、アスファルト表面活性材を塗布する。 

なお、アスファルト表面活性材の仕様は特記仕様材料表による。 

(ｲ)(b)既存防水層表面の仕上げ塗装の除去は、デッキブラシ等での水洗いとし、要

否は下記による。 

＊要 ○否 

(ｶ)(b)既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装の除去は、デッキブラシ等での水洗いと

し、要否は下記による。 

＊要 ○否 

(4)(ｱ)(d)既存目地の処置は下記による。 

＊設計図による   ○ 

(ｵ)既存保護層の確認 

断熱ブロックまたは高圧ブロック撤去後の防水モルタルの状態を確認する。 

断熱ブロックまたは高圧ブロック撤去後に、既存勾配の測定を行う。 

既存側溝の状況(形状・幅・深さ・勾配・RD)について測定する。 

改修後の勾配・使用材料、塗り厚、側溝の形状等は屋上防水施工計画書にまと

め、監理者と協議のうえ決定する。 

(ｶ)水勾配を取り直す場合の新規防水層下地の調整材は下記による。

厚さ(mm) 仕様 

5～15 未満 樹脂モルタル 

15～40 未満 Ｍ＋ラス金網 

40～60 未満 Ｍ＋溶接金網 3.2φ＠100 

60～ 軽量コンクリート＋溶接金網 5φ＠150 

下地調整材の成形目地は打設後取り外しタイプの製品とし、仕様は特記仕様材

料表による。 

(ｷ)既存下地の補修及び処置後の確認 

水勾配を測定し、防水層施工前に監理者へ報告し、承諾を受けたうえで着手す

る。 

(7)アスファルト系パネル防水下地の適用箇所及び仕様は下記による。

 適用箇所：＊設計図による。 

仕様：＊特記仕様材料表による。 

3 節  アスファルト防水 

○3.3.2

材料 

(6)押え金物の材質及び形状寸法は下記による。 

＊製造所の仕様による 〇アルミニウム製 Ｌ-30×15×2.0(mm)程度 

(8)屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材の厚さは下記による。

＊設計図による ○ ｍｍ

(9)屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材の種類及び厚さは下記による。

種類：＊JIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材 2 種 1 号又は 2 号で透湿係数を除

く規定に合格するもの 

○   

厚さ：＊設計図による    ○     ｍｍ 

(10)絶縁シートに使用する材料は下記による。

〇＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(11)（ｴ）立上り部乾式保護を使用する場合は下記による。 

＊設計図による    ○否 

○3.3.3

種別及び 

工程 

(1)(2)(3)(4)防水層の工法による種類及び工程による種別は下記による。 

適用個所 ： ＊設計図による 

種別 ：   

(4)屋内防水での保護層は下記による。

＊設計図による ○否 

○3.3.4

施工 

(4)（ｲ）（g）断熱材の張りじまい位置は下記による。 

＊設計図による 

○3.3.5

保護層等 

の施工 

(5)立上り部保護の適用は下記による。

〇要    〇否 

種類 ＊設計図による ○乾式保護材 ○れんが押さえ 

○コンクリート押え ○モルタル押え 

(7)屋上排水溝の仕様は〔改追建－3.3.5〕によるほか下記による。

＊設計図による ○ 

4 節  改質アスファルトシート防水 

○3.4.2

材料 

(1)(ｱ)改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さは下記による。 

種類 ： 〇特記仕様材料表による 〇 

厚さ ： 〇特記仕様材料表による 〇 

(ｲ)粘着層付改質アスファルトルーフィングシート、部分粘着層付改質アスファルトル

ーフィングシートの種類及び厚さは下記による。 

種類 ： 〇特記仕様材料表による 〇 

厚さ ： 〇特記仕様材料表による 〇 

(4)立上り部乾式保護を使用する場合は下記による。

＊設計図による ○否 

○3.4.3

種別及び 

工程 

(1)(2)(3)防水層の種別及び工程は下記により、仕様は特記仕様材料表による。 

適用個所 ： ＊設計図による 

種別 ： 〇屋根露出防水絶縁工法（AS-T3（トーチ工法）） 

〇屋根露出防水絶縁工法（AS-J1（常温粘着工法）） 

〇屋根露出防水絶縁断熱工法（ASI-T1（トーチ工法）） 

〇屋根露出防水絶縁断熱工法（ASI-J1（常温粘着工法）） 

〇   

(ｱ)仕上げ塗料の種類及び使用量は下記による。 

種類  ： 〇特記仕様材料表による 〇 

使用量 ： 〇特記仕様材料表による 〇 

(ｲ)脱気装置の種類及び設置数量は下記により、監理者の確認を受ける。 

種類    ： ＊製造所の仕様による 〇 

設置数量： ＊製造所の仕様による 〇 

(ｳ)表面仕上げ 

表面仕上げを保護板とする場合は下記による。 

 〇全面 

〇部分（範囲は設計図による） 

(ｴ)アルミ水切金物 

製造所の仕様による。

(ォ)設備基礎等 

 設備基礎等に使用する塗膜防水のうち、改質アスファルトシート防水に重なる 

部位はアスファルト系塗膜防水とする。 

○3.4.5

保護層等 

の施工 

(1)立上り部保護の適用は下記による。

＊設計図による ○否 

(2)屋上排水溝の仕様は〔改追建－3.3.5〕によるほか下記による。

＊設計図による 

(3)保護層付防水に用いる常温アスファルト工法用ルーフィングの仕様は下記による。

＊特記仕様材料表による 〇 

5 節  合成高分子系ルーフィングシート防水 

●3.5.2

材料 

(1)(2)(3)ルーフィングシート、絶縁用シート、固定金物、断熱材、可塑剤移行防止用シ

ートの仕様は下記による。 

●特記仕様材料表による 〇 

(ｴ)(a)機械式固定方法に用いる断熱材の適用及び種類、厚さは下記による。

＊要 ○否 

材質：＊JIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材 2 種 1 号又は 2 号で透

湿係数を除く規定に合格するもの 

〇特記仕様材料表による 〇 

厚さ：＊設計図による。  ○ ｍｍ 

(b)接着工法に用いる断熱材の適用及び種類、厚さは下記による。 

＊要 ○否 

材質：＊JIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材 2 種 1 号又は 2 号で透

湿係数を除く規定に合格するもの 

〇特記仕様材料表による 〇 

厚さ：＊設計図による。  ○ ｍｍ 

●3.5.3

種別及び 

工程 

(1)(2)(3)(4)防水層の種別及び工程は下記により、仕様は特記仕様材料表によ

る。 

適用個所 ： ＊設計図による 

種別 ： 〇塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート（S-F2（接着工法）） 

〇塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート（S-M2（機械的固定工法）） 

〇   

仕上げ塗料の種類及び使用量は下記による。 

種類   ： ＊製造所の仕様による 〇 

使用量 ： ＊製造所の仕様による 〇 

●3.5.4

施工 

(4)(ｲ)ＰＣコンクリート部材下地の目地処理は下記による。 

＊設計図による 〇  

(5)(ｲ)入隅部の増張りは下記による。 

＊設計図による 〇  

(6)(ｲ)(a)機械的固定工法における風圧力に対応した工法は下記による。 

＊製造所の仕様による   〇 

6 節  塗 膜 防 水 

●3.6.2

材料 

(4)端部用水切り金物の仕様は下記による。

＊特記仕様材料表による 〇 

●3.6.3

種別及び 

(1)(ｱ)ウレタンゴム系防水層の種別及び工程は下記により、仕様は特記仕様材料

表による。 



4HM-12-0TE-1 

工事名 図面名 区分 図面番号 

縮尺 
建築

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年度（西暦表示） 

2025 年 3 月 

特記 

管理番号 一級建築士事務所 西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第 14884 号 

株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 
Ｃ－16 特記仕様書16 

一級建築士登録 第 356842 号 里見 和則 

一級建築士登録 第 393114 号 新地 瞭太 

一級建築士登録 第 332141 号 森 良太 担当 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 西日本事業本部 特記仕様書 2023.09 

 

 
  

工程 適用個所 ： ＊設計図による 

種別 ： ○Ｘ－１（絶縁工法）  ●Ｘ－２（密着工法） 

○Ｘ－１Ｈ（高強度形絶縁工法）   ○Ｘ－２Ｈ（高強度形密着工法）  

○          

(ｲ) 脱気装置の種類及び設置数量は下記により、監理者の確認を受ける。 

＊設計図による   ●製造所の仕様による   ○          

(ｳ)歩行頻度の高い床面へ施工する場合は防滑仕様とする。適用の要否及び使用

箇所は下記による。 

○要   ●否 

使用箇所 ：              

(2)(ｱ)ゴムアスファルト系防水層の適用箇所は下記による。 

適用個所 ： ＊設計図による 

(ｲ)保護層の適用は下記による。 

＊設計図による   ○          

（3）屋内用塗膜防水の適用箇所及び仕様は下記による。 

適用個所 ： ＊設計図による 

仕様 ： ＊特記仕様材料表による 〇              

  

 7 節  シーリング 

●3.7.2 

材料 

（2）シーリング材の種類及び施工箇所は、指定がある場合は下記による。 

〔改標仕－3.7.2〕 表 3.7.1 

施工箇所 種  類 

建具・金物回り 

打継目地 

笠木ジョイント目地 

○ＭＳ－２ ○           

●ＰＳ－２ ○           

（7）外壁、鉄部ともにシーリングは後打ちとし、シーリング上は塗装を行なわない。た

だし、ALC 外壁等の部位において、シーリングを先打ちとする場合は、シーリング

材と塗装材との組合せによる品質面への影響を確認し、監理者の確認を受けるこ

と。足場つなぎ金物撤去後の補修シーリングはノンブリードタイプとする。なお、打

替が完了するまでの漏水対策を施すこと。 

（8）打継用止水材は下記による。 

＊特記仕様材料表による 

〇              

 

 

  

○3.7.3 

目地寸 

法 

(1)シーリング材の目地寸法は、下記による。 

＊幅・深さともに 10mm 以上  〇設計図による    ○           

  

●3.7.5 

シーリン 

グ再充填 

工法 

(4）既存建具及び金物回りの詰替えに際して、詰替えの部分の鉄部に、錆止め塗料

２回塗りを行う。 

油性コーキング材の詰替えを行う際には、各シーリング製造所仕様の専用プライマー

を使用し、〔改標仕－3.7.2〕の種類により詰替えを行う。 

  

●3.7.8 

シーリン 

グ材の 

試験 

(2)接着性試験の要否及び方法は下記による。 

＊要   ○否 

試験方法 ： ＊簡易接着性試験   ○引張接着性試験 

  

 8 節  とい 

○3.8.2 

材料 

(1)とい、飾り桝他の適用は下記により、仕様は特記仕様材料表による。 

○とい、飾り桝、中継桝共ＳＵＳの場合 

とい径 ： ○80   ○105   ○130   ○150 

飾り枡・ドレン継手・丸エルボ ： ＳＵＳ 

ＳＵＳ製丸エルボを使用する場合は曲り角度を 45 度とすること。 

○といＶＰ管、飾り枡ＳＵＳの場合 

とい径 ： ○75   ○100   ○125   ○150 

飾り枡・ドレン継手・丸エルボ ： ＳＵＳ 

(2)とい受金物はＳＵＳとし、仕様は特記仕様材料表による。 

(4)ルーフドレン（鋳鉄製）の適用は下記により、仕様は特記仕様材料表による。 

(ｱ)アスファルト防水用（外樋化用） ： ○横引き   ○縦引き 

(ｲ)塗膜防水用 ： ○横引き   ○縦引き 

(ｳ)塗膜防水用（バルコニー用） ： ○横引き   ○縦引き 

  

○3.8.3 

工法 

(1)既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法は下記による。 

〇仮設指示図による   ○監理者の指示による   ○          

(10)外樋化等、樋の改修を行った場合は、改修前後の他、下記の各工程で工事記

録写真を撮影し、報告書にとりまとめ監理者に提出する。 

(ｱ))排水溝撤去 

(ｲ)スリーブ取設 

(ｳ)塩ビ管打込み 

(ｴ)既存防水層の露出部分を熱アスファルト防水にて補修 

(ｵ)ドレン回り整形 

(ｶ)改修用ドレン取付 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

一級建築士事務所 西日本事業本部 
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特記仕様材料表 Ｃ材－1 

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事 4HM-12-0TE-1 

特記 

2025 年 3 月 
年月

建築 

担当 

管理番号 

 
Ⅶ 特記仕様材料表（製品・メーカーリスト・性能基準） 

本工事で使用する製品・メーカーは以下による。 

なお、性能基準欄に記載がある製品において、性能基準を満足し、かつ、監理者の承諾を得られた場合はその限りではない。 

 

「標準仕様書」  

 14 章 金属工事 

     

章・節・項番 記号 概要 性能基準 製品名 製造所 

14.8.4  清掃用具掛けフック金物 SK 内  3615 ㈱ベスト 

      

14.8.6  手すり（A） 壁付き固定手すり 男子、女子トイレ OV-Ｔ４００ ナカ工業㈱ 

  手すり（B） Ｌ型手すり 多機能トイレ Ｔ１１２ＣＬ１１ ＴＯＴＯ㈱  

  手すり（B） Ｌ型手すり 多機能トイレ、男子、女子トイレ Ｔ１１２ＣＬ１１ ＴＯＴＯ㈱  

  手すり（C） 洗面台用手すり 男子、女子洗面所 洗面サポート手すり アイカ工業 

  手すり（D） 小便器用手すり 男子トイレ Ｔ１１２ＣＵ２２ ＴＯＴＯ㈱  

  跳ね上げ手すり 多機能トイレ Ｔ１１２ＨＫ７ ＴＯＴＯ㈱  

      

 

「標準仕様書」  

 16 章 塗装工事 

     

章・節・項番 記号 概要 性能基準 製品名 製造所 

18.4.2 

シーリングマジック塗り 
 

ロックウール吸音天井材(岩綿吸 

音板)専用吹付け水性塗料 
不燃材 シーリングマジック工法 ㈱ＴＳ東京 

      

 

「標準仕様書」  

19 章 内装改修工

事 

      

章・節・項番 記号 概要  性能基準 製品名 製造所 

19.2.2 

材料 
(1) 防滑性ビニル床シート 

 〇SIAA 抗ウィルス加工認証品 

〇SIAA 抗菌加工認証品 
消臭 NS トワレ NW 東リ㈱ 

  防滑性ビニル床シート 
 ●SIAA 抗ウィルス加工認証品 

〇SIAA 抗菌加工認証品 
消臭レストリューム ㈱サンゲツ 

   
 

   

 (4) ビニル幅木 
 

 ソフト巾木 東リ㈱ 

  ビニル幅木 
 

 ソフト巾木 田島ルーフィング㈱ 

  ビニル幅木 
 

 カラー巾木 ㈱サンゲツ 

   
 

   

 (7) ステンレス幅木 
 

不陸調整タイプ メタカラーSKNR 積水樹脂㈱ 

   
 

   

19.7.2 

材料 
(1) メラミン不燃化粧板 

 
 セラール アイカ工業㈱ 

   
 

   

19.10.3 

材料 
 化粧シート張り 

 粘着剤付化粧フィルム（抗菌・抗ウィルス

タイプ）  
ベルビアン タキロンマテックス㈱ 

   
 

   

 

「標準仕様書」  

 20 章 ユニット及びその他工事 

    

章・節・項番 記号 概要 性能基準 製品名 製造所 

20.2.5  

トイレブース 
   TB-GPR 小松ウォール工業（株） 

    CB-ARSE コマニー㈱ 

      

20.2.10 

鏡 
    YMK51K ＴＯＴＯ㈱ 

      

20.2.11 

表示 
(3) 点字触知図案内 

インクジェットシート ＋ UV 点字（屋内仕様） 

ITJ 仕様 
 ㈱美装 

      

20.2.17 

面台 
天板   ポストフォーム加工  アイカ工業㈱ 

 本体   セラール  アイカ工業㈱ 

 巾木  ステンレス   

      

20.2.18 

汚垂石 
 セラミックタイル  ハイドロセラ・フロアＰＵ ＴＯＴＯ㈱ 

  セラミックタイル  キラミックステップ ㈱ＬＩＸＩＬ 

  高硬度石英成形板  アベイラス・ポリッシュ ㈱ドペル 

      

20.2.20 

天井点検口 
   ハイハッチ ナカ工業(株) 

      

20.2.22 

洗面カウンター 
 メラミン樹脂化粧板  ポストフォームカウンター アイカ工業㈱ 

  高硬度石英成形板  アベイラス・ポリッシュ ㈱ドペル 

      

20.2.23 

ベビーチェアー 
   YKA16S ＴＯＴＯ㈱ 

      

20.2.24 

ベビーシート 
   YKA25  ＴＯＴＯ㈱ 

      

20.2.25 

タオル掛け 
   YHT252S4R ＴＯＴＯ㈱ 

      

20.2.26 

衣服掛け用フック 
   ＹＫＨ２１Ｗ ＴＯＴＯ㈱ 

      

20.2.27 

傘・杖ホルダー 
   ステッキホルダー 2056 スガツネ工業㈱ 

      

20.2.28 

小物トレー 
   忘れ物ゼロトレー №1660 ㈱ベスト 

      

20.2.29 

ダストボックス 
   

分別ステンターンボックス L（一般ゴ

ミ用） 
㈱テラモト 

      

 

「改標仕」  

3 章 防水改修工事 

      

章・節・項番  記号 概要 性能基準 製品名 製造所 

3.2.5. 

ルーフドレン回りの処理 

 
(3) 改修ルーフドレン（縦用）  

マルエス鉛ドレン M（縦用）＋マル

エスアルミドレンキャップ縦・大 
日新工業㈱ 

 

 

 改修ルーフドレン（横用）  

マルエス鉛ドレン M（横用）＋マル

エスアルミドレンキャップ横（鋳鉄

製）FC-150 

日新工業㈱ 

 
 

 改修ルーフドレン（縦用）  
リードレン C たて＋ドレンキャップ

190 
田島ルーフィング㈱ 

 
 

 改修ルーフドレン（横用）  
リードレン C 横＋ドレンキャップ横

引用 C200 
田島ルーフィング㈱ 

 
 

     

3.5.2 

材料 

 
 

合成高分子系ルーフィングシー

ト防水 
 ビュートップ 田島ルーフィング㈱ 

 
 

 
合成高分子系ルーフィングシー

ト防水 
 メカファイン 日新工業㈱ 

 
 

     

3.6.3 

種別及び工程 

 
(1) ウレタンゴム系塗膜防水  セピロン 日新工業㈱ 

 
 

   
平場：ＵＦ-３０Ｅ  立上り部：ＵＦ- 

２０ＥＶ 
 

 
 

 ウレタンゴム系塗膜防水  オルタックエース ＯＡＴＭ-３Ａ 田島ルーフィング㈱ 

 
 

     

 



▼

Ｎ

大阪市立自然史博物館

長居公園通り

（駐車場）

（２号機） （１号機）

(財)大阪市公園協会

（花と緑のまちづくり館）

長　　居　　公　　園

工事用進入口

管理以外

管理以外

管理以外

ポーチ花と緑と自然の情報センター

トラックヤード

３.壁開口の表示

Ｚｎ+ｈ１

ｗxｈ２

Ｄ

Ｍ :機械設備用開口

Ｅ :電気設備用開口

Ｔ :通信ケーブル用開口

Ｄ :通信電力用開口

:Ｚｎから開口部下端までの寸法

:開口の巾

:開口部の高さ

:開口補強詳細番号

１.撤去の表示

[記号・文字]

撤去を示す

５.建具等の表示

表示方法-2

乾式耐火間仕切

ＶＢ

シーリング

ベネシャンブラインド

(    )

<    >

別途工事

既存部分及び概略寸法

ＮＴＴ-Ｆ 建築詳細図集 ２００１

本設計図における呼出し図面

仕上・下地区分、施工区分等を示す

工事対象室及び工事対象部分

((    ))

<<    >>

室名札

室名文字書

表示方法-1

<    > ＮＴＴ 建築詳細図集 ９０

<    > 国交省営繕部監修 建築工事標準詳細図

室名札(絵文字を使用する場合)

掲示用レール

ルーフドレイン

配置図 S=1/1500

Ｋ

90

Ｋ

特記事項

軽量コンクリート

高圧コンクリートブロック

断熱コンクリートブロック

鉄筋コンクリート

プレキャストコンクリート

鋼製および鋼製下地

軽量鉄骨下地（壁・天井）

鉄筋コンクリート金ゴテ押エ

アスファルト防水保護仕上げ材

ステンレス鋼

モルタル塗

樹脂モルタル

防水モルタル

無収縮モルタル

ピンネット工法

防塵塗装

ルーフドレイン

グラスウール

ポリスチレンフォーム保温板

フリーアクセス床

ビニル床シート

帯電防止ビニルタイル

ノンスリップビニル床シート

塗床材

軟質ビニル巾木

モザイクタイル

ビニルクロス

塩化ビニル樹脂系フィルム

無石綿フレキシブル板

簡易二重床

通信機械室用二重床 ローパーティション

アンカーボルト

ベネシャンブラインド

縦型ブラインド

ロールブラインド

各種ブラインドボックス

カーテン

可動間仕切り(鋼製パネル式)

可動間仕切り(アルミスタッド式)

仕上記号・略号

材料名称略号

Ｒ　Ｃ

Ｌ　Ｃ

高圧Ｂ

断熱Ｂ

保護Ｂ

ＲＣコテ

Ｐ　Ｃ

Ｓ

ＬＧＳ

ＳＵＳ

Ｍ

防　Ｍ

調整Ｍ

樹脂Ｍ

無　Ｍ

ＣＰＬ

ＢＰＬ

ＳＧＰ

改Ａ防水

複合防水

下地調整モルタル

略号

縞鋼板

ベースプレート

配管用炭素鋼鋼管（白又は黒ガス管）

改質アスファルトシート防水

複合塗膜防水

Ｐ防水④ アスファルト系塗膜防水

Ｐ防水① ウレタンゴム系塗膜防水

ポリマーセメント系塗膜防水

アクリル樹脂系塗膜防水

Ｒ　Ｄ

Ｐ　Ｎ

Ｖ　Ｓ

ＮＶＳ

Ｌ　Ｍ

Ｖ　Ｔ

耐酸ＶＴ

帯電ＶＴ

耐酸ビニルタイル

ビニルタイル

リノリューム

タイルカーペット

塗　床

防塵Ｐ

Ｍ　Ｔ

軟　Ｖ

ＴＣＰ

石こうボードＧＢＲ

シージング石こうボード

強化石こうボード

ケイ酸カルシウム板Ｆ　Ｋ

化粧石こうボード

Ｄ　Ｒ 岩綿吸音板

Ｖ　Ｃ

塩ビＳ

Ｆ　Ｓ

Ｇ　Ｗ

Ｐ　Ｆ

Ｆ　Ａ

ＫＦＡ

ＴＦＡ

防水型複層仕上塗材防水Ｓ

一般形複層仕上塗材

特殊塗料塗特　Ｐ

Ａ　Ｂ

Ｖ　Ｂ

Ｔ　Ｂ

Ｒ　Ｂ

VBB･TBB･RBB

Ｃ

Ｍ　Ｐ

Ａ　Ｐ

Ｌ　Ｐ

□角タイル□　Ｔ

略号

Ａ防水 アスファルト防水

Ｐ防水➁

Ｐ防水③

Ｓ防水 合成高分子系ルーフィングシート防水

外装薄付け仕上塗材リシンＳ

あと施工アンカー金属拡張型拡張ＡＢ

あと施工アンカー薬液固定形薬液ＡＢ

合成樹脂調合ペイント塗ＳＯＰ

耐候性塗料塗Ｄ　Ｐ

合成樹脂エマルションペイント塗Ｅ　Ｐ

つや有合成樹脂エマルションペイント塗ＥＰＧ

シーリングマジック塗装Ｃ　Ｍ

ＧＢＤ

ＧＢＳ

ＧＢＦ

タイルＳ

ｈ１

ｗ　

ｈ２

Ｄ　

改修・撤去に用いる表示方法 (注：改修前図は現況図および撤去図を兼ねる。)

改修後

１.仕上・下地・躯体から新設する場合

２.仕上・下地とも新設する場合

３.仕上のみ新設する場合(塗装替も含む)

４.既存のままの場合

改修前

１.仕上・下地・躯体から撤去する場合

２.仕上・下地とも撤去する場合

３.仕上のみ撤去する場合

４.既存のままの場合

特記なき限り金属拡張形とする。

一般事項

特記なき限り＜２-１１-１＞Ｋ ｈ＝６０とする。

特記なき限り＜２-２１-１＞Ｋによる。

特記なき限り＜２-２４-○＞Ｋによる。

Ｃ-０１ 特記仕様書－１

特記仕様書－２

特記仕様書－３

特記仕様書－１６

特記仕様書－１７

特記仕様書－１８

特記仕様材料表

図面リスト

その他条例

地区・地域

用途地域

敷地面積 ６,７４３.６８ ㎡

工事場所 大阪市東住吉区長居公園1-23 

構造･規模 ＲＣ造　－１＋３

建設年 新築:１９７１年　増築（新館）:１９９８年

建築面積

延床面積

図面リスト・凡例・配置図

参-０１ 参考図：仮設計画図１

Ｄ-０１

Ｄ-０５

Ｄ-０６

建物概要表

第一種住居地域

準防火地域

Ｃ-０２

Ｃ-０３

Ｃ-１６

Ｃ-１７

Ｃ-１８

Ｃ材－1

Ｄ-０２

Ｄ-０３

Ｄ-０４

[ＥＰ-Ｍ-ＲＣ１５０]

[(ＥＰ-Ｍ)]

[ＲＣ１５０ｄ]

特記なき限り＜０-０５１・０１＞による。

特記なき限り＜Ｆ－３１１．０１－３・４＞による。

特記なき限り＜３-１１-２・４・６・８＞Ｋによる。

塗装替

あと施工アンカー

亀裂その他傷については、補修の後塗装を行う。

補修範囲 模様替・改修に伴う撤去の範囲は最小限に止めるものとする。

特記なき部分の模様替・改修に伴う補修及び破損箇所の補修は既存仕上げに倣い補修する。

幅木

軽量鉄骨間仕切

間仕切取合い部

内装仕上材料 特記なき限り内装材料は、ホルムアルデヒド放散等級がＦ☆☆☆☆を使用する。

室名札・文字書

金属製天井下地

天井目地

--

　８,３８４.２２ ㎡（４,３９２.６７ ㎡・３,９９１.５５ ㎡）

１５,７００.０１ ㎡（７,０６６.０１ ㎡・８,１５０.００ ㎡・４８４.００ ㎡）

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

図面リスト・凡例・配置図

1500

01

工事概要表

対象階 工事種別 工事内容

補修方法

[ＥＰ-Ｍ-ＲＣ１５０]

[ＲＣ１５０ｄ]

[ＥＰ-Ｍ]

[ＥＰ-(Ｍ)]

[(ＥＰ-Ｍ)]

[ＥＰ-Ｍ]

[ＥＰ-(Ｍ)]

 (丸形開口部は開口部中心までの寸法)

２.展開表示(展開図順序表示)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
時計回りにA･B･C･D

の順序に作図する

ＰＬ 鋼板

ｆｂ 平鋼（フラットバー）

硬質ポリ塩化ビニル管Ｖ　Ｐ

エキスパンションジョイントＥＸＰＪ

ＡＷ:

ＡＤ:

ＡＧ:

ＳＷ:

ＳＧ:

ＳＤ:

アルミニウム製窓

アルミニウム製扉

アルミニウム製ガラリ

鋼製窓

鋼製扉

鋼製ガラリ

ＳＦ:

ＳＳ:

鋼製枠

鋼製シャッター

ＳＳＤ:

ＬＳＤ:

ＳＦＤ:

ＷＤ:

ステンレス鋼製扉

鋼製軽量扉

防火扉

木製扉

ＡＴ:

ＳＡＴ:

エアタイト

セミエアタイト

ＳＳＦ:ステンレス鋼製枠

ＳＳＷ:ステンレス鋼製窓

改修工事

ＷＡＤ:水防扉

ＷＡＢ:水防板

不燃積層石こうボードＧＢＮＣ

グラスウール吸音ボードＧＷＢ

材料名称 材料名称 略号材料名称 材料名称

主要用途 博物館・事務所

Ｍ

Ｍ 床化粧改め口

床改めマンホールＭ

軽量鉄骨造間仕切

ＡＬＣ壁

４.改修可動間仕切り等の表示

ｎに下記の文字を入れる

移:移設可動間仕切り

改:改造可動間仕切り

清:清掃可動間仕切り

再:再利用可動間仕切り

塗:両面塗装替可動間仕切り

片塗:片面塗装替可動間仕切り

(片面とは工事対象室側とする)

ＭＰｰ
ｎ

改修内容

７.建具付属装置の表示

Ｘに下記の文字を入れる

ボ:電気式可変押ボタン錠

Ｓ:スイッチストライク

自:自動錠付

Ｇ:ガラリ付

非:非常錠

Ｅ:電気錠

ＣＲ:カードリーダー付電気錠

Ｘ

ＡＴ:エアタイト

ＳＡＴ:セミエアタイト

仕上・下地材の表示

[ＤＲ-ＧＢ-ＬＧＳ]

下地材の構成材又は躯体の略号

下地材(捨張材)略号

仕上材略号

改修内容

６.改修建具等の表示

ｎに下記の文字を入れる

移:移設建具

改:改造建具

清:清掃建具

再:再利用建具

塗:両面塗装替建具

片塗:片面塗装替建具

(片面とは工事対象室側とする)

:新設建具

:撤去建具

:改修建具

Ｔ:テンキー錠付電気錠

ＳＤ

１

１

ＳＤ

ＳＤ-１

ｎ

ｎ

水性ウレタン樹脂塗１　Ｕ

Ｘ

Ｄ-０７

建具表・各面立面図

自然史博物館外壁改修その他工事:２０１３年

Ｄ-０８

Ｄ-０９

Ｄ-１０

Ｄ-１２

基礎リスト・詳細図

Ｄ-１１

Ｄ-１３

改修後　屋上平面図

改修前　屋上平面図

改修後　３階平面図

改修前　３階平面図

改修後　２階平面図

改修後　１階平面図

耐候性塗料塗Ｄ　Ｐ

フタル酸樹脂エナメル塗Ｆ　Ｅ

Ｄ-１４

Ｄ-１５

Ｄ-１６

Ｄ-１７

～～

１階・２階　平面図

改修後　トイレ平面図

改修前　トイレ平面図

改修後　トイレ天井伏図

改修前　トイレ天井伏図

改修後　展開図１

改修後　展開図２

改修前　展開図１

Ｄ-１８ 改修前　展開図２

Ｄ-１９ 改修後・前　１階天井伏図

参-０２ 参考図：仮設計画図２

・防水改修範囲にあり、改修の支障となる設備機器は移動・復旧とする。

・設備基礎（室外機用）の鉄骨架台シーリング打替え長さは1台につき、1ｍとして見込むこと。

E特-01～06 特記仕様書（電気設備）１～６

Ｅ-01～03 電気設備設計図１～３

M特-01～06 特記仕様書（機械設備）１～９

Ｍ-01～03 機械設備設計図１～３

・≪D-02,04,08≫建具表に記載、外部に面する建具については、シーリング打替えを行い、ガラス面は清掃を見込むこと。
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8
0
0

DS DS

EV

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

工事対象外工事対象外

屋上１

屋上２

A

A’

①

②

③ ③ ③ ③ ③ ③

③

③ ③ ③ ③ ③ ③

③

④ ⑤

⑤

④

⑨ ⑩

機械室

屋上３

DS DS

⑥

⑧

⑦

⑦

い

い

AW-3

AW-4

AW-5

AW-6

Ｎ

う

う

う

う

え

Ａ

あ

Ａ

あ

Ｃ

あ

い

い

い

ⓑ

ⓑ

ⓐ

ⓐ

ⓑ

ⓑ

ⓑ

ⓓ

ⓓ

ⓓ

い

い

い

い ⓒ

い

B

B’

あ

Ｂ

あ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

C' C

C' C

C'

C

え

え

あ

Ｂ

え

い

あ

Ｂ

え

あ

Ｂ

ⓑい

え

え

え

Ｂ

Ｄ

Ｂ

屋上６

屋上７

屋上９

屋上10

屋上８

D'

D

AG-5

AG-2

SD-11

AG-6

う

う

う う

AG-2

600x900

記号・形状
嵌殺しガラリ

寸法・見込・ガラス
50

数量・取付面

600

9
0
0

北面、東面

3

AG-5

1200x4000

嵌殺しガラリ

80

1200
4
0
0
0

南面

1

AG-6

2415x2333

嵌殺しガラリ

80

2415

2
3
3
3

北面

1

SD-11

850x2100

記号・形状
片開き扉

寸法・見込・ガラス
100

数量・取付面

850

2
1
0
0

北面、東面

2

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修後　仕上凡例

番号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

パラペット立上り

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

工事内容

押え金物：新設

改修後　工事項目

番号

あ

い

う

え

改修ドレン：新設

シーリング：打替 外部に面する建具,カーテンウォール部分

塔屋平場

備考

機械式固定

[Ｓ防水-下地調整-(防Ｍ)]

[Ｐ防水①-下地調整-(Ｓ防水)]

シーリング：打替 笠木部分（ブリッジ工法）

立上り部（アルミ製 L50x50）

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

鋼製笠木部分：L=620㎜・石製笠木部分：L=250㎜ ﾌﾞﾘｯｼﾞ部分

塔屋パラペット立上り [Ｐ防水①-下地調整-(Ｐ防水①)]

改修後　屋上平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修後　屋上平面図
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0

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

工事対象外

工事対象外

屋上１

屋上２

A

A’

イ

①

②

③ ③ ③ ③ ③ ③

③

③ ③ ③ ③ ③ ③

③

④ ⑤

⑤

④

⑨ ⑩

屋上３

⑥

⑧

⑦

⑦

イ

イ

Ｎ

a

ア

a

ア

イ

イ

c

ア

イ

b

ｄ

C' C

ⓑ

ⓑ

ⓒ

ⓑ

イ ⓑ

B

B’

C' C

C'

C
a

a

a

イ

い

ⓑ

ⓓ

ⓓ

ⓓ

イ

イ

ア

b

ア

ｂ

a

a

ア

b

ア

ｂ

ア

ｂ

ⓑイ

DS DS

b

ⓐ

ⓐ

屋上６

屋上７

屋上９

屋上10

屋上８

D'

D

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ア

イ

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修前　仕上凡例

番号

パラペット立上り

工事内容

押え金物：撤去

改修前　工事項目

番号

ドレーン：撤去

塔屋平場

備考

立上り部（アルミ製 L50x50）

[(Ｓ防水-Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

[(Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

塔屋パラペット立上り [Ｓ防水-(防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

改修前　屋上平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修前　屋上平面図
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0

5
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0
0

ﾌｧﾝﾙｰﾑ

ﾌｧﾝﾙｰﾑ

UP

DN EVﾎｰﾙUP

EV

DS DS

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

屋上４

屋上５

い い い い い い

い い い い い い

⑨

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑬

い

⑭

Ｎ

あ

い い

い

い

い い

ⓓⓓⓓⓓⓓⓓ

ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ

ⓓ

ⓓ

ⓑ

ⓑⓒ

ⓒ

あ

Ｂ

Ｃ

Ｃ’

え

え

吹抜

（第３展示室）

吹抜

（ナウマンホール）

吹抜

（書庫）

吹抜

（第１展示室）

（第３収蔵庫） （第４収蔵庫）

Ｂ

B

B’

⑭
--Ａ

Ａ

立上り　　　　　　　

［S防水-防水M-(RC)］

AW-9

AG-9
AG-8

AG-8

SD-11

AG-1

AG-2

AG-2

う

う

う

う

う

う

う

AG-1

400x400

記号・形状 嵌殺しガラリ

寸法・見込・ガラス 40

数量・取付面 1 南面

400

4
0
0

AG-8

2600x250

嵌殺しガラリ

50

北面、南面

2600

2
5
0

１

AG-9

885x250

嵌殺しガラリ

50

東面

885

2
5
0

１

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修後　仕上凡例

番号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

パラペット立上り

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

工事内容

押え金物：新設

改修後　工事項目

番号

あ

い

う

え

改修ドレン：新設

シーリング：打替 外部に面する建具,カーテンウォール部分

塔屋平場

備考

機械式固定

[Ｓ防水-下地調整-(防Ｍ)]

[Ｐ防水①-下地調整-(Ｓ防水)]

シーリング：打替 笠木部分（ブリッジ工法）

立上り部（アルミ製 L50x50）

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

鋼製笠木部分：L=620㎜・石製笠木部分：L=250㎜ ﾌﾞﾘｯｼﾞ部分

塔屋パラペット立上り [Ｐ防水①-下地調整-(Ｐ防水①)]

改修後　３階平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修後　３階平面図

300

04



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰

98600

5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
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0

5
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0
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0
0

5
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0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
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0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

1
7
4
0
0

5
8
0
0

1
7
4
0
0

1
7
4
0
0

D'

E'

C'

7
0
0

1
2
0
0

7
5
0
0

2
2
0
0

5
8
0
0

吹抜

（第３展示室）

吹抜

ﾌｧﾝﾙｰﾑ

（ナウマンホール）

吹抜

ﾌｧﾝﾙｰﾑ（書庫）

吹抜

UP

DN

EVﾎｰﾙUP

EV

DS DS

（第１展示室）

（第３収蔵庫） （第４収蔵庫）

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

屋上４

屋上５

イ イ イ イ イ イ

イ イ イ イ イ イ

⑨

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑬

イ

⑭

Ｎ

ア

イ イ

イ

イ

イ イ

ⓓⓓⓓⓓⓓⓓ

ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ ⓓ

ⓓ

ⓓ

ⓑ

ⓑⓒ

ⓒ

ア

b

Ｃ

Ｃ’

UP

DN
UP

b

B

B’

⑭
--

ａ

ａ

立上り　　　　　　　

［S防水-防水M-(RC)］

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ア

イ

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修前　仕上凡例

番号

パラペット立上り

工事内容

押え金物：撤去

改修前　工事項目

番号

ドレーン：撤去

塔屋平場

備考

立上り部（アルミ製 L50x50）

[(Ｓ防水-Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

[(Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

塔屋パラペット立上り [Ｓ防水-(防Ｍ-ＬＣ-防Ｍ-ＲＣ)]

改修前　３階平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修前　３階平面図

300
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰

98600

5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

5
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0
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5
8
0
0
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0
0

5
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0
0

5
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0
0

5
8
0
0

5
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0

5
8
0
0

5
8
0
0

1
7
4
0
0

5
8
0
0

1
7
4
0
0

1
7
4
0
0

D'

E'

C'

7
0
0

1
2
0
0

7
5
0
0

2
2
0
0

5
8
0
0

EV

DS

（ギャラリー）

DN

（第３展示室）

DN

（第２展示室）

吹抜

女子 男子

便所便所

D
N書庫

生物実験室 動物研究室 昆虫研究室 植物研究室 化石処理室 地史研究室

D
N

PS DS

薬品
DN

DN貯蔵庫 EVﾎｰﾙUP

動物標本製作室 昆虫標本製作室 植物標本製作室

燻蒸室

化学分析室

第4紀研究室 編集記録室 外来研究室

(編集会議室)

便所

EV

DS DS

(第１収蔵庫) (第２収蔵庫)

第１展示室

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

（キャノピー）

AW-1

AW-2

Ｎ

う

う

AW-7

AW-7

う

う

AW-7

う

（ギャラリー）

（ギャラリー）

（ナウマンホール）

吹抜

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修後　仕上凡例

番号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

パラペット立上り

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

工事内容

押え金物：新設

改修後　工事項目

番号

あ

い

う

え

改修ドレン：新設

シーリング：打替 外部に面する建具,カーテンウォール部分

塔屋平場

備考

機械式固定

[Ｓ防水-下地調整-(防Ｍ)]

[Ｐ防水①-下地調整-(Ｓ防水)]

シーリング：打替 笠木部分（ブリッジ工法）

立上り部（アルミ製 L50x50）

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

鋼製笠木部分：L=620㎜・石製笠木部分：L=250㎜ ﾌﾞﾘｯｼﾞ部分

塔屋パラペット立上り [Ｐ防水①-下地調整-(Ｐ防水①)]

改修後　２階平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修後　２階平面図

300
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Ｎ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰
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0

5
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1
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0
0

5
8
0
0

1
7
4
0
0

1
7
4
0
0

（特別展示室）

（機械室）

EV
（倉庫）

DS

（女子便所）

（男子便所）

U
P

UP

（風除室） （玄関ホール）

UP

（第２展示室）

DS

U
P U

P

実習室 集会室(集会場) 会議室 事務室

電話交換室
PS DS

便所女子
書庫DN

前室
DN EVﾎｰﾙ脱衣室 UP

DSﾎｰﾙ
総合案内

浴室電顕X線室 館長室 宿直室
男子便所

応接室暗室

EV （ｺﾞﾐ置場(1)）

（荷別室）
（ｺﾞﾐ置場(2)）DS DS

（講堂）
UP

（トラックヤード）

社員室

前室

便所

救護室 警備員室

湯沸室

(用務員室)

更衣室

（ポーチ）

D'

E'

C'

7
0
0

1
2
0
0

7
5
0
0

2
2
0
0

5
8
0
0

Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

AW-7

AW-1

AW-2

う

う

AW-7

AW-7

う

う

う

（ナウマンホール）

（ミュージアムセンター）

SSD-1

AW-8

う

う

改修部位 材料・仕上 備考

屋上平場

改修後　仕上凡例

番号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

パラペット立上り

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

工事内容

押え金物：新設

改修後　工事項目

番号

あ

い

う

え

改修ドレン：新設

シーリング：打替 外部に面する建具,カーテンウォール部分

塔屋平場

備考

機械式固定

[Ｓ防水-下地調整-(防Ｍ)]

[Ｐ防水①-下地調整-(Ｓ防水)]

シーリング：打替 笠木部分（ブリッジ工法）

立上り部（アルミ製 L50x50）

ⓐ75Φⓑ100Φⓒ125Φⓓ横引50Φ

鋼製笠木部分：L=620㎜・石製笠木部分：L=250㎜ ﾌﾞﾘｯｼﾞ部分

塔屋パラペット立上り [Ｐ防水①-下地調整-(Ｐ防水①)]

改修後　１階平面図 S=1/300

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

改修後　１階平面図

300
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰
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▽GL

AW-1

AW-5
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AW-7

8
4
0
0

▽GL ▽GL

▽GL

1
2
6
0
0

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁ

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑱ ⑯⑰ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ
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0
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1
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0
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9
0
0
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AW-7

AW-4
AW-6

AW-7

AG-5

AW-9AW-9 AW-9
SSD-1

AG-2

SD-11

AW-8

SD-11

AG-2

AG-6

AG-8
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AG-2

AG-1
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1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

1450

19850

6
0
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8
4
0
0

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2525

46025

6
0
0
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600
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6
0
0

AW-1

46025x8400

29002900290029002900290029002900290029002900290029002435

6
0
0

600
600
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600

600
600

600
600

600
600
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600

6
0
0

8
4
0
0

1450
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

1450

31900

6
0
0

600
600

600

6
0
0

1800 4900 4800 8700 4800 4900 1800

AW-2

40135x8400

40135

AW-3

31900x3000

AW-6

19850x600

記号・形状 AW-5 回転窓・一部FIX窓

寸法・見込・ガラス 20300x3000 75

6
0
0

600
600

600

6
0
0

1450
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

1450 585

31035

1450

6
0
0

6
0
0

AW-4

31035x1200

数量・取付面 １ 北面

AW-7

FIX窓（両開扉付）

4870x9000

３

1000

1685

50

1400

50

1685

4870

9
0
0
0

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

600
600

6
0
0

4
5
0

6
0
0

1
5
0

2
4
0
0

3
0
0
0

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状 FIX窓・一部突出窓

寸法・見込・ガラス 60

数量・取付面 １ 南面

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状 FIX窓・一部突出窓

寸法・見込・ガラス 60

数量・取付面 １ 北面

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状 FIX窓・一部回転窓

寸法・見込・ガラス 75

数量・取付面 １ 東面

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状 回転窓・一部回転窓

寸法・見込・ガラス 75

数量・取付面 １ 南面

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状 FIX窓・一部回転窓

寸法・見込・ガラス 75

数量・取付面 １ 西面

熱線反射ガラス　t=6

記号・形状

寸法・見込・ガラス
75

数量・取付面

北面・東面

熱線反射ガラス　t=6

34800

20300

1450
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

1450

4900 190013500

パネル塞ぎ部分

4
8
0
0

SSD-1

FIX窓（両開扉付）

10670x3235

1

120

西面

熱線反射ガラス　t=8

AW-9

FIX窓

1000x1000

３

70

南面・西面

熱線反射ガラス　t=6

1
0
0
0

1000

3
2
3
5

2
4
0
0

2
0
0

6
3
5

10670

1730 70

1700 1700

173070

AW-8

FIX窓

11310x2145

1

100

西面

熱線反射ガラス　t=6

11310

2
1
4
5

建　具　表

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

建具表・各面立面図
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北側立面図 S=1/600

南側立面図 S=1/600

東側立面図 S=1/600

西側立面図 S=1/600



基礎使用別記号

基 礎
：空調機器Ａ 設置状況記号 △：躯体埋込み型 ：据置き型□ ：シート敷置型

－
□Ｂ Ｃ ：盤類 Ｆ ：手摺受

Ｇ ：その他

：水槽 Ｄ ：配管受 ：空き基礎Ｅ

基礎寸法
記号

Ｈ
個数

使用別

基礎
設置

基礎

撤去×

残置○

状況

仕上げ
Ｗ

備考

〇

基礎リスト

Ｅ Ｓ防水

1

14

1

Ｅ

2

Ｅ

□

記号

□

□

Ｓ防水

10

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

780 460 180

540 1000 720

3900 2650

450 740 340

600 540 8505

1

2

1

2Ｅ

Ｅ1080 540 350 1

600 540 350 1

○

△Ｓ防水

Ｓ防水

△

□

□

□

△

△

△

2

600 200 350

5600 1670
150

基礎寸法

Ｈ
個数

使用別

基礎
設置

基礎

撤去×

残置○

状況

仕上げ
Ｗ

備考

基礎リスト

4550 540 830

720 420 220

△

○

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ａ

Ｅ

Ｅ Ｓ防水

□

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

1740 440 320

リスト

24900 540 830

220

〇

〇

○

250

Ｌ(φ)Ｌ(φ)

Ｓ防水

Ｓ防水

Ｐ防水

Ｐ防水

Ｐ防水

屋

上

１

屋

上

２

屋

上

３

屋

上

４

屋

上

５

Ｐ防水①

Ｓ防水

Ｐ防水① 室外機10台アリ

室外機１台アリ

□14 600 100 100 3 Ａ Ｐ防水①○
－

室外機３台アリ

※基礎表面 防水M撤去新設を見込むこと。

屋上平場：

[(Ｓ防水-Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-ＲＣ)]

改修後 改修前

1
2
0
0

3
0
0

3
5
0

180

150

パラペット立上り　

[(Ｐ防水①-防Ｍ-ＲＣ)]

押え金物：撤去

アルミ L50x50

防水立上り：撤去

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＲＣ)]

屋上平場：

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

1
2
0
0

3
0
0

3
5
0

180

1
0
0

150

パラペット立上り　

[Ｐ防水①-(Ｐ防水①)]

押え金物：新設

アルミ L50x50

防水立上り：新設

[Ｓ防水-(防Ｍ)]

1
0
0

6
0
0

6
0
0

防水立上り：撤去

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＲＣ)]

1
0
0

6
0
0

6
0
0

防水立上り：新設

[Ｓ防水-(防Ｍ)]

シーリング：打替

カーテンウォール部分
450

450

改修後 改修前

3
5
0

180

150

押え金物：撤去

アルミ L50x50

防水立上り：撤去

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＲＣ)]

3
5
0

180

150

押え金物：新設　アルミ L50x50

防水立上り：新設

[Ｓ防水-(防Ｍ)]

改修後 改修前

HH

屋上５はH=750

屋上６はH=600

屋上７はH=600

屋上８はH=600

屋上５はH=750

屋上６はH=600

屋上７はH=600

屋上８はH=600

笠木：シーリングブリッジ工法

（鋼製笠木）

（御影石）

（御影石）

220

2
6
5

5
0
0

1
1
0

40 40

3
0

3
0

220

40 40

100

（ロックウール充填）

（熱線反射ガラス　t=6）

シーリング：打替(W15D20)

カーテンウォール部分

- --

-

（SPL 1.6d FE塗）

（サッシ：アルミ　自然発色）

屋上平場：

[(Ｓ防水-Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-ＲＣ)]

屋上平場：

[(Ｓ防水-Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-ＲＣ)]

屋上平場：

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

屋上平場：

[Ｓ防水-下地調整-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

屋上平場：

[(Ｓ防水-防Ｍ-ＬＣ-ＲＣ)]

改修後 改修前

3
0
0
0

3
0
0

3
5
0

230

パラペット立上り　

[(Ｐ防水①-防Ｍ-ＲＣ)]

押え金物：撤去

アルミ L50x50

防水立上り：撤去

[Ｓ防水-(防Ｍ-ＲＣ)]

屋上平場：

[Ｐ防水①-下地調整-(Ｓ防水)]

3
5
0

防水立上り：新設

[Ｐ防水①-(防Ｍ)]

（御影石）

Ｈ

150
[Ｓ防水-下地調整

-(Ｓ防水-Ｓ防水)]

Ｐ防水①-下地調整-(RC)］

(設備架台鉄骨等)

M18ボルトキャップ取付

（全体 計40箇所程度）

鉄骨廻りｼｰﾘﾝｸﾞ充填

Ｐ防水①立上

（Ｈ＝100程度）

(RC基礎)

(Ｈ≦１００)

塗膜防水増塗り

100

屋上１屋上１

笠木：シーリングブリッジ工法

パラペット立上り　

[(Ｐ防水①-防Ｍ-ＲＣ)]
パラペット立上り　　

[Ｐ防水①-(Ｐ防水①)]

屋上２・４

屋上２・４

笠木：シーリングブリッジ工法

屋上５・６・７・８屋上５・６・７・８

屋上３屋上３

3
0
0
0

3
0
0

230

パラペット立上り

[(Ｐ防水①-下地調整-(Ｐ防水①)]

（御影石）

H

屋上２はH=600

屋上４はH=750

屋上２はH=600

屋上４はH=750

H

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

笠木：シーリングブリッジ工法

平面詳細図 S=1/20

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2023.10

332141

356842

新地 瞭太号393114一級建築士登録 第号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

森 良太

里見　和則　 

基礎リスト・詳細図

20

09

シート番号

D-9-C改修後・前　C-C'断面図

シート名称
縮尺

S=1/20パラペット立上り部　改修

シート番号

D-9-D

シート名称 縮尺

S=1/20改修後・前　D-D'断面図パラペット立上り部　改修

シート番号

D-9-D

シート名称 縮尺

S=1/20詳細図（カーテンウォール部分）

シート番号

D-9-A改修後・前　A-A'断面図

シート名称 縮尺

S=1/20パラペット立上り部　改修

シート番号

D-9-B

シート名称 縮尺

S=1/20改修後・前　B-B'断面図パラペット立上り部　改修

［標準参考図］Ｐ防水①基礎廻り（設備）



21
°

用具室
実験培養室

業務室
主任

第２教室

第１教室

冷蔵庫
前室
冷蔵庫

学習コーナー

販売

プロムナード（２）

みどりホール
ひとり・ふたり

機器室
倉庫

風除室（１）

倉庫

外部実習スペース

女子便所

男子便所

体験ラボ室

セミナー室

プロムナード（１）

更衣室

ボランティアルーム

緑の相談コーナー

厨房

憩いのエリア

（２）
風除室

ショップエリア
スタディエリア

センター

トラックヤード

パークセンター事務室

自然誌展示室

ＥＶ

監視

実習室

実習室
準備室

処理室

資料前

ドライエリア

廊下

コーナー

サービスエリア

機械室

収納庫

多目的室

アトリウム

ＥＶ

ルーフトップガーデン

ネイチャーホール
便所

ＥＶ

準備室

EPS

準備室兼置場

D

E

F

G

H

I

J

C

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

X8 X9 X10 X11 X12 X13

5600 5600 5600 5600 5600

X1

X5

X7

X4

X6

X2

Y
1
4

Y
1
2

Y
5

95
00

10
83
0

10
83
0

10
83
0

Y
1
0

Y
8

X3

5800

8500

8500

7500

7500

10300

D

E

F

G

H

I

J

C

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

5
8
0
0

X8 X9 X10 X11 X12 X13

5600 5600 5600 5600 5600

X1

X5

X7

X4

X6

X2

Y
1
4

Y
1
2

Y
5

95
00

10
83
0

10
83
0

10
83
0

Y
1
0

Y
8

X3

5800

8500

8500

7500

7500

10300

Ｎ

キープラン図

-凡例-

：改修工事対象範囲を示す

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

１階・２階　平面図 10

400

１階平面図 S=1/400 ２階平面図 S=1/400
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3
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250

5
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0

1
0
5

150

1670

2050

1
8
9
0

2110 1610 1000

B

C

A

D

展開記号

550 350550110 550

5
6
0

5
5
0

5
5
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7
3
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1
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1
0

SK

1
0
1
0

120 1410 120

1035

40
1500

40

1035 1035

500

560205

1000

1070
1
0
7
5

1120

X8 X9

Ｇ

Ｈ

① 大便器

② L型手すり

③ 背もたれ

④ 跳上げ手すり

⑤ ハンドドライヤー

⑥ 棚付二連紙巻器

⑦ 壁掛手洗器

⑧ 壁掛ハイバック洗面器

⑨ 化粧鏡

⑩ 化粧棚

⑪

〇

建築№ 新設品名

工事区分

〇

設備

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

改

修

後

平

面

図

凡

例

⑫ ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ

ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ 〇

男子・女子多機能トイレ

⑫Ａ

①Ａ

②Ｄ

④Ｄ

⑥Ｑ

⑦Ａ

⑪

③

A

D

Ｎ

Ｑ

番号

D
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④Ｄ
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(車いす回転径目安）　
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(車いす回転径目安）　
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アプローチ

875

600 600

床：新設　   [VS-調整M-(300T)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

工事項目

A

B

C

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

((衛生陶器：新設))　

手すり：新設 （A）-（D）

トイレブース：新設

洗面台：新設

汚垂石：新設

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

ベビーベッド：新設

ベビーチェア：新設

((ハンドドライヤー：新設))　

フック：新設

タオル掛け：新設

Ｐ

R

改修後　工事項目

Ｑ

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [EPG-(多彩模様塗料)]

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,030まで

巾木 [SUS巾木-調整M-(RC)]

床

備考

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,330まで

巾木

床 [VS-調整M-(LC)]

備考

H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [美装-(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 SUS巾木-調整M-(RC)

床

備考

改修後　仕上表

化粧鏡：新設

棚板：新設

番号

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

腰壁：　　　　[美装-(大理石貼)]

壁：　　　   　[EP-(多彩模様塗料)]

天井：塗装替　[CM-(DR-GBR-LGS)]

に

ほ

ろ'

い’

は

[VS-調整M-(LC)]

[VS-調整M-(LC)]

H 100

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

[EPG-(多彩模様塗料)]

へ

腰壁：　　　　[(50T-M-RC)] 一部[50T]補修

ダストボックス：新設

((鍵付紙巻器：新設))

((掃除口：新設))

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

サイン(触知図)：新設

三方枠：美装　（大理石）

壁：補修　

と

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

H 100

：設備工事を示す((**))

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

ルーバー材：再取付

塩ビシート：貼付

<6-28-3>K 

✕

Ｙ

Ｚ

工事項目番号

小物トレー：新設

傘・杖ホルダー：新設

照明ボックス：撤去跡

サイン：再取付［清掃 サビ除去］

面台(洋便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(小便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(ＳＫ)：新設 

((リモコン ※擬音装置付：新設)) AA

((汚物入れ：新設))

天井：新設　[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)]い (*)は板厚を示す

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [EP-(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [美装-(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[CM-(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

壁：　　　   　[EPG-(多彩模様塗料)]ろ

6㎡（3㎡/室）程度

Ｓ'

　１　((専用排水管))※

　２ ((専用充填材))※

((新設洋風便器))

新規床仕上げ材

(既設和風便器)

((新設排水フランジ))

（既設和風便器支え台）
（既設和風便器排水管）

※：和洋リモデル工法の認定を受けた会社で施工する部材。

1
0
0

3
0

7

床：新設  [VS-調整M-(LC)]

3
0

（LC）

（RC）

壁：[(50T-RC)]

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

1
0
0

3
0

25

床：新設  [VS-調整M-(LC)]

2
3
0

（LC）

（RC）

壁：[(大理石貼-RC)]

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

2

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修後　トイレ平面図 11

50

改修後　トイレ平面図 S=1/50

和洋リモデル工法（概要図）

へ 巾木：新設

ほ 巾木：新設

と 床：新設

と 床：新設



c

2
9
0
0

5
8
0
0

1
0
5

2
0
0

1
4
6
0

1
2
3
5

5600

3100 2500 265

4
0
0

4
9
0

8
0
0

8
0
0

5
0
0

5
0
0

8
0
0

5
0
0

1035

2015 1650 1935

3
5
5

2
0
5

250

5
5
0

1
0
5

150

1710

2
3
6
0

8
1
5

2050

1
8
9
0

1000

1
3
6
0

9
9
0

550 350550110 550

5
6
0

5
5
0

5
5
0

7
3
0

1
0
5
0

7
5
0

7
5
0

1
4
2
0

8
8
5

4
6
0

SK

9
7
5

120 1410 120

1035

40

1460

40

1060 1010

500

4
0

560205

1000

10701420

1
0
7
5

1120

X8 X9

Ｇ

Ｈ

r

a

d

e

a

-

a

d

k

i

b

r

i

a

d

r

r

dc

r

a

r

r

g

e

-

-

d

a

o

n

d

k

a

e

-
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qq

B

C

A

D

展開記号

男子多機能トイレ 女子多機能トイレ

男子トイレ 女子トイレ

a

2110 1610

k p

a

a

d

d

e

a

e

PS

e

r

a

j

a

d

Q

b

EE

D

d

d

a
a

a

h

j j

s’ s’

アプローチ

s

床：撤去　   [300T-M-(LC)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

a

b

c

d

e

f

g

h

((衛生陶器：撤去))　

手すり：撤去 （A）-（D）

トイレブース：撤去

洗面台：撤去

面台（洋便器）：撤去

汚垂石：撤去

i

j

k

l

m

n

o

ベビーベッド：撤去

ベビーチェア：撤去

((ハンドドライヤー：撤去))　

フック：撤去

タオル掛け：撤去

p

r

改修前　工事項目

q

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,030まで

巾木 [大理石貼-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

面台（小便器）：撤去

面台（ＳＫ）：撤去

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,330まで

巾木

床 [300T-M-(LC)]

備考

H 100

[大理石貼-(RC)] H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 [50T-M-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

改修前　仕上表

化粧鏡：撤去

棚板：撤去

番号

巾木：撤去　[大理石-(RC)]

腰壁：　　　　[(大理石-RC)]

壁：　　　   　[(多彩模様塗料-RC)]

天井：撤去　[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

ニ

ホ

ロ

イ

ハ

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

H 100

(*)は板厚を示す

(*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

H 100

H 1,330まで

ト

壁：　　　   　[(50T-M-RC)]

ダストボックス：撤去

((紙巻器：撤去))

((床排水・掃除口：撤去))

s

t

u

v

w

サイン（触知図）：撤去

三方枠：（大理石）

照明ボックス：撤去

ヘ 巾木：撤去　[50T-(RC)] H 100

：設備工事を示す((**))

ルーバー材：取外し

((汚物入れ：撤去))

工事項目 工事項目番号

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

s' サイン：取外し

1
0
0

3
0

7

床：撤去 [300T-M-(LC)]

1
3

3
0

（LC）

（RC）

壁：[(50T-RC)]

巾木：撤去[50T-(RC)]

1
0
0

3
0

25

床：撤去 [[300T-M-(LC)]

1
3

3
0

（LC）

（RC）

壁：[(大理石貼-RC)]

巾木：撤去[大理石貼-(RC)]

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修前　トイレ平面図 12

50

改修前　トイレ平面図 S=1/50

ヘ 巾木：撤去

ホ 巾木：撤去

ト 床：撤去

ト 床：撤去



((制気口：再取付))

((照明器具：再取付))

点検口 600角：新設

記号 改修後　名　　称

（(スピーカー：再取付）)

((ダウンライト：再取付))

((非常照明：再取付))

((煙感知器：再取付))S

((ブラケットライト：再取付))

2
9
0
0

5
8
0
0

1
0
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1
2
3
5

5600
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6
0
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1
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2
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8
8
5

120 1410 120

X8 X9

205

Ｇ

Ｈ

SS

SS

い い

いい

い'-

い'

男子多機能トイレ 女子多機能トイレ

男子トイレ 女子トイレ

アプローチ

床：新設　   [VS-調整M-(300T)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

工事項目

A

B

C

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

((衛生陶器：新設))　

手すり：新設 （A）-（D）

トイレブース：新設

洗面台：新設

汚垂石：新設

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

ベビーベッド：新設

ベビーチェア：新設

((ハンドドライヤー：新設))　

フック：新設

タオル掛け：新設

Ｐ

R

改修後　工事項目

Ｑ

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [EPG-(多彩模様塗料)]

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,030まで

巾木 [SUS巾木-調整M-(RC)]

床

備考

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,330まで

巾木

床 [VS-調整M-(LC)]

備考

H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [美装-(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 SUS巾木-調整M-(RC)

床

備考

改修後　仕上表

化粧鏡：新設

棚板：新設

番号

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

腰壁：　　　　[美装-(大理石貼)]

壁：　　　   　[EP-(多彩模様塗料)]

天井：塗装替　[CM-(DR-GBR-LGS)]

に

ほ

ろ'

い’

は

[VS-調整M-(LC)]

[VS-調整M-(LC)]

H 100

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

[EPG-(多彩模様塗料)]

へ

腰壁：　　　　[(50T-M-RC)] 一部[50T]補修

ダストボックス：新設

((鍵付紙巻器：新設))

((掃除口：新設))

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

サイン(触知図)：新設

三方枠：美装　（大理石）

壁：補修　

と

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

H 100

：設備工事を示す((**))

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

ルーバー材：再取付

塩ビシート：貼付

<6-28-3>K 

✕

Ｙ

Ｚ

工事項目番号

小物トレー：新設

傘・杖ホルダー：新設

照明ボックス：撤去跡

サイン：再取付［清掃 サビ除去］

面台(洋便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(小便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(ＳＫ)：新設 

((リモコン ※擬音装置付：新設)) AA

((汚物入れ：新設))

天井：新設　[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)]い (*)は板厚を示す

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [EP-(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [美装-(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[CM-(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

壁：　　　   　[EPG-(多彩模様塗料)]ろ

6㎡（3㎡/室）程度

Ｓ'

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修後　トイレ天井伏図 13

50

改修後　トイレ天井伏図 S=1/50
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Ｇ

Ｈ

((制気口：取外し))

((照明器具：取外し))

点検口 600角：撤去

記号 改修前　名　　称

（(スピーカー：取外し）)

((ダウンライト：取外し))

((非常照明：取外し))

((煙感知器：取外し))S

SS

S

((ブラケットライト：取外し))

S

u

u

イ イ

イイ

男子多機能トイレ 女子多機能トイレ

男子トイレ 女子トイレ

アプローチ

床：撤去　   [300T-M-(LC)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

a

b

c

d

e

f

g

h

((衛生陶器：撤去))　

手すり：撤去 （A）-（D）

トイレブース：撤去

洗面台：撤去

面台（洋便器）：撤去

汚垂石：撤去

i

j

k

l

m

n

o

ベビーベッド：撤去

ベビーチェア：撤去

((ハンドドライヤー：撤去))　

フック：撤去

タオル掛け：撤去

p

r

改修前　工事項目

q

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,030まで

巾木 [大理石貼-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

面台（小便器）：撤去

面台（ＳＫ）：撤去

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,330まで

巾木

床 [300T-M-(LC)]

備考

H 100

[大理石貼-(RC)] H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 [50T-M-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

改修前　仕上表

化粧鏡：撤去

棚板：撤去

番号

巾木：撤去　[大理石-(RC)]

腰壁：　　　　[(大理石-RC)]

壁：　　　   　[(多彩模様塗料-RC)]

天井：撤去　[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

ニ

ホ

ロ

イ

ハ

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

H 100

(*)は板厚を示す

(*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

H 100

H 1,330まで

ト

壁：　　　   　[(50T-M-RC)]

ダストボックス：撤去

((紙巻器：撤去))

((床排水・掃除口：撤去))

s

t

u

v

w

サイン（触知図）：撤去

三方枠：（大理石）

照明ボックス：撤去

ヘ 巾木：撤去　[50T-(RC)] H 100

：設備工事を示す((**))

ルーバー材：取外し

((汚物入れ：撤去))

工事項目 工事項目番号

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

s' サイン：取外し

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修前　トイレ天井伏図 14

-

改修前　トイレ天井伏図 S=1/50
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床：新設　   [VS-調整M-(300T)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

工事項目

A

B

C

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

((衛生陶器：新設))　

手すり：新設 （A）-（D）

トイレブース：新設

洗面台：新設

汚垂石：新設

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

ベビーベッド：新設

ベビーチェア：新設

((ハンドドライヤー：新設))　

フック：新設

タオル掛け：新設

Ｐ

R

改修後　工事項目

Ｑ

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [EPG-(多彩模様塗料)]

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,030まで

巾木 [SUS巾木-調整M-(RC)]

床

備考

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,330まで

巾木

床 [VS-調整M-(LC)]

備考

H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [美装-(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 SUS巾木-調整M-(RC)

床

備考

改修後　仕上表

化粧鏡：新設

棚板：新設

番号

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

腰壁：　　　　[美装-(大理石貼)]

壁：　　　   　[EP-(多彩模様塗料)]

天井：塗装替　[CM-(DR-GBR-LGS)]

に

ほ

ろ'

い’

は

[VS-調整M-(LC)]

[VS-調整M-(LC)]

H 100

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

[EPG-(多彩模様塗料)]

へ

腰壁：　　　　[(50T-M-RC)] 一部[50T]補修

ダストボックス：新設

((鍵付紙巻器：新設))

((掃除口：新設))

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

サイン(触知図)：新設

三方枠：美装　（大理石）

壁：補修　

と

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

H 100

：設備工事を示す((**))

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

ルーバー材：再取付

塩ビシート：貼付

<6-28-3>K 

✕

Ｙ

Ｚ

工事項目番号

小物トレー：新設

傘・杖ホルダー：新設

照明ボックス：撤去跡

サイン：再取付［清掃 サビ除去］

面台(洋便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(小便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(ＳＫ)：新設 

((リモコン ※擬音装置付：新設)) AA

((汚物入れ：新設))

天井：新設　[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)]い (*)は板厚を示す

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [EP-(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [美装-(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[CM-(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

壁：　　　   　[EPG-(多彩模様塗料)]ろ

6㎡（3㎡/室）程度

Ｓ'

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修後　展開図１ 15

50

アプローチＡ アプローチＢ アプローチＣ

男子トイレＡ 男子トイレＢ 男子トイレＣ

男子トイレＤ 女子トイレＡ 女子トイレＢ
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19

SD

片開き両面フラッシュ扉

600x1,200

１

女子トイレ内ＰＳ

100

H

W

塗

建具：1U塗替　（片面）

枠：1U塗替　

記号

寸法・見込

数  量

位　置

姿　図

改修内容

型 式

19

SD

改修建具表

1
1
0
0

9
2
5

360 360 360

D

B

-

A
-

700

N

A

- -

B

N

い い

い い い い

い い い い

は は

は

は

は は

は

は

ろ
ろ

に

に

C

⑬R ②Ｄ

⑥Ｑ

⑦Ａ

③

①Ａ

④Ｄ

と ほ と ほ

と へ

⑨Ｎ

⑤

⑧Ａ

⑩

と へ

⑫Ａ

②Ｄ ③

④Ｄ

①Ａ

⑥Ｑ

⑦Ａ

と へ と へ

⑨Ｎ⑬R

⑤

⑧Ａ

⑬R⑬R②Ｄ

⑥Ｑ

⑦Ａ

③

①Ａ

④Ｄ

と へ

⑨Ｎ

⑤

⑧Ａ

⑩

⑪

⑪

と へ

⑫Ａ

②Ｄ

③

④Ｄ

①Ａ

⑥Ｑ

⑦Ａ

と へ

⑨Ｎ

⑤

⑧Ａ

と へ

U

X

X

Z
---

E

2
3
0
0

ろ C

床：新設　   [VS-調整M-(300T)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

工事項目

A

B

C

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

((衛生陶器：新設))　

手すり：新設 （A）-（D）

トイレブース：新設

洗面台：新設

汚垂石：新設

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

ベビーベッド：新設

ベビーチェア：新設

((ハンドドライヤー：新設))　

フック：新設

タオル掛け：新設

Ｐ

R

改修後　工事項目

Ｑ

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [EPG-(多彩模様塗料)]

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,030まで

巾木 [SUS巾木-調整M-(RC)]

床

備考

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁

腰壁 [美装-(大理石貼)] H 1,330まで

巾木

床 [VS-調整M-(LC)]

備考

H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [美装-(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 SUS巾木-調整M-(RC)

床

備考

改修後　仕上表

化粧鏡：新設

棚板：新設

番号

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)]

腰壁：　　　　[美装-(大理石貼)]

壁：　　　   　[EP-(多彩模様塗料)]

天井：塗装替　[CM-(DR-GBR-LGS)]

に

ほ

ろ'

い’

は

[VS-調整M-(LC)]

[VS-調整M-(LC)]

H 100

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

[EPG-(多彩模様塗料)]

へ

腰壁：　　　　[(50T-M-RC)] 一部[50T]補修

ダストボックス：新設

((鍵付紙巻器：新設))

((掃除口：新設))

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

サイン(触知図)：新設

三方枠：美装　（大理石）

壁：補修　

と

巾木：新設　[SUS巾木-調整M-(RC)] H 100

H 100

：設備工事を示す((**))

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

シートクリーナー：取外し・再取付

ルーバー材：再取付

塩ビシート：貼付

<6-28-3>K 

✕

Ｙ

Ｚ

工事項目番号

小物トレー：新設

傘・杖ホルダー：新設

照明ボックス：撤去跡

サイン：再取付［清掃 サビ除去］

面台(洋便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(小便器)：新設 

<6-28-3>K 面台(ＳＫ)：新設 

((リモコン ※擬音装置付：新設)) AA

((汚物入れ：新設))

天井：新設　[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)]い (*)は板厚を示す

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [EP-(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [美装-(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[CM-(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

壁：　　　   　[EPG-(多彩模様塗料)]ろ

6㎡（3㎡/室）程度

Ｓ'

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修後　展開図２ 16
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女子トイレＣ 女子トイレＤ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレＣ ＤＢＡ

Ｃ ＤＢＡ
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床：撤去　   [300T-M-(LC)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

a

b

c

d

e

f

g

h

((衛生陶器：撤去))　

手すり：撤去 （A）-（D）

トイレブース：撤去

洗面台：撤去

面台（洋便器）：撤去

汚垂石：撤去

i

j

k

l

m

n

o

ベビーベッド：撤去

ベビーチェア：撤去

((ハンドドライヤー：撤去))　

フック：撤去

タオル掛け：撤去

p

r

改修前　工事項目

q

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,030まで

巾木 [大理石貼-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

面台（小便器）：撤去

面台（ＳＫ）：撤去

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,330まで

巾木

床 [300T-M-(LC)]

備考

H 100

[大理石貼-(RC)] H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 [50T-M-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

改修前　仕上表

化粧鏡：撤去

棚板：撤去

番号

巾木：撤去　[大理石-(RC)]

腰壁：　　　　[(大理石-RC)]

壁：　　　   　[(多彩模様塗料-RC)]

天井：撤去　[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

ニ

ホ

ロ

イ

ハ

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

H 100

(*)は板厚を示す

(*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

H 100

H 1,330まで

ト

壁：　　　   　[(50T-M-RC)]

ダストボックス：撤去

((紙巻器：撤去))

((床排水・掃除口：撤去))

s

t

u

v

w

サイン（触知図）：撤去

三方枠：（大理石）

照明ボックス：撤去

ヘ 巾木：撤去　[50T-(RC)] H 100

：設備工事を示す((**))

ルーバー材：取外し

((汚物入れ：撤去))

工事項目 工事項目番号

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

s' サイン：取外し

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修前　展開図１ 17
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アプローチＡ アプローチＢ アプローチＣ

男子トイレＡ 男子トイレＢ 男子トイレＣ

男子トイレＤ 女子トイレＡ 女子トイレＢ
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床：撤去　   [300T-M-(LC)]

：撤去を示す

-凡例-

：撤去範囲を示す

a

b

c

d

e

f

g

h

((衛生陶器：撤去))　

手すり：撤去 （A）-（D）

トイレブース：撤去

洗面台：撤去

面台（洋便器）：撤去

汚垂石：撤去

i

j

k

l

m

n

o

ベビーベッド：撤去

ベビーチェア：撤去

((ハンドドライヤー：撤去))　

フック：撤去

タオル掛け：撤去

p

r

改修前　工事項目

q

室名 女子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,030まで

巾木 [大理石貼-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

面台（小便器）：撤去

面台（ＳＫ）：撤去

室名 男子トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 [(大理石貼-RC)] H 1,330まで

巾木

床 [300T-M-(LC)]

備考

H 100

[大理石貼-(RC)] H 100

室名 男子多機能トイレ・女子多機能トイレ

天井

天井高 2,500

壁 [(50T-M-RC)]

腰壁 --

巾木 [50T-M-(RC)]

床 [300T-M-(LC)]

備考

改修前　仕上表

化粧鏡：撤去

棚板：撤去

番号

巾木：撤去　[大理石-(RC)]

腰壁：　　　　[(大理石-RC)]

壁：　　　   　[(多彩模様塗料-RC)]

天井：撤去　[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

ニ

ホ

ロ

イ

ハ

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS]

H 100

(*)は板厚を示す

(*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

[DR(12)-GBR(9.5)-LGS] (*)は板厚を示す

H 100

H 1,330まで

ト

壁：　　　   　[(50T-M-RC)]

ダストボックス：撤去

((紙巻器：撤去))

((床排水・掃除口：撤去))

s

t

u

v

w

サイン（触知図）：撤去

三方枠：（大理石）

照明ボックス：撤去

ヘ 巾木：撤去　[50T-(RC)] H 100

：設備工事を示す((**))

ルーバー材：取外し

((汚物入れ：撤去))

工事項目 工事項目番号

室名 アプローチ

天井

天井高 2,500

壁 [(多彩模様塗料-RC)]

腰壁 --

巾木

床 [(フローリング-M-LC)]

備考

[木巾木-(RC)] H 100

[(DR(12)-GBR(9.5)-LGS)] (*)は板厚を示す

s' サイン：取外し

図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 
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女子多機能トイレ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレ

男子多機能トイレ

女子多機能トイレＣ ＤＢＡ

Ｃ ＤＢＡ
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：改修範囲を示す：改修範囲を示す

（ルーバー材受金物）

L-30x30x3　

（ルーバー材受金物）

L-30x30x3　

用具室
実験

培養室

業務室主任

第２教室

第１教室

冷蔵庫
前室

冷蔵庫

機器室
倉庫

倉庫

外部実習スペース
女子便所

男子便所

厨房

憩いのエリア

（２）
風除室

ショップエリア

センター

トラックヤード

ＥＶ

監視

実習室
準備室

ドライエリア

廊下

学習

コーナー

地域自然展示室

サービスエリア

ひとり・ふたり

みどりホール

風除室
プロムナード

(2)

ボランティアルーム

スタディ

エリア
階段

セミナー室

体験ラボ室

実習室

資料前

処理室X1
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X7

X4

X6
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パークセンター事務室
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- ルーバー材:取外し・再取付-

- ボルト M6:取外し・再取付-

（ルーバー材受金物）

L-30x30x3　

（ルーバー材受金物）

L-30x30x3　

ボルト M6:取外し・再取付

A-A’　断面図

B-B’　断面図

ルーバー材:取外し・再取付
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図面名 図面番号 区分

縮尺 年月
大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

2025年 3月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

建築D -

管理番号 4HM-12-0TE-1

号一級建築士登録 第
担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号一級建築士登録 第

号一級建築士登録 第

332141

356842

新地 瞭太393114森 良太

里見　和則　 

改修後・前　１階天井伏図 19

100

改修後　１階天井伏図 S=1/100

１階キープラン　　 S=1/1000

詳細図　　 S=1/5

改修前　１階天井伏図 S=1/100
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A1

特記仕様書　１

ダクト

騒音振動規制

敷地境界線における騒音規制値は以下による。

 ＮＣ－３５以下の室

必要構造性能概要書による

以下による

垂直積雪量 積雪の単位荷重

（cm）） なし

ＮＣ－３０

ＮＣ－４５

平良　友臓

雪下ろしの必要の有無 あり（最大許容積雪量

担当

防振支持は

黒瀧　英法

スプリング防振

中坪　大輔

dB(A)

dB(A)

ＮＣ－３５

ＮＣ－４０

NC-20の室の対策は図示による。

地震動レベル
Ｙ方向

遮音対策･防振支持を行う範囲は下記とする。

 対象範囲

ゴムパッドゴム防振

0.5mm 0.3mm　）

 ＮＣ－３５以下の室

遮音シート

 ＮＣ－３５以下の室

鉛ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ貼（

ダクト

入退室管理設備 ケーブルラック

分電盤 動力制御盤

Ｘ方向

重要機器は次のものを示す。

交換機

備考
Ｘ方向

局部震度法による設計用鉛直震度ＫＶを用いる。

配電盤　　　　　

遮音対策

1.0mm

室　　名

設計用水平地震力ＦＨ（設計用鉛直地震力ＦＶ）は、「 建築設備耐震設計・施工指針　2014年版 項目

防振支持
配管

耐震クラス（Ｓ･Ａ･Ｂ）の定義は「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版(独立行政法人

建築物の時刻歴応答解析が行われている場合の地震力

配管

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は

上層３階、１３階建以上の場合は上層４層とする。中間階とは地下階,１階を除く各階で

免震構造変位量

ただし、免震構造の建築物の設計用鉛直震度が特に解析されていない場合には

地震力

ＮＣ－２５

積雪荷重

設計用標準水平震度ＫＳは下表4-2-1によるものとする。

局部震度法による設備機器の地震力

1.5

dB(A)

dB(A)

各室の許容騒音値は、下表4-7の値（目標値）以下とする。

1) 法令上の規制値

設計目標騒音値

dB(A)

構造躯体の層間変形角

表4-4　中地震動時および大地震動時の層間変形角

下表4-4による。

必要構造性能概要書による。

（N/㎡）

クリアランス免震層最大変位

水防レベル

）mm

あり

水位の指定なし

dB(A)

大地震動時

交流無停電電源装置

中地震動時

ＩＴＶ設備

発電装置 　　　　

火災受信機 　　　

設備機器および設備部材の固定や支持等は、すべて国土交通省国土技術政策総合研究所

設備機器および設備部材の固定支持

・【置換】：標仕に規定されている一部もしくはすべてを置き換えて適用することを示す。

本特記仕様書の項目、特記事項欄に記載のある【追加】、【追記】、【置換】は次による。

中継端子盤

中央監視設備

・「 建築設備耐震設計・施工指針　2014年版(独立行政法人 建築研究所監修)」により行う。

・【追記】：標仕に規定されている章・節・項に、規定を追加し適用することを示す。

直流電源装置 　　　

・【追加】：標仕に定めのない、本工事において追加した項目を示す。

防災センター(同様な部屋を含む)内設置機器

その他本工事に関わる関連法規及び規格

項目は、●印および※印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。

上層階に該当しないもの （平屋建の場合は無し）

防振支持の機器

上層階・中間階の定義は次による。

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

建築物環境計画書制度

駐車場法

振動規制法

1.0

上層階・屋上 及び搭屋

一般の施設

建築設備設計基準（国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修）平成30年版

電気設備工事監理指針　令和4年版　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

1.5

4.建物条件

階高

建物のそれぞれの階の階高は下表4-1による。

建物のそれぞれの階の階高は設計図による。

表4-1　階高リスト

大気汚染防止法

電気用品安全法

騒音規制法

建築物環境配慮制度（CASBEE）

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）

計量法

動力設備

電熱設備

雷保護設備

航空障害灯設備

電気自動車充電設備

受変電設備

悪臭防止法

縮尺

図面番号

A3 ： N.S： N.S 2025年　3月

年月日

E－特01

図面名 区分

 ＮＣ－３５以下の室

積雪荷重

)時～(

（cm） （Ｎ/cm/㎡）

GL +（ 

機器種別

上記以外の機器

dB(A)

ＮＣ－２０

朝

表4-7　設計騒音目標値

備考

騒音規制法

Ｘ方向

大地震動時

上層階② （　～　）

上層階・中間階の定義は、設計用標準震度と同様とする。

)時～(

Ｙ方向

夜間昼間

設計水位：

なし多雪地域指定の有無

)時～(

dB(A)

dB(A)

dB(A)

地震動レベル 中地震動時

階

条例（対象法令（

中間階① （　～　）

中間階② （　～　）

1階

Ｙ方向Ｘ方向

拡声設備

上層階① （　～　）

水槽類 3) 設計目標値

遮音対策は

3.特記仕様

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(独立行政法人 建築研究所監修)　本文2.3節」に基づき下表4-2-2による各階の

表4-2-2　各階の応答加速度値Ｇｆ（cm/s2）

応答加速度値Ｇｆ（cm/s2）を用いて計算する。

建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律

特記事項に記載の項目番号（章、節、項番）は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

航空法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

労働安全衛生法

住宅品質確保法

階

重要機器

Ｙ方向

－

4.関連する別途工事

● 撤去工事

〇

一式

〇

〇

構内配電線路

構内通信線路

〇

中央監視制御設備

駐車場管制設備

〇

●

〇 テレビ電波障害防除設備

〇 映像・音響設備

テレビ共同受信設備

〇

●

〇

一式

〇

〇

電力貯蔵設備

発電設備〇

監視カメラ設備

●

情報表示設備

〇

〇

〇

誘導支援設備

〇

構内交換設備〇

構内情報通信網設備

改修

工事種別

〇

一式

〇

地域係数Ｚおよび設備機器総重量Ｗ（kN）を用いて次のように計算する。

－

建築設備耐震設計・施工指針　2014年版(独立行政法人 建築研究所監修)

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準および同解説 令和3年版（国土交通省大臣官房官庁

－

営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック平成30年版（国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修）

営繕部監修）

設計用水平地震力ＦＨ（設計用鉛直地震力ＦＶ）は設計用標準水平震度ＫＳ

 設備項目（●印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。）

　　　ここに、ＫＳ：設計用標準水平震度

地域係数Ｚは、（　1.0　）とする。

　　ＫＨ＝ＫＳ･Ｚ　　ＫＶ＝1/2･ＫＨ

○耐震構造　　〇制震構造　　○免震構造

●耐火構造　　○準耐火構造　　○その他

1.5

一般機器 塩害地域

 建築面積

1.5

消防法

 耐火構造種別

改修工事

博物館

－

－

S造、SRC造

 容積対象外面積

 構法種別

 主要用途

 消防法別表

 構造種別

 高さ

 階数

建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿（令和4年版）

2.適用法令

営繕工事電子納品要領(令和3年改定)　（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設省大臣官房技術参事官通達昭和62.3改正)

●該当なし　　○耐塩害　　　　○耐重塩害

下水道法

3.工事種目

地下 １階・地上３階

〇直接基礎　　〇杭基礎

1.0 0.6

火災予防条例 （大阪市）

防振支持の機器中間階 1.5

防振支持の機器

1.5

1.0

1.0

浄化槽法

上記以外の機器

　　　ここに、ＫＨ：設計用水平震度、ＫＶ：設計用鉛直震度

1.0

ガス事業法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

表4-2-1　設計用標準水平震度ＫＳ

Ｓ

　　ＦＨ＝ＫＨ･Ｗ（kN）　　ＦＶ＝ＫＶ･Ｗ（kN）

Ｂ

2.0 2.0

なお、設計用水平地震力ＦＨと設計用鉛直地震力ＦＶは同時に作用するものとする。

－

一般機器

 

2.建物概要

 敷地面積

－

－

また改修工事が発生する場合「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和4年版」を

適用する。

その他の適用図書類は下記による。－

電気設備工事

工事種別

建物別及び屋外

電灯設備

〇

 工事種別

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築　

 

●

 延床面積 －

－

 基礎形式

 その他の区域、地区等

 確認番号

－

 容積対象床面積

 住居表示

 防災地域

 用途地域

 住所

 確認申請　確認日

1.共通仕様

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

－ 各工事において、関連のある事項はそれぞれの公共建築工事標準仕様書（建築工事編、

 地名地番

大阪市東住吉区長居公園１－２３

－

－

臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和4年版」

（以下「標準図」という）による。

工事標準仕様書（電気設備工事編）令和4年版」（以下、「標仕」という。）及び国土交通省大　

機械設備工事編）令和4年版及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和4年版による。

対象範囲

Ⅱ 電気設備工事仕様

1.工事概要

 建築主

 工事名称

 着工及び竣工年月日

一級建築士事務所

Ⅰ．工事概要

大阪市博物館機構

大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

火災報知設備

防犯・入退室管理設備

機械設備工事監理指針　令和4年版　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説（JASS）

電気事業法

電気設備技術基準

適用法令は下記による。

建築基準法

建築設備設計・施工上の運用指示（国土交通大臣住宅局建築指導課監修）

水質汚濁防止法

水道法

高圧ガス保安法

耐震クラス

危険物の規制に関する政令

2.0

上記以外の機器

1.0

1.5

1.5

水槽類

地下・1階

重要機器

1.0

耐震クラス Ａ

重要機器

水槽類

設置場所

特定の施設

1.0

2.0

0.6

0.6

1.5

0.4

1.0 1.0 0.6

1.0

環境基準 ））

2.0 )時～(

耐震クラス

1.5 1.5

夕

1) 法令上に定められた数値を示す。　2) 所管行政機関等との協議結果を示す。　3) 設計計算時の目標値を示す。
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特許の

【追加】

1.1.15

工事に付帯

第三者からの疑義、費用請求等があった場合は受注者の責任により対応を行うこと。

本工事着工後、発注者から受注者に対してコストダウン方策についての要請が有っ

た場合、受注者はその旨を理解し協力すること。

受注者都合による工法変更、設備方式の変更、見積り落し及び突貫工事等の工事

： N.S 2025年　3月

総合図を作成し、十分に調整を行う。テナント内装等本工事の工期内に行う別途工

理の統括責任を負う。ただし、建築工事受注者がいない場合は本工事受注者が統括

A1 ： N.S A3

 に基づく届出（変更）

電力会社

【置換】

大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号

監理者は実施工程表に問題があると認められる場合は、発注者及び受注者

縮尺

中坪　大輔 特記仕様書　２
平良　友臓 管理番号

E－特02 電気

年月日

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所

区分担当

監理者の検査は、立ち合いにより、又は受注者等の自主検査記録・工事写真

項 目

検査、試験又は設計図書に定められた確認などを行った場合は、終了後速やかに

等にその旨を報告・通知する。

 引込申込

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

工事用機材等の搬入に必要な搬入口及び通路の設置とそれに伴う補強、復旧・ 受注者は、施工図・工作図・製作図などは総合図に基づき作成するものとする。

抽出により行う。

見本品等に対する監理者の承諾は、その外観と提出される書面による情報

モデルルームの作製

機器の機能確認 しない

は作成に協力し、監理者に提出する。

火災保険等 （分離発注に於いては、引き渡しが最終となる工事目的物）の引き渡し翌日までとする。

保険契約の締結後、その証券の写しを監理者に速やかに提出する。

足場・運搬設備・楊重設備・工事用電力・工事用給排水の利用

障害となる仮設物を除き、貫通孔などの設置、ボルト、インサートなどの取り付け

1.1.19

本工事に含まない

請業務へ 補助金申請対象

本工事に含む

の協力

情報化

火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち1以上に加入する。

関連工事用の機器、材料の取組みに必要な搬入口・通路などの設置・確保

1.2.1

【追加】

発注者が、特定の工事業者若しくはメーカー（以下、「特定業者」という。）を下請業者

質確保等に課題があると判断した場合は、発注者の特定業者指定依頼を拒否するこ

事は、相互間に協力し、官公署等の検査を受検できるよう建築工事受注者が運営管

施工図・施工計画書などの作成に際し、関連工事との取り合い・納まりなどについて

当該建物に関し、発注者が補助金申請を行う場合、受注者は図面作成、見積内訳

責任を負う。

実施工程表

として指定した場合、受注者は特定業者と下請契約を締結しなければならない。特定

書作成、現地監査対応等に関し、発注者に協力すること。それに伴う費用は

【追加】施工図、製作図の著作権は発注者に移譲する。

関連工事を行う場所への出入り及び安全管理等にかかわる費用

業者に関する責任は全て受注者が負う。ただし、受注者は特定業者の工事管理・品

契約期間の始期は、材料（仮設、型枠材を除く）購入時以前とし、終期は、工事目的物

補助金申

申 請 先

　工事の完成に際しては、工事検査までに次に示す部位について、十分に清掃を行う

工事の着手に先立ち、速やかに実施工程表の作成し、監理者に提出する。

工事に伴い汚損が生じた既存の施設・工作物・樹木など

本工事作業を要因とする汚損部分については、速やかに原型に復旧する。

後片付け

第2節　工事関係図書

書類の電子

1.1.17

電子データを添えて提出する。

監理者に提出する書類（図面を除く）のうち、監理者の指示するものは、監理者と

取り交わすこと。設計図のＣＡＤ・BIMデータの著作権は株式会社NTTファシリティー

1.1.18

ズ）を作成すると共に、A3サイズの青焼きまたは白焼き製本を（　5　）部提出する。

監理者に申し出て、株式会社NTTファシリティーズとの貸与についての契約を別途

施工図等や完成図を作成するために設計図のＣＡＤ・BIMデータを利用する場合は、

1.3.9

発生材の

 再利用及び再資源化を図るもの

施工・試験などに対し監理者の立会いを受けた場合は、終了後速やかに記録を作成し

提出する。

監理者に提出する。

有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

適合しない場合、その責は受注者にあり、それらについての施工図・工作図・製作図・

見本などに対する監理者の承諾、あるいはそれらに対する監理者の検査又は試験は、

【追加】

受注者の責任を軽減するものではない。

1.1.7 【追記】

工事の記録

等の調整 に関する費用の負担は、工事費に含むものとする。

関連工事 別に定めのない限り、関連工事の受注者に対し、次のものについて供与する。これら

ズに帰属し、これを目的以外に利用してはならない。

処理等

工事監理用図書として、工事着手後速やかに設計図（契約図）の縮小原図（A3サイ

記録を作成し監理者に提出する。

書類などの監理者による審査を受けた場合は、終了後速やかに記録を作成し監理者に

工事写真の納品は「建築編営繕工事電子納品要領（平成 30 年版）｣による。

その修補等の責は受注者が負う。

前号(1) (2)にかかわらず、施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品

の欠陥又はこれに類する原因による品質・性能・安全上の不具合がある場合は、

協議のうえ指定のコンピュータソフトにより作成し、ＣＤ-Ｒなどの電子媒体による

契約終了後といえども同様の義務を負うものとする。

【追記】

する　　（　　　　　　　             ） 着工前近隣住民との間でかわす工事協定締結業務

別途工事の業者と十分調整を取り、工事、検査、引渡しに支障の無いようにすること。

工事に起因する電波障害対策の速やかな実施テナントリーシングに必要な貸方基準の作成補助

テナントリーシングに必要な白図の作成

別途工事の扱いは以下による。

 受電申込

しない する　　（　　　　　　　             ）

平日における夜間作業の通知自主検査の適正さを確認するために行うものである。

その他の審査等の合法的方法により行う。なお、監理者の立合い検査は原則として

 系統連携に関わる手続き 近隣住民への説明会の開催（工事着手時を含む）並びに工程表の配布及び

通信会社

の取扱い 容に関しては、発注者の承諾がある場合を除き、第三者に漏洩してはならない。

する　　（　　　　　　　             ）機器・材料・施工・工事に対する監理者の検査又は試験は、次による。

工事請負契約書及び設計図書に基づいて、受注者等による品質管理・確認・ 発注者よりテナントリーシングに必要な図面等の作成依頼があった場合は、受注者

行政

 特定施設設置届

前号(1) (2)にかかわらず、機器・材料・施工・工事が工事請負契約書、設計図書に

1.2.4

設計図書等 受注者は、発注者が本工事の見積り依頼にあたり開示した資料・情報等知り得た内

場合は、受注者において解決し、その費用を負担する。

工事着手前の近隣住戸写真の事前撮影及び調査

1.1.6 【追記】

に基づいてなされる。

土・日曜、祝祭日の作業の通知航空局

復旧工事完了後、監理者の承諾を得ること。

工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保

本工事を完成させるために必要な次の工事及び費用は請負契約に含む。

労働基準監督署

後片付け

対策

材料 品等の制作、検査に関する費用

騒音、振動、防塵

する　　（　　　　　　　             ）

しない する

しない

施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品についての施工図等・

モックアップの作製 しない する　　（　　　　　　　             ）

模型の作製

見本施工

 航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出

する作業・

機器・材料・施工・工事についての施工図等・見本等に対する監理者の承諾は次による。

 自家用電気工作物使用開始届

 防災センター評価（東京のみ）

 地下タンク貯蔵所設置許可申請

 消防用設備等特例承認・除外届出書

・試験等

敷地周辺における本工事の障害となるものの移設及び復旧

 機械等設置・移転・変更届（油タンク関連）

 工事計画届出書

 主任技術者選任届・保安規定届

 消防用設備等設置届出書・設備等設置届出書

躯体に関わる部分に影響のない時期とする。

監理者の

監理者の指示する原寸図・型板などは、施工に先立つ適切な時期に作成し、監理者

模型・モックアップ・モデルルームなどの作製、見本施工は次による。これらは、施工

 一般取扱所設置許可申請 受注者による品質管理・確認の適正さを確認するために行われる。

受注者から提出された施工図等・見本等に示される範囲の内容に対してなされる。

確認申請などの変更に伴う、計算書・図面の作成支援を行うこと。

施工・機材および製品検査・試験（支給材料、貸与品の検査・試験は除く）、見本

工事期間中の官公署その他関係機関の手続き及びその費用

承諾・検査 しない する　　（　　　　　　　             ）
経済産業省

 消防（危険物）
に先立つ適切な時期に実施し、監理者の承諾を受ける。

 使用前安全管理審査申請書

 消防防災システム評価申請書

 緊急離着陸場等設計届出書・設置届出書

主要な届出手続きを下記に示す。

届出先

1.1.16

 消防

届出書類

【追加】

とは、建築工事施工者による各平面詳細図、展開図、天井伏図等を元図とし、建築、

構造、空調衛生設備、電気設備及び関連工事をすべての納まり調整のうえ同一図面

（平面図、断面図、立面図）に記載したものする。作成にあたっては、スリーブ等構造

機材などは、設計図書等に記載がない場合でも本工事に含む。 受注者は、施工図などの作成に先立ち総合プロット図（壁床、天井）を作成し承諾を

受ける。また総合プロット図を基に総合図を作成し、監理者に提出する。尚、総合図

しない

の承諾を受ける。

確認のうえ監理者へ報告すること。

1.2.3 【追記】本工事を完成させるにあたり本工事に付帯して当然必要と認められる軽微な工事、

施工図等

あるいは監理者に指示するものについては、監理者の承諾を受ける。

検査前に検査対象工事の自主検査を事前に行い、各種法規に適合していることを

費の増額は認めない。

工種別の施工計画書を作成し、監理者に提出する。このうち設計図書に定めるもの、

ただし、増築、建替えなどで、既設建物での電力受給契約が継続されている場合の

工事期間中の電気主任技術者選任料（名義料の一切の費用）は

監理者の指示により、検査に必要な書類作成に協力すること。

用は申請費用を含み全て受注者の負担とする。

を示した場合は、それに基づいたものとする。

電力基本料金は除く。

本設引込み後、完成引渡しまでの間の電力・ガス・上下水道の基本料金及び使用

電気主任技術者

環境の整備と維持、工事請負契約に基づく監理者への対応などについて、本工事の

固有の条件に適応した最適な方針を定めたものとする。また、監理者が監理方針書工事の各段階に必要な官公署その他への各種申請または届出の種別・手続き・時

手続等 本工事に必要な関係公官庁の申請手続きは受注者が行い、その検査に関わる費

他への届出 期などをあらかじめ調査したうえで、一覧表を作成して監理者に提出する。

官公署その

らが設計図書等との適否を判断することをいう。

「書面」とは、記録（電磁的記録を含む）の残る文書を総称していう。

【追加】

【追記】

「事業者」とは、受注者と工事請負契約を締結した発注者をいう。

「受注者の検査」とは、工事の各段階で、材料または施工などについて受注者等自

1.1.8 (a) ただし書きにかかわる工事は監理者の指示により行う。この場合、請負

う。）を提出し、監理者の承諾を受ける。このときに変更内容を明記した図面を合わせ

出来形部分等の確認及び部分引き渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をする

標仕1.1.8(b) において請負代金額の変更が必要な場合は、そのつど施工に着手す

を作成し、監理者の承諾を受ける。内容は次による他、監理者の指示による。

だし、急激な物価変動に係るものについては別途協議する。

本工事に使用する材料に関わる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利

総合施工計画書は工事全体を通じて受注者等が行う工事組織の構成と運営、工事

1.1.3 【追記】

工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書） 次に掲げる事項は請負金額に含むものとする。

負担金

休日・祝日又は夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面によって

て提出する。

それを遵守する。

金額の増減は行わない。

「近隣協定」という。）に、作業内容、作業日・時間などについての定めがある場合は

【追記】

「材料」とは、工事に使用する機器・材料・製品を総称していう。

ために発注者又は検査職員が行う検査をいう。なお、現場管理組織の監理者による　　　

「竣工検査」と監理者の本社などの検査要員による「完成検査」からなる。　　

あると認められる場合は、発注者及び受注者等にその旨を報告・通知する。

施工計画書

監理者に通知する。

1.1.11

管理者と協議を行うこと。

請負代金額を変更するときの工事単価は、原則として請負契約時の単価とする。た

計画書、施工図の一覧表を作成し、提出スケジュールを監理者と協議する。

【追記】

設計変更等

る前に請負代金の増減を明示した請負代金増減内訳書（以下、「増減内訳書」とい

における必要な手続きは受注者の責任において行うこと。工事中、竣工後に限らず　

工事概要、施工管理体制、現場運営形態、工程計画・工程管理、品質管理計

画、総合仮設計画、近隣対策、安全衛生管理計画　等

「監理者」に読み替える。ただし、監理者が、この工事の管理業務を行う場合には、公

【置換】

出願等

関連工事の主要な日程

1.1.14

「監理者に提出」とは、受注者等が監理者に対し、工事にかかわる書面又はその他

1.2.2 【置換】

用語の定義

定める義務をすべて追うものではない。

 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払いの請求に係る

本工事において、新たに特許、実用新案、意匠権等を出願する場合はあらかじめ

委託契約書に記載された監理者またはその委任を受けて監理者の業務を代理して 置、取り付け方法等の変更または取り付け数量を多少変更するなどの軽微な変更は

行うものを言う。標準仕様書及び改修工事標準仕様書に記載のある「監督職員」は 監理者の指示による。

前(a)号において設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、1.1.14による。

の資料に日付を明記し、受注者押印（電磁的記録を含む）のうえ説明し、差し出すことをいう。

第3節　工事現場管理　

第1節　一般事項　 疑義に対す 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関

【置換】 る協議等 係で設計図書によることが困難もしくは不都合が生じた場合は、書面をもって監理者

実施工程表は、着手から完成に至る工事全般の手順と日程の計画を表したもので、 1.3.1 【追記】

第1章　一般事項　 1.1.8 【置換】

共工事における監督職員の業務範囲としての会計法、地方自治体法、各種条例等に

1.1.2 本工事の工程のほか、次の内容を記載する。

「監理者」とは、この契約とは別に発注者・監理者間で締結された監理業務に関する を通じて設計者に通知し、設計者の指示を受ける。ただし材料の仕様、取り付け位

発注者が管理方法、提出書類の書式、使用するソフトウェア等について指定する場合は、

これに従うものとする。

その他、工事の進行に関係する重要事項（受渡し、受電、主要な材料の見本決定など）

出来高目標

施工条件 (2) (1)以外の施工条件は下記による。

作業時間などは次による。

部分使用・部分引渡しの日程及び関係する検査の日程

官公署への届出等手続きの日程

完成時の諸検査の日程

実施工程表に変更の必要が生じた場合は、関連工事の工程と調整のうえ、速やかに

主要な総合図・施工図・施工計画書等の作成・提出・承諾の日程

建築主事・所轄消防署による中間検査など関係法令に基づく官公署の諸検査の日程

修正実施工程表を作成し、監理者に提出する。監理者は、修正実施工程表に問題が

【置換】

　とともに現状どおりに復旧する。

撤去品の一部に PCB（ポリ塩化ビフェニル）が含まれている場合には、管理者

と協議のうえ別途指示する場所に返納する。   

【追記】

【追記】

料金は、各種機器の試運転に要する費用を含め、全て本工事に含むものとする。

設計図書又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に対する協定（以下、

本設の電力引込負担金は、

施工管理 監理者が監理方針を示した場合は、それに基づいて工事運営及び施工管理を行う

ものとする。

本工事の品質・工程・予算管理については、受注者による自主管理を原則とするが、

1.3.3

本工事に含まない

仮設現場事務所・資材置場・工事車両の駐車場所

工事関係者利用の進入路及びやむを得ない通行止め

進入路は、工事着手前に道路管理者の立会いを受け、その維持管理に努める。

万一破損等が生じた場合には、受注者の負担において速やかに現状復旧し、

本工事に含む

本工事に含む

本工事に含まない

必要箇所への仮設カーブミラーの設置

工事中の第三者の損害防止

付近の構築物、道路、地下埋設物等に損害を与えない万全の処置

騒音、振動等については公害防止条例その他の規定に即した養生及び防止

次に掲げる近隣対応は受注者が責任を持って行い、その費用を負担する。

公共施設等（下水道管等）に影響を及ぼした場合の復旧

第三者の生命、財産に損害が生じた場合及び第三者との間に紛議を生じた

【追記】

有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

特別管理産業廃棄物

工事により発生した建設廃材は、その収集から最終処理までを産業廃棄物　

（ア）、（イ)及び（ウ）に示す発生材は次による。 

発注者に引渡しを要するもの

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

工事目的物の施設又は設備の一部を工事用に使用した部分（設計図書の定め

る条件のとおりに復旧する）。

方法を協議すること。調査費、処分費用については別途協議とする。   

撤去品の一部にアスベストが含まれていた場合には、監理者に報告し、対応

1.3.11

養生

4HM-12-0TE-1

工事に伴い汚損が生じた既存の施設・工作物・樹木など

工事目的物の施設又は設備の一部を工事用に使用した部分（設計図書の定める

1.3.10

処理法に基づき適切に処理すること。  

特記 工事名

一級建築士登録　第　３３４６２１　号 黒瀧　英法

条件のとおりに復旧する）。

とができる。その場合、拒否の理由を発注者に書面をもって説明しなければならない。

図面番号図面名



(1) ● ○ (ウ)

● (4) ○

等 ○

(2) (5) ○

○

(3) (6) ●

○

(7) ● ①

(1) ○ ②

● (8) ○ ③

(2) ○ ④

○ ⑤

(1) (9) ○ ⑥

〇 ○ ⑦

(2) (10) ○ ⑧

○ (エ)

● ○ (オ)

(ア) (4) ○

(イ) ○

(ア) ○

(イ) (1)

〇 ● (ア)

● (5) (2)

(3)

(6) (イ)

(ア)

● (2)

(7) (4)

(イ)

○ 受変電設備機器　　　 ○ 変圧器　　　 ○  発電設備　　

(ウ) ○ 直流電源装置　　　　　　　○ 無停電電源装置　　　　　○  電磁波測定　 (5) (3)

○ 中央監視装置　　　　　　　　　　　　　　　○  分電盤　　　　　　　　　　　　○  動力盤

○ 端子盤　　　　　　　 ○ 照明制御設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○  ＩＴＶ設備 (6) ○

(エ) ○ ○ ○

(8) (7) (4)

(オ) (ア)

●

(1) (3)

〇 ○ ○ ○ ○

(2) ○ ○ ○

(a) ○ (イ)

(b) ●

(c) (3)

① (3) (ウ)

② ○

③ (4)

④ ●

⑤ (5) (5) ●

⑥

(a) (1) (6) ● （ 3

(b) ● (7)

(c) (2) ● （ 3

(d) ●

(8)

(3) ●

(9) (1)

●

(5) (10)

(6) (11)

〇 (2)

(12)

(7) (3)

(8)

（ 1

〇 (1) （ 1

(9) ● （ 3

（ 1

(ア)

(10)

〇 (イ) (4)

(11) ① (5)

(12) ● ○ ●

(2) ②

〇 〇 〇

① ○ 短絡電流（保護協調）

○

② ○

③ ○

○

電源区分（AC、GC、UPS 等）、流量・圧力・温度などと合致することを確認する。

A3判2つ折り製本

　）部

　）部

　）部

された機器・材料が所定の品質及び性能を有することの証明となる資料を監理者に提出し、

CASBEE、LEED等にもとづく目標値の指定がある場合、目標値を下回ることのないように

機材の選定を行う。1.4.11

対象室 ：

前述他、各資料はPDF等のデータに整理し、電子媒体にて提出する。

1.7.2

完成図

電子媒体のデータ内訳は CAD データ（AutoCAD）、CAD データの PDF 版

白焼き CAD 出力

（設計図サイズ）とする。

※ 電子媒体及び A3版2つ折り製本の1部は監理者用として提出する。

※ 製作図を完成図として提出する場合には、その原図を省略することができる。

A1判2つ折り製本

白焼き CAD 出力

電子媒体 データ提出

JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品

非ホルムアルデヒド系接着材使用

完成時の状態を表現したものとする。

であり、維持保全、将来の改修・増改築等のための基本情報として使用することを目的　

［規制対象外］

設計図書において機器・材料に関する記載に「同等」、「程度」等とある場合は、選定

［第三種］

規格などは最新のものを適用する。

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

接着材等不使用

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

【追記】

下記表示のあるJAS規格品

ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

第
1
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する機器・材料・施工について行う。その対象と管理方法については、事前に監理者

と協議のうえ定める。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の質及び性

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルム

アルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が

選び測定し、設計図書に定める性能・機能・室内環境との適合性を確認する。

部数 備考

完成図は、完成した工事目的物に関する情報を整理・記録し、完成状態を表現したもの

施工図・製作図

提出部数は、下表による。

【置換】

　）部

（現場関係者を除く）による完成検査前にこれを受ける。発生した不適合製品について、同一場所又は同様の場所における再発防止をするため、

を限られた部位・数量において、使用する場合（特別採用という）は監理者の承諾を

に伴う試験

支給材料・貸与品の支給時期・品質または設計図書に示された条件への適合性に

1.6.1

製造工場にて製品検査を行う。

不適合製品の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるもの

受ける。

施工の立会い

1.5.5

【追記】

とする。原図は設計図のサイズとする。

(ウ) 完成図は設計図CAD データを基に CAD で作成し、電子媒体及びその出力の製本　以上であることを検討時点で確認し、監理者の承諾を得る。

検査・試験などにより不合格となった機器・材料などについては、その処置の手続きを

貸与品

是正処理

あるもの又は監理者の指示するものの是正処置の方法については、あらかじめ監理者に

A3 ： N.S 2025年　3月

【追記】

支給材料・貸与品

支給材料・貸与品の受注者等による受け入れ検査

1.7.1

不適合の原因を除去する是正処理を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可能性が

電気
一級建築士事務所

黒瀧　英法 年月日
大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号

縮尺

区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

中坪　大輔

図面名

E－特03特記仕様書　３

計算書を作成の上、設計図書と相違していないことを確認し、監理者の承諾を受ける。

図面番号

A1 ： N.S

含むものとする。

            ●なし                          〇あり

【追加】

平良　友臓

高調波流出電圧・電流

変圧器容量

施工

あらかじめ発注者及び設計者に確認を受け、監理者の承諾を受ける。

担当

対策対象室に設置する機器及び、配管類、吊り材等については、仕様部材一覧表　

（建築工事、電気工事、機械工事等のすべて工種）を作成し監理者の確認を　

受けること。　

相・スコット変圧器の負荷バランス

使用しないこと。 受電用 CT の過電流強度計算

【追加】

設計図書等に定められた材料の見本を提出し、材質、仕上げの程度、色合い等について

CASBEE等

電気亜鉛メッキを塗装した製品についても使用不可とする。　

下記項目に関しては、施工に先立ち、最終承諾されたシステム、内容、容量等に基づいて

【追加】

公共住宅用資機材品質性能評価事業の確認を受けた機器・材料については、

標仕1.4.2(2)及び前(8)号において、建築材料・設備機材等品質性能評価事業及び

1.5.1

の工法

建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品

【置換】

合の管理・

材料の色、柄等については、発注者及び設計者の指示を受ける。

設計図書に定められた規格等、官公署及び電力・ガス・水道などの供給会社の各種

1.4.10

いとする。

1.4.8

旧JISのEo規格品

旧JASのFco規格品

本工事の全ての内装の仕上げ、居室と空気の出入りのある部分の仕上げ（表面材）

JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

報告する。

あらかじめ定め、それにより管理する。

疑義がある場合は、速やかに監理者に報告し、処置方法について指示を受ける。

1.4.9

海外製品の

行う場合は、発注者、監理者の交通、宿泊や検査にかかるすべての費用は請負金額に調達

前(9)号の報告ののち、発注者の検査を受ける。

施工計画、要領書等を提出し、監理者の承諾を受ける。

海外で製作された材料を使用する場合は、関係法令に適合し、国内の規格と品質が同等

なお、検査に先立ち検査計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。

機能条件の違いなどにより、工事完成までに確認できない機器能力及び室内環境など　

については、完成竣工後１年以内の夏季及び冬季で気象条件などが設計条件に近い日を

監理者の指示により適切な時期に立会確認を行う。受注者の都合で海外製品の調達を

試験によらなければ設計図書の定めによる品質又は性能・機能に適合することが

【追記】

などの性能の証明となる書類確認をもって前(1)号の検査とすることができる。

完了した時点で、各種ごとに受注者等の検査を行い、検査記録を監理者に提出する。

確認するために行い、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供する。

監理者の承諾を受ける。監理者の検査は、前(1)号の受注者等による検査の適正さを

設計図書に監理者の検査の定めがある場合、前(1)号の検査に合格後、検査記録を提出し、

前(1)号の検査の結果に疑義が生じた場合は、監理者と協議する。

供試体の製作要領は設計図書の定めによる。ただし、定めがない場合は監理者の承諾

試験は公的試験所又はこれに準ずる試験所で行う場合を除き、試験には監理者の立会い  報告

騒音

監理者と協議する。

設計図書に定められた場合

行う。なお、監理者の立会い検査は、原則として抜き取り検査とする。

機材の検査に伴う試験は次の場合による。なお、試験結果に疑義が生じた場合は

テレビ共聴設備電界強度測定電磁波測定　　

【追記】

【追記】

下記内容については、事前に計画書を作成し、試験等を行うものとする。　

高調波測定　　　

分類・規格

メーター設置の誤りに起因する発注者及び竣工後の建物管理者の損害については、

処置方法について監理者の指示を受ける。

完成時の

支給材料・貸与品の受注者等による試験

当該工事の施工後、支給材料の使用箇所・数量・残量を監理者に報告し、残材の

工事検査

全て受注者の責とする。

【追記】

行ったうえで、監理者に報告する。なお、事前に自主検査計画書を監理者に提出する。

引継ぎを行う。

とする。種類及び記載内容は表 1.7.1 に加え、監理者の指示によるものとし、設計図を基に　

確認する。

※ 変更を行う場合は、監理者との協議により決定する。次に各機器単体の動作試験を行い、運転状況及び各動作が正常であることを

電子媒体のデータ提出方法は下記による。

を行い、関係法令または設計図書に適合しない箇所がある場合には、速やかに補正を

分類・規格

と共に、関係官公署その他関係機関にて必要な手続きを行う。

　）部

前(5)号の報告ののち、監理者の検査を受ける。

完了した状態で、受注者等による次の検査・試験を行う。また、検査結果について　

箇所がある場合は、監理者の指示により速やかに是正を行い、監理者の再検査を受ける

完成時の諸検査の日程・方法については、関連工事との調整を行い、必要により

関連工事の受注者等同席のうえ共同して検査を受ける。

前(7)、(8)号の検査の結果、修補、改造、そのたの必要な処置が必要であると指摘された

負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。

箇所がある場合は、監理者の指示により速やかに是正を行い、監理者の再検査を受ける。　

前(4)号の監理者の検査の結果に疑義が生じた場合は監理者と協議する。

性能検査：各装置の機器単体の性能が、設計図書に定められた電圧・電流・

部数 備考

施工計画書、

施工要領書

提出図書

原図 （Ａ１判）

中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置等との

計量値の整合を3回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維持管理担当への

メール・ファイルストレージ等の電子提出

工程写真などの記録により監理者の立ち合いに代える旨、監理者から指示があった場合は、　

完成時の提出図書は、前（１）号による他、下表による。

速やかに必要な記録を整理し、監理者に提出する。　

第6節　工事検査及び技術検査　

迷走電流測定

自主検査及び監理者検査の結果、全ての工事が完了していること及び設計図書と

報告書を作成し監理者に提出する。

新築時は、課金用・管理用メータがある場合、メータツリー、メータ供給範囲平面図、

メータ台帳を作成し、監理者に提出する。メータツリーについては竣工図に追加すること。

等

第7節　完成図書　

騒音振動測定　　　

●なし

支給材料・貸与品の引き渡しに際しては、受注者の責任において、その種別・数量・

また、ＢＥＭＳがある場合は、メータ演算表も提出のこと。

●なし あり（　　　　　　　　　　　　　） 

協力する。

1.5.4

は、上に規定される規定対象外のみ使用する。また、以下の室についても同様の扱

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

あり（　　　　　　　　　　　　　） ●なし

伴う試験　

品質・性能を確認のうえ、受けいれる。

施工の検査に

接地抵抗測定

接着剤はフタル酸ジーｎ－ブチル及びフタル酸ジー2－エチルへキシルを含有しない

本工事に含まない。

(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、

放散が極めて少ないものとする。

本工事に含む（登録枚数は設計図による）。

監理者の検査は、立会いにより、また受注者等による検査の記録・工事写真などの

メーター検針確認

監理者の検査の結果、修補、改造、その他の必要な処置が必要であると指摘された

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけて全数3回以上確認する。

材料および工場製作物は、種別ごとに自主検査を行い、監理者の検査に先立ち、

【追記】

カードキー初期情報登録

施工に対する監理者の検査は、受注者等による検査の合格後、検査記録が監理者に　 受注者は、竣工・引渡し後最低６か月間は建物及び諸設備に関する技術員の常駐もしくは

駆け付け体制を整備し、発注者（建物管理者）が円滑に建物管理を行うことができるように

ＩＣカードキーへの入居者情報等の初期登録作業及び費用は

なお、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供する。

難揮発性の可逆材を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

を放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

提出された後行うものとする。監理者の検査は、受注者等による施工の検査の適正さを　

書類の審査により行う。なお、監理者の立会い検査は原則として抜き取り検査とする。　　

1.4.7

情報表示設備　　　　　　　　　　

その結果を監理者に報告する

特注照明器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【追記】

を受けた方法による。

証明できない場合 1.5.2

一工程の施工 工種ごとに施工が完了した時は、設計図書に定めがある場合又は監理者の指示

1.5.3

【追記】

を受ける。ただし、あらかじめ監理者の指示を受けた場合は、この限りではない。

標仕に記載されていない特別な機材の工法については、材料製造所の指定する工法とし、

あり（　次による　　　　　　） 

個別性能機能検査：機器及び装置の個別の性能・機能を設計図書と照合し、　

その適合性を確認する。

第5節　施工　

【追記】

機能検査：運転・作動状態での試験に先立ち、通水・通気・電通などの試験を行う。　

工事完成に当たって、受注者の本社等の検査員（現場関係者を除く）による自主検査

本社などの検査要員（現場関係者を除く）による完成検査を受ける。

確認するために行う。なお、受注者は検査に必要な機資材及び労務などを提供する。　

等

　の確認及び

1.6.4

がある場合は、その施工についての報告書を作成し監理者に提出する。 の注意

下記に示す設備は、設計図書に定める品質及び性能を有することを証明するため、

【追記】

監理者と協議した事項は、協議の経緯及び結果を記録して監理者に提出し、控えに

引渡し前後

監理者の検査は、立会いにより又は受注者等による検査の記録・写真などの審査により

監理者が指示する機材において、材質・呼称寸法などを梱包などに表示している機材は、

梱包の状態で監理者の検査を受ける。

統合接地解析（大地低効率測定による建物接地抵抗計算）

換気計算（キュービクル、蓄電池）

す恐れのあるもので、修補、取替えが困難なもの。

総合連動試験は監理者立会いの下に実施するものとする。

電源別置型の非常用照明は原則全館一斉点灯試験を行い、配線用遮断器の

航空障害灯耐風圧計算

防災センター要員人数算定、所要時間計算

避雷針耐風圧計算

耐震（各設備毎）

現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないものは

この工事に使用しない。

機材は現場に搬入した時点あるいは必要に応じて製作工場における製造又は組立が

提出する。総合試験の項目は以下によるものとする。ただし、該当項目については

監理者と協議のうえ適合性を確認する。

全停電・復電総合検査

量産品あるいは標準品で実測値などが整備されているものは、性能表又は能力計算書

力率改善用コンデンサ容量

自家発電設備容量及び関連設備

完成時の室内環境測定

直流電源装置容量

幹線（遮断機容量・電圧降下・許容電流）

試験方法、日程、人員、安全対策を含む総合連動試験実施要領書を監理者に提出し、　

承諾を受ける。総合試験に使用する機器は適正に校正し、その記録を監理者に

非常電源にかかわる変圧器容量等1.4.4

機材の検査

機材の検査

監理者の押印（電磁的記録を含む）を受ける。

受ける。

1.4.5

不具合が発生した場合、工事目的物の品質に重大かつ広範囲の影響を及ぼ

トレーサビリティ管理は設計図書に定めのあるもののほか、次の条件に同時に該当

識別記載がなければ、履歴や使用部位が辿れないもの

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

に伴う不具

【追加】

1.3.13

1.4.1

第4節　機器及び材料　

能を有するものとし、次の（ア）から（オ）を満たすものとする。

特別な機材

工事目的物に組み込まれた機器・材料・施工などについて、その履歴、使用又は所

識別

在を辿ることのできるトレーサビリティ管理を行い、記録を監理者に提出する。

極めて少ないものとする。

等

機材の品質

トレーサ

【追加】

1.3.12

指示・承諾

・協議の手

監理者の指示は、監理者の押印のある書面でこれを受け、控えに受注者等が押印

（電磁的記録を含む）のうえ監理者に提出する。監理者の指示が口頭による場合は、

その内容を記録して、監理者に提出し、控えに監理者の押印（電磁的記録を含む）を受ける。

ケーブルラックの積載量計算

照度

電話交換機容量

放送設備増幅器容量

テレビ共同受信設備出力レベル

アンテナマスト耐風圧計算

太陽光発電モジュール風圧過重（架台含む）

区画貫通処理部の占積率

総合性能機能検査：複数の工種にまたがって性能・機能を発揮する機器・装置・　　

防災総合検査

槽類関連総合検査 　

中央監視盤総合検査

総合運転による騒音値・振動

実施に協力する。

受注者は、竣工・引渡し時期から逆算して、竣工後の建物・設備の稼働に支障の

システムについて、関連工事の受注者と協議して総合的な性能機能検査

（以下総合連動試験）を行い、その適合性を確認する。なお、試験に先立ち、検査、

トリップ等の異常が発生しない旨の試験結果を、照度測定結果と合わせて監理者

試運転・建物管理者への引継ぎ・開設準備への協力

DVD（2部）

セキュリティシステムと他設備との連動

その他、監理者の指示する検査

竣工・引渡し前に発注者が実施する建物管理者訓練の日程を適宜確保し、当該訓練の

竣工後の現場対応

　）部

ないように、発注者及び発注者が定める竣工後の建物管理者に対して、取扱説明書

を作成し、その説明を行う。

へ報告すること。

【追加】

外観検査（出来形検査）：目視・聴音又は手で触るなどにより、各設備が設計図書　

に示す構造・材料・安全・耐久・保守・衛生などに合致することを確認する。

【追加】

1.6.3

び総合連動

試験等

施工の検査

関係官公署その他関係機関の検査については、監理者の本社などの検査要員

契約条件並びに関係法令などの規定に適合していることが確認されたのち、監理者の

支給材料・

【追加】

【追加】

材料の検査

監理者の承諾を受ける。

設計図書において指定された機器・材料が入手困難な場合は前（7）号により監理者の

ウィスカ対策

自主検査及

工事の完成に際し、すべての機器・装置・システムについて、原則として試運転調整を　

ウィスカ対策対象室内に設置する機器及び、配管類、吊り材は電気亜鉛メッキ品を　

MDF室 サーバー室 その他（　　　　　　　　　　）

機器・材料とし、監理者と協議のうえ決定する.

設計図書において機器・材料の品質が明示されていない場合は、適切な品質の

できる。

当該評価の写しを「品質及び性能を有することの証明となる資料」とみなす。

承諾を受けたうえで、それと同等以上の品質・性能を有する代替品を使用することが

配慮

環境への

ビリティ

1.3.14

4HM-12-0TE-1

続き

監理者の承諾を受ける必要のある書類・図面・見本等は、監理者に提出し受領印を

【追加】

機材の誤用・混用を防止するための識別管理を行う。また、検査・試験の実施状況、

不適合製品についても識別管理を行う。

識別管理が必要な対象と管理の方法について、あらかじめ監理者に報告する。

1.4.2

一級建築士登録　第　３３４６２１　号

特記 工事名

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号



●

〇 ●

● (2)

(3) (2) （ア）

○ ○ ○ 　

○ ●

○

○ 〇 ○ mm ○

(4)

（イ）

● （ 1 ○

〇 ○ 現場説明書による。 ＡＣ ： ● ○

構内の監理者指示場所に敷き均しとする。 GＣ ： ○ ○ ●

〇 構内の監理者時事場所に堆積する。 (3) UPS ： ○ ○ ●
（ウ）

○ ○ ワイドハンドル系 ○ 設計図による

● （エ）

● (2) ○ ●

(3) 付属品 ● ○ ○

● （ア） (4) ○ ○ ○ ○

○ ● （ ○ ● (3) ○

（イ） ○

○ ● （ ○ ● ○ ○ ○

〇 (1) (4) ○ 設計図による

○ ○ ○ （オ）

〇 ○ (2) ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

(3) ○

○

〇 ○ ○ ○

● (3) ○

(2)

● (1) ● ＰＦ管（隠ぺい部、コンクリート埋設部） ○ ＣＤ管（コンクリート埋設部）

● ○ ●
（ア） (2) ○ 要 ○ 否 ） ● 〇

○ ○ ○ (2) (14)

○ ○

○ ●  電気自動車用充電装置、接地端子箱） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) 〇

● ○ ○ (1) （タ）

（イ） (5) （チ）

○ ○ ○ ○ ● ○  鋼板製（溶融亜鉛めっき） ○ ステンレス鋼板製（水勾配付） ○  合成樹脂製  

○ ○ ○ (1) (6) （ツ）

○ ○ ○ ○  指定色 ○  不要 

○ ○ (7) (2) （オ）

○ ○ ○ ○

○ (2) (8) （カ）

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ フルハーネス型 ） （キ）

○ ○ (3) 〇

○ ○ （ア） (11) （ク）

○ ○ ○ ○ ● ○

○ ○ （イ） (3)
（ウ） ● ○

（ウ） (12)

○ パソコン（　　） 機種 ○ 監理者の指示による ○ その他（　　　） ○ 製造者の標準色 ○  指定色 

ＯＳ ○ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ ○ 監理者の指示による (4)

ソフト ○ Ｗｏｒｄ ○ Ｅｘｃｅｌ ○ ＰowerＰｏｉｎｔ 〇 ○ 鋼板製（溶融亜鉛めっき） ○ ステンレス鋼板製　 ○ 合成樹脂製

○ ＡｕｔｏＣＡＤ ○ その他（　　　　　　　　） （エ） (9) ○ 製造者の標準色 ○ 指定色 

※各種最新版とする ● ○ ○ 鋼板製（右記以外） ○ アルミ製 ○ (　　　　　　) ○ 耐塩塗装 ○ 重耐塩塗装 　

共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用 ○ 鋼板製（溶融亜鉛めっき同等品） 　 ※周辺環境による筐体の腐食防止処置を施すこと。 

○ インターネット 回線種類 ○ 光ケーブル回線 ○ ＡＤＳＬ回線 ○ アルミ製 ○ ステンレス製 (5)

回線（　　） ※プロバイダー契約は受注者負担 ● (10)

○ レーザー 機種 ○ 監理者の指示による ○ その他（　　　） (6)

プリンタ（　　） 印刷 ○ カラー ○ 白黒 (11) (7)

給紙 ○ Ａ３・Ａ４対応 ○ Ａ４対応 (12) (8)

共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用 (13)

○ コピー機（　　） 機種 ○ 監理者の指示による ○ その他（　　　） ● (9)

機能 ○ 自動原稿送り ○ 自動給紙 (10)

○ 自動仕分け ○ 両面コピー (14)

○ その他（　　　　　　　　　　） 〇

印刷 ○ カラー ○ 白黒 1.7.4、1.9.4 (8)

給紙 ○ Ａ３・Ａ４対応 ○ Ａ４対応 ○

共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用 (9)

○ 電話（　　） 共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用 (15) 導電部 ○

○ ＦＡＸ（　　） 共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用

○ 複合機（　　） 機能 ○ 監理者の指示による ○ その他（　　　） 上部：　 ○ ○ ○ ●

機能 ○ ＦＡＸ ○ コピー ○ スキャナー 下部： ○ ○ 1.7.6、1.9.6 (2) （ウ）

○ 自動原稿送り ○ 自動給紙 （エ）

○ 自動仕分け ○ 両面コピー

○ その他（　　　　　　　　　　）

給紙 ○ Ａ３・Ａ４対応 ○ Ａ４対応 (16)

共用 ○ 監理者専用 ○ 受注者と共用

接地側端子用バーは回路毎に区分し、絶縁抵抗が容易に測定できる構造とする。   

を行うとともに、周辺環境による筐体の腐食防止措置を施すこと。  

屋外壁掛型の場合は径5～9mmの水抜き穴を設けること。 

　ロックナット（サンケイ：RLEG相当）を使用すること。ただし、引込配管頂部にプルボックス

寒冷地において屋外に設置する引込盤等の下部に接続する金属管の仕様は次による。

【追記】

露出部金属製プルボックスの塗装 （機械室、ＥＰＳを除く）

 鋼板製 ステンレス鋼板製

　）部

電子媒体のデータ提出方法は下記による。

一般事項

盤と同仕様とする。

第4節 照明器具　 

1.4.2 【置換】

盤内の所要機器類は、保安点検が容易な配置と保安上十分に考慮された規格、 

ＯＡフロア部に設置する盤は、そのＯＡフロアの高さ分の架台を見込むこと。  

電源分岐用のみの動力盤は保護板付とする。  

屋外型盤の材質・塗装色 

にはそれによる。また、塗装色は以下による。 

扉の鍵は、原則各工事で同一形状のものは同一鍵とする。 

寸法とする。 

照明用ポールは、配線用遮断器（引外し装置なし）を内蔵したものとする。

1.10.6、1.11.5

限度を超えないものを使用すること。 

【追記】

屋内型盤の材質・塗装色 

母線接続部   

回路数と同数の接地端子を設ける。 

また、箱体接地用端子を設ける。 

列盤内には接地母線を設け電気的に完全に接続するものとする。     

屋内用のキャビネットは鋼板製とする。ただし、設計図に材質の指定がある場合

やむを得ず混在して施工が必要な場合は、監理者と協議し、承認を得ること。

1.3.1

配線器具

 構造一般

1.7.3、1.9.3

上部と同材質　　　　 ネトロン網 　

1.12.3、1.14.3

　　ノンスリップ仕上げとする。

プレート及びスイッチ、コンセント等の組み合わせ見本を提出すること。

※ 高圧ケーブルの保護カバーは上下とも鋼板製とする。

キャビネット 

第 7、9～12 節、14 節、17 節 盤類（分電盤、OA盤、実験盤、開閉器、制御盤、

【追記】

※ 保守通路として想定される部分の上部カバーは歩行可能な耐重量を有し、

２種金属線ぴの吊ボルト用吊り金具は、引掛け形の金具（ネグロス電工㈱　吊ボルト用

屋根型等水勾配付き

【追記】

配線器具は (1) によるほか、次による。

・天井内及び天井面取り付けのコンセントは定格 125V15A ツイストロック

　又は抜け止め型とする。

・屋外及び厨房などの水気のある場所に取り設ける器具は、防水型（ 防雨

フロアコンセントの種類 　 

ＯＡフロア用アップコンセント 

【追記】

プルボックスの材質 

胴ベルト型

応接セット （　　）

電子レンジ（　　）

洗面設備  （　　）

について監理者の指示を仰ぐ。

レースウェイ吊り金具 DPY1　相当品）を使用すること。

屋外プルボックスの材質 

附属品

会議テーブル（　　）椅子 　　（　　）

撤去工事

プルボックス

 合成樹脂製  

ケーブルラックの端部には、端末保護キャップ（ネグロス電工　SRBC 相当品）を取り付けること。

更衣ロッカー （　　）見本棚   （　　 ）書棚  （　　）

シンク  （　　）

雨カッパ（　　）

ク

【追記】

ケーブルラックの種類 

の補修

2025年　3月

区分

漏電遮断器の選定にあたっては、納入機器の推奨感度電流値もしくは漏れ電流値を

漏電遮断器の選定は、内線規程によるものとする。 

支持金物、ボルト、ナット  

特記 工事名

親桁

原則として同一建物内ではボンド工法とノンボンド工法を混在して施工しないこと。

壁貫通部等

上記に要する費用は、維持運営費を含め一切受注者の負担とする。

担当

なお、下記表は設計時の調査により確認した内容であり、アスベスト含有の恐れのある

建材の全数を示すものではないため、施工調査により確認する。     

設計時の調査により確認したアスベスト含有の恐れのある建材は以下による。     

【追加】

定工法により確実に閉塞すること。

また、事前に建物監理者と打ち合わせを行ったうえで作業を行うものとし、施設の運営に 

あらかじめその時期、工法、仮設計画等を監理者と協議し、施工要領書にまとめ提出する。

平良　友臓

中坪　大輔

1.2.2

 PF管、CD管

及び附属品

1.2.6変更等が必要な場合は、変更案を書面によって監理者に提出し、承諾を得た後工事に着手

するものとする。

1.2.5

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは、設計図に特記のない限り、

（任意様式）を取り纏め、監理者へ報告を行う。

支障のある埋設物に対する対応については監理者及び関係者と協議を行い、貫通箇所の

改修標準仕様書第1編1.8.1 から 1.8.6及び1.9.1によるほか、以下による。

工事用 ゴム長靴（　　）

更衣室( 男女兼用 男女別 ） WC (

配慮すること。

穴あけ個所の非破壊検査による埋設物の事前調査（

実施すること。存在が推定される場合は手掘りなどにより既設配管を傷めないよう

ダイヤモンドカッターによるものとする。

監理者事務室には、次のＯＡ環境を整備する。（ 　）内は数量を示す。

温湿度計（　　）

安全帯（　　）

その他

はつり

ＯＡ用紙（適宜補充）

金属線及び

改修標準仕様書第1編1.5.1 及び 1.5.2によるほか、下記による。

2.11.1

施工調査 その他（　　　）

地中管路の掘削にあたっては、電気はもとより機械設備の配管についても確認を行い

2.11.2

　　         　　　　

工事用仮設物は構内に作ることが、  

できる

【追加】

黒瀧　英法

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号

予備品

予備品はメーカー標準及び設計図書に記載されたものとし、設備種類・システム毎に整理

のうえ、リストにまとめ、適切な収容箱等に収め引き渡すこと。保管場所は監理者の指示による。

第1節　仮設工事　

第2章　共通工事　

1.7.4

【追加】

監理者事務所は、

： N.S

【追記】

長期修繕計画書 　 

受注者の負担とする。

保全マニュアル

機器台帳　（書式は監理者の指示による）

A1 ： N.S A34HM-12-0TE-1

年月日

特記仕様書　４ E－特04 電気

図面番号図面名

縮尺

男女兼用

什器

消火器

金属ダクト

JIS A 1481-2・3

埋設処分　　　　 中間処理品　　　　

監理者事務

35㎡（3号程度）

65㎡（4号程度） 100㎡（5号程度）

上記規格の他に

会議室(受注者と共用で可、20㎡程度)

所

　　取り付ける。

屋外用ケーブルラック保護カバー　

1.12.4、1.14.4

※ 高圧ケーブル用のケーブルラックは全域にわたり上下とも鋼板製の保護カバーを

をケーブルラックの上下両面に取り付ける。ただし、電気室、EPS は除く。

1.10.4、1.11.4

屋内の露出部分は、床上 1.8m までは保護カバー（鋼製メラミン焼き付け 1.2mm厚以上）

図面掛け（　　）

電気製品 冷蔵庫（　　）

机 　  （　　）

10㎡（1号程度）

規格等

20㎡（2号程度）

検査道具一式（　　）

墜落防止用器具（

筆記用具

電力

有償 無償　）

【追加】

2.1.3

交通整理員

湯沸器（　　）

【追加】

2.1.4

工事用仮設物

設置する 設置しない

男女別 ）

監理者事務所等の維持保全及び美観保持の費用は、受注者の負担とする。

2.1.5

白板  （　　）

【追加】

できない

【追記】

一般電線の混在したものを含む）をケーブルラックに露出して敷設する場合、ケーブ　

ルラック下部を耐火ボードで遮蔽する、もしくはケーブルに延焼防止剤を塗布すること。

不特定多数が出入りする部分を通過する非常電源回路等の耐火電線等（耐火電線と　

ノンスリップ仕上げ 歩行可能な耐重量

屋外のケーブルラックはすべて保護カバーを設ける。その材質はケーブルラックと同仕様とする。

盤の母線（接続部）には不可逆性示温材（70 ﾟＣなど）を設ける。

屋内用ケーブルラック保護カバー 　

防災設備の電源回路には、その旨を赤字で明記する。   

接地端子  

懐中電灯（　　）

事務用品

ヘルメット（　　）

時計（　　）

ファイル（適宜補充）

処分は下記による。     

第1章　機　材　

【追加】 構内既存施設の工事用水・工事電力の使用の可否は下記による。 

2.1.2 工事用水

工事用水・

外等に設置される配電盤・制御盤・分電盤において、内部が高温になる　 

屋内          ：

【追記】 場合は、正常に動作する配線用遮断機を使用すること。  

金属ダクトのふたの止めねじ 

ケーブルラッ

1.2.8

防火区画、114条区画に使用する鋼製ボックス及びＰＦ管の貫通穴は、国土交通省大臣認

行わない

分析によるアスベスト含有の調査方法は下記による。     

配管配線の隙間をモルタル又は耐火パテ等適切な不燃材料で完全に補修する。また、

（ 　地下3階　対象箇所：塗料　　）

製造者に確認し、設計者及び監理者に書面にて報告の上、その仕様を決定すること。

当該機器類の納入仕様書等には推奨感度電流値または漏れ電流値を記載すること。　

【追記】

長辺 200mm を超える場合は、脱落防止ねじを使用する。 

有害物質を含む撤去

行う

ラック幅 400mm以上の場合は 100mm とする。

ケーブルラックの金物・支持材等の材質はケーブルラックと同仕様とする。

その他（                                  ）

2.11.5

停電時期、

工法等

電気設備の改修のため、在来設備の全部もしくは一部を停止する必要がある場合は、

長辺 200mm を超える場合は、脱落防止ねじを使用する。 

屋外・ピット ：

とすること。　

【追加】 配管・配線が、コンクリートやブロック壁、主要な間仕切り等を貫通する場合は、貫通孔と

金属トラフのふたの止めねじ

前(カ)号の通常の使用状態で、外部の温度上昇限度は各機器規定の温度上昇　 

器具類

支障をきたさないよう留意する。

漏れ電流値により漏電遮断器を選定する場合、感度電流値は漏れ電流値の 2 倍以上　

2.11.4

1.10.3、1.11.3

1.2.7

分析によるアスベスト含有調査は下記による。     

【追加】

配線含む）を発見した場合は作業を中止し、速やかに監理者に報告を行い、対処方法等　　

監理者の指示を仰ぐ。

撤去工事の実施にあたっては以下に留意する。

設計図に表示してある撤去配管・配線については、撤去着手前に使用/未使用の確認　

プルボックスののふたの止めねじ

長辺 200mm を超える場合は、脱落防止ねじを使用する。 

ある場合、隠蔽部分で状況確認が出来ない場合は速やかに監理者に報告を行い、

【追記】

吊金物

プルボックスと同仕様とする。 

接地端子箱  屋外に設置するものは、太陽幅射熱による温度上昇を防止するための換気 

1.17.1

指定色

指定色

グレー

盤面機器の表示および操作面は、監視・操作のしやすい形状および配置とする。 

一般系

新金属製 （耐食アルミ合金製） 新金属製（ビス無し）

埋込み型インナーコンセント

アルミニウム製  ）

ＯＡフロア用インナーコンセント

スイッチ　　 

砲金製

【追記】

第2節 電線保護物類　 

砲金製

プレート 　　 

上下可動型コンセント （

対象範囲 （　　　　　　　　　　　　　) 　

・耐寒・耐候固定用ケイフレックス（サンケイ：KIC管相当 -40℃～60℃仕様）を使用すること。

・最下部には水抜き式防水カップリング（サンケイ：K2DCシリーズ相当）による水抜き措置を講ずること。

コンセント仕様

コンセントの色別 （ OA タップにも適用する ） 　　 

白

赤

緑

指定色

グレー

・特記がない限り、定格 125V15A 2 個用接地極付とする。

コンセントの色は電源種別、用途により下記のとおりとする。 

　又は防湿構造のもの ）とする。

ステンレス製

対象範囲 （　設備機械室等　　　) 　

合成樹脂製 （パナソニック コスモシリーズ相当）

対象範囲 （　　　　　　　　　　　　　) 　

【追記】

アップコンセント         （

アルミニウム製  ）

合成樹脂製（パナソニック グレーシアシリーズ相当）

・ボンディングはアース端子付ワッシャー（サンケイ：RWEG相当）、又はアース端子付

　を設置し、プルボックスに水抜き穴を設けた場合は対象外とする。

使用区分 

薄鋼電線管

厚鋼電線管（厨房内含む） ポリエチレン被覆鋼管 その他

屋内

屋内

屋外、トレンチ、ピットの電線保護物の支持材（吊り金物、架台）及び固定材（ボ

ルト・ナット）は次による。 

溶融亜鉛メッキ

現地実測 その他（　　　）

通信引込管路

改修標準仕様書第1編1.5.1 及び 1.5.2によるほか、下記による。 

利用不可

第
２
編
　
電
力
設
備
工
事

2.1.6

ねじなし電線管

1.7.3

保全に関す

断熱材使用箇所のインサートは、断熱インサートを使用すること。        

第11節　その他

試掘の要否と試掘深さは下記による。なお、範囲は設計図による。

第2節　土工事

【追加】

【追記】

分類・規格 部数 備考

る資料

第３節 配線器具　 

 電線類

1）図中に一般電線・ケーブルの記載がある場合は、それぞれ ＥＭ電線、ＥＭ

　　ケーブルと読み替える。

第1節 電線類 （第6編にも適用する）　 

1.1.1 【追記】

使用する電線種別は以下による。 

ＥＭ電線 、ＥＭケーブル 　

 一般電線 、一般ケーブル 

2.2.2

　※ ＥＭ電線 、ＥＭケーブル適用の場合は次による。 

　※ 一般電線 、一般ケーブル適用の場合は次による。 

1）図中にEM電線・EMケーブルの記載がある場合は、それぞれ一般電線、一般

　　ケーブルと読み替える。

保全に関する資料

課金用・管理用メーターに関する資料

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

第
２
編
　
共
通
工
事

2.10.1 【追記】

電気室等で使用するインサートは、上階との温度差を確認し、結露防止対策を行うこと。        

当該設備調査方法        

掘削

2.2.3

ｋｍ）

第10節　インサート等

【追加】

保護設備

本工事の施工にあたり、付近住民・隣接建物・工作物・通行人等に対して損害を与えないように、

必要な保護設備を計画し、監理者および各関係者に承諾を得て実施すること。

万が一損害を与えた時は、速やかに応急処置や復旧工事等を行い、これに要した費用は

使用するＵＴＰケーブルは、用途に応じ色分けすること。  

非破壊検査実施後、埋設物と穴あけ箇所との位置関係を明記した「埋設物探査報告書」

撤去指示の有無によらず、工事中に不明な残置配管、配線類及び地中埋設物（配管、　

使用区分 

電子媒体のデータ提出方法は下記による。

発生土処分

【追加】 構内の掘削による残土処分は以下によるものとし、その費用は請負費に含む。

構外へ搬出する。 　（約

する　深さ しない

【追加】

利用可 有償

工事電力

利用不可

事前調査項      

電力引込管路

利用可

交通整理員は下記による。

金属管及び

一級建築士登録　第　３３４６２１　号

無償　）

1.2.1

2）接地線は、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ ）とする。

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号

のうえ、その旨の表示を行い監理者に報告する。なお、不要配管の撤去に施工上問題が　

2.11.3



（オ） 〇

配線（硬質ビニル管）、第10節 ケーブル配線　 (9)

○ ● （ア）

（カ） ○ (9) （イ）

○ (10) 　 （ウ）

○ （エ）

(7) （オ） ○

○ (11)

(14) ○ 〇

○ (12) （オ）

（ウ） ※１：Ｂ種接地抵抗値は計算値によるか、電力会社と協議によるものとする。

●

〇 (13) (オ) （a）

○ ○ ○ （b）

（c）

○ 溶融亜鉛めっき　 ○ ステンレス鋼製　 （d）

●

〇 (9) （e）

(3) （エ） （f）

（g）

（オ） (10)

(カ) （a）

（カ） （b）

（c）

（キ） 〇 (キ)

(8)

（ク） (9)

(5)

（エ） 〇

(3) (ク)

● 2.1.2 【置換】

(4) （オ）

(ケ)

●

【追記】 (11)

(6)

● （a）

（カ） 施工に当たっては前(ア)～(オ)による他、以下による。

(7) （a） （b）

（カ） （b）

● 2.1.10 【追記】 （c） （c）

(6) （d）

〇 ● （e）

(1) (7) (4) （オ）

接続 （a）

(4) （オ） (8) (7)

（b）

(15) （オ） (8) （c）

○ ○ 〇 2.1.11 【追記】

(3) 〇

● （エ）

〇 （c） （オ）

(3) ○ 水位の指定なし ○ 設計水位： GL+（　　　　 ）mm　 （ｄ）

(4) 寒冷地においては積雪を考慮し、次の高さ以上での貫通を行う。

○ 〇 〇

〇 （e） （オ）

（ウ） ●

(10) （イ）

○ 金属製可とう電線管又は PF 管 ○ ケーブル　 ○ 設計図による  

(7) （イ） 〇

〇 〇 (5)

○  ０．２ｍ以下　 ○ ０．６ｍ以下 ○ １ｍ以下 (9)

● 〇

○ (2) （ウ）

○ (11)

○

○

○

○ ○

○ (1) （ア）

○

● （エ）

○

〇

・引込（電力、通信 )          ：GL  -1,200ｍｍ

第12節 地中配線　

2.12.4 【置換】

一覧表にまとめ提出する。

構造体利用接地極は、構造体底盤部の大地低効率をウェンナー４電極法により、

一般照明の照度測定：各部屋 2 箇所以上

監理者に提出し承諾を受ける。

第2章　施　工　

ックの敷設

共通事項

【追記】

ケーブルラ

通線 

2.10.4.1

接続

10Ω以下 

１回ずつ、最低計２回のマーキングを行うこと。また、増し締め確認シールを

ELT 100Ω以下 

横断は不可とする。

DELB 100Ω以下 ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

電線と機器

記号 接地抵抗値 接地極

ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

EO

ET Ω以下 

ED，ED

ＥＢ(14φ)×３連－組

中感度形とし、空調機には必ず接地を施すこと。また、機器メーカー変更にも

○ 雷保護用

及び埋設標

E LL

DA(LA)

貫通等

【追加】

2.1.15

接地の種類

通信用

通信用

保安器用

ローリーアース用

ELCB 用

交換機用

10Ω以下 

※１

接地極

規模の接地極を新設する。

Ａ 種

共同接地

接地抵抗値

EA,D,C

Ω以下 

【置換】1.12.6

EA

EB

ＥＢ(14φ)×３連－２組

ＥＢ(14φ)×３連－２組

接地の種類

【置換】

記号

三相 200V

※１： 印加電流波形は、10/350μs の場合を示す。

※２： 対地電圧が、300V 以下の場合とする。

低圧用 SPD は故障表示付、警報移報接点付とする。 

   最大連続使用電圧 AC220V 以上 AC440V 以上

2,500V 以下（※2）1,500V 以下

ビル用マルチエアコンの室外機用遮断器のトリップ値は機器納入仕様書の 

基準電流値を確認し、同値以上を選定すること。 

性　　能

低圧用 SPD クラスⅡの性能

N.S A3A14HM-12-0TE-1

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

平良　友臓

：

縮尺

図面名

N.S

一級建築士事務所
黒瀧　英法 年月日

大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号
： 2025年　3月

一級建築士登録　第　３３４６２１　号

E－特05特記仕様書　5

図面番号

デバイスの所要性能及び試験方法」による。 

【追加】

分電盤、制御盤、端子盤の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径などは、

設計図と相違しても差し支えない。ただし、監理者の承諾を受ける。

屋上、機械室等の配管、ラック部分の点検通路用として鋼製歩廊（溶融亜鉛めっき）を（５箇所）

中坪　大輔

担当

設計図による。

高調波対策は(a)、(b)に要るほか、次のいずれかによる。  

電気

区分

※ 凍結深度           ：GL    (  -　 　)ｍｍ

管路など  

30ｍ×30ｍごとに 1箇所測定する。なお、測定結果及び接地抵抗計算書を

配線本数、 

施工の試験

2.18.2

接地抵抗の測定回数は次による。

【追記】

平面図に測定位置、高さを記載したもの及び各部屋の設計照度と測定値を

⑥ 高圧ケーブル 

※ 高圧ケーブルの保護管、ケーブルラック等には「高圧危険」の表示を行うこと。

・その他 路盤下（砕石下）  ：GL    -600ｍｍ

・その他 無舗装部分　　　　：GL    -600ｍｍ

【追記】

埋設深度は以下とする。なお、凍結の恐れがある場合は凍結深度より深く埋設する。

1段目と管頂のほぼ中間に2段目を設け、おおむね２ｍの間隔 で用途又は電圧種別を

表示するものとする。 2.17.4

第17節 雷保護設備　

管路等の敷設 電力・通信引込、特別高圧又は高圧の地中配線には、標識シート等を２倍長以上重ね合わせ

たうえで、地表面（舗装のある場合は、舗装下面）から埋設深さのほぼ中間に１段目、

金属体は、太さ 14m㎡以上の銅より線により導線等に原則接続する。設備機器など、　

300ｍｍ以上のレベルで貫通を行う。

内配線

二重床内

ケーブルを束ね結束する場合は、施工要領書を提出し、監理者の承諾を得ること。 

2.10.4.6

機器の取付

付けるものとする。

ハーネスジョイントボックスはその位置が床上から確認できるようマーキン

2.10.4.7 【追記】

グを施す。タイルカーペット等への表示は移動、紛失がないような方法で取

ケーブル分岐は容易に点検できない隠ぺい場所では行わない。

配線

2.15.3

2.15.1

け及び接続

二重天井

【追記】

【追記】

非常ＥＬＶ乗降ロビー及び危険物範囲は当該エリアに関連のない配管・配線の

第12節 制御盤　 

防火区画

器具類 中空耐火間仕切り壁にコンセント・スイッチ・ボックス等を設置する場合、の貫通

ケーブルの防火区画貫通処理は国土交通省大臣認定工法(防火キット等)又は

幹線敷設後、導体接続部の増し締め及びマーキングを行う。増し締めは

機器類の固定はダブルナットとし、屋外の場合にはキャップを取り付ける。

第１0節 ケーブル配線　　

2.10.1

作業員以外の第三者が行うものとし、マーキングは作業員により異なる色にて

シール材（ネオシール）は、ネトロン網等を用いて熱だれによる落下防止措置を講ずること

分電盤等に上部から入線する幹線及び分岐配線の開口塞ぎに使用する絶縁 二重天井内に設置する機器は、機器名称・番号を点検口等から見やすい位置に

表示すること。

制御幹線及び弱電幹線は電力幹線と十分な離隔をとるものとする。

駐車場等に敷設される幹線は、必要な耐熱、耐火措置を施すこと。

太さによらず電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は、増し締

当該盤内に張り付けること。

揺れによる建材との接触及び地震時の建物の振動に共振しない支持間隔とする。

確認日、確認者とする。

め確認の表示を行う。盤等の扉背面に増締確認シールを貼付け、記載項目は 施工に当たっては前(ア)から(ク)項による他、次による。

設ける。また、見えやすい位置に用途表示を行うこと。

【追記】

【置換】

屋外立ち上げ配管（G管）、植栽照明器具（庭園灯）、外構照明器具（金属ポール）

プルボックスには、蓋等の見えやすい位置に用途表示を行うこと。 

を確実に行うこと。なお、材料、施工方法は監理者の承諾を受ける。

2.2.8、2.3.7

2.4.8、2.10.3

端子との

備考：１線当たりとし、対地間の値を示す。

公称放電電流（※1） 20kA 以上

   電圧防護レベル

電源系統 単相 100V、200V
三相 400V

項 目

結露のおそれのある部分及び外壁面に設置する位置ボックスは、断熱施工同等

トボックス の熱抵抗値を持った断熱ボックス若しくは断熱カバー等により施工し、結露対策

下記による。 第1節 共通事項　

長さ1ｍ以上の通線を行わない電線管には、導入線（太さ1.2ｍｍ以上の被覆鉄応じ点検口を2.2.9、2.3.9

2.4.9

プルボックスを二重天井内に取り付ける場合は、点検可能な位置とし、必要に 応じ点検口を

2.4.7、2.10.2 点検可能な位置とし、必要に応じ点検口を設ける。また、蓋等の見えやすい位置

位置ボックス に用途表示を行うこと。 

低圧用 SPD クラスⅠ（JIS C 5381-11「低圧配電システムに接続するサージ防護

設ける。また、見えやすい位置に用途表示を行うこと。

（㈱一中　ゴムパッキン（軟質塩化ビニル 硬度60度相当）相当品）

プルボックス 

及びジョイン 

・塗装の仕様（　　　　　　　　）　

 20kA

不要 

ハンドホールの水抜き穴には、水抜穴用逆流防止弁を取付けること。

（㈱トーテツ　情報ボックス用水抜逆流防止弁　DV-50　DV-75 相当品）

凍結の恐れのある寒冷地の場合は鉄ふたに断熱材を取り付けること。

2.2.7、2.3.7 ジョイントボックス及び中継用位置ボックスを二重天井内に取り付ける場合は、

止水用ゴムパッキン及び、発泡ラバーパッキンは、接着剤にて堅固に取付

けること。

ハンドホールのリング側に、止水用ゴムパッキンを取付けること。

30A

AC220V 以上

屋内（機械室、EPS を除く）

図面上 PF 管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、

ハンドホールの蓋に、発泡ラバー製のパッキンを取付けること。

（㈱光  KS520-30TW相当品）

マンホール、

以上設ける。

分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配管・配線は、経路、電線太さ、電線本数、

管径等は監理者の承諾を受けて変更しても差し支えない。また、機械室等の床埋設配管は

ハンドホール

水位が高い場合は、ハンドホール、マンホールの水抜き穴に水抜き用逆止弁

を設ける。

 装柱材料

その場合は全長に亘って接地線を設ける。 

2.2.3、2.2.3

1.18.3 【置換】

装柱材料の材質は次による。なお、腕金の詳細及びその他の装柱材料は、電気事業者の

仕様による。

【追記】

隠ぺい配管 

第2～4節、金属管配線、合成樹脂配管配線（PF管、CD 管）、合成樹脂管

第18節 外線材料　

項 目
三相 400V

項　　目

分離器用ヒューズの性能は、下記による。

電話引込口の

測定用 ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

電源系統 単相 100V、200V

デバイスの所要性能及び試験方法」）に規定するクラスⅡの試験によるもの）及び

10A

20kA 以上 1.18.6

100Ω以下 ED

サーバー室など重要室の空調機用漏電遮断器の感度電流値は、原則100mA以上の

低圧用SPDは次によるほか、JIS C 5381-11「低圧配電システムに接続するサージ防護

低圧用 SPD クラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧配電システムに接続するサージ防護

ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

対応できるよう感度電流値可変タイプとすること。

100Ω以下 

EA 10Ω以下 ＥＢ(14φ)×３連－２組

備考：１線当たりとし、対地間の値を示す。

※１： 印加電流波形は、8/20μs の場合を示す。

インバータ機器を接続する遮断器は、インバータ回路用漏電遮断器とする。

【追記】

電力量計は設計図に記載のない場合は、検定付を使用する。

【置換】

三相 200V

   定格電流

   最大連続使用電圧

   公称放電電流（※1）

   電圧防護レベル

   公称放電電流

   定格遮断容量

1.14.1

器具類は、IE3電動機の特性または負荷の特性に適合するものとする。

E LH

EA,D,C,ELB

【追加】

1.17.5

接地極の

種類

接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ(14φ)の長さは1500mm 以上とし、

10φ、14φは、Ｗ＝40 とする。詳細は平面図による。

既存建物撤去及び本工事により、既存接地極が撤去となる場合は、次表に拠らず撤去された

2Ω以下 

Ｃ 種

Ｂ 種

Ｄ 種

構造体接地

低圧避雷器用

一般事項

1.14.6

充電コネクタ

第17節 接　地　　　

○ ＥＰ－０．９×２

ＥＢ(14φ)×３連－２組

ＥＢ(14φ)×３連－10組

10Ω以下 

100Ω以下 ＥＢ(10φ)×１ (Ｌ＝1000mm)

ＥＢ(14φ)×３連－ 組

○ ＥＢ(14φ)×２連－２組

10Ω以下 

10Ω以下 

【追記】

壁埋込形の分電盤・端子盤には、1次側配線引替用の予備配管及びＥ２５又はＰＦ２２を１本

ＥＢ(14φ)×３連－２組

インバータ制御機器など、電磁障害を発生させる機器への動力制御盤等からの

電源配線用の保護管は、金属管を使用する。ただし、設計図にその旨の記載があ場合には

【追記】

2.4.3

【追記】

製作図に附属コード長さ、施工図配置における対応車種検討図および対応可能な車種の

最上階の上部スラブ及び地下の外壁には配管を埋設してはならない。

それによる。

ＥＢ(14φ)×３連－２組

の敷設 

AC440V 以上

1,500V 以下

デバイスの所要性能及び試験方法」）に規定するクラスⅠの試験によるもの）の性能は、

2,500V 以下（※2）

リストを添付すること。

低圧用 SPD クラスⅡの性能

高圧避雷器用

共同接地

【追記】

【置換】

充電コネクタの附属コードの長さは、５ｍ以上とする。

ED

EC

【追記】

露出部分金属管の塗装 （塗装色などについては監理者の指示による。）

屋外　

【追記】2.12.5

ケーブルの 設計図に記載のない場合の地中管路の埋設標の設置個所は次による。

建物への引き込み口及び送出口付近  

地中管路の曲折個所  

敷設

道路横断箇所 

直線部部分では、30ｍ程度ごとに 1 個  

なお、30mに満たない場合は、その間に 1 個 

2.13.9

敷地線

【追記】

原則として接地幹線は分岐方式とし盤間渡りはしない。

かからないよう固定等を行うものとし、点検可能な位置とする。

コンセントプレートに分電盤回路番号表示を行う。 

第14～16節、 電灯設備、動力設備、電熱設備　

2.12.5

ケーブルの

敷設

【追記】

天井付けルーバー付き照明器具のルーバーなどは、落下防止を考慮する。 

システム天井用照明器具については、脱落防止措置を行うこと。 

高天井、屋外に設置する器具は落下防止を施すこと。 

器具の取り付けに当たっては、器具内の温度が上昇しないよう考慮し、 

機器の機能低下や寿命低下にならないよう十分な放熱を考慮する。  

1.5kg 以上のダウンライトは脱落防止措置を行うこと。 

安定器別置の場合、設置場所について監理者と協議のうえ決定すること。 

T/U 付リモコンリレーを天井内に設ける場合にはケーブル接続部に張力が

ハーネス用ジョイントボックス、OA タップに分電盤回路番号を表示する。

ハーネスジョイントボックスは固定器具で床面に固定する。　

壁取付け機器の取付け高さは、設計図に記載のない場合は、本特記仕様書の

「別表-１機器の取付け高さ」による。また、他工事との取り合いがある場合は、

接地極埋設時及びコンクリート打設後 月 1 回測定

照度測定箇所は次による。

モルタル等により根巻きを行うこと。

ポンプ室などの漏水のおそれのある場所に自立制御盤を設置する場合は、

基礎を設ける。 

・ダクタークリップ用保護キャップ　ネグロス電工　DCCP-W相当品

・ダクターチャンネル端末保護キャップ　 ネグロス電工　D1BC　相当品

なお、屋外の該当箇所は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色または

黒色を原則使用すること。

盤以降の 2 次側配線は原則として床埋め込みをしてはならない。 

機器類の鋼製架台は本工事とし、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。 

展開図を作成の上、監理者の承諾を受ける。（本節以降にも適用する）

【置換】

については、FL+300mmまで防蝕テープを巻き付けること。なお舗装部分以外は

FL+2000mm以下の盤・配管等支持金物の端部や突出部には、接触防止用の端 

末保護キャップを取り付けること。 

［盤類・機器］

盤類、機器の設置に当たっては、機器更新及び保守点検に容易に行える 

位置、前面空間などを考慮のうえ施工を行うこと。 

コンクリート基礎は施工区分表による。 

外壁取付機器まわりはシーリングを行う。詳細は監理者と協議を行い、承諾を受ける。

【追記】

屋外に設置する架台、基礎下部に空間がある場合、防鳥ネットを設置すること。

一般事項

第18節 施工の立会及び試験　

受雷部及び避雷導線から1.5m以内に近接する電線管、雨どい、鉄管、鉄はしご等の

接続により機器故障が想定される場合は監理者と協議する。

防湿、防臭措置を施すこと。

【追記】

【追記】2.17.1

接地極

ケーブル相互の接続及び端末処理は、有資格者が行うものとし、その部分に

資格者氏名、施工年月日を表示する。

電気配線の防爆については、労働省産業安全研究所の「工場電気設備防爆指針

配線

地下水槽・ハンドホールなど、水気のある場所から制御盤に直結する配管は、

［架台等］

防食ボルトを使用し、耐久性のあるシーリング材等で覆うこと。

屋外据え付け機器、架台、マスト等の取付ボルトは、溶融亜鉛メッキと同等以上の

【追記】

第14節 電気自動車用充電装置　

国土交通省大臣認定工法による耐火措置を施すこと。

指定がない場合は、原則として全面道路から600ｍｍ以上、及び敷地内地表から

　耐震施工  エキスパンション部分の処置と方法は以下による。 

2.1.13

屋外から直接屋内に貫通させる場合、水害の恐れの無い地域で、特に設計水位の　管路の外壁 

リアクトル（AC 及び DC）を設ける。

建物への引込み配管の地震、地盤沈下等による地盤変位の対応は、配管に見合っ 

た処置（標準図参照〉を行うものとし、想定沈下量は次による。 

2.10.4.2

ケーブルの

（ガス・蒸気防爆）」による。 

情報・通信ケーブルの接続及び端末処理は電気通信工事担任者の有資格者が行う。

資格種別は工事内容による。

設計積雪高：GL+（ 　 　　  )ｍｍ

【追記】

グリッド照明等で移動可能な照明用配線は100cmのケーブル余長を見込む。

【追加】 下記の配線には行先、回路種別、電線種別・サイズ、施工年月日等を明記した表示札を

2.1.14 とりつけること。

電線類  ① 配電盤外部配線

屋上・機械室 

等の点検  

通路  

② 分電盤・動力制御盤・端子盤等（盤類全て）の 1 次側配線

③ プルボックス・マンホール内の配線

④ ケーブルラック上のケーブル類

⑤ 空配管等の呼び線

の表示  

電線等の 

前後１ｍ 鋼管施工とする。 

※２： 対地電圧が、300V 以下の場合とする。

低圧用 SPD クラスⅡ 分離器用ヒューズの性能

特記 工事名

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号

2.1.16 設置するものとし、その費用を見込む。 設計図に記載のある場合にはそれによる。



(1) （オ） ○ ○

(2) （オ）

（a）

(3) （b）

（カ） スイッチ（多機能便所用）

○ （一般）

（和室）

○

○ (2) （台上）

(1) （ア）

①漏電遮断機（ELCB） ○

○

(2) （ア）

② サーバー室など重要室の空調機用 ELCB の場合 ○

(2) ○

（エ）

○ (2)

(2) (2)

○

(2)

第３節 施工の立会い及び試験　　　

○

(4)

○

(1) （イ）

（ｍ）

(4)

○ ○

○ ○

○ (11)

○

○

(8)

○ 第14節 構内交換設備　

(2) ○

（エ）

第18節 誘導支援設備　

○

(3)

第24節 自動火災報知設備　

○ 【追記】

(9)

(10)

第25節 自動閉鎖設備 （自動閉鎖機構） 

○ 【追記】

(3)

との計量値の整合を３回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維持管理

担当への引継ぎを行う。

その仕様を決定すること。

第２章　施　工　　

器具類

1.1.5、1.6.4

【置換】

遮断器は、表 1.1.9 に示すいずれかの規格によるほか、次による。

ELCB の選定は、内線規程によるものとする。

絶縁監視装置、漏電リレー（ELR)は感度電流値可変型とし、納入機器の感度電流値
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第1章　機　材　

1.4.2 【追記】

監視操作装置

【追記】

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけ全数3回以上確認する。

別表－1 機器の取付け高さ
第7節　施工の立会い及び試験　 第4節　監視制御装置　 壁取付け機器の取り付け高さは、図面に記載のない場合は原則として以下による。

2.7.2

【置換】

ディーゼルエン

非常用の照明装置は、表 2.18.3 によるほか、次により照度測定を行う。

1,000

600

300

1,500

非常照明の照度測定：各部屋 2 箇所以上

平面図に測定位置、高さを記載のうえ提出する。

負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。　

中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置等

500

800

適用する。天井高 3,000ｍｍ以上の場合及び上記取り付け高さにおいて、

機器の使用に支障が生じる場合は監理者と協議する。

1,500（上端 1,900 以下）

1,500

1,300

（天井高）×0.9 及び（天井高）×0.8 は天井高が 2,500～3,000ｍｍの場合に

150

150

800

1,500

2,500

〃

床上～中心

発電設備、ガス

1,300

1,000

300

150

〃

〃

〃

天井面～中心

［備考］

設けること。

   　　高さを示す。

受ける場合の申請図書作成および申請費用は、本工事に含む。

消防防災システム、総合操作盤及び防災センター（東京都のみ）の評価制度を

監視パソコン用机・椅子、プリンタは必要数納入すること。尚、監視パソコンの

ガス漏れ検知器（LP ガス）

発信機

副受信機

警報ベル

2.25.2

機器の取付け 防火シャッターには降下中の警報用電子ブザーを設けること。

機器の取付け

2.24.2

〃

天井下～上端

床上～操作部

地上～中心

〃

〃

〃

〃

熱感知器および感知器用配線と発電装置排気筒断熱材表面の離隔は500㎜以上　

表示盤

発信器（出退表示用）

外部受付用インターホン（子機）

復帰ボタン（ 〃 ）

廊下表示灯（ 〃 ）

　注）呼出ボタン（多機能トイレ）の取付け高さ（４００）は床に転倒した時を考慮した　

第1章　機　材　

ELCB の選定にあたり、納入機器の推奨感度電流値もしくは漏れ電流値を製造者に

各種検針メータの確認は、2.7.2(2)による。

各種検針メータの確認は、2.7.2(2)による。

2.1.1 【置換】

機器の据付け

接地極埋設標

給油ボックス

2.3.2

連動制御については、連動設定表を作成すること。連動表については、連動す

第2章　施　工　

〃

〃

〃

床上～下端室内端子盤 （廊下・室内）

中間端子盤 （EPS・電気室）

親時計

子時計、スピーカ

床上～中心

〃

監視パソコン用机・椅子、プリンタは必要数納入する（本工事に含む）。

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけて全数3回以上確認　

コンセント（土間）

引込開閉器箱（低圧）

分電盤、制御盤、実験盤

接地用端子箱

試験用接続端子箱

機器の据え付けは、第6編2.1.11「機器の据え付け」によるほか、以下による。

サーバー室など重要室の空調機用 ELCB の感度電流値は、原則 100mA 以上の

中感度形とし、空調機には必ず接地を施すこと。また、機器メーカー変更にも

・誤動作防止及びシステムダウンなどの原因となるノイズ対策を図る。

【追記】

2.7.5

確認し、設計者及び監理者に書面にて報告の上、その仕様を決定すること。

該当機器類の納入仕様書等には推奨感度電流値または漏れ電流値を記載すること。

漏れ電流値によりELCBを選定する場合、感度電流値は漏れ電流値の2倍以上と

施工の試験

すること。

対応できるよう感度電流値可変タイプとすること。 【追記】2.7.6

設備）の試験

設備の試験

太陽光発電 各種検針メータの確認は、2.7.2(2)による。ELCB の選定は、内線規程によるものとする。

2,100

コンセント、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､テレビ端子

コンセント、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､テレビ端子

コンセント、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､テレビ端子

スイッチ（一般）

小出力発電

各種検針メータの確認は、2.7.2(2)による。 する。負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。中央監

視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置等との計量　

値の整合を3回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維持管理担当への

引継ぎを行う。2.7.7

アッテネータ

【追記】

開閉器箱

電磁開閉器用押しボタン

る設備の設計者、監理者、施工者に内容を確認し押印等（電磁的記録を含む）をうけること。

〃

〃

壁付インターホン（上記以外）

呼出ボタン（多機能便所用）

機器の取付け

【追記】

壁掛け型受話機は、原則として受話器の落下防止策を施すこと。

1.15.1

一般事項

【追記】

テレビ機器収容箱

火報受信機（複合盤）

【追加】

自動報機器収容箱

〃

〃

床上～下端

地上、床上～中心

床上～中心

地上～給油口

〃

〃

〃

ガス漏れ検知器（都市 ガス）尚、監視パソコンの転倒防止処置を施すこと。

2.3.4 表示灯

連動制御器（自動閉鎖）　保安形態 電源供給しながら実施

他系に切り替える場合（共通設備がある場合）は停電が発生 一般事項

1.13.1

デスクトップタイプの監視装置の場合は、監視パソコン用机・椅子を必要数納入すること。
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【追記】

設備の試験

転倒防止処置を施すこと。

セパレータ（着脱可能なもの）を設けること。

第4節 端子盤・機器収容ラック等　　

各種検針メータの確認は、2.7.2(2)による。

第１章　機　材　　

風力発電設備

の試験

床上～中心

〃

鏡上端～中心

床上～中心

〃

床上～上端

床上～中心

台上～中心

第２章　施　工　　

1.4.5

電源装置

【置換】

電源装置は、1.3.5「電源装置」よるほか、停電時に継続して監視・制御が可能な十分な容量

を持ったものとする。　

機能など

スイッチによるキー操作の禁止を指定できる構造とし、特記がなければ監視と操作の

レベル分けを行うものとする。

装置本体の故障を表示灯、ブザー、音声などにより容易に判別できる機能を有するもの

とする。

第3節　施工の立合い及び試験　

中央監視設備の機器類は、保守点検、誘導障害防止、操作などの関係により、

以下について考慮する。

第1節　据付け　

・装置の前後に、十分な保守用空間を設ける。

等との計量値の整合を３回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維

2.18.2

機器の据え付け 壁掛け型電話機は、原則として受話器の落下防止策を施すこと。

2.14.2 【追記】

設備の試験

【追記】

2.7.4

熱併給発電設

備（コージェ

ネレーション　

【追記】

タービン発電

設備及びマイ

クロガスター

ビン発電設備

の試験
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2.7.3

燃料電池発電

大阪府知事登録　（ト）第１４８８４号
一級建築士登録　第　３３４６２１　号

担当 特記 工事名 図面名 図面番号 区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

中坪　大輔
一級建築士事務所 大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事黒瀧　英法 縮尺 年月日

特記仕様書　６ E－特06 電気

2025年　3月4HM-12-0TE-1 A1 ： N.S A3 ： N.S

平良　友臓 管理番号

もしくは漏れ電流値を製造者に確認し、設計者及び監理者に書面にて報告の上、

との計量値の整合を３回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維持管理

担当への引継ぎを行う。

受変電設備の法定点検実施形態は以下による。

全停電にて実施

2.3.3 【追記】

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけ全数3回以上確認する。

負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。

中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置等

施工の試験

上記にて「電源供給しながら実施」を選択した場合、停復電制御、停電時負荷規制の

制御フロー図を機器製作図に記載すること。また、法定点検時において、電源供給が

可能なよう、概略法定点検手順を検討し、総合連動試験時に実施可能なことを確認する

こと。

第３章　施　工　

3.3.2

施工の試験

【追記】

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけて全数3回以上

確認する。負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。

中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置

持管理担当への引継ぎを行う。

【追記】

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけ全数3回以上確認する。　

負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認する。　　

中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監視装置等

との計量値の整合を3回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、建物維持管理

担当への引継ぎを行う。

ジン発電設備、

ガスエンジン

他系に切り替える場合でも無停電で実施

【追記】1.4.2

端子盤等 遮断器は、表 1.1.9 に示すいずれかの規格によるほか、次による。

【追記】

第15節 防犯・入退室管理装置　

第13節 監視カメラ装置　

電話端子盤内に他設備用端子などを設ける場合は、1.2ｍｍ以上の鋼板製

2,000

200

800～1,500

1,500（上端 1,900 以下）

(天井高)×0.9

1,300

(天井高)×0.9

1,300

標準図による

1,500

名　　称 測　　定 取り付け高［ mm ］

1,500

800～1,500

800～1,500

1,300

900

1,800
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第1節 キュービクル式配電盤、第 3 節 変圧器盤 第 6 節 開放形配電盤　

第３節 施工の立会い及び試験　

床面から上端300以内

(天井面)－200

ブラケット（一般）

ブラケット（踊場）

ブラケット（鏡上）

(天井高)×0.9

(天井高)×0.9



SK

18df

18df

13df

18df

31TN

13df

18df

18df

18df

18df

41b

18df

13df

13df

41b

31TN

31TN

31TN

18df

31TN

18df

18df

18df

FP

22DSe22DSe

18df

OB

FP

FP

FP

FP

R

1

101

既設配線を切離し（改修後再接続）

　2階便所平面詳細図　（A3:1/100）

FP

※太線の配線配管および機器は撤去とする。

特記なき配線は下記による。

VVF1.6-3C(PF22) ころがし

FP-C1.6-2C(PF22) ころがし

特記なき記号は下記による。

記号 名称 備考

蛍光灯

白熱灯

非常用照明 蛍光灯

スイッチ（1P15A）

SK

OB

子

子

子子

親

親

子

子 DL1

親

DL1

DL1

DL1

DL1

親

親

DL1

DL1

DL1DL1
DL1

DL1

DL2

DL2DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2 DL2

DL2

DL2

DL2DL2

DL2

a1 a1

OB

a1

a1

a1a1

OB

FPFP

FP

FP FP

OB

子

1

R

101

既設配線に再接続

親

a1

DL2

DL1

　2階便所平面詳細図　（A3:1/100）

FP

特記なき記号は下記による。

記号 名称 備考

ジョイントボックス

ＬＥＤ灯

ＬＥＤ灯

非常用照明 ＬＥＤ

スイッチ（1P15A）

熱線式自動スイッチ用センサ（親機）
参考型番
WTK24818（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）

熱線式自動スイッチ用センサ（子機） 参考型番
WTK29129（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）

特記なき配線は下記による。

EM-EEF1.6-3C(PF22) ころがし

EM-FP-C1.6-2C(PF22) ころがし

器具光束：５９５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）３５００Ｋ、Ｒａ８５
光源遮光角１５度、広角タイプ
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ０６０８ＷＶＫＬＥ９相当品

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：１０２５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光源遮光角１５度、拡散タイプ
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１００９ＷＶＫＬＥ９相当品

反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイガスト（ホワイトつや消し仕上げ）、本体：鋼板

公共施設型番：K0-LRS11-D6

φ６０、低・中天井用（～６ｍ）
ＬＥＤ内蔵、非常時：非常用ＬＥＤ点灯／常時消灯
電圧：ＡＣ／ＤＣ１００Ｖ
非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－００１
レンズ：ガラス

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

ダウンライト　６０形

ＬＥＤ非常灯電源別置形

ダウンライト　１００形 DL2DL1

a1

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

一級建築士登録 第
1

図面名

新設撤去 平面図・姿図（電灯）

100

一級建築士事務所　西日本事業本部

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

2025年 3月

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年月縮尺

区分図面番号図面名

E -

管理番号 4HM-12-0TE-1

334621
担当 工事名

1
A1: A3:

-
1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号　黒瀧　英法

大阪府知事登録 （ト）第14884号

図面番号 区分

縮尺 年月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

電気

管理番号

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

特記

改修前 改修後



SK

ET ET

ET

ET

ET

SK

EET

EET EET

EET EET

EET

EET

EET

EET

EET
EET

EET

EET
OB OB

EET

EET

OB

M-2L-1

一級建築士登録 第
2

図面名

新設撤去 平面図（コンセント）

100,300

一級建築士事務所　西日本事業本部

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

2025年 3月

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年月縮尺

区分図面番号図面名

E -

管理番号 4HM-12-0TE-1

334621
担当 工事名

1
A1: A3:

-
1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号　黒瀧　英法

大阪府知事登録 （ト）第14884号

図面番号 区分

縮尺 年月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

電気

管理番号

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

特記



SK

SK

Ω

Ω

SK

SK

Ω

Ω

一級建築士登録 第
3

図面名

新設撤去 平面図（弱電)

100

一級建築士事務所　西日本事業本部

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

2025年 3月

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
年月縮尺

区分図面番号図面名

E -

管理番号 4HM-12-0TE-1

334621
担当 工事名

1
A1: A3:

-
1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

号　黒瀧　英法

大阪府知事登録 （ト）第14884号

図面番号 区分

縮尺 年月

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録 （ト）第14884号

特記 工事名

電気

管理番号

担当

1
A1: A3:

1

株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 西日本事業本部　2024.02

特記



(4)

○

○

(1)

○

○

(1)

(2)

(3)

(5)

mm mm

(2)

(a)

(6)

○

○

1） 2)

3） 4) ○ ○

5） ○ ○

(7)

○ ○

● ○ (8)

(a)

● ● ○

( 6 8 )時 ( 8 18 )時 ( 18 21 )時 ( 21 6 )時

(b)

(c)

(b)

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

(9)

(c)

(1)

(2) ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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2025年 3月

1) 法令上に定められた数値を示す。　2) 所管行政機関等との協議結果を示す。　3) 設計計算時の目標値を示す。

℃

％

℃

℃

年月

表4-8-1　外気条件

％

％

dB(A)

dB(A)

dB(A)

温度（ＤＢ）

％

℃

温度（ＤＢ）

dB(A)

建築設備設計基準以外の基準は、適用する機器や図書などを記載。

本工事では、3) 設計目標値を遵守すること。

機械

0

‐℃

2) 本計画での基準値

dB(A)

上記以外の基準
（適用機器：バルブ）
(適用図書：ASHRAE)

0

dB(A)

3) 設計目標値

50

0

dB(A)dB(A)

0dB(A)

対象法令（

55

dB(A)

)時～(

50dB(A) 45

騒音規制法

重要機器

0.61.0

朝 昼間

1) 法令上の規制値

)時～(

条例（

夕

2.0 2.0 2.0

耐震クラス

1.5

Ｓ

1.0

1.5

耐震クラス

　　　ここに、ＫＳ：設計用標準水平震度

地域係数Ｚは、（　1.0　）とする。

　　ＫＨ＝ＫＳ･Ｚ　　ＫＶ＝1/2･ＫＨ

建築設備工事共通仕様書改修工事・増訂版 2022年度版　(日本建築家協会監修)

特定の施設

機器種別

設計用標準水平震度ＫＳは下表4-2-1によるものとする。

重要機器 一般機器

 耐震クラスＡ

建築設備耐震設計・施工指針　2014年版(独立行政法人 建築研究所監修)

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準および同解説 令和3年版（国土交通省大臣官房官庁

電気用品安全法

騒音規制法

ガス事業法

適用法令は下記による。

建築設備設計・施工上の運用指示（国土交通大臣住宅局建築指導課監修）

建築基準法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

高圧ガス保安法

計量法

電気事業法

電気設備技術基準

悪臭防止法

大気汚染防止法

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

建築物環境配慮制度（CASBEE）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

令和4年版」（以下「標準図」という）による。

各工事において、関連のある事項はそれぞれの公共建築工事標準仕様書（建築工事編、

電気設備工事編）令和4年版及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和4年版

電気設備工事監理指針　令和4年版　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説（JASS）

機械設備工事監理指針　令和4年版　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

大阪府知事登録　（ト）第14884号
一級建築士登録　

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

Ⅱ　機械設備工事仕様

1.工事概要

 建築主

 工事名称

 着工及び竣工年月日

一級建築士事務所　西日本事業本部

Ⅰ．工事概要

対象範囲

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

1.共通仕様

建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和4年版」（以下、「標仕」という。）及び国土

 住居表示

 防災地域

 地名地番

 用途地域

 住所

 確認申請　確認日

 容積対象床面積

 敷地面積

 その他の区域、地区等

 確認番号

 工事種別

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共

 建築面積 旧館：4,392.67 m2　新館：3,507 m2

6,743.68 ㎡

旧館：7,066.01 m2　新館：8,150 m2

 容積対象外面積

 階数

 塩害地域

〇

3.工事種目

 設備項目（●印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。）

工事種別

機械設備工事

工事種別

建物別及び屋外

－

第１種住居地域 による。また改修工事が発生する場合「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

令和4年版」を適用する。

その他の適用図書類は下記による。

一般機器

　　ＦＨ＝ＫＨ･Ｗ（kN）　　ＦＶ＝ＫＶ･Ｗ（kN）

1.5

Ｂ

1.0 0.6

0.6

1.0

1.5 1.0

　　　ここに、ＫＨ：設計用水平震度、ＫＶ：設計用鉛直震度

1.0 0.6 0.6 0.4上記以外の機器

上記以外の機器

水槽類

地下・1階

1.51.5

防振支持の機器

1.5

1.0 1.0

1.01.0

水質汚濁防止法

準防火地域

ー

 

2.建物概要

 

〇

浄化槽法

1.5 1.5

消防法

火災予防条例

危険物の規制に関する政令

水道法

1.5水槽類

営繕工事電子納品要領(令和3年改定)　（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設省大臣官房技術参事官通達昭和62.3改正) 延床面積

 構造種別

 高さ

 基礎形式

 構法種別

営繕部監修）

建築設備設計基準（国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修）

空気調和・衛生設備工事標準仕様書（空気調和・衛生工学会規格）

改修工事

（平均GLより）建物高さ　ーm　最高の高さ　ーm

 主要用途

 消防法別表

○耐震構造　　〇制震構造　　○免震構造

　（●印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。）

 耐火構造種別 〇耐火構造　　○準耐火構造　　○その他

第　ー　項

設置場所

下水道法

上記以外の機器 2.0

改修 1.5

2.0

水槽類

2.適用法令

●該当なし　　○耐塩害　　　　○耐重塩害

ー

博物館

ー

地下１階・地上３ 階

地域係数Ｚおよび設備機器総重量Ｗ（kN）を用いて次のように計算する。

●

○

排水設備

〇

〇

●

厨房設備

〇

〇

〇

衛生器具設備

給水設備●

●

●

○

一式

動力設備

○

一式

ガス設備

○

○

○

特殊排水処理設備

浄化槽設備

○

○

蒸気設備

○

○

○

○

医療ガス設備

雨水再利用設備

排水再利用設備

○ 物品搬送設備

さく井設備

○

特殊ガス設備

水泳プール・浴場施設設備

ごみ処理設備

● 撤去工事 一式

4.関連する別途工事

建築本体工事、電気設備工事

地方独立行政法人大阪市博物館機構

大阪府大阪市東住吉区長居公園１－２３

－

－

－

－

○直接基礎　　〇杭基礎

鉄筋コンクリート造

一式

一式

一式

3.特記仕様

その他本工事に関わる関連法規及び規格

当該表を示す。

項目は、●印および※印の付いたものを適用する。○印のついたものは適用しない。

大地震動時

Ｘ方向 Ｙ方向

駐車場法

建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律

階

建築物環境計画書制度

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特記事項に記載の項目番号（章、節、項番）は、標仕の当該項目、当該図又は

危険物貯蔵装置

熱源設備

給湯設備

消火設備

空気調和設備

‐℃温度（ＤＢ） ℃

建築設備設計基準
（国交省）

設計用温湿度条件は下表4-8-1および下表4-8-2による。

NC-20の室の対策は図示による。

℃ ℃温度（ＤＢ）

 上層階②（　～　）

地震動レベル

換気機器

‐％

上層階・中間階の定義は、設計用標準震度と同様とする。

)時～(

湿度（ＲＨ）

中地震動時

階 Ｘ方向 Ｙ方向

 上層階①（　～　）

温度（ＤＢ） ℃ ‐℃

％湿度（ＲＨ）

Ｘ方向

大地震動時

Ｙ方向
地震動レベル

%

冬期

‐℃

‐％

‐％％

％

dB(A)

備考

夏期 冬期 中間期

 中間階①（　～　）

1階

 中間階②（　～　）

ＮＣ－２０

ＮＣ－４５

ＮＣ－３０

遮音対策･防振支持を行う範囲は下記とする。

ＮＣ－２５

防振架台の場合はダブルナットとする。

)時～(

夜間

環境基準 ））

表4-7　設計騒音目標値

必要構造性能概要書による

項目

遮音対策

局部震度法による設備機器の地震力

中間階

各室の許容騒音値は、下表4-7の値（目標値）以下とする。

（cm））

免震構造変位量

免震層最大変位

地震力

 上層階・屋上及び搭屋

湿度（ＲＨ）

中間期

‐℃

%

℃

表4-8-2　室内条件

‐％

％

％湿度（ＲＨ）

℃

‐％

℃温度（ＤＢ）

％湿度（ＲＨ）

Mー特01

‐℃℃

図面名 区分工事名

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事 縮尺

図面番号

管理番号

特記

第334621号 A3 ： N.S： N.S4HM-12-0TE-1 A1

特殊空調設備

換気設備

排煙設備

自動制御設備

中央監視設備

営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック平成30年版（国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修）

建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿（令和4年版）

労働安全衛生法

耐震クラス（Ｓ･Ａ･Ｂ）の定義は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(独立

建築物の時刻歴応答解析が行われている場合の地震力

表4-2-1　設計用標準水平震度ＫＳ

設計用水平地震力ＦＨ（設計用鉛直地震力ＦＶ）は設計用標準水平震度ＫＳ

振動規制法

1.0

表4-1　階高リスト

上層階に該当しないもの （平屋建の場合は無し）

防振支持の機器

一般の施設

防振支持の機器

上層階・中間階の定義は次による。

1.0

なお、設計用水平地震力ＦＨと設計用鉛直地震力ＦＶは同時に作用するものとする。

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(独立行政法人 建築研究所監修)」により行う。

・【追記】：標仕に規定されている章・節・項に、規定を追加し適用することを示す。

航空法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

給水装置

住宅品質確保法

排水装置

監視制御設備

避難経路上に設置する機器

熱源機器

空調配管（

防災設備

火を使用する設備

設備機器および設備部材の固定や支持等は、すべて国土交通省国土技術政策総合研究所

本特記仕様書の項目、特記事項欄に記載のある【追加】、【追記】、【置換】は次による。

医療用設備

Ｙ方向

ケーブルラック（

衛生配管（・【追加】：標仕に定めのない、本工事において追加した項目を示す。

設備機器および設備部材の固定支持

4.建物条件

あり

クリアランス

空調機器

階高

建物のそれぞれの階の階高は下表4-1による。

建物のそれぞれの階の階高は図示による。

垂直積雪量

構造躯体の層間変形角

表4-4　中地震動時および大地震動時の層間変形角

下表4-4による。

必要構造性能概要書による。

‐％湿度（ＲＨ）

敷地境界線における騒音規制値は以下による。

以下による

騒音振動規制

重要機器は次のものを示す。

局部震度法による設計用鉛直震度ＫＶを用いる。 遮音対策は 鉛ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ貼（ 1.0mm

夏期

備考
Ｘ方向

ゴム防振

1.0

中地震動時

(独立行政法人 建築研究所監修)本文2.3節」に基づき下表4-2-2による各階の

行政法人 建築研究所監修)」による。

0.6

ダクト
防振支持

設計用水平地震力ＦＨ（設計用鉛直地震力ＦＶ）は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は

上層３階、１３階建以上の場合は上層４層とする。中間階とは地下階,１階を除く各階で

ただし、免震構造の建築物の設計用鉛直震度が特に解析されていない場合には

表4-2-2　各階の応答加速度値Ｇｆ（cm/s
2
）

ダクト

スプリング防振 ゴムパッド

応答加速度値Ｇｆ（cm/s2）を用いて計算する。

0.3mm　） 遮音シート

（N/㎡）

）mm

（Ｎ/cm/㎡）（cm） 積雪の単位荷重

配管

設計目標騒音値 室　　名

 対象範囲

配管

ＮＣ－３５

特記仕様書　１

設計用温湿度条件

水位の指定なし

ＮＣ－４０

黒瀧　英法

三浦　貴弘

黒瀧　英法

担当

藤田　拓也

・【置換】：標仕に規定されている一部もしくはすべてを置き換えて適用することを示す。

防振支持は

水防レベル

GL +（ 設計水位：

0.5mm

重要機器

ダクト（

雪下ろしの必要の有無 あり（最大許容積雪量

積雪荷重

積雪荷重 なし多雪地域指定の有無

なし



編 ● (オ)

(1) (カ) ●

(キ) (3)

● (ク)

(ア) (2) (4)

(3)

(1) ○

● ●

(2) (6)

(ケ) ○ ○

・

(テ) (3) ・

(7)

(ノ) (4) ●

(ハ) (4) (ア)

(8) ⅰ)

(ヒ)

(フ) (1)

● ● ⅱ)

● (2) (4)

(4) (ア) (イ)

ⅰ)

(5) (イ) ・ 〇 ●

(ウ) ・ 〇 ●

(6) (エ) ・ 〇 ●

(7) (5)

(6)

(8) (1)

(9) ● (ア) (7)

(イ) ⅱ)

(ア) ● ○

(ウ) (イ) ● ○ ●

（ 〇 〇 ○

(2) 〇 〇 ⅲ)

(ア) 〇 ）

(ウ) ● ○

(イ) (エ) ● ○ ）

(5) ● ○ ⅳ)

(8) ⅴ)

(ウ) ⅵ)

(ア) ⅶ)

● 〇 ・

(3) (イ) ・

● 〇

 ※

● ●

(3) (4) (6) ⅷ)

(ウ)

(7) ⅰ)

(4) ⅱ)

(1) (8) ⅲ)

(5) ● ⅳ)

(9) ⅴ)

(1) ⅵ)

(6) 〇 〇 (エ)

● ○ ○

(2)

(ア) ●

(イ) ○ ○ ●

(ウ) ○ (1)

(エ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 無

(3) (2)

● ○ ● ● ○ ○ ○

○ ）

○ 〇 無

○

(4) ● ○

● ○ (3) ○ ● 無

(1)

○ (4)

○ ○ （ 〇　 〇 〇 　）

● ○ ○ 　）

(1) ● 無

(ア) ○ (5)

(イ) ○ ○ ○ ） ）

● 無

(ウ)

(2) (エ) ○ ○ ○

の取扱い

施工図、製作図の著作権は発注者に移譲する。

1.1.7 【追記】

等の調整 に関する費用の負担は、工事費に含むものとする。

ズ）を作成すると共に、A3サイズの青焼きまたは白焼き製本を（　２　）部提出する。

1.1.6 【追記】

1.1.3

主要な届出手続きを下記に示す。

届出先

 消防

労働基準監督署（化学設備）

 消防（危険物）

 下水道事務所

等

産業廃棄物処理法に基づき適切に処理すること。

黒瀧　英法

三浦　貴弘

関連工事用の機器、材料の取組みに必要な搬入口・通路などの設置・確保

担当

一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

1.1.11

1.2.2

1.2.3

【追記】

本工事において、新たに特許、実用新案、意匠権等を出願する場合はあらかじめ監

理者と協議を行うこと。

【置換】

本工事に使用する材料に関わる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利にお

いての、必要な手続きは受注者の責任において行うこと。工事中、竣工後に限らず第

出願等

用語の定義 「監理者」とは、この契約とは別に発注者・監理者間で締結された監理業務に関する

よる「完成検査」からなる。（1.1.2.(テ) 【追記】）

1.2.4

委託契約書に記載された監理者又はその委任を受けて監理者の業務を代理して

1.1.17

らが設計図書等との適否を判断することをいう。

  （省エネ法）に基づく届出（変更）

行うものをいう。標準仕様書及び改修工事標準仕様書に記載のある「監督職員」は

主検査の適正さを確認するために行うものである。

項 目 特 記 事 項

1.1.8

 水道局

 クに貯蔵する軽油・重油・燈油等）

  各自治体水道局における工事必要申請書類

第
１
編

一
般
共
通
事
項

一級建築士事務所　西日本事業本部

容に関しては、発注者の承諾がある場合を除き、第三者に漏洩してはならない。契約

工事名 図面名

査の日程

官公署への届出等手続きの日程

部分使用・部分引渡しの日程及び関係する検査の日程 と。）

か確認すること。

特殊な形状の空間（吹き抜けや大ホールなど）はシミュレーションを行い、問題ない

35℃以上となる場合は、その結果を、最終機器選定時の能力補正に反映するこ

図面番号 区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

Mー特02 機械

特記

年月
大阪府知事登録　（ト）第14884号

2025年 3月4HM-12-0TE-1 A1 ： N.S A3 ：

施工図等や完成図を作成するために設計図のＣＡＤ・BIMデータを利用する場合は、

監理者に申し出て、株式会社NTTファシリティーズとの貸与についての契約を別途

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

取り交わすこと。設計図のＣＡＤ・BIMデータの著作権は株式会社NTTファシリティー

ズに帰属し、これを目的以外に利用してはならない。

実施工程表は、着手から完成に至る工事全般の手順と日程の計画を表したもの

N.S

管理番号 縮尺

特記仕様書　２

関連工事を行う場所への出入り及び安全管理等にかかわる費用

足場・運搬設備・楊重設備・工事用電力・工事用給排水の利用

障害となる仮設物を除き、貫通孔などの設置、ボルト、インサートなどの取り付け

施工図・施工計画書などの作成に際し、関連工事との取り合い・納まりなどについて

等にその旨を報告・通知する。

【追記】

の資料に日付を明記し、受注者押印（電磁的記録を含む）のうえ説明し、差し出す

 「機器及び材料（以下「機材」という）」とは、工事に使用する機器・材料・製品を総称

 なお、現場管理組織の監理者による「竣工検査」と監理者の本社などの検査要員に

「受注者の検査」とは、工事の各段階で、材料または施工などについて受注者等自

  消防用設備等設置届出書・設備等設置届出書

監理者の指示により、検査に必要な書類作成に協力すること。

確認申請などの変更に伴う、計算書・図面の作成支援を行うこと。

第1章　一般事項
第1節　総則

「監理者」に読み替える。ただし、監理者が、この工事の管理業務を行う場合には、公

共工事における監督職員の業務範囲としての会計法、地方自治体法、各種条例等に

定める義務をすべて負うものではない。

  一般取扱所設置許可申請

【置換】

「監理者に提出」とは、受注者等が監理者に対し、工事に書関わる書面又はその他

ことをいう。（1.1.2.(ケ) 一部【置換】）

していう。

理の統括責任を負う。ただし、建築工事受注者がいない場合は本工事受注者が統括

 機械等設置・移転・変更届（化学設備（燃料貯蔵タン

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律

  各自治体下水道事務所における工事必要申請書類

  消防用設備等特例承認・除外届出書

  防災センター評価（東京のみ）

  消防防災システム評価申請書

  緊急離着陸場等設計届出書・設置届出書

 地下タンク貯蔵所設置許可申請

特許の

質確保等に課題があると判断した場合は、発注者の特定業者指定依頼を拒否するこ

とができる。その場合、拒否の理由を発注者に書面をもって説明しなければならない。

【置換】

設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関

行政

  特定施設設置届

別に定めのない限り、関連工事の受注者に対し、次のものについて供与する。これら

総合図を作成し、十分に調整を行う。テナント内装等本工事の工期内に行う別途工

事は、相互間に協力し、官公署等の検査を受検できるよう建築工事受注者が運営管

第2節　工事関係図書

前(1)号において設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、1.1.14による。

設計図書等 受注者は、発注者が本工事の見積り依頼にあたり開示した資料・情報等知り得た内

終了後といえども同様の義務を負うものとする。

工事監理用図書として、工事着手後速やかに設計図（契約図）の縮小原図（A3サイ

関連工事

疑義に対す

る協議等 係で設計図書によることが困難もしくは不都合が生じた場合は、書面をもって監理者

する。監理者は実施工程表に問題があると認められる場合は、発注者及び受注者

設計変更等

前号(1) (2)にかかわらず、施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品

業者に関する責任は全て受注者が負う。ただし、受注者は特定業者の工事管理・品

置、取り付け方法等の変更または取り付け数量を多少変更するなどの軽微な変更は

監理者の指示による。

責任を負う。

発注者が、特定の工事業者若しくはメーカー（以下、「特定業者」という。）を下請業者

として指定した場合、受注者は特定業者と下請契約を締結しなければならない。特定

で、本工事の工程のほか、次の内容を記載する。

1.1.18

工事の着手に先立ち、または着手後速やかに実施工程表を作成し、監理者に提出

監理者の検査は、立ち合いにより、又は受注者等の自主検査記録・工事写真そ

後片付け

を通じて設計者に通知し、設計者の指示を受ける。ただし材料の仕様、取り付け位

【追加】

工事に付帯

主要な総合図・施工図・施工計画書等の作成・提出・承諾の日程

建築主事・所轄消防署による中間検査など関係法令に基づく官公署の諸検

1.1.20

項 目 申 請 先

保険契約の締結後、その証券の写しを監理者に速やかに提出する。

【追加】

監理者の

【追加】

承諾・検査

する作業・

1.1.15

・試験等

づいてなされる。

前号(1) (2)にかかわらず、機材・施工・工事が工事請負契約書、設計図書に適合しな

い場合、その責は受注者にあり、それらについての施工図・工作図・製作図・見本な

協議のうえ指定のコンピュータソフトにより作成し、電子データにて提出する。

本工事に含む 本工事に含まない

補助金申請対象

火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち1以上に加入する。

（分離発注に於いては、引き渡しが最終となる工事目的物）の引き渡し翌日までとする。

【置換】

補助金申

請業務へ

1.2.1

火災保険等

契約期間の始期は、材料（仮設、型枠材を除く）購入時以前とし、終期は、工事目的物

の協力

【追加】 当該建物に関し、発注者が補助金申請を行う場合、受注者は図面作成、見積内訳

書作成、現地監査対応等に関し、発注者に協力すること。それに伴う費用は

書類の電

子情報化

1.1.19

の他の審査等の合法的方法により行いう。なお、監理者の立合い検査は原則とし

て抽出により行う。

施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品について施工図等・見

本品等に対する監理者の承諾は、その外観から提出される書面による情報に基

【追加】

どに対する監理者の承諾、あるいはそれらに対する監理者の検査又は試験は、受注

の欠陥又はこれに類する原因による品質・性能・安全上の不具合がある場合は、そ

の修補等の責は受注者が負う。

監理者に提出する書類（図面を除く）のうち、監理者の指示するものは、監理者と

者の責任を軽減するものではない。

機材・施工・工事についての施工図等・見本等に対する監理者の承諾は、次による。

実施工程表

受注者による品質管理・確認の適正さを確認するために行われる。

受注者から提出された施工図等・見本等に示される範囲の内容に対してなされ

る。

施工に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品について施工図等・見

本品等に対下は、その外観から提出される書面による情報に基づいてなされる。

工事請負契約書及び設計図書に基づいて、受注者等による品質管理・確認・自

機材・施工・工事に対する監理者の検査又は試験は、次による。

【追加】

に修正実施工程表を作成し、監理者に提出する。監理者は、修正実施工程表に問

題があると認められる場合は、発注者及び受注者等にその旨を報告・通知する。

【追記】

施工・機材および製品検査・試験（支給材料、貸与品の検査・試験は除く）、見本

品等の制作、検査に関する費用

敷地周辺における本工事の障害となるものの移設及び復旧

施工計画書 工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。内容は次

による他、監理者の指示による。

工事概要、施工管理体制、現場運営形態、工程計画・工程管理、品質管理計

完成時の諸検査の日程

出来高目標

関連工事の主要な日程

その他、工事の進行に関係する重要事項（受渡し、受電、主要な材料の見本

決定など）

実施工程表に変更の必要が生じた場合は、関連工事の工程と調整のうえ、速やか

画、総合仮設計画、近隣対策、安全衛生管理計画　等

計画書、施工図の一覧表を作成し、提出スケジュールを監理者と協議する。

総合施工計画書は工事全体を通じて受注者等が行う工事組織の構成と運営、工事

環境の整備と維持、工事請負契約に基づく監理者への対応などについて、本工事の

固有の条件に適応した最適な方針を定めたものとする。また、監理者が監理方針書

を示した場合は、それに基づいたものとする。

工種別の施工計画書を作成し、監理者に提出する。このうち設計図書に定めるも

の、あるいは監理者に指示するものについては、監理者の承諾を受ける。

【追記】

施工図等 受注者は、施工図などの作成に先立ち総合プロット図（壁床、天井）を作成し承諾を

受ける。また総合プロット図を基に総合図を作成し、監理者に提出する。尚、総合図

とは、建築工事施工者による各平面詳細図、展開図、天井伏図等を元図とし、建築、

構造、空調衛生設備、電気設備及び関連工事をすべての納まり調整のうえ同一図

面（平面図、断面図、立面図）に記載したものする。作成にあたっては、スリーブ等構

造躯体に関わる部分に影響のない時期とする。

受注者は、施工図・工作図・製作図などは総合図に基づき作成するものとする。

監理者の指示する原寸図・型板などは、施工に先立つ適切な時期に作成し、監理者

の承諾を受ける。

模型・モックアップ・モデルルームなどの作製、見本施工は次による。これらは、施工

に先立つ適切な時期に実施し、監理者の承諾を受ける。

模型の作製

見本施工

しない

しない

する　　（　　　　　　　             ）

する　　（　　　　　　　             ）

配管保温仕上げ ダクト保温仕上げ

制気口取付要領 リモコン･スイッチ類・ボックス取付要領

機器･配管・ダクト･ラックの耐震支持要領

しない

する　　（　　　　　　　             ）

テナントリーシングに必要な貸方基準の作成補助

しない

しない

モックアップの作製

モデルルームの作製

機器の機能確認

する　　（　　　　　　　             ）

する　　（　　　　　　　             ）

ｵﾌｨｽ先行ﾙｰﾑ(100坪程度)

しない する　　（　　　　　　　             ）

する

【追記】

工事の記録 検査、試験又は設計図書に定められた確認などを行った場合は、終了後速やかに記

発注者よりテナントリーシングに必要な図面等の作成依頼があった場合は、受注者

は作成に協力し、監理者に提出する。

テナントリーシングに必要な白図の作成

しない

録を作成し監理者に提出する。

施工・試験などに対し監理者の立会いを受けた場合は、終了後速やかに記録を作成

し監理者に提出する。

書類などの監理者による審査を受けた場合は、終了後速やかに記録を作成し監理

者に提出する。

工事写真の納品は建築編営繕工事電子納品要領(令和3年改定)｣による。

採用する機器詳細仕様、配管、ダクト等の施工図での詳細ルート、壁・床等建築仕様な

どの必要条件が確定次第、機械設備工事監理指針　令和４年版　（国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修）第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書各種検討・

解析 1.2.3 施工図等 （a）に記されている対応および下記の内容についての対応を行うととも

1.2.5

最終決定配管ルートによる冷媒配管長制限・配管サイズをメーカ基準との整合を

確認すること。（第一分岐から末端空調機までの距離制約等）

者と協議を行うこと。

最終決定配管ルートでの各種ポンプの水頭損失の再計算

最終決定ダクトルートでの各種送風機・排煙機の圧力損失の再計算

屋上に設置される最終決定機器による敷地境界線上及び直下階居室に対する騒

音シミュレーション

ション

屋上に設置される最終決定機器による直下階居室に対する振動シミュレーション

最終決定空調機・外調機、ダクトルート、風量、壁仕様、躯体仕様における各ＡＣＭ

Ｒの左右隣室に対する騒音・振動シミュレーション

最終決定ポンプ、配管ルート、壁仕様、躯体仕様における受水槽・消火ポンプ室の

とづいた機器能力補正による機器容量の再検討

工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補

佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。

1.3.2

施工条件

【追加】

(2)  (1)以外の施工条件は下記による。

1.3.3

第3節　工事現場管理

【追記】

施工管理 監理者が監理方針を示した場合は、それに基づいて工事運営及び施工管理を行う

ものとする。

本工事の品質・工程・予算管理については、受注者による自主管理を原則とする

1.3.1

が、発注者が管理方法、提出書類の書式、使用するソフトウェア等について指定する

上下左右隣室に対する騒音・振動シミュレーション

場合は、これに従うものとする。

電気保安

技術者

【追記】

によって監理者に通知する。

要 不要

本工事に含む 本工事に含まない

本設の下水接続負担金は、 本工事に含む 本工事に含まない

作業時間などは次による。

設計図書又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に対する協定（以

下、「近隣協定」という。）に、作業内容、作業日・時間などについての定めがある

場合はそれを遵守する。

休日・祝日又は夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面

電気主任技術者

工事期間中の電気主任技術者選任料（名義料の一切の費用）は

本工事に含む

本工事に含まない

工事関係者利用の進入路及びやむを得ない通行止め

本設のガス引込負担金は、 本工事に含む 本工事に含まない

本設引込み後、完成引渡しまでの間の電力・ガス・上下水道の基本料金及び使用

料金は、各種機器の試運転に要する費用を含め、全て本工事に含むものとする。

進入路は、工事着手前に道路管理者の立会いを受け、その維持管理に

努める。万一破損等が生じた場合には、受注者の負担において速やかに現状

復旧し、復旧工事完了後、監理者の承諾を得ること。

工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保

仮設現場事務所・資材置場・工事車両の駐車場所

必要箇所への仮設カーブミラーの設置

工事中の第三者の損害防止

付近の構築物、道路、地下埋設物等に損害を与えない万全の処置

騒音、振動等については公害防止条例その他の規定に即した養生及び防止

対策

第三者の生命、財産に損害が生じた場合及び第三者との間に紛議を生じた

場合は、受注者において解決し、その費用を負担する。

公共施設等（下水道管等）に影響を及ぼした場合の復旧

次に掲げる近隣対応は受注者が責任を持って行い、その費用を負担する。

工事着手前の近隣住戸写真の事前撮影及び調査

騒音、振動、防塵

土・日曜、祝祭日の作業の通知

平日における夜間作業の通知

近隣住民への説明会の開催（工事着手時を含む）並びに工程表の配布及び

着工前近隣住民との間でかわす工事協定締結業務

工事に起因する電波障害対策の速やかな実施

別途工事の扱いは以下による。

別途工事の業者と十分調整を取り、工事、検査、引渡しに支障の無いようにする

こと。

発生材の

処理等

【追記】

現場説明書による 構外搬出適切処理

発注者に引渡しを要するもの

1.3.9

有（ 機器 ダクト 配管 その他の金物　）

特別管理産業廃棄物

アスベスト材 PCB 燃え殻 廃油

産業廃棄物処理法に基づき適切に処理すること。

工事区分 本工事 別途工事

有（

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他 （　　

再利用及び再資源化を図るもの

改正フロン回収破壊法に基づく冷媒用フロンの処分

有（ 本工事 冷媒の種類 R-22 R-410A （　　　　　　　）

1.1.2

各市町村での指定に基づき適切に処理すること。

工事区分 本工事 別途工事

有（）

別途工事

家電リサイクル法対象機器

家庭用エアコン有（

三者からの疑義、費用請求等があった場合は受注者の責任により対応を行うこと。

1.1.8 (a) ただし書きにかかわる工事は監理者の指示により行う。この場合、請負金

額の増減は行わない。

標仕1.1.8(b) において請負代金額の変更が必要な場合は、そのつど施工に着手す

る前に請負代金の増減を明示した請負代金増減内訳書（以下、「増減内訳書」とい

に、その結果を監理者に提出し報告すること。また、結果に問題点等がある場合は監理

本工事を完成させるにあたり本工事に付帯して当然必要と認められる軽微な工事、

機材などは、設計図書等に記載がない場合でも本工事に含む。

本工事を完成させるために必要な次の工事及び費用は請負契約に含む。

【追加】

空調機器の気流シミュレーション（ショートサーキットにより屋上機器周辺温度が

う。）を提出し、監理者の承諾を受ける。このときに変更内容を明記した図面を合わせ

て提出する。

請負代金額を変更するときの工事単価は、原則として請負契約時の単価とする。た

だし、急激な物価変動に係るものについては別途協議する。

本工事着工後、発注者から受注者に対してコストダウン方策についての要請が有っ

受注者都合による工法変更、設備方式の変更、見積り落し及び突貫工事等の工事

最終決定冷媒配管ルート・温湿度条件における採用空調機器メーカーの仕様にも

屋上に設置される最終決定機器、機器レイアウト、目隠し壁仕様による熱源機器、

地上に設置される最終決定機器による隣接建物直近居室に対する騒音シミュレー

手続等

届出書類

検査前に検査対象工事の自主検査を事前に行い、各種法規に適合していることを

期などをあらかじめ調査したうえで、一覧表を作成して監理者に提出する。

官公署その

他への届出

工事の各段階に必要な官公署その他への各種申請または届出の種別・手続き・時

確認のうえ監理者へ報告すること。

用は申請費用を含み全て受注者の負担とする。 工事期間中の官公署その他関係機関の手続き及びその費用

工事用機材等の搬入に必要な搬入口及び通路の設置とそれに伴う補強、復旧・

費の増額は認めない。

本工事に必要な関係公官庁の申請手続きは受注者が行い、その検査に関わる費

「事業者」とは、受注者と工事請負契約を締結した発注者をいう。

材料

1.1.16

【追記】

「書面」とは、記録（電磁的記録を含む）の残る文書を総称していう。

藤田　拓也

た場合、受注者はその旨を理解し協力すること。

の電力基本料金は除く。

ただし、増築、建替えなどで、既設建物での電力受給契約が継続されている場合

次に掲げる事項は請負金額に含むものとする。

負担金

本設の上水引込負担金は、
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施工調査

1.5.9

改修標準仕様書第1編1.5.1から1.5.3によるほか、下記による。【追加】

事前調査項目

厨房設備 厨房設備据付

工種ごとに施工が完了した時は、設計図書に定めがある場合又は監理者の指示が

測定時期 測定化学物質 　 測定箇所数

箇所がある場合は、監理者の指示により速やかに是正を行い、監理者の再検査を

監理者の検査の結果、修補、改造、その他の必要な処置が必要であると指摘された

接地抵抗測定

公設ます 既設（　　　）

既設（工事関連設備一式　　　）

地中管路の掘削にあたっては、電気はもとより機械設備の配管についても確認を行

穴あけ個所の非破壊検査による埋設物の事前調査　（　

い実施すること。存在が措定される場合は手掘りなどにより既設配管を傷めないよう

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは、設計図に特記のない限り、ダ

イアモンドカッターによるものとする。

配慮すること。

支障のある埋設物に対する対応については監理者及び関係者と協議を行い、貫通箇

否　）

非破壊検査実施後、埋設部物と穴あけ箇所との位置関係を明記した「埋設物探査報

告書」（任意様式）を取り纏め、監理者へ報告を行う。

改修標準仕様書第2編4.1.1から4.1.6によるほか、下記による。

について監理者の指示を仰ぐ。

撤去指示の有無によらず、工事中に残置配管、配線類及び地中埋設物（配管、配線

含む）を発見した場合は作業を中止し、速やかに監理者に報告を行い、対処方法等

所の変更等が必要な場合は、変更案を書面によって監理者に提出し、承諾を得た後

【追加】

1.5.11

撤去工事

行い、監理者の指示を仰ぐ。

改修標準仕様書第2編2.8.1から2.8.3によるほか、下記による。

認のうえ、その旨の表示を行い監理者に報告する。なお、不要配管の撤去に施工上

設計図に表示してある撤去配管・配線については、撤去着手前に使用/未使用の確

撤去工事の実施にあたっては下記事項に留意する。

算書などの性能の証明となる書類確認をもって前(1)号の検査とすることができる。

監理者が指示する機材において、材質・呼称寸法などを梱包などに表示している機

提出し、監理者の承諾を受ける。監理者の検査は、前(1)号の受注者等による検査の

適正さを確認するために行い、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供す

る。

検査、測定、試験等に使用する測定用機器は、適正な校正を施したものを用いる。

立会いを受ける。ただし、あらかじめ監理者の指示を受けた場合は、この限りではな

機材の誤用・混用を防止するための識別管理を行う。また、検査・試験の実施状況、

とともに現状どおりに復旧する。

【追記】1.5.3

材は、梱包の状態で監理者の検査を受ける。

設計図書に監理者の検査の定めがある場合、前(1)号の検査に合格後、検査記録を

一工程の施

工の確認及

び報告

工事目的物の施設又は設備の一部を工事用に使用した部分（設計図書の定め

る条件のとおりに復旧する）。

量産品あるいは標準品で実測値などが整備されているものは、性能表又は能力計

が完了した時点で、各種ごとに受注者等の検査を行い、検査記録を監理者に提出す

監理者の検査は、立会いにより又は受注者等による検査の記録・写真などの審査に

より行う。なお、監理者の立会い検査は、原則として抜き取り検査とする。

1.4.2

監理者の押印（電磁的記録を含む）を受ける。

熱絶縁施工

冷凍空調機器の据付 冷凍空気調和機器施工

施工に対する監理者の検査は、受注者等による検査の検査合格後、検査記録が監

理者に提出された後行うものとする。監理者の検査は、受注者等による施工の検査

ダクト製作及び取付け 建築板金施工

保温工事

ある場合は、その施工についての報告書を作成し監理者に提出する。

続き

その内容を記録して監理者に提出し、控えに監理者の押印（電磁的記録を含む）を受ける。

監理者の承諾を受ける必要のある書類・図面・見本等は、監理者に提出し受領印を

受ける。受領印を受けたのち、1週間以内に訂正または保留に関する監理者の指示

・協議の手

工事に伴い汚損が生じた既存の施設・工作物・樹木など

指示・承諾

【追加】

1.3.12

大阪府知事登録　（ト）第14884号
一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

黒瀧　英法

三浦　貴弘 大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号

特記 図面名 図面番号工事名担当 区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

特記仕様書　３ Mー特03 機械
一級建築士事務所　西日本事業本部

縮尺 年月

N.S 2025年 3月4HM-12-0TE-1 A1 ： N.S A3 ：

【追記】

本工事作業を要因とする汚損部分については、速やかに原型に復旧する。養生

後片付け

【追記】

工事の完成に際しては、工事検査までに次に示す部位について、十分に清掃を行う

1.3.10

1.3.11

監理者の指示は、監理者の押印のある書面でこれを受け、控えに受注者等が押印

（電磁的記録を含む）のうえ監理者に提出する。監理者の指示が口頭による場合は、

監理者と協議した事項は、協議の経緯及び結果を記録して監理者に提出し、控えに

がない場合は、提出された書類・図面・見本等は監理者の承諾を受けたものとする。

識別管理が必要な対象と管理の方法について、あらかじめ監理者に報告する。

【追加】

識別

1.3.13

ビリティ

【追加】

1.3.14

トレーサ

不適合製品についても識別管理を行う。

識別記載がなければ、履歴や使用部位が辿れないもの

不具合が発生した場合、工事目的物の品質に重大かつ広範囲の影響を及ぼ

工事目的物に組み込まれた機器・材料・施工などについて、その履歴、使用又は所

在を辿ることのできるトレーサビリティ管理を行い、記録を監理者に提出する。

トレーサビリティ管理は設計図書に定めのあるもののほか、次の条件に同時に該当

する機器・材料・施工について行う。その対象と管理方法については、事前に監理者

と協議のうえ定める。

す恐れのあるもので、修補、取替えが困難なもの。

【追記】

環境への

配慮

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の質及び性

能を有するものとし、次の1）から5）を満たすものとする。

合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

1.4.1

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルム

アルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が

極めて少ないものとする。

接着剤はフタル酸ジーｎ－プチル及びフタル酸ジー2－エチルへキシルを含有しな

い難揮発性の可逆材を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベ

ンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放

散が極めて少ないものとする。

1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什

器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。ま

た、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

規制対象外

JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品

下記表示のあるJAS規格品

非ホルムアルデヒド系接着材使用

接着材等不使用

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

非ホルムアルデヒド系接着材及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

第三種

JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品

旧JISのEo規格品

旧JASのFoo規格品

本工事の全ての内装の仕上げ、居室と空気の出入りのある部分の仕上げ（表面材）

は、上に規定される規定対象外のみ使用する。また、以下の室についても同様の扱

いとする。

【置換】

材料の色、柄等については、発注者及び設計者の指示を受ける。

設計図書に定められた規格等、官公署及び電力・ガス・水道などの供給会社の各種

規格などは最新のものを適用する。

【追記】

設計図書において機材の品質が明示されていない場合は、適切な品質の機材とし、

監理者と協議のうえ決定する。

設計図書において機器・材料に関する記載に「同等」、「程度」等とある場合は、選定

された機材が所定の品質及び性能を有することの証明となる資料を監理者に提出

し、監理者の承諾を受ける。

設計図書において指定された機材が入手困難な場合は前（ｆ）号により監理者の承諾

を受けたうえで、それと同等以上の品質・性能を有する代替品を使用することができ

機材の品質

る。

設計図書等に定められた材料の見本を提出し、材質、仕上げの程度、色合い等につ

いてあらかじめ発注者及び設計者に確認を受け、監理者の承諾を受ける。

現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないものはこ

【追加】

機材は現場に搬入した時点あるいは必要に応じて製作工場における製造又は組立

直焚き冷温水発生機

訓練の実施に協力する。

冷凍機

前(1)号の検査の結果に疑義が生じた場合は、監理者と協議する。

空気調和設備

とが証明できない場合

下記に示す設備は、設計図書に定める品質及び性能を有することを証明するため、

い。なお、受注者は検査に必要な資機材・労務などを提供する。

い等

る。

ボイラー

冷却塔 HPチラー

【追加】

コジェネレーション

ユニット型空気調和機 コンパクト形空気調和機

ファンコイルユニット

送風機

熱源設備

1.4.8

材料および工場製作物は、種別ごとに自主検査を行い、監理者の検査に先立ち、そ

送風機・ポンプ

直膨AHU

●なし

あり（　次による　　　　　　） ●なし

支給材料・貸与品の受注者等による受け入れ検査

貸与品

支給材料・

発生した不適合製品について、同一場所又は同様の場所における再発防止をする

支給材料・貸与品の引き渡しに際しては、受注者の責任において、その種別・数

支給材料・貸与品の受注者等による試験

量・品質・性能を確認のうえ、受けいれる。

●なし あり（　　　　　　　　　　　　　） 

置方法について監理者の指示を受ける。

疑義がある場合は、速やかに監理者に報告し、処置方法について指示を受ける。

の工法

め監理者に報告する。

し、施工計画、要領書等を提出し、監理者の承諾を受ける。

支給材料・貸与品の支給時期・品質または設計図書に示された条件への適合性に

検査・試験などにより不合格となった機器・材料などについては、その処置の手続き

是正処理

不適合製品の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあ

るものを限られた部位・数量において、使用する場合（特別採用という）は監理者の

承諾を受ける。

ため、不適合の原因を除去する是正処理を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可

能性があるもの又は監理者の指示するものの是正処置の方法については、あらかじ

1.4.12

時期に立会確認を行うこと。受注者の都合で海外製品の調達を行う場合は、発注者、監

理者の交通、宿泊や検査にかかるすべての費用は請負金額に含むものとする。

標仕に記載されていない特別な機材の工法については、材料製造所の指定する工法と

海外製品の

【追加】

CASBEE、LEED、BELS等の目標値を下回ることのないように機材の選定を行う。【追加】

第5節　施工

技能士

適用する技能検定の職種及び作業の種別は下記による。

適用工事種別 技能検定の職種

配管工事 配管施工

1.5.2

1.5.4

施工の検査

【追記】

の適正さを確認するために行う。なお、受注者は検査に必要な機資材及び労務など

を提供する。

書類の審査により行う。なお、監理者の立会い検査は原則として抜き取り検査とす

監理者の検査は、立会いにより、また受注者等による検査の記録・工事写真などの

迷走電流測定

測定時期、測定対象化学物質、測定方法、対象室および測定箇所数は下記による。

騒音振動測定

その他

工程写真などの記録により監理者の立ち合いに代える旨、監理者から指示があった

場合は、速やかに必要な記録を整理し、監理者に提出する。

施工の立会

受ける。

前号(e)の監理者の検査の結果に疑義が生じた場合は監理者と協議する。

【追加】

下記内容については、事前に計画書を作成し、試験等を行うものとする。施工の検査

1.5.6

電磁波測定 高調波測定

【追記】

測定方法

各階　１箇所/各１回

  対象室測定方法

竣工・引渡し前に発注者が実施する建物管理者訓練の日程を適宜確保し、当該

濃度測定

測定時期

対象物質

その他、指定がある場合は下記による。

ガス管下水道管

し、承諾を受ける。総合試験に使用する機器は適正に校正し、その記録を監理者

当該設備調査方法

内装仕上げ完了後、家具什器搬入前

全停電・復電総合検査

に提出する。総合試験の項目は以下によるものとする。ただし、該当項目につい

含む 含まない

上水道管

ヒートロードテスト

・模擬負荷装置への電源配線工事を（

明書を作成し、その説明を行う。

本工事（工事区分　

パッシブ型採取機器により行う

1.5.10

消火配管

現地実測（　　　　　　）

化学物質の

工事に着手するものとする。

び総合連動

に伴う試験

1.5.5

課金計量を行う回路には、誤結線等による請求間違いが生じないよう、全数検査

できるように協力する。

竣工後の現場対応

受注者は、竣工・引渡し後最低６か月間は建物及び諸設備に関する技術員の常駐も

ては監理者と協議のうえ、必要の有無を確認し実施する。建築工事）

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

試験によらなければ設計図書の定めによる品質又は性能・機能に適合するこ

供試体の製作要領は設計図書の定めによる。ただし、定めがない場合は監理者の

承諾を受けた方法による。

製造工場にて製品検査を行う。

設 備 工 事 機 材 名　

試験は公的試験所又はこれに準ずる試験所で行う場合を除き、試験には監理者の

1.4.6 【追記】

機材の検査 機材の検査に伴う試験及び施工検査に伴う試験は次の場合による。なお、試験結果

に伴う試験

含む　（容量：

に疑義が生じた場合は監理者と協議する。

験方法、日程、人員、安全対策を含む総合連動試験実施要領書を監理者に提出

を完了した状態で、受注者等による次の検査・試験を行う。また、検査結果につい

総合連動試験）を行い、その適合性を確認する。なお、試験に先立ち、検査、試

含まない

含む

MW）

含まない

工事の完成に際し、すべての機器・装置・システムについて、原則として試運転調整

システムについて、関連工事の受注者と協議して総合的な性能機能検査（以下

・ヒートロードテストに関わる全ての費用を（ 含む

総合運転による騒音値・振動

る。なお、検査に先立ち検査計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。

総合性能機能検査：複数の工種にまたがって性能・機能を発揮する機器・装置・

流量・圧力・温度などと合致することを確認する。

性能検査：各装置の機器単体の性能が、設計図書に定められた電圧・電流・

機能検査：運転・作動状態での試験に先立ち、通水・通気・通電などの試験を

の適合性を確認する。

第6節　工事検査及び技術検査

機能条件の違いなどにより、工事完成までに確認できない機器能力及び室内環境

連工事の受注者等同席のうえ共同して検査を受ける。

個別性能機能検査：機器及び装置の個別の性能・機能を設計図書と照合し、そ

に示す構造・材料・安全・耐久・保守・衛生などに合致することを確認する。

外観検査（出来形検査）：目視・聴音又は手で触るなどにより、各設備が設計図書

する。

正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、事前に自主検査計画書を監理者に提出

査を行い、関係法令または設計図書に適合しない箇所がある場合には、速やかに補

て報告書を作成し監理者に提出する。

自主検査及び監理者検査の結果、全ての工事が完了していること及び設計図書と

前号(f) の報告ののち、監理者の検査を受ける。

近い日を選び測定し、設計図書に定める性能・機能・室内環境との適合性を確認す

などについては、完成竣工後１年以内の夏季及び冬季で気象条件などが設計条件に

された箇所がある場合は、監理者の指示により速やかに是正を行い、監理者の再検

前号 (h) (ｉ) の検査の結果、修補、改造、そのたの必要な処置が必要であると指摘

場関係者を除く）による完成検査前にこれを受ける。

工事完成に当たって、受注者の本社等の検査員（現場関係者を除く）による自主検

【追記】

工事検査

完成時の諸検査の日程・方法については、関連工事との調整を行い、必要により関

前号(ｊ) の報告ののち、発注者の検査を受ける。

査を受けると共に、関係官公署その他関係機関にて必要な手続きを行う。

1.6.1

関係官公署その他関係機関の検査については、監理者の本社などの検査要員（現

の本社などの検査要員（現場関係者を除く）による完成検査を受ける。

契約条件並びに関係法令などの規定に適合していることが確認されたのち、監理者

中央監視盤総合検査

セキュリティシステムと他設備との連動

防災総合検査

含まない

槽類関連総合検査

完成時の室内環境測定

写しを「品質及び性能を有することの証明となる資料」とみなす。

引渡し前後

の注意

支給材料・貸与品

に基づく、適合性判定や届出の変更に伴う書類の作成は次による。

【追加】

あり（　　　　　　　　　　　　　） 

【追加】

自主検査及

標仕1.4.2(2)及び前(g)号において、建築材料・設備機材等品質性能評価事業及び

公共住宅用資機材品質性能評価事業の確認を受けた機材については、当該評価の

1.6.3

化学物質の濃度測定の要否は下記による。1.5.8

測定箇所・回数

試験等

の結果を監理者に報告する。

1.4.5 【置換】

機材の検査

の工事に使用しない。

る。

設計図書に定められた場合

排煙機 空調用ポンプ

揚水ポンプ

を行う。配線の確認には、施工図や回路図を用い、竣工後にも履歴が確認できる

ては、全て受注者の責とする。

本工事に含まない。

メーター検針確認

しくは駆け付け体制を整備し、発注者（建物管理者）が円滑に建物管理を行うことが

カードキー初期情報登録

ＩＣカードキーへの入居者情報等の初期登録作業及び費用は

本工事に含む（登録枚数は設計図による）。

る。中央監視装置や集中検針装置で管理する場合は、各種検針メータと中央監

【追加】 海外で製作された材料を使用する場合は、関係法令に適合し、国内の規格と品質が同

よう、チェックを行った記録を保管すること。保管方法は監理者との協議による。

建物維持管理担当への引継ぎを行う。

加すること。また、ＢＥＭＳがある場合は、メータ演算表も提出のこと。

1.4.10

調達

1.4.11

特別な機材

視装置等との計量値の整合を3回以上確認する。完成引渡時・取扱い説明時に、

、BEI：

・模擬負荷装置を（

等以上であることを検討時点で確認し監理者の承諾を得る。監理者の指示により適切な

また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（以下、建築物省エネ法）

・耐熱ビニルシートによるアイル分離を（

はつり

問題がある場合、隠蔽部分で状況確認が出来ない場合は速やかに監理者に報告を

CASBEE等

本工事に（ 含む 含まない　（ただし、この場合も作成に協力する））

目標値（ CASBEE： CASBEE京都S 、BELS：

【追加】 試運転・建物管理者への引継ぎ・開設準備への協力

模擬負荷装置の配置は、監理者と協議のうえ決定する。

1.6.4

総合連動試験は監理者立会いの下に実施するものとする。

その他、監理者の指示する検査

データホール・対象室（

材料の検査

合の管理・

【追加】

1.4.9 をあらかじめ定め、それにより管理する。

に伴う不具

藤田　拓也

ないように、発注者及び発注者が定める竣工後の建物管理者に対して、取扱説

受注者は、竣工・引渡し時期から逆算して、竣工後の建物・設備の稼働に支障の

当該工事の施工後、支給材料の使用箇所・数量・残量を監理者に報告し、残材の処

メーター設置の誤りに起因する発注者及び竣工後の建物管理者の損害につい

新築時は、課金用・管理用メータがある場合、メータツリー、メータ供給範囲平面

図、メータ台帳を作成し、監理者に提出する。メータツリーについては竣工図に追

各種検針メータの確認は、計量値が変化する十分な時間をあけて全数3回以上

確認する。負荷がなく計量値が変化しない場合は、疑似負荷等を設置し確認す



● ○

(2) ●

● ○ ● ○

● （ 2 ）部 ○

○

● （ 2 ）部 ● ○

● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

● (1) ○ ● ● ○

○ ○ ○ ○

(2) ○ ○

○ ○ ○ ○

(3) ○ ●

〇 バルコニーに設置する制御盤（動力制御盤含むはSUS製の指定色塗装とする。

● （ 2 ）部 ○ ○ ○

(4) ● ○

○ ● ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

(5) バイパス回路 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

● (1) ○ ○ ○

● （ 2 ）部 構成等、接点及び端子 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ （ ○ ○ ○ ○ ○

(1) (カ) ○ ○ ○ ○

● ● ○

● ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ 適用する ○ 適用しない

● ○ ○

● ○

○

○ ○

● ● ● ） （ ○ ） 第3節 総合調整 ○ 2.3.8

○ ● ○ 2.2.14 【追記】 瞬間流量計

○ ○ ○ ● ● ○ ● （ア）ベローズ式はステンレス製と　○ する　　○ しない

○ ○ ○ （イ）フロート式はステンレス製と　○ する　　○ しない ○ ○ ○

○ ○ （ウ）バケット式はステンレス製と　○ する　　○ しない ○

○ ○ ○ （エ）ワックス式はステンレス製と　○ する　　○ しない （ ○ ○

○ ○ （オ）サーモダイナミック式はステンレス製と　○ する　　○ しない ○ 空気調和機の冷水管、温水管又は冷温水管　（送り又は返り）　（ ○ 固定形

● （カ）サーモスタチック式はステンレス製と　○ する　　○ しない ○ 着脱形　）。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 〇

●

安全上の

配慮 ○ ○ ○ ○ 人造石とぎ出し製 ○ ステンレス製 第4節　配管施工の一般事項

寸法は ○ 器具表による ○ 製作図による ● 2.4.1 ○

○ ○ ○ ○ 人造石とぎ出し製 ○ ステンレス製 一般事項 ○

寸法は ○ 器具表による ○ 製作図による 用 ○ ○

○ ○

○ （　○　鋼とステンレス　　　○　鋼と銅　）は絶縁継手を使用し絶縁を行う。

○ ： ○ ○ ○

○ ： ○ ○ ○

： ○ ○ ○ 【追記】

： ○ ○ ○ ●

○ ： ○ ○ ○ ●

○ 台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

○ 循環系配管は、配管工事完了後十分にフラッシングを行い、

： ○ ○ ○ 皮膜形成防錆剤を添加する。

● (1) ○ ○

(2) ○

○

○ ● 2.4.8

● (1) ○ ○ 排水及び ● ○ ○

○ 通気配管 ○

(2) ○ その他　（　　　　　　　　　　）

○ ○

○ 【追加】 ○ ○ ○

(3) ○ ○ ○ ○

(4) ○ ○ ○

(5) ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ）

○ ○ ）

○

○

図示

図示

断熱材使用箇所のインサートは、断熱インサートを使用すること。

図示

屋内一般部

インサート

水質が基準に適合しない場合は、水の入替えや薬剤処理等の適切な処置を講じる。

冷却水・冷水・温水・補給水の水質は「JRA-GL 02 冷凍空調機器用水質ガイドライン

全設計・管理マニュアル（ヒートポンプ・蓄熱センター）」の基準による。

雑用水の水質の測定

飲料水の水質の測定

【追加】

1.4 電気室等で使用するインサートは、上階との温度差を確認し、結露防止対策を行うこと。

1.2.2.3

【追加】 屋外に設ける制御及び操作盤の一次側電源の受電部、一次側及び二次側信号線、及び

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　低圧SPD、通信用SPD

初期運転状態の記録（温度、湿度、風量、塵埃、騒音、振動、水圧、電流）を行う。

電気設備工事特記仕様書

室内気流及びじんあいの測定

空気清浄度（手術室などの清浄度を指定されている部屋）

雑用水の水質の測定

総合試運転

あと施工

アンカー

原則として、あと施工アンカーは使用しない。やむを得ず使用する場合は、次による。

とともに、日本建築あと施工アンカー協会の認証品を使用する。

あと施工アンカー施工士の資格を有する者、もしくは技術講習を受講したあと施工ア

ンカーに関する十分な技能及び経験を有する者が施工を行うとともに、施工管理に

あと施工アンカーの選定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」に準拠する

【追加】

1.5

2.2.13

冷水、冷温水系統に使用するバタフライ弁は、ギアボックスまで保温されたものとする。

冷水、冷温水、給水等、結露のおそれがある弁類は、ロングネック仕様もしくは結露防止

タイプとする。

油配管系統の弁類は、鋳鉄製もしくはダクタイル鋳鉄製とする。

ゴムシートの材質は、高温系統はFKM（フッ素ゴム）、油系統はNBR（ニトリルゴム）とする。

空気清浄度

室内外空気の温湿度の測定

調節器用入力

2.2.12 【追記】

絶縁継手 埋設配管に用いる鋼管のうち、建物導入部の屋内側に絶縁継手を設ける。

ルの部分は除く。

対象機器の受電部と信号線接続部には、誘導雷対策のためSPDを設ける。また、当該屋

合成ゴム テフロン　）　波形

但し、消火・オイル系統はＳＵＳ３０４製に限る。

水量調整

インバーター保護のため、バイパス回路を設ける。インバーター故障時には自動で

バイパス回路へ切り替わる機構とする。

一次側の漏電遮断器容量はインバーター指定によるほか、バイパス回路での電動

機の直入起動に対応した容量とする。

表示等 運転時間計 遠方発停 故障出力

調整 振動の測定 騒音の測定

室内外空気の温湿度の測定

測定箇所等は下記による他、監督員の指示による。

飲料水の水質の測定

風量調整 水量調整 水圧調整

水圧調整 衛生器具配管

測 定 項 目 対　象　室　及　び　場　所

風量調整 便所用送風機

総合調整の項目は下記のものとする。

誘導雷対策 外盤と屋内監視装置等をつなぐ信号線の屋内導入部に、SPDを設ける。ただし、光ケーブ

SPDの適用は、次による。

【追加】

： N.SA1

黒瀧　英法

三浦　貴弘

N.S

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号

藤田　拓也

1.3.3

A3 2025年 3月

縮尺 年月

特記 工事名

一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

その他、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）に準拠した施工を行う。

工事の着手に先立ち施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。

上記に記載のない事項については、監理者と協議する。

冷凍機、冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管（送り、返り）

図面番号 区分

Mー特04 機械

図面名

措置

【追記】

呼び径65以上のY形ストレーナーは、水抜き用の弁又はコックを設ける。

蒸気トラップ

地上外壁部

弁装置

標仕 図示

スリーブ

伸縮管継手

【追記】

鋼管用伸縮管継手の種類は（ ベローズ形 スリーブ形）とする。

2.2.9 【追記】

種類および取付位置については、施工図に基づき再検討を行う事。

ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

その他の部分（ ５Ｋ １０Ｋ）

逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。

ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

2.2.7

一般用弁及

び栓

【追記】

６５A以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。

ＪＩＳ又はＪＶ 水道直結部分（ １０Ｋ ）

作盤

第2章　配管工事
第1節　配管材料

2.1.2

管及び継手

【追記】

第1章　一般事項

管材及び継手の種類は、別紙「凡例材料表」による。

第2節　配管付属品

2.2.1

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

【追加】

1.7.6

完成時の提

出図書

完成図

保全に関す

る資料

高調波対策
講ずる（ 図示による

規格品

屋外に設置する制御盤（動力制御盤含む）は、　（

提出部数は、下表による。

1.2.2.2

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ用

制御及び操

第2節　電動機及び制御盤

別途電気工事 その他（　DCリアクトル　）　）

講じない

塩害仕様　）とする。

ピット内に設置する制御盤（動力制御盤含む）は、　（ ＳＵＳ製 指定色塗装

塩害仕様　）とする。

【追記】

ＳＵＳ製 指定色塗装

電動機

【追加】

1.2.2

制御及び操

作盤

第7節　完成図等

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格

は、製造者規格による標準品としてよい。

【追記】

制御盤及び操作盤は原則下記による。

受注製作品（ 製造者規格品 その他　）

1.2.1

第1節　規格等

予備品はメーカー標準及び設計図書に記載されたものとし、設備種類・システム毎に整

運転操作説明板

系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の

説明板の大きさは、約　2　㎡とする。

理のうえ、リストにまとめ、適切な収容箱等に収め引き渡すこと。保管場所は監理者の指

示による。

く各トイレに表示（ する する（但し別途建築工事） しない）

板を、　（ 機械室 中央管理室 ）　に設ける。

最終的な部数、提出形式は監理者との協議による。

分類・規格 部数 備考

完成図 A1判、A3判製本各1部とする。

完成図は電子データにて竣工時に提出する。データ内訳は CADデータ（AutoCAD）

BIMデータ（Revit） CAD・BIMデータのPDF版（A1サイズ）

前述他、各資料はPDF等のデータに整理し、電子データにて提出する。

最終的な部数、提出形式は監理者との協議による。

完成図の種類及び記入内容は標仕 1.7.2 （ア） (a) ～ (g) に加え監理者の指示によ

るものとし、設計図を基に完成時の状態を表現したものとする。

完成図は設計図データを基にCAD・BIMで作成し、原図サイズは監理者の指示によ

る。

第
２
編
　
共
通
工
事

完成時の提出図書は標仕1.7.2による他下表による。

分類・規格 部数

予備品

備考

施工計画書、

製作要領書

施工図・製作図

一級建築士事務所　西日本事業本部

大阪府知事登録　（ト）第14884号
：

特記仕様書　４
担当

4HM-12-0TE-1

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

保全に関する資料の提出部数は下表による。

その他に作成する保全に関する資料は下記による。

保全マニュアル 長期修繕計画書

機器台帳　（書式は監理者の指示による）

課金用・管理用メーターに関する資料

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

タラップ、作業時に安全帯をかけられる手すりやフック等を設ける。また、メンテナンス

動線上のダクト角部などには、衝突防止のクッションやトラテープなどを設置する。

【追加】

1.7.7

標識その他

分類・規格 部数 備考

保全に関する資料

【追記】

【追記】

ダクト及び配管の要所には、流体種別、方向を表示する。尚、流体種別はテープ色

必要なメンテナンススペースを確保すること。それらの措置が困難な場合は、踏台や

完成図は、別途発注工事の完了後の状態を含む完成姿を示す。また、それに加えて、

白図（別途発注工事を含まない本工事の完成姿）も作成すること。

別を標準とする。

標記板

大便器、小便器の洗浄水用に雨水等の利用をしている場合は、その旨をわかりやす

取り付け箇所（ 大便器 小便器 材質

つば付きステンレス鋼管

図示

あたりあと施工アンカー技術管理士を配置する。

騒音の測定

【追記】

（日本冷凍空調工業会）」、蓄熱水槽の水質は「蓄熱式空調システムにおける水質保

竣工後１年間の空調運転切替の実施及び調整を行う。

図示による

機器、器具等の操作や点検に必要となる治具や工具などは、適切な収容箱等に収め

引き渡すこと。保管場所は監理者の指示による。

クロスコネクションとなる配管をしてはならない。

洗面器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。

室内気流及びじんあいの測定

振動の測定

漏水検知帯の設置方法（ 図示による

空気調和機の冷水管、温水管及び冷温水管（送り、返り）

熱交換器の一次側高温水管及び冷水管（送り、返り）

熱交換器の二次側温水管及び冷水管（送り、返り）

2.2.22

標仕

標仕

つば付きステンレス鋼管

つば付きステンレス鋼管

図示による機械式

標仕

つば付きステンレス鋼管

さや管ヘッ

シーリング

2.2.29

リンクシール　）　で行う。

地中外壁部（水密を要しない部分）

ストレーナーは引渡し前に十分に洗浄する。

2.2.16

2.2.13.1

水及び蒸気

用

2.2.33

ーブ径が200 ㎜以下の部分）

躯体水槽部

不凍水栓柱

【追加】

ステンレス鋼板

設ける

防水パンには、排水管を接続し、排水先は

50mm

の防止や熱損失を低減するよう、躯体等への断熱措置を講じる。

ダー

手

取付位置は図示による。

フレキシブ

ルジョイント

ストレーナー

【追記】

図示による）

各階に取り付ける。

蓄熱水槽の躯体貫通スリーブには、当該スリーブからの熱橋による躯体表面結露

防水パンの材質は、

給水管に設ける減圧弁は、故障時対策として、同口径の減圧弁を2台並列とする。

原則として排水立て管にオフセットを設けてはならない。

ウォーターハンマー防止対策として、蒸気配管の減圧弁は直動式減圧弁とする。

(a)フレキシブルジョイントを使

(b)ボールジョイントを使用

溶融亜鉛メッキ鋼板

メカニカル式トラップ

フロートボール式トラップ(Aトラップ)

配管トラップ

各送り管

着脱形）。

パルス式 各返り管　）　（ 固定形

絶縁継手の使用

電文式） 図示による） 冷温水ヘッダーの　（

とする。

現地表示式（直読式） 遠隔表示式（

遠隔表示式（ パルス式 電文式）

機器、器具等の操作や点検、保守作業を要するものは、作業の容易な位置に設け、

緊急遮断

親メーター（ 貸与品 買い取り）

量水器

子メーター（ 貸与品 買い取り）

現地表示式（直読式）

【追記】2.2.27

合成樹脂製 アルミニウム合金製

2.2.24

水栓柱

2.2.23

スリーブ使用箇所と材料は次による。

つば付きステンレス鋼管 図示

とする。

浸水防止

よるシーリング

2.4.11 防水パンの板厚は、

仕　　　様：

電気式

設置個所：

標仕 つば付き溶融亜鉛めっき鋼管

標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）の、　（

やけど防止

【追記】

水密性を要する部分で樹脂被覆鋼管の場合の防水処理は、　（シーリング材に

材

2.2.32

満水試験継

2.2.34

標仕

合成樹脂製 アルミニウム合金製

給湯設備には、温度調整機構や断熱など、やけど防止のために必要な措置を講じる。

屋内一般部（柱・梁以外の箇所

で、開口補強が不要、かつ、スリ

地中外壁部（水密を要する部分）

防水パンの深さは、 100mm 図示による

設けない

浸水防止を要する室の上階スラブには、防水措置を講じ、漏水検知帯を設ける。

浸水防止を要する室（ 電気室

とする。

とする。

排水槽

1.6mm

防水パンには、漏水検知帯を

図示による

1.2mm

とする。

【追加】

【追加】 配管（給湯配管含む）が交差する場合は、台座により交差部分の配管保護を行なうこ

と。

図示の箇所に取り付ける。

図示による

ドラムトラップ

2.3.5

置

2.3.6

建物導入部配管

なお、着脱形の支持部は附属品とする。着脱形の個数はサイズ毎2個とする。

(c)スリークッション　）による。

返油

る。

冷凍機の冷水管及び冷却水管　（送り又は返り）　（固定形

直だき吸収冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管（送り又は返り）

着脱形）。

）の端子を設ける。

【追記】

2.3.1

圧力計、連

成計及び水

高計

第3節　計器その他

下記の管に取付ける。

【追記】

冷温水ヘッダー（往）及び冷温水ヘッダーへの各返り管

熱交換器の一次側高温水管及び冷水管（送り、返り）

【追記】

減油警報

熱交換器の二次側温水管及び冷水管（送り、返り）

冷温水ヘッダー（往）及び冷温水ヘッダーの各返り管

ポンプ制御

【追記】

瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、形式及び取付部は下記によ

指示計

熱交換器の冷水管、温水管　（　送り又は返り　）　（固定形

固定形

給油ポンプ制御 満油警報 遠隔警報

着脱形）。

着脱形　）。

2.3.2 【追記】

温度計

冷凍機、冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管（送り、返り）

ボイラー及び温水発生機の温水管（返り）

空気調和機の冷水管、温水管及び冷温水管（送り、返り）

下記の配管に工業用バイメタル式温度計（目盛板外形１００φ）を取付ける。

油面制御装 制御盤には　（

電磁弁制御

なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

遠隔油量



第5節　管の接合 第4章　関連工事
○ ○

○ 2.5.1 ○ ● ● ○

一般事項 ● (a)

○ ● ○ ●

○ (b) ○ ○

○ ○ ● ○ ● ○

○

○

○ ○ ○  　　　　　　

○ ○ ○ ○

○ ○

【追加】

○ 2.5.10 ● ○ 4.1.4 ○ ○

ポリエチ ○ ● 工事用仮設 ● ● ● ○ ○

レン管 ○ 物

○ ○

○ 【追加】 ○ ●

○ 2.5.14 ○ ● 4.1.5 (a) ○

耐火二層管 ○ ○ ○ ○ ○ 監理者事務 ○ ○ ○

（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 所 ○ ○

○ ○ 1)

（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2)

○ ○ ○

○ 2.5.15 ○ ○ ○

溶接接合 ○ ○ ○ ○

○ (b) ○ 3)

○ 共通仕様書による ○

○ ○ ○

○ 2.5.16 ○ ○ ○ ○ ○

異種管の接 （ ○ ○ ○ ○ ○ ○

合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 白板（　　） ○ 図面掛け（　　） ウィスカ対策

○ ○ ○ ○ 〇　なし 〇

第6節　勾配、吊り及び支持 ○ ○ ○ 対象室：〇ＭＤＦ室　　〇サーバ室　　〇電気室　　〇その他（　　　　　　　　　　　　）

● 2.6.3 ○ ○ ○ ○ ○ ① ウィスカ対策対象室内に設置する機器及び、配管類、吊り材は電気亜鉛メッキ品

吊り及び支 ○ ○ を使用しないこと。

持 ○ ○ ○ ○ ② 電気亜鉛メッキを塗装した製品についても使用不可とする。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③ 対象室に設置する機器及び、配管類、吊り材等については、使用部材一覧表

○ ○ （建築工事、電気工事、機械工事等のすべての工事）を作成し監理者の確認を

(c) 受けること。

● ●

● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

（ ○ ○ ○ ○ ○

（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 共用 ○ ○

○ ○ ○

（ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ (1) ○ ○ ○ ○ ○

(2) ○ ○ ○ ○

(7) ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ mm) ○ 規定なし） ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

(1)

(2)

●

○ ○

(3) 第2節　土工事

○ 設計水位： ○ ○

○

第9節　試験 ○

● 2.9.1 【追記】 ○

一般事項 (1)

(2)

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
特記仕様書　５

第334621号 N.S 2025年 3月

縮尺 年月

： N.S黒瀧　英法 4HM-12-0TE-1 A1

管理番号三浦　貴弘

黒瀧　英法

4.1.2

工事用水・

電力

【追加】

利用不可

再生コンクリート砂

4.2.1

一般事項

給紙

利用可（

エポキシ樹

脂ライニング

第1節　保温工事

第3章　保温、塗装及び防錆工事

第2節　塗装及び防錆工事

さ

3.2.1

塗装

3.2.2

防錆

3.2.2.3

3.1.5

給排水衛生

設備工事の

保温

3.1.6

保温材の厚

3.1.2

材料

3.1.4

空気調和設

備工事の保

温

第7節　電気設備工事

【追加】

4.7.2

電線類

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１表４．２．１２による。

【追加】 ELCBの選定は、内線規定によるものとする。

溶融亜鉛めっき　　　（ 2種35 2種50 2種55　）4.6.2

材料

構内の監理者指示場所に堆積する。

構外搬出適切処理。（約　　　　　kｍ）

第3節　地業工事

第4節　コンクリート工事

第5節　左官工事

第6節　鋼材工事

試掘の要否と試掘深さは下記による。なお、範囲は掘削箇所全域とする。

する　　深さ＿＿＿＿＿ｍｍ

しない

【追加】

4.2.3

発生土処分

構内の掘削による残土処分は以下によるものとし、その費用は請負費に含む。

現場説明書による。

構内の監理者指示場所に敷き均しとする。

【追加】

4.2.2

試掘

4.1.3

交通整理員

第1節　仮設工事

【追加】

有償 無償）

交通整理員は下記による。

構内既存施設の工事用水・工事電力の使用の可否は下記による。

共用

受注者の負担とする。

埋戻し及び盛土は、以下とする。

根切り土の中の良質土（ヒューム管以外の管の周囲は山砂）

山砂の類

監理者専用 受注者と共用

【追加】

4.1.6

保護設備

本工事の施工にあたり、付近住民・隣接建物・工作物・通行人等に対して損害を与えぬ

ように、必要な保護設備を計画し、監理者及び各関係者に承諾を得て実施すること。

万一損害を与えた時は、速やかに応急処置や復旧工事等を行い、これに要した費用は

自動仕分け

自動給紙

両面コピー

その他（　　　　　　　　　　）

Ａ３・Ａ４対応 Ａ４対応

監理者の指示による その他（　　　）

ＦＡＸ コピー スキャナー

自動原稿送り

Ａ３・Ａ４対応 Ａ４対応

監理者専用

監理者専用

監理者専用

受注者と共用

受注者と共用

受注者と共用

自動仕分け

その他（　　　　　　　　　　）

自動給紙

両面コピー

カラー 白黒

監理者専用

Ａ４対応

受注者と共用

監理者の指示による その他（　　　）

自動原稿送り

※プロバイダー契約は受注者負担

監理者の指示による その他（　　　）

カラー 白黒

Ａ３・Ａ４対応

Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ ＰowerＰｏｉｎｔ

監理者専用 受注者と共用

光ケーブル回線 ＡＤＳＬ回線

機能

回線種類

給紙

機能

給紙

共用

共用

共用

共用

印刷

レーザー

機能

電話（　　）

ＦＡＸ（　　）

複合機（　　）

機種

ＯＳ

ソフト

機種

コピー機（　　）

回線（　　）

プリンタ（　　） 印刷

機種

ファイル（適宜補充）

消火器

監理者事務室には、次のＯＡ環境を整備する。（  ）内は数量を示す。

上記に要する費用は、維持運営費を含め一切受注者の負担とする。

パソコン（　　）

インターネット

その他

冷蔵庫（　　） 電子レンジ（　　） 湯沸器（　　）

時計（　　）

ゴム長靴（　　） 雨カッパ（　　）

電気製品

工事用

事務用品

応接セット（　　） 洗面設備（　　） シンク（　　）

ＡｕｔｏＣＡＤ その他（　　　　　　　　）

※各種最新版とする

監理者の指示による その他（　　　）

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ 監理者の指示による

検査道具一式（　　） 温湿度計（　　）

筆記用具 ＯＡ用紙（適宜補充）

安全帯（　　）

懐中電灯（　　） ヘルメット（　　）

男女別）

監理者事務所等の維持保全及び美観保持の費用は、受注者の負担とする。

監理者事務所の備品等の種類及び数量は下記による。（  ）内は数量を示す。

什器

書棚（　　）

机（　　） 椅子（　　） 会議テーブル（　　）

見本棚（　　） 更衣ロッカー（　　）

上記規模の他に

会議室（受注者と共用で可、20㎡程度）

10㎡（1号程度）

65㎡（4号程度）

20㎡（2号程度）

100㎡（5号程度）

35㎡3号（程度）

工事用仮設物は構内に作ることが

できる できない

設置する 設置しない

規模等

工事用水

工事電力

利用不可 利用可（ 有償 無償）

【追記】

吹出口 吸込口 消火栓類（化粧扉） ベントキャップ

【追記】

下記の室内に設置される機器、器具、配管、ダクト及び電線管は指定色塗装する。

塩害地域

指定有り　　機器仕様（ 耐塩害仕様

行わない　）

指定色塗装

ファンコイルユニット コンベクタ タンク・ヘッダー類

監理者の指示により最終決定とする

駐車場 その他（　　　　　)　）

仕上げの色合いは、必要に応じて見本帳または見本塗り板にて工事監理者の確認を

取る。

室名 指定色

【追記】

耐重塩害機器　）

屋外露出配管等は、防錆・塩害塗装を（ 行う

EV機械室　）

下記の保温を施さない亜鉛めっきを施したダクト及び配管は、塗装を行わない。

機械室 倉庫 電気室 自家発室 ＥＶ機械室

20mm以上）とする。

屋内で使用する塗料は原則Ｆ☆☆☆☆品とする。

下記の金属電線管は塗装を行なう。

【追記】

屋外露出 屋内露出（ 機械室 倉庫 電気室

発電機室

弁類を含む　）

防凍保温の仕様は標準仕様書第２編３.１.５及び３.１.６とする。厚さは配管の呼び径

【追記】

凍結防止ヒーターを取付ける配管は以下の範囲とし、保温材はロックウール保温材

とする。

【追記】

その他（　　　　　　　）

屋外露出配管 屋外冷却水管 雨水管

多湿箇所は、　3.1.4空気調和設備工事の保温　の項と同様とする。

屋内露出の保温外装は、　3.1.4空気調和設備工事の保温　の項と同様とする。

は防凍保温を行う。

２５以下のものは５０ｍｍ、呼び径３２以上のものは４０ｍｍとする。

屋外露出部　（ 給水管（屋外ポンプ室内を含む） 消火管

膨張管 加湿給水管 ドレン管

シャワー室 脱衣室 厨房

プール ピット　）

保温の種別、材料、施工順序は、別紙「保温仕様一覧表」による。

【追記】

浴室（ユニットは除く）

保温材のグラスウール、ロックウールは、原則Ｆ☆☆☆☆品とし、その他の保温材

は、ホルムアルデヒド、ＶＯＣの発生しない製品を使用する。

【追記】

保温の種別、材料、施工順序は、別紙「保温仕様一覧表」による。

【追記】

多湿箇所は下記の場所とする｡(天井内共多湿箇所とする。)

【追記】

高圧（0.1MPa（1kg／cm2）以上）の蒸気管及び蒸気ヘッダーの保温厚は８０Ａ以下が

４０ｍｍ、１００Ａ以上は５０ｍｍとする。

大阪府知事登録　（ト）第14884号
一級建築士登録　

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

WC（ 男女兼用

漏電遮断器

担当 特記 工事名

【追加】

4.7.4

ウィスカ対策

10mm以上）、ガス管を（ 10mm以上

ELCBの選定にあたり、納入機器の推奨感度電流値もしくは漏れ電流値を製造者に確認し、

設計者及び監理者に書面にて報告の上、その仕様を決定すること。当該機器類の納入

仕様書等には推奨感度電流値または漏れ電流値を記載すること。漏れ電流値によりELCB

を選定する場合、感度電流値は漏れ電流値の2倍以上とすること。

4.7.3

更衣室（ 男女兼用 男女別）

Mー特05 機械

【追記】

ブラインおよび過冷却水管の保温は下記の保温とする。

ポリスチレンフォーム保温筒　150Aまでは50mm、200A以上は60mmとする。

【追記】

断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管を（ 8mm　（　呼び径が9.52mm以下　）

40A以下の銅管以外の配管、及び20A以下の銅管は、階数によらずB種耐震支持と

A3 ：

サーバー室など重要室の空調機用ELCBの感度電流値は、原則100mA以上の中感度形とし、

空調機には必ず接地を施すこと。また、機器メーカー変更にも対応できるよう感度電流

値可変タイプとすること。

図面名 図面番号 区分

【追記】

非破壊検査の抜取率

下記による

固定端間において4ｍ毎に1ヶ所　）

【追記】

立て管の支持間隔、固定および振れ止め箇所は、表2.2.21　立て管の固定及び振れ

止め箇所による他、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（(社)日本建築センタ

ー）6.3 立て配管の耐震対策に準ずること。

2種55　）とする。

槽内 ピット内 屋外 排水処理機械室内　　）の吊り金物・支持

2種50金物類は溶融亜鉛めっき製（

接合要領は、標準図（施工３）による。

溶接部の非破壊検査

要（ 放射線透過検査 浸透探傷検査 磁粉探傷検査　）

異種管の接合部

鋼管と鋳鉄管

竪管接続部近傍

衝撃防護措置　〇　要（埋設給水管の分岐、曲り部）その他（　　　　　　　　　　）

鉛管と鋳鉄管 鉛管と鋼管

鋼管とステンレス鋼管 銅管と鋼管　）　に設ける他、図示による。

嵩上げコンクリート等に配管を埋設する場合、接合はコンクリート埋設部では行わな

（　　　　　　　　　　　）

いこと。

建物導入部での異種管接合部における点検用桝設置の適用

設ける（図示による）

設けない

コンクリート杭もしくは樹脂製杭とし、舗装されている部分においては鋼製ピンとする。

新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

寒冷地においては積雪を考慮し、次の高さ以上での貫通を行う。

GL +（ ）mm

水位の指定なし 設計水位： GL +（ ）mm

各種配管の試験は、新設配管に適用する。

ただし、凍結深度（　

屋外から直接屋内に貫通させる場合、水害の恐れの無い地域で、特に設計水位の

指定がない場合は、原則として全面道路から600mm以上、及び敷地内地表から

300mm以上のレベルで貫通を行う。

以上とする。

2.7.1

地中埋設標

等

建築基準法令に適合する工法とする。

【追記】2.8.1

一般事項

第8節　貫通部の処理

地中埋設標 要（分岐及び曲り部及び直線部20ｍ毎）

【追記】

「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（(社)日本建築センター）に準ずること。

2.7.2

埋設深さ

規定あり (GL-

【追記】

特定天井に設置する設備機器においては、「建築物における天井脱落対策に係る

技術基準(2013年9月)・同解説」に準ずること。

排水処理機械室内　　）の吊り金物・支持槽内 ピット内 屋外

地中埋設標は、裸地･緑地等の舗装されていない部分においてはアルミキャップ付の

不要

埋設表示用テープ

金物類はステンレス鋼製（SUS304）とする。

2種35

要（排水管を除く）

伸縮継手の設置個所

竪配管

各階1ヶ所 4ｍ毎に1ヶ所 オフセットの頂部 分岐継手の直上　）

2種40 2種45

藤田　拓也

横引管

以上とし建築基準法令に適合する工法とする。

【追記】

不要

管の地中埋設深さは、車両道路では管の上端より600ｍｍ以上、それ以外では300ｍｍ

する。

第7節　埋設配管
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【追加】

1.10.1

ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように施工する｡

1.14.6 チャンバーの消音内貼の施す場所と仕様は、 図示による。

チャンバー 【追記】

内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

空気調和機のサプライチャンバー、レターンダクト、外気ダクト及びレターンチャンバー

下記のダクトに工業用バイメタル式温度計（目盛板外形１００φ）を取付ける。

【追記】1.14.14

温度計

フードの内側周囲には、（ ステンレス製コック 黄銅製コック又はプラグ　）を取り付ける。

1.14.13

【追加】 ＳＵＳ　Ａ　ダクト

1.13.4（ステンレス鋼板製ダクト）の材料を全てステンレス製とし、他の材料は

ＳＵＳ　Ｂ　ダクト

1.13.4（ステンレス鋼板製ダクト）の材料で、ダクトの内側で内部空気に接する鋼板、

1.14.14

【追加】 ダクト板厚、継手、接合用材料、補強は亜鉛鉄板製ダクトの当該項目による。被覆面の

仕様は特記による。

塩ビコーティング エポキシコーティング テフロンコーティング

手元遠隔（建築基準法の手動開放装置） 本体）

ワイヤー式 電気式）とする。

鉛鉄板ダクト

樹脂被覆亜

復帰方法　（

排煙口手動開放装置の開放及び復帰方式は（

遠方

連動（感知器） ）

気密製ダンパーの使用箇所

避圧用

【追記】

防食形の使用箇所

外気取入用 浴室、プール用 屋外露出部　　 その他（　　　　　　）

厨房系統のFDは120℃の作動温度とする。防火ダンパ

Ｎｼｰﾙ Ａｼｰﾙ、 Ｂｼｰﾙ、 Ｃｼｰﾙ　）

1.14.8

排煙口

1.15.5

1.15.7

コーナーボ 【追記】

ルト工法ダ ダクトのシールは（2.2.3.4ダクトの接続）によるほか下記による。

クト シャワー室（脱衣室を含む）系統

第9節　全熱交換器

第10節　放熱器等

1.11.1

遠心送風機

【追記】

屋外設置、厨房排気用若しくは多湿箇所設置の場合、下部に水抜き口（プラグ共）を

第8節　空気清浄装置

1.1.3

ばい煙濃度

【追記】

ばい煙濃度計の投光器及び受光器は下記による。

第2節　温水発生機

第3節　冷凍機

一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

1.1.1

一般事項

電動弁

電磁弁

1.3.3

準ずる。

建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に

第3節　制気口及びダンパー

排煙設備の制御と監視は、（

1.0MPa弁の耐圧は、（1.2.3.2

1.2.3.1

屋内キャビネットは、ステンレス鋼板製とする。
第3節　自動制御盤

）とする。

1.0MPa Mpa

Mpa

第4節　中央監視制御装置
1.4.1

第2章　施工

LONWORKS

キャビネット

第6節　機材の試験

信号伝送方式は下記による。

製造者標準

1.4.4

端末装置

第2節　盤類の取付け

第3節　配線

配線

電線類の規格による。（機器、盤類は除く）

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

【追記】

使用する電線類は一般ケーブル電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１２の使用とする。

送風機吐出ダクト又は吸込ダクト

排煙口の遠隔表示及び開放表示　（ 不要　）

火災受信機 総合操作盤 中央監視装置）にて行う。

2.3.1

第4節　総合試運転調整等

第1節　自動制御機器の取付け

取り付け箇所は、下記の通りとする。

空調機出口チャンバーの分岐ダクト 図示した位置

第1章　機材
第1節　総則

システム構成及び機能

第2節　自動制御機器

弁の耐圧は、（

システム構成および機能　（　

）とする。

制御と監視

2.2.5

排煙ダクト

2.2.2

アングルフ

ランジ工法

ダクト

2.2.5.5

風量測定口

【追加】

消火ガス排出用および避圧用のダクトはアングルフランジ工法とする。

また、当該ダクトに外気に面するピストンダンパー等を設ける場合、上向きにダクトの返し

を設けるなど、ダンパーの羽根面での結露水の漏れ防止措置を講じる。

ステンレスダクト及び塩化樹脂被服亜鉛鉄板ダクトの仕様は別図による。

2.3.5

排煙設備の

外気取入れダクト

Ａｼｰﾙ、Ｎｼｰﾙ Ｂｼｰﾙ、

設ける。

ドラフトチャンバー排気・シャワー排気のダクトのはぜ継目は、下部に設けないものと

一般事項

一般事項

2.2.1

コーナーボルト工法高圧1ダクトは、　（

厨房の主ダクトの直線8ｍごと及び湾曲部等必要な箇所の側面に、清掃用点検口を

による。

高圧2ダクトは、　（

1.1.2

ダクト用材料

鋼板製煙道

1.14.2 【追記】

第7節　空気調和機

3.2mm以上

第11節　送風機

図示による

第4節　コジェネレーション装置

【追加】

排煙風量測

2.3.6

第15節　制気口及びダンパー

排煙機の排煙口との連動始動及び遠隔制御と運転表示（ 不要）

フード囲いに、ダンパー類の点検口を設ける。

　　　　(mm)

長方形ダクトの板厚は、下記による。

リベット等をステンレス製とし、他の材料は1.13.2（亜鉛鉄板製ダクト）による。

1.15.8

1.15.10

1.15.6

風量調節ダ

ンパー

ピストンダンパー復旧弁操作方式（

【追記】

外気取入用

【追記】

【追記】

遠隔 手動 ）ピストンダ

ンパー

防煙ダンパ

【追記】

防煙ダンパー復帰方式（ 遠隔 手動 ）

定格入力はＤＣ２４Ｖ、０.７Ａ以下とする。

第2章　施工

機器の設計用震度は、　（

第1節　機器の据付け及び取付け

図示による

操作方法　（ 遠方 手元遠隔（建築基準法の手動開放装置）

低圧ダクト（長辺長さが1,500mm以下の部分）は、　（　

2.1.1

第14節　ダクト及びダクト付属品

【追記】

制御・操作・復帰方法は下記による。

機械式）電気式制御方法　（

1.13.2（亜鉛鉄板製ダクト）とする。

第1章　機材

伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。

消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による｡

第13節　タンク及びヘッダー

【追記】

空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で

コーナーボルト工法は、　（

送風機付

ダクトの種類および材質は、別紙「凡例材料表」による。

第6節　冷却塔

1.14.3.2 共板フランジ工法 スライドオンフランジ工法）とする。

材質は下記による。

材質

ステンレス鋼板（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

鋼板（一般構造用圧縮鋼材）

　 設ける。

第12節　ポンプ

第5節　氷蓄熱ユニット

第1節　ボイラー及び温風暖房器

【追記】

別途 本工事　　　　㎡

鋼板製ダクト

ステンレス

排気フード

板厚は、下記による。

その他（　　　）

特記 工事名 図面名

【追記】

区分

台所流し用の水栓は泡沫式とする。（ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。）

第2節　ポンプ
第3節　温水発生機等

第4節　タンク

一般事項

第
４
編
　
自
動
制
御
設
備
工
事

第
５
編

給
排
水
衛
生
設
備
工
事

第
３
編
　
空
気
調
和
設
備
工
事

担当
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

大阪府知事登録　（ト）第14884号
管理番号

一級建築士事務所　西日本事業本部
特記仕様書　６ Mー特06 機械

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事三浦　貴弘

黒瀧　英法

4HM-12-0TE-1 A1 ： N.S A3藤田　拓也 ： N.S 2025年 3月

縮尺 年月

図面番号

衛生器具附属水栓において水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

設ける（ピット内は除く） 設けない）

手洗器は止水栓付とする。

小便器の洗浄水量は4Ｌ/回以下とし、使用状況による水量制御可能なものとする。

【追記】

ニット

衛生器具ユ

1.1.6

第1章　機材
第1節　衛生器具

トイレ工法　 在来トイレ ユニットトイレ

小便器は自動洗浄装置及び組込みとする。

【追記】

開閉弁

IEIEJ-G-0006：2006（

【追加】

図示による。

図示による。

洋風大便器は洗浄水量が6L/回以下のものとする。

【追記】

ユニットの配管材料は、別図衛生器具ユニットの仕様表による。

IPV6　）IPV4

【追記】

JIS10K　 JIS20K

スプリンクラー設備の巻出し配管は、天井材とスプリンクラー配管の揺れによる変位を吸

収できるものとする。

スプリンクラーヘッドと巻出し配管の接続部分にて、天井下地材と堅固に固定し、地震時

のヘッド本体の損傷を防ぐ。

第6節　厨房機器

ウェットシステム　）

調理機器及び高さ（機器背面に背立てを有するものはこれを除いた高さ）が1.0ｍ

を超える厨房機器以外で、床又は壁にアンカーボルトで固定できるよう補強及び固定

金具を備える機器は　（　 図示による　　 なし　）

【追記】

図示による　）

厨房機器の仕様等　（ 図示による　　）

本工事 別途工事　）

厨房システム　　（ ドライシステム

第9節　雨水利用機器

厨房用熱源　（ 全電化厨房 全ガス厨房 電化・ガス併用厨房

遮断弁　（ ナイフ仕切弁 偏心式プラグ弁 バタフライ弁

厨房機器への配管等の接続は、本工事に（

貸与品 買い取り　）

標準図ＭＣ形

含む

表5.1.7の△印は全て○印に読み替える。

【追記】

厨房機器の工事区分　　（

含まない　）

第7節　排水金具

第8節　桝及びふた

図示による。　）

薬液注入装置　（ 図示による。　）

1.1.1

一般事項

1.1.2

衛生陶器及

び付属品

1.1.3

水道事業者指定品　（

一般事項

1.8.4

量水器桝

1.5.4.1

屋外消火栓

開閉弁

1.5.5.8

1.6.1

巻出し配管

【追記】

基礎の大きさは、図示（ 建築図面 機械図面

【追記】

【追記】 コーナーボルト工法 アングルフランジ工法　）　とする。

第2節　ダクトの製作及び取付け

コーナーボルト工法

アングルフランジ工法　）　とする。

アングルフランジ工法　）　とする。

水抜管の材質、口径、仕様の詳細は、図示による。

厨房、浴室等の多湿箇所の排気ダクトには、水抜管を設ける。

第5節　計装用機材

【追記】

原則としてアングルフランジ工法とする。

1.4.3

ドラフトチャンバー排気ダクトには、水抜用タッピングを設ける。

図示による。

JIS20KJIS10K　屋内消火栓

【追記】　Ｃｼｰﾙ　） 周辺装置 1.5.2.1

別途工事　）とする本工事消火器の工事区分は　（ダクトのシールは（2.2.2.3ダクトの接続）によるほか下記による。

シャワー室（脱衣室を含む）系統

1.5.1

一般事項

【追記】 構成

図示による　）

【追記】

水栓

する。

BACnet IEIEJ-P-0003：2000（ IPV4

給水器具

ドラフトチャンバー排気ダクトはアングルフランジ工法としシールを行なう。

厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より１ランク厚いものを使用す

循環式給湯配管に設ける水栓は、サーモスタット付混合水栓とする。もしくはミキシング

第5節　消火機器る。 1.4.2.1

IPV6　） バルブを設けるなどの温度調節機構を設ける。

【追記】



○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ 要 ○

○

○ (a) ○ (b) ○ (c)

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

　　　　

○

○ ○

○ (a) ○ (b) ○ (c) ○ ○ ○

○ ○ ○

共通事項

その他そ
の
他

黒瀧　英法

三浦　貴弘

なし　）

別途工事　）

別途工事　）

第2節　施工

第3章　ユニット型浄化槽
第1節　機材

第2節　施工

第1章　一般事項
第1節　総則

第5章　小荷物専用昇降機

第
６
編

ガ
ス
設
備
工
事

第
７
編

さ
く
井
設
備
工
事

第
８
編

浄
化
槽
設
備
工
事

第
９
編

昇
降
機
設
備
工
事

第
1
0
編

機
械
式
駐
車
場
設
備
工
事

第
1
1
編

医
療
ガ
ス
工
事

1.1.1

一般事項

2.1.3

一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

担当 特記 工事名 図面名 図面番号 区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

特記仕様書　７ Mー特07 機械
一級建築士事務所　西日本事業本部 大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号 縮尺 年月
大阪府知事登録　（ト）第14884号

N.S 2025年 3月4HM-12-0TE-1 A1 ： N.S A3 ：

ガス漏れ警

報器

緊急ガス遮

断装置

自動ガス遮

2.1.6

2.1.5

2.1.7

断装置

ガスメーター

2.2.3

配管

2.2.5

防食

3.1.3.1

充てん容器

3.1.3.3

ガスメーター

3.1.3.4

標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による 本組。

ガス漏れ警

報遮断装置

3.1.3.5

ガス漏れ警

報器

3.1.3.6

設置する 設置しない

3.2.1.4

漏洩検知装

置

【追加】

3.1.5

集合装置

その他の設

備の取付け

第2節　試験及び報告書

第1節　機材及び施工

第3章　地中熱交換井設備
第2節　試験及び報告書

第1節　機材及び施工

第2章　揚水井設備

第1節　総則

第2節　事前調査

別途工事　）

種別　　（ ガスバルク方式　）

容量および本数　　（ 図示による

第1章　一般事項

【追記】

標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）の

による。

第2節　施工

要（分岐及び曲り部） 不要

地中埋設テープ

直読式買い取り）（

【追記】

【追記】

第1節　機材

工事区分　　（ 本工事

【追記】

第1節　総則

一般事項

1.1.1

低圧

外部出力端子 設ける

【追記】

【追記】

第2節　施工

第1章　一般事項 第1章　一般事項
第1節　総則

第2章　現場施工型浄化槽
第1節　機材

透析排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

ＲＩ排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

感染排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

実験排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

設備方式

窒素（駆動用）　（

別途工事　）

本工事

第1節　一般事項

第2節　機材及び施工

第2章　普及型エレベーター
第1節　一般事項

第2節　機材及び施工

第3章　一般エレベーター
第1節　一般事項

本工事

本工事

本工事

本工事

別途工事　）

別途工事　）

ボイラー排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

第1節　総則

【追記】

第2章　医療ガス設備工事
第1節　機材

第2節　施工

第1節　一般事項

第1節　総則

第2章　二段方式機械式駐車装置
第1節　一般事項

厨房排水 雨水

第6章　エスカレーター

第4節　検査・試験

【追記】

1.1.1

一般事項

浄化槽処理設備（処理種別、処理方式、型式区分は図示による。）

中水排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

厨房排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

動物排水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

第2節　機材及び施工

第1章　一般事項

第1章　一般事項

第2節　機材及び施工

第4章　非常用エレベーター
第1節　一般事項

第2節　非常用エレベーター付加仕様

第2節　機材及び施工

二酸化炭素　（

一般事項

供給種別 酸素　（

笑気　（

吸引　（

仮設供給の方法

治療用空気　（

本工事

第3節　既存配管設備の変更

ガス種別　　（ 都市ガス 液化石油ガス　）

供給者名　： ガス種　：

非治療用空気　（

原水　（ 汚水 生活排水

雨水処理設備（処理方式、仕様等は図示による。）

【追記】

第1節　機材

第2章　都市ガス設備

医療ガスの仮設供給　　（

有り

有り（種別、量、位置は図示による）

本工事

既設配管設備の変更　　（

2.3.1

１３Ａ 発熱量　： ４５　MJ/N㎥

引込圧力　：　

設けない

【追記】

本工事 本体は本工事、外部出力配線は別途電気設備工事

別途工事（電気設備工事）

子メーター（ 貸与品 買い取り）（ 直読式 パルス式）

本体は電気工事、外部出力配線は自動制御工事

設置する

施す 施さない　）

設置しない

設置する 設置しない

親メーター（ 貸与品

【追記】

【追記】

地中埋設票

　　　ｋｇ×　　本　　）

親メーター（

パルス式）

買い取り）（ 直読式

不要

建物導入部配管

標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）の による。

地中埋設管に電気防食を　　（　

その他　　）

設置する 設置しない

設置する 設置しない

第3章　液化石油ガス設備

買い取り）（ 直読式 パルス式）

ガスボンベ方式

藤田　拓也

パルス式）

子メーター（ 貸与品

貸与品

【追記】

【追記】

【追記】

なし　）

別途工事　）



--

JIS G 3452

縮尺

N.S黒瀧　英法 4HM-12-0TE-1 A1 ：A3 2025年 3月

一級建築士事務所　西日本事業本部 大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事管理番号 年月

区分

凡例・材料表　（給排水衛生設備） 機械黒瀧　英法 Mー特08

： N.S

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

三浦　貴弘
大阪府知事登録　（ト）第14884号

一級建築士登録　 第334621号 藤田　拓也

５０A以下はねじ込み式管継手、６５A以上はねじ込み式管フランジ

５０A以下はねじ込み式管継手、６５A以上はねじ込み式管フランジ

５０A以下はねじ込み式管継手、６５A以上はねじ込み式管フランジ

給水配管 屋内一般 水道用硬質塩ビライニング鋼管（VA）

5K

屋内一般 排水用硬質塩ビライニング鋼管 D-VA

屋内一般 配管用炭素鋼鋼管（白） SGP-白

雑用水配管 屋内一般 水道用硬質塩ビライニング鋼管（VA）

通気管

記　　号

凡例・材料表　（給排水衛生設備）凡例・材料表　（給排水衛生設備）

名　　称 材　　料　・　規　　格 名　　称
配管
肉厚

弁類
耐圧

記　　号
配管
肉厚

弁類
耐圧

材　　料　・　規　　格継手 備　　考 継手

排水配管（汚水・雑排水） WSP 042

SGP-VA JWWA K 116

― 5KSGP-VA JWWA K 116 ５０A以下はねじ込み式管継手、６５A以上はねじ込み式管フランジ

担当 特記 工事名 図面名 図面番号

備　　考



2025年 3月
大阪府知事登録　（ト）第14884号

一級建築士登録　 第334621号 黒瀧　英法

機械

管理番号 縮尺

黒瀧　英法

N.S4HM-12-0TE-1 A1 A3

担当 図面番号

年月

保温仕様一覧表 Mー特09

区分
株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

工事名

その他特記事項 　次の※もしくは●の項目における配管・ダクト・機器等は原則として保温を行う　　（○に項目におけるにおける配管・ダクト・機器等は原則として保温を行わない）

○ 共同溝、免震ピットの保温は、空調配管はＥ2(ハ)を、空調ダクトはＫ2(ロ)を、衛生配管はe2(ハ)をそれぞれ適用する。

冷媒管の多湿箇所における保温は、通常の断熱の上からポリエチレンフィルム+SUSラッキング仕上げとする。該当する多湿箇所は「特記仕様書　３.１.４　空気調和設備工事の保温」に記載の内容に準ずる。

膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、「標準仕様書第２編３.１.４空気調和設備工事の保温」の膨張管の項による。

建物内の空気抜き管の保温は、空気抜き対象配管の保温の種別に準ずる。

屋内露出のうち（　○ 機械室　　　○ 屋内駐車場　）の配管の保温外装は、空調・衛生ともに仕様一覧表の保温外装を、（　○ ALGC＋カラー亀甲金網　）と読み替える。

屋内露出のうち（　○ 機械室　　　○ 屋内駐車場　）のダクトの保温外装は、仕様一覧表の保温外装を、（　○ ALGC化粧保温板＋ALGC粘着テープ＋カラー亀甲金網　）と読み替える。

屋内露出のうち（　○ 厨房　）の配管の保温外装は、空調・衛生ともに仕様一覧表の保温外装を、（　○ ステンレス鋼板　　○カラーガルバリウム鋼板　）と読み替える。

○ 冷媒管の保温外装に保温化粧ケースを使用する。またその使用範囲及び材質等の仕様詳細については　（　○使用範囲は図示による　　　○材質等は当該表による 　）

（　○ 厨房　　　○ 湯沸室　　　○ 　）用の天井内ダクト等の隠ぺい部の保温はｈ・(イ)・Ⅸ（ロックウール保温帯５０ｔ＋鉄線＋アルミガラスクロス＋金網）とし、範囲は図示による。

弁類は（　〇 全て　　　○ ６５Ａ以上　）保温を行い、保温は成形カバーを使用する。

○

空調設備　保温仕様一覧表 衛生設備　保温仕様一覧表

系
統

A B C D E F

備考
系
統

A B C D E

天井内、屋内隠ぺい 暗渠内 屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む）

（ピット内を含む）

F

備考屋内露出 機械室、書庫、倉庫 天井内、屋内隠ぺい 暗渠内 屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む） 屋内露出 機械室、書庫、倉庫

（一般居室、廊下） PS内、DS内、空隙壁中 （ピット内を含む） 浴室、厨房等の多湿箇所 （一般居室、廊下） PS内、DS内、空隙壁中 浴室、厨房等の多湿箇所

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ● ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォーム保温材 上水、雑用水、

温
水
管

（

膨
張
管
含
む
）

1． 保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

給
水
管

（

加

湿

給

水

系

統

含

む
）

1． 保温筒 1．

2． 鉄線 2．

保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1． 加湿給水、空調用補給水

2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2． を含む

3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 3． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 3． 原紙 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3．

4． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 4． 原紙 4． 4． ステンレス鋼板 4． ステンレス鋼板 4． 4． 4． アルミガラスクロス 4． 4． ステンレス鋼板 4． ステンレス鋼板 4．

5． 5． アルミガラスクロス 5． 5． 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は 5． 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． 5． 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は

6． 6． ビニル被覆亀甲金網 6． 6． 6．(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる) (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)6． 6． 亀甲金網を除くものとする 6． 6． 6． 亀甲金網を除くものとする

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ● ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 保温なし ポリスチレンフォーム保温材 Aは洗面器等に直結する排水

蒸
気
管

（

低
圧
蒸
気
）

1． 保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

排
水
管

（

実

験

排

水

系

統

含

む
）

1．

2．

3．

保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 1． 保温筒 1． 管においては保温なしとする。

2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 2． 粘着テープ 2．

3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 3． 原紙 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． 3． ポリエチレンフィルム 3． Eは実験排水系統のみを

4． 合成樹脂カバー（シートタイプ） 4． 原紙 4． 4． 着色アルミガラスクロス 4． ステンレス鋼板 4． 4． 4． アルミガラスクロス 4． 4． 4． ステンレス鋼板 4． 対象とする。

5． 5． アルミガラスクロス 5． 5． 5． 5． 5． 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． 5． 5． 5．

6． 6． 6． 6． (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)6． 6． 6． 6． 6． 6．(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ● 保温なし 保温なし 保温なし 保温なし 保温なし 排水管の分岐点より100㎜

冷
水
・
冷
温
水
管

（

膨
張
管
含
む
）

1． 保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

通
気
管

1． 1．

2． 2．

1． 1． 1． 1． 以下の部分は、排水管の

2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 粘着テープ 2． 粘着テープ 2． 2． 2． 2． 2． 仕様により保温を行う

3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 3． 3． 3． 3． 3． 3．

4． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 4． 原紙 4． アルミガラスクロス 4． 着色アルミガラスクロス 4． カラーガルバリウム鋼板 4． 4． 4． 4． 4． 4． 4．

5． 5． アルミガラスクロス 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は 5． 5． 5． 5． 5． 5．

6． 6． ビニル被覆カラー亀甲金網 6． 6． 6． 6． 亀甲金網を除くものとする 6． 6． 6． 6． 6． 6．

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ● ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材

冷
却
水
管

1． 保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

給
湯
管

（

膨
張
管
含
む
）

1．

2．

3．

保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2．

3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 3． 原紙 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3．

4． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 4． 原紙 4． 4． ステンレス鋼板 4． ステンレス鋼板 4． 4． 4． アルミガラスクロス 4． 4． ステンレス鋼板 4． ステンレス鋼板 4．

5． 5． アルミガラスクロス 5． 5． 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は 5． 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． 5． 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は

6． 6． ビニル被覆亀甲金網 6． 亀甲金網を除くものとする 6． (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)6． 6． 6． 6． 6． 6．(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる) 亀甲金網を除くものとする

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ○ 保温なし 保温なし ロックウール保温材 ロックウール保温材 保温なし

地
中
熱
管

1． 保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 保温筒 1． 保温筒 1．

排
気
筒

1． 1．

2． 2．

1． 保温帯 1． 保温帯 1． 1．

2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 2． 鉄線 2． 鉄線 2． 2．

3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 亀甲金網（亜鉛メッキ鉄線） 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． 3． 3． 3． アルミガラスクロス 3． アルミガラスクロス 3． 3．

4． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 4． 原紙 4． 4． ステンレス鋼板 4． ステンレス鋼板 4． 4． 4． 4． ビニル被覆カラー亀甲金網 4． ビニル被覆カラー亀甲金網 4． 4．

5． 5． アルミガラスクロス 5． 5． 5． 5． Cにおいては、空隙壁中は 5． 5． 5． 5． 5． 5．

6． 6． ビニル被覆カラー亀甲金網 6． 6． 6． 6． 亀甲金網を除くものとする 6． 6． 6． 6． 6． 6．

○ 断熱材被覆銅管による保温材 断熱材被覆銅管による保温材 断熱材被覆銅管による保温材 断熱材被覆銅管による保温材 断熱材被覆銅管による保温材 Eにおいて、 ○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 保温なし 保温なし

冷
媒
管

1． ステンレス鋼板 1． 1． 1． ステンレス鋼板 1． ステンレス鋼板 1． カバー付きの配管ラック内に

雨
水
管

1．

敷設したものはCと同等 2．

として扱うものとする。 3．

保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 1． 1．

A、B、Cともにバルコニー
配管以外は遮音対策を施
すこと。

仕様は、「サンダムシート
S10×二重巻き＋ビニル
被覆カラー亀甲金網押さ
え」相当とする。

2． 2．2． 2． 2． 2． 2． 2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2．

3． 3． 3． 3． 3． 3． 合成樹脂カバー（ジャケットタイプ） 3． 原紙 3． ビニル被覆カラー亀甲金網 3． 3． 3．

4． 4． 4． 4． 4． 4． 上述配管ラックは全て高耐食 4． 4． アルミガラスクロス 4． 4． 4． 4．

5． 5． 5． 5． 5． 5． 鋼板製とし、ステップオン 5． 5． ビニル被覆カラー亀甲金網 5． 5． 5． 5．

6． 6． 6． 6． 6． 6．(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる) (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)6． タイプとする。 6． 6． 6．

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 保温なし 保温なし

ド
レ
ン
管

（

全
系
統
）

1． 保温筒 1． 保温筒 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 1． 1． 1． 1．

3．

4．

1．

2． 2．

1． 1． 1． 1．

2． 鉄線 2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． 2． 2． 2． 2． 2． 2．

3． 合成樹脂カバー（シートタイプ） 3． 原紙 3． 3． 3． 3． 3． 3． 3． 3． 3．

4． 4． アルミガラスクロス 4． 4． 4． 4． 4． 4． 4． 4． 4．

5． 5． 5． 5． 5． 5． 5．5． 5． 5．

6． 6．

5． 5．

6． 6． 6． 6． 6． 6． 6． 6．

1． 1． 1． 1． 1． 1．

2． 2． 2． 2． 2． 2．

3． 3． 3． 3． 3． 3．

4． 4． 4． 4． 4． 4． ＜　ダクト等　＞ ＜　空調配管等　＞ ＜　衛生配管等　＞ ＜　空調機器等　＞

5． 5． 5． 5． 5． 5． ○ 換気ダクト ○ 放熱器廻り蒸気管及び温水管 ● 衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管 ○ ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機

6． 6． 6． 6． 6． 6． ○ 外気取入れダクト（全て） ○ 蒸気還管 （流し下部の床上排水配管を含む） ○ 送風機

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ○ 排気用ダクト ○ 蒸気管・温水管で屋内・暗渠内の各種装置廻りの配管 ○ 給水管でポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント ○ ポンプ

一
般
ダ
ク
ト

長
方
形
ダ
ク
ト

1． 鋲 1． 鋲 1． 鋲 1． 鋲 1． 鋲 1． ○ 空調している建物内の還りダクト ○ 同上の弁、フランジ、伸縮管継手、防振継手、ＦＪ等 ○ 給水及び排水の地中又はコンクリート埋設配管 ○ オイルサービスタンク及びオイルタンク

2． 保温板 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． 保温板 2． 保温板 2． ○ 屋内外露出排煙ダクト ○ 冷凍機の冷却水管 ○ 給湯管で屋内および暗渠内配管の弁、フランジ、 ○ 空調用密閉形隔膜式膨張タンク

3． カラー亜鉛鉄板 3． アルミガラスクロス粘着テープ 3． アルミガラスクロス粘着テープ 3． ポリエチレンフィルム 3． ポリエチレンフィルム 3． ○ 内貼りしたダクト及びチャンバー ○ ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイント 伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等 ○ プレート型熱交換器

4． 4． ビニル被覆カラー亀甲金網 4． ビニル被覆カラー亀甲金網 4． 鉄線 4． 鉄線 4． ○ 断熱材付フレキシブルダクト及びたわみ継手 ○ 各種タンク類のオーバーフロー管およびドレン管 ○ 保温付被覆銅管 ○

5． 5． 5． ○ エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管 ○5． ガルバリウム鋼板 5． ガルバリウム鋼板 5． 排水管で暗渠内配管（ピット内を含む） ○

6． 6．

○ 屋外露出の煙道及び煙突

外壁開口部から2ｍの部分の排気用ダクト ○ 油管 ○ 排水管で屋外露出配管及び耐火二層管6． 6． ○

○ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材及びﾛｯｸｳｰﾙ保温材

○

鉄線一
般
ダ
ク
ト

ス

パ

イ

ラ

ル

ダ

ク

ト

1． 保温帯 1． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 1． 保温帯 1． 保温帯 1．1．

2．2． 鉄線 2． アルミガラスクロス粘着テープ 2． アルミガラスクロス粘着テープ 鉄線 2．

3． カラー亜鉛鉄板 3． ビニル被覆カラー亀甲金網 3． ビニル被覆カラー亀甲金網 3． ポリエチレンフィルム

2．

4． 4． 4． 4． 鉄線 4． 鉄線 4．

3． ポリエチレンフィルム 3．

（全熱交換機器系統の排気を含む） ○ フリークーリングを行う系統の冷却水管 ○ エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管 ○ 消火用呼水タンク

5． 5． 5． 蒸気還管で人体との接触可能な箇所 ○5． ガルバリウム鋼板 5． ガルバリウム鋼板 5． ○ 給湯用密閉形隔膜式膨張タンク

6． 6．

○ ドラフトチャンバー排気ダクト ○

6． 6． ○ 安全キャビネット排気ダクト ○ 蒸気還管で機械室内 ○ 屋外露出の消火管（仕様は給水管と同等とする） ○ 屋外露出の排気筒

○ 該当なし ロックウール保温材 ロックウール保温材 該当なし 該当なし ○ 全熱交換ユニット用のダクト全て ○ 蒸気還管で凍結の恐れのある箇所 ○ 屋内露出の乾式のスプリンクラー巻き出しフレキ ○

排
煙
ダ
ク
ト

長
方
形

1． 1． 鋲 1． 鋲 1． 1． 1． ○ 空調エリアを通過する"外気雰囲気空気を扱うダクト" ○ ＡＣドレンパイプによるドレン管 （仕様はロックウール保温帯＋亀甲金網とする） ○

2． 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． 2． 2． （外気取入、排気、パス等を含む全ての系統） ○ 保温材付金属強化ポリエチレン管による冷温水管 ○ ○

3． 3． アルミガラスクロス粘着テープ 3． アルミガラスクロス粘着テープ 3． 3． 3． ○ 給気用ダクト ○ ○ ○

4． 4． 4． 4． 4． 4．

5． 5． 5． 5． 5． 5．

6． 6． 6． 6． 6． 6．

1． 鋲

○ 該当なし ロックウール保温材 ロックウール保温材 該当なし 該当なし

排
煙
ダ
ク
ト

円
形

1． 1． 鋲

3．

1． 1． 1．

2． 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 2． 2． 2．

3． 3． アルミガラスクロス粘着テープ 3． アルミガラスクロス粘着テープ

4． 4．

3． 3．

4． 4． 4． 4． ○

5． 5． 5．

6．

○5． 5． 5．

6． 6． 6． ○6． 6．

1．

○

1． 1．

2．2． 2．

○1． 1． 1．

2． ○2． 2．

3． 3． 3． 3．

4．

3． 3．

4． 4． 4． 4． ○

5． 5． 5．

4．

6．

○5． 5． 5．

6． 6． 6． ○6． 6．

： N.S ：

特記 図面名

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事

保温施工個所 　次の※もしくは●の項目における配管・ダクト・機器等は原則として保温を行う　　（○に項目におけるにおける配管・ダクト・機器等は原則として保温を行わない）

○ 外壁開口部から1ｍの部分の排気用ダクト ○ ○ 通気管（排水管の分岐点より100㎜以下の部分を除く） ○

＜　衛生機器等　＞

○ 外壁開口部から2ｍの部分の外気取入ダクト ○ 冷水、冷温水タンクのドレン管の第一バルブまで ○ 消火管

各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管

○ 外壁開口部から2ｍの部分の換気ダクト ○ 保温付被覆銅管 ○ 厨房機器及びガス湯沸器廻りの給水、排水及び給湯管

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯

○ ポンプ○ 非空調エリア内における空調エリア系統の排気ダクト ○ ドレン管で屋外露出配管及び耐火二層管 ○

藤田　拓也

6． 6．

三浦　貴弘

(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる) (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)

(FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる) (FL+2000より上部はSHASE-S 010-2013に準ずる)
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株式会社ＮＴＴファシリティーズ

一級建築士事務所　西日本事業本部

号一級建築士登録 第
区分図面番号

年月日

図面名

縮尺

工事名特記担当

機械M -

大阪府知事登録 （ト）第14884号

黒瀧　英法334621 

名　　称 品　　番
（相当品） 付　属　品　（取付部材他付属品共）

設　置　場　所

計

男
子
便
所

女
子
便
所

備　考

男
子
多
機
能

ト
イ
レ

ト
イ
レ

女
子
多
機
能

10050

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ ＢＣ－Ｐ１１０Ｈ(床置便器(ﾘﾄｲﾚ) 

ＣＦＳ４９８ＢＭ（床置床排水大便器）フラッシュタンク式洋便器（リモデル）

ＤＱ－ＰＡ１５０ＣＨ（ﾀﾝｸ式床置便器用ﾀﾝｸｾｯﾄ）　ＣＷ－ＰＡ２１ＬＱＥ－ＮＥ－Ｒ１（ﾌﾙｵｰﾄ洗浄･発電壁ﾘﾓｺﾝ･洗浄ﾀｯﾁｽｲｯﾁ付）　３２２－１１６５－５３０（延長フレキホース）　Ａ－１０４７６（リトイレ用置換セット）　ＣＦ－０２０－ＳＥＴ（分岐栓ホース）　ＣＦ－６３ＨＳＴ（棚付ﾜﾝﾀｯﾁ式2連紙巻器）　チャームボックス（ＫＦ－４４）
１１

ＴＣＦ５５２４ＡＵ（ウォシュレット）　ＹＨ１９１Ｋ Ｒ/Ｌ（スペア付紙巻器　棚付）　ＹＫＢ１０４（チャームボックス）

１
ＬＩＸＩＬ ＢＣ－Ｐ１１０Ｓ(床置便器）

フラッシュタンク式洋便器 ＴＯＴＯ ＣＦＳ４９８Ｂ(床置便器）

ＤＱ－ＰＡ１５０ＣＨ（ﾀﾝｸ式床置便器用ﾀﾝｸｾｯﾄ）　ＣＷ－ＰＡ２１ＬＱＥ－ＮＥ－Ｒ１（ﾌﾙｵｰﾄ洗浄･発電壁ﾘﾓｺﾝ･洗浄ﾀｯﾁｽｲｯﾁ付）　ＣＦ－０２０ＳＥＴ（分岐栓ﾎｰｽｾｯﾄ ）　ＣＦ－６３ＨＳＴ（棚付ﾜﾝﾀｯﾁ式2連紙巻器）　チャームボックス（ＫＦ－４４）
１２

ＴＣＦ５５２４ＡＵ（ウォシュレット）　ＹＨ１９１Ｋ Ｒ/Ｌ（スペア付紙巻器　棚付）　ＹＫＢ１０４（チャームボックス）

フラッシュタンク式洋便器（身障者用） ＴＯＴＯ ＣＦＳ４９８ＢＭ（床置床排水大便器） ＴＣＦ５５５４ＡＵＰＲ（ウォシュレット）　ＥＷＣ２８３ＣＲ（背もたれ）　ＹＨ７０２（棚付二連紙巻器）　ＹＫＨ５０Ａ（化粧棚）　ＹＫＢ１０４（チャームボックス）　

床置小便器

カウンター式洗面器

壁掛け手洗器

壁掛けハイバック洗面器

ハンドドライヤー

掃除流し

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

ＡＣ１００Ｖ・１１５０Ｗ

ＬＳＥ９０ＡＡＰＲ（壁掛手洗器）

ＴＬ３４７ＣＵ（アングル形止水栓）　ＲＨＥ４３６－６０（連結管）　ＲＨＥ７１０Ｒ（膨張水処理ユニット）

ＴＫ２２（リムカバー）　Ｔ２３ＡＥＱ２０Ｃ（横水栓）　ＴＮ１１４（アングル形止水栓）　Ｔ９Ｒ（バックハンガー）　ＨＨ０４０６０（樹脂プラグ）　Ｔ３７５ＧＥＰ（床排水金具・Ｓトラップ）

ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ（台付自動水栓）　ＴＬＤＰ２１０５Ｊ（壁排水金具）　ＴＫ５２５（洗面器用フレーム）

ＡＭ－３００ＣＶ１（自動単水栓）　ＬＦ－５ＰＡＬＵ（ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式壁排水Pﾄﾗｯﾌﾟ ）

ＡＭ－３２０ＣＶ１（自動単水栓）　ＡＹ－４４（AYﾎﾞﾙﾄ）

ＬＦ－３ＶＫ（止水栓）　ＬＦ－３０ＰＡＬ（排水Pﾄﾗｯﾌﾟ）　Ａ－６２２３（排水口ｶﾊﾞｰ）　ＥＨＰＳ－ＣＡ３ＥＣＳ２（小型電気温水器）　ＥＦＨ－ＨＭ１－２５（曲がり管 ）　ＥＦＨ－ＣＢ３（自動水栓接続継手）

ＬＦ－７ＫＥＺ－１９（ﾚﾊﾞｰ式送り座付胴長横水栓）　ＳＦ－２０２（給水ﾎｰｽ）　ＳＦ－２０ＳＡＦ－Ｐ（排水Sﾄﾗｯﾌﾟ）　ＳＦ－１０Ｅ（ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ(2本組) ）

ＡＷＬ－３３（Ｐ）－ＮＳＮＥ（狭小手洗器）

Ｌ－Ａ９５１Ａ２Ｅ（ﾊｲﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ洗面器）

単相１００Ｖ

単相１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ・９２０Ｗ

ＬＳＧ１２５ＡＡＲ（壁掛ハイバック洗面器）

ＬＳＥ９０ＡＡＰＲ（壁掛手洗器）

Ｕ－Ａ３１ＡＰ（ｾﾝｻｰ一体形小便器）

Ｌ－２５９４ＡＰ（はめ込み楕円形洗面器）

Ｌ５２５ＲＣＵ（フレーム式洗面器）

ＵＦＳ９１０（床置床排水自動洗浄小便器）

ＫＳ－５７０ＡＨ

ＴＹＣ４３０ＷＪ

Ｓ－２０２Ａ（ﾊﾞｯｸ付掃除用流し）

ＳＫ２２Ａ（掃除用流し）

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

オストメイトパック

ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ（オストメイトパック） ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ（オストメイトパック　電気温水器ＡＣ１００Ｖ・７００Ｗ　タッチスイッチＡＣ１００Ｖ・７．５Ｗ）

ＬＩＸＩＬ ＢＣ－Ｐ１１０Ｈ（ｸｲｯｸﾀﾝｸ式床置便器）
ＤＱ－ＰＡ１５０ＣＨ（ｸｲｯｸﾀﾝｸ式床置便器用ﾀﾝｸｾｯﾄ）　ＣＷ－ＰＡ２１ＬＱＥ－ＮＥＣ－Ｒ１（ﾌﾙｵｰﾄ洗浄･ ﾌﾀ無･発電壁ﾘﾓｺﾝ･洗浄ﾀｯﾁｽｲｯﾁ付）　３０３－１００９（取付け強化ﾎﾞﾙﾄ ）　３２２－１１６５－５３０（延長ﾌﾚｷﾎｰｽASSY）　Ａ－１０４７６（ﾘﾄｲﾚ用置換ｾｯﾄ ）　ＣＦ－０２０－ＳＥＴ（分岐栓ﾎｰｽｾｯﾄ）

　ＣＦ－６３ＨＳＴ（棚付ﾜﾝﾀｯﾁ式2連紙巻器）　背もたれ（ＫＦＣ－２７５Ｔ１Ｕ）　化粧棚（ＫＦ－８７）　チャームボックス（ＫＦ－４４）

３３

１ １

１

１

１

１１

１

１

１

１

１

１

ＴＯＴＯ

ＬＩＸＩＬ

オストメイトパック

ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ（オストメイトパック） ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ（オストメイトパック　電気温水器ＡＣ１００Ｖ・７００Ｗ　タッチスイッチＡＣ１００Ｖ・７．５Ｗ）

ＵＡＳ８２ＬＤＢ２ＮＷ（オストメイトパック）

ＵＡＳ８２ＲＤＢ２ＮＷ（オストメイトパック）

ＵＡＳ８２ＬＤＢ２ＮＷ（オストメイトパック　電気温水器ＡＣ１００Ｖ・６００Ｗ　タッチスイッチＡＣ１００Ｖ・１Ｗ）

ＵＡＳ８２ＲＤＢ２ＮＷ（オストメイトパック　電気温水器ＡＣ１００Ｖ・６００Ｗ　タッチスイッチＡＣ１００Ｖ・１Ｗ）

４

２

２

２

２５

１

１１

改修　２階便所平面図（衛生）
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管理番号　4HM-12-0TE-1

黒瀧　英法

三浦　貴弘

2025年 3月
藤田  拓也

大阪市立自然史博物館屋上防水改修その他工事
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

風除室

実習室 集会室(集会場) 会議室

電話交換室
PS

便所女子
書庫DN

前室
脱衣室

総合案内
電顕X線室 館長室男子便所

応接室暗室
社員室

前室

便所

救護室

更衣室

ポーチ

D'

E'

C'

高

ゴ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰

D'

E'
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Ⓗ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

屋上１

屋上２

屋上４

屋上５

⑨ ⑩

機械室

屋上３

DS DS

Ｎ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱⑯ ⑰

1
2
0
0

▽GL
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8
4
0
0

▽GL ▽GL

▽GL

1
2
6
0
0
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1
2
6
0
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1
2
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9
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0
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AW-4
AW-6

交通整理員（スポット）★

単管本足場

凡　例

Ｂ

Ｃ

Ａ

単管本足場

床養生

スタンション＋親綱

W1.2ｍｘH2.0m

ビニルシート＋合板敷

W0.9ｍ

ゴンドラ

高所作業車

W11200xL5800資材置場養生ビニル養生＋プラベニ

6
0
0
0

★

Ａ

高

ゴ

⑨

倉庫

女子便所

男子便所

U
P

風除室 玄関ﾎｰﾙ

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事務室

PS

DN
UP

ﾎｰﾙ

浴室宿直室

DS

UP

警備員室

湯沸室
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共通特記事項

【全般】

　・工事施工に使用した進入経路、資材置き場等の作業所内は現況に復旧すること。　　　　　・本工事により破損が生じた箇所は、在来に倣い補修すること。

　・電流・ケーブルへの養生について、交流の電圧が６００V以下である電路を養生するに当たっては耐電圧性能として３，０００Vの電圧に１分間耐えることができる絶縁物（ビニールシート、保護管等）にて養生を行うこと。

　・電流・ケーブルへの養生について、電圧が３，５００Vを超え７，０００V以下である電路を養生するに当たっては、耐電圧性能として２０，０００Vの電圧に１分間耐えることができる絶縁物（ビニールシート・保護管等）にて養生を行うこと。

　・施工者は、腕章、ヘルメット、名札等を着用し、工事施工者であることを明確にすること。　　　　　・施設の日常活動等運営上、支障なき様十分配慮のこと工程表を作成し、施設管理者及び、工事監理者と協議の上施工を行うこと。

　・廃棄物は関係法令を遵守し適切に処理すること。又、敷地内では一切廃棄処分を処理してはならない。　　　　　 ・警察、消防、労働基準監督署等関係各所との綿密に事前協議を実施し、必要な手続き完了後に工事を行うこと。

【館内及び建物周囲の利用について】

　・工事用トイレの利用については、施設管理者の承諾を得た上、決定すること。　　　　　 ・仮設事務所の場所については、施設管理者の承諾を得た上、決定すること。　　　　　・資機材経路については、施設管理者の承諾を得た上で、決定すること。

　・敷地内及び周辺、車内、仮設事務所内は全面禁煙とする。　　　　　 ・工事期間中は必要に応じて警備員を待機させ、工事車両等の通行に十分留意し、利用者に安全を確保するように努めること。

　・資材搬出入に伴い場内清掃を行い、万一公道を汚した場合は速やかに清掃すること。　　　　　・資材搬出入時及び積み下ろし時は安全管理に努めること。

　・作業員が来館者エリアを通行する際には、装備品や手荷物などが来館者（特に幼年者）に接触しないように十分に配慮すること。

【仮設工事について】

　・仮設工事をするにあたっては、第三者への安全に十分配慮し、所管官公庁への手続きも遅延なく行うこと。又、その際に費用は受注者の負担とする。

　・受注者はその責任において、工事による危険防止に努めること。　　　　　・高所等に取り付ける資機材については落下の危険性に特に注意すること。

　・休館日や夜間工事にあっても行事等で作業に制限がかかる場合があるため、事前に施設管理者と工程実施計画を協議すること。

　・本工事は工事範囲外の施設を運営しながら行う工事であるため、利用者には最新の注意を払って工事を行うこと。

　・防水面の足場等は、防水層への傷等を防ぐために適切な養生をすること。　　　　　・作業終了後にゴンドラ等の置場等については施設管理者と協議すること。

　・外壁面での足場組立などの作業に際して、施設管理者および公園管理者と協議の上、作業計画を決定すること。

　・荷揚げ等でレッカーを使用する場合には、計画内容を施設管理者及び公園管理者と協議すること。

　・足場設置や防水改修に伴い植栽剪定が必要の場合は、施設管理者及び、公園管理者と協議の上、剪定可否を確認すること。

　・トイレ改修に伴う１F天井裏配管工事の工程などは施設管理者と十分に協議の上、決定すること。

　・トイレ改修に伴い来館者エリアへの粉塵等の飛散に十分に注意し、工事エリア内は

　　集塵機などを用いて工事エリア外への粉塵等の流出には十分に配慮すること。

【その他】

　・本仮設計画図は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための参考資料

　　であり、工事請負契約上の拘束力を生じるものではない。

　　受注者は施工条件、敷地状況を十分に考慮して、仮設、施工方法、

　　安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者

　　の責任において定めるものとする。
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＊本範囲にあるシャッターは、開館日には閉鎖すること。

＊閉館日にのみ、資材運搬のために開放できるものとする。
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＊仮設間仕切りの設置はトイレ突出サイン、開戸の軌跡より

　　500㎜以上の間隔を開けること。
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